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第１章 総則 

 

第１節 基本事項 

 

第１ 適用 

本発注仕様書（以下，「本書」という。）は，京都市（以下「本市」という。）が発注する「京都会館再整備工

事」（以下「本工事」という。）に適用する。 

 

第２ 基本設計説明書の位置づけ 

添付した基本設計説明書は，本書の一部とする。 

基本設計説明書の構成としては，「１．基本設計方針」，「２．検討委員会提言を受けた基本設計内容/景

観シミュレーション」，「３．計画概要」，「４．建築計画」，「５．構造計画」，「６．ホール，舞台計画」，「７．電気

設備計画」，「８．機械設備計画」，「９．基本設計図（建築）」，「１０．基本設計参考図（構造）」，「１１．基本設

計参考図（電気）」，「１２．基本設計参考図（機械）」，「１３．基本設計図（舞台機構）」，「１４．基本設計図

（舞台照明）」，「１５．基本設計図（舞台音響）」，及び「１６．その他設計図」にて構成されている。 

発注仕様書に基づいて行う実施設計業務に際しては，「１．基本設計方針」，「２．検討委員会提言を受け

た基本設計内容/景観シミュレーション」，「３．計画概要」，「４．建築計画」，「５．構造計画」，「６．ホール，

舞台計画」，「７．電気設備計画」，「８．機械設備計画」，「９．基本設計図（建築）」，「１０．基本設計参考図

（構造）」，「１１．基本設計参考図（電気）」，「１２．基本設計参考図（機械）」，「１３．基本設計図（舞台機

構）」，「１４．基本設計図（舞台照明）」，「１５．基本設計図（舞台音響）」，及び「１６．その他設計図」の趣旨

を十分考慮し反映させること。 

基本設計説明書中，「１０．基本設計参考図（構造）」に記載のある構造関係部分は，基本設計段階で想

定した計画を示したものであり，実施設計に際しては，「１０．基本設計参考図（構造）」に記載のある構造関

係部分に基づき，基本設計説明書中「５．構造計画」に示す要求水準を満たすよう，構造設計を行うこと。 

基本設計説明書の「９．基本設計図（建築）」中，「解体前一般図 参考図，現況仕上げ表 参考図」，「解

体工事及び埋文調査後平面図」，「解体設計図」及び「解体設計図 外構」については，基本設計段階での

既存建築物又は整備工事に係る敷地内構築物等の概要を示したものであり，図面と現状が相違する場合

には，現状を優先する。 

 

第３ 本工事 

１ 名称 

京都会館再整備工事 

２ 敷地概要 

（1） 工事場所 

京都市左京区岡崎最勝寺町１３番地 

（2） 敷地の地域・地区 

ア 用途地域   第二種住居地域（特別用途地区：岡崎文化芸術・交流拠点地区） 

イ 建ぺい率   ７０％（京都市建築基準法施行規則第１５条適用） 

ウ 容積率   ２００％ 

エ 地区計画  壁面の位置の制限（冷泉通から４ｍ，二条通・神宮道から１５ｍ，琵琶湖疏水から１０ 

       ｍ），高さの最高限度（３１ｍ，２０ｍ，１５ｍ），その他「岡崎文化・交流地区地区計画」

による。 

オ 防火地域   建築基準法第２２条区域 

カ 日影規制   ５ｍライン４時間，１０ｍライン２．５時間 

キ その他   風致地区第５種地域，岡崎公園地区特別修景地域，近景デザイン保全区域， 

遠景デザイン保全区域 

埋蔵文化財包蔵地 

屋外広告物禁止区域，屋外広告物第２種地域 
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（3） 概況 

本敷地は，多くの文化・交流施設が集積し，京都の近代化のシンボル的な地域であるとともに，市民を

はじめ，国内外から年間延べ５００万人を超える方々が訪れる「国際文化観光都市 京都」の顔となる岡

崎地区に位置しており，二条通をはさんで南側にはみやこめっせ，東側は岡崎公園，冷泉通をはさんで

北側は平安神宮観光バス駐車場及び京都市武道センターが位置している。また，西側は琵琶湖疏水に

面しており，地域全体として，良好な文化ゾーンに位置する。 

 

３ 対象業務 

本工事の対象業務は，次の業務とする。 

（1） 設計業務 

ア 事前調査業務 

イ 京都会館再整備工事実施設計業務 

（ア） 第一ホール部分増築工事実施設計（接続部分の解体撤去設計含む。） 

（イ） 第二ホール及び会議棟部分増築及び改修工事実施設計（耐震診断・改修設計含む。） 

（ウ） 外構整備工事実施設計（付属建屋解体撤去工事設計含む） 

（2） 施工業務 

ア  京都会館再整備工事 

（ア） 第一ホール部分増築工事（接続部分の解体撤去工事を含む。） 

（イ） 第二ホール及び会議棟部分増築及び改修工事（耐震改修工事含む。） 

（ウ） 外構整備工事（付属建屋解体撤去工事含む） 

 

４ 契約期間 

契約の日から平成２７年８月３１日まで 

 

５ 計画概要 

（1） 規 模  

  ア 敷地面積    約１３，１６７.50 ㎡ 

イ 第一ホール部分（増築） 

階 数      地上６階，地下２階 

延床面積    約 １０，８９０㎡  

建築面積    約 ３，４１０㎡ 

構 造        鉄筋コンクリート造，鉄骨鉄筋コンクリート造及び鉄骨造の混構造 

  ウ 第二ホール及び会議場部分（増築及び改修） 

階 数      地上３階，地下１階 

延床面積    約 ８，５６０㎡  

建築面積    約 ４，７６５㎡ 

構 造        鉄筋コンクリート造 

  エ 外構整備工事 計画敷地内中庭及び計画建築物周囲 

 

 

第４ 別途工事 

本市は，本工事に含まない次の別途工事等を本工事場所で実施予定である。 

工事期間中，別途工事が行われるときは，別途工事業者との工事間調整を行うこと。また，別途工事を円

滑に進めるため，本市から請負者に対し，情報，資料の提供，協力依頼があるときは，合理的な範囲でこ

れに協力するものとする。 
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別途工事等名 内       容 

解体撤去工事 第一ホール部分，他解体撤去工事 

埋蔵文化財発掘調査 同上跡地及び疏水側の空地に係る発掘調査 

備品等工事 
備品・什器・家具・機器で本書に記載する以外の備品・

什器・家具・機器の工事 

にぎわい施設テナント工事 
にぎわい施設部分に入居する予定の飲食等店舗の内

装・設備・備品工事 

 

 

第５ 工程 

 本工事及び別途工事の全体工程表（案）を別表第１に示す。 

 

第６ 危険負担 

本工事における対価の増加等の負担は，別表第２リスク分担表による。
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第２節 支払条件 

 

第１ 対価の支払条件 

 

１ 前払金 

支 払 年 度 前 払 金 支 払 限 度 額 

平成２４年度 平成２４年度本工事出来高予定額の３０％以内 

平成２５年度 平成２５年度本工事出来高予定額の４０％以内 

平成２６年度 平成２６年度本工事出来高予定額の４０％以内 

平成２７年度 平成２７年度本工事出来高予定額の４０％以内 

※ 平成２５年度の前払いは，本工事の設計業務の完了まで行わない。 

※ 各年度支払限度額は３億円とする。 

 

２ 部分払 

中間前金払及び部分払については，いずれか一方を請負者が選択するものとする。 

（１）中間前金払の場合（低入札価格調査を経て契約を締結した場合はこの限りでない。） 

 

 

 

 

 

 

※ 中間前払金の支払いは，請負者からの請求により，本市が「京都市公共工事に係る前払金

に関する規則による前払金取扱要綱」に掲げるすべてに該当したことを確認したうえで行うも

のとする。ただし，１会計年度につき中間前払金の支払限度額は１億 5 千万円とする。 

なお，各会計年度の年度末に限り，各会計年度における支払限度額の範囲で，当該年度末

における出来高に応じて部分払を行うことができる。 

（２）部分払 

部分払は平成２５年度に２回，平成２６年度に３回以内とし，平成２７年度については１回以内とする。

ただし，本工事の設計業務の完了までは部分払を行わない。 

 

３ 完成払 

本工事完成後に支払う。 

 

４ 各年度の支払限度額及び出来高予定額 

各年度の支払限度額及び出来高予定額は，概ね下記の比率による。 

支 払 年 度 支 払 限 度 額 出 来 高 予 定 額 

平成２４年度 請負代金額の０．３６％以内 請負代金額の０．４％以内 

平成２５年度 請負代金額の２７％以内 請負代金額の３０％以内 

平成２６年度 請負代金額の３６％以内 請負代金額の４０％以内 

平成２７年度 残額 残額 

    ※前払金，中間前金払，部分払金の当該年度の累計は，その年度の支払限度額を超えることはでき

ない。 

 

５ 総合評価を受けた内容を履行できない場合の措置 

請負者は，契約締結後，請負者の責により技術提案した内容が履行できない場合は，本市と協議のう

え，提案内容とは異なる方法で本工事を履行することができる。 

なお，その場合における基本条件は，原則として，本書及び落札者決定基準による。また，本市は落

札者決定基準に基づき技術提案書を再評価し，対価を減額することができる。 

支 払 年 度 中 間 前 払 金 支 払 限 度 額 

平成２４年度 なし 

平成２５年度 平成 ２５ 年度工事出来高予定額の ２０％ 以内 

平成２６年度 平成 ２６ 年度工事出来高予定額の ２０％ 以内 

平成２７年度 平成 ２７ 年度工事出来高予定額の ２０％ 以内 
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第２ 実施設計図書及び対価内訳書 

 

１ 実施設計図書及び対価内訳書の提出と合意 

（1） 請負者は，契約締結後速やかに，設計業務及び施工業務の内訳を記した対価内訳書を作成し，本

市が設置する設計監督職員に提出すること。 

（2） 請負者は，設計業務完了後直ちに, 自らが作成した実施設計図書に基づく対価内訳書を再度作成し，

本市と協議の上，数量及び単価に係る合意を得た対価内訳書を完成させ，設計監督職員に提出する

こと。 

なお，設計業務完了後に作成する対価内訳書については，契約金額と相違の無い総額となる内訳書

とすること。 

（3） 請負者は，自ら作成した実施設計図書について本市の検査を受けること。 

 

２ 実施設計図書及び対価内訳書の扱い 

（１） 本市は，検査に合格した実施設計図書を，その後の施工業務における工事目的物を施工する上での 

設計図書として取り扱う。 

ただし，当初の設計図書（発注仕様書及び基本設計説明書を含む。）からの脱漏，不備，図書相互間

の不整合があった場合には，当初の設計図書（発注仕様書及び基本設計説明書を含む。）を優先す

る。 

（２） 本市は，実施設計業務完了後に合意をした対価内訳書を，施工業務における部分払及び請負代金

額の変更が発生した場合の請負代金額の変更金額の算定に用いる。 

ただし，仕様，数量など前提条件が大きく変わる場合は，この限りではない。 

なお，合意した対価内訳書に記載の無い項目については，本市が定める基準に基づく方法により算

出した数量を用いることとし，本市が定める基準に基づく方法により算出した金額に，請負者と契約し

た金額を本市入札時予定価格にて除した割合（いわゆる落札率）を乗じた金額を用いることとする。 

（３） 上記にある「本市が定める基準」とは「京都市都市計画局建築工事積算要綱」とし，それによりがたい

場合は，別表第４にある「５ 建築積算に関するもの」及び別表第５にある「４ 積算に関するもの」を基

本とする。 
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第２章 設計業務・施工業務 

 

第１節 共通事項 

 

第１ 一般事項 

１ 関連法令等の遵守 

本工事にあたっては，契約書，京都市契約事務規則，建設業法，建築基準法，消防法，電気事業法，

水道法，下水道法，労働安全衛生法，その他関連法令等を遵守すること。（詳細は，関連法令一覧

（別表第３）を参照すること。） 

 

２ 適用基準 

本書に記載のない事項については，適用基準図書（別表第４，５，６）の基準による。適用基準図書は

最新のものを適用すること。 

 

３ 基本条件 

（1） 本書，入札説明書及び発注仕様書等に関する質問への回答に示す仕様，性能及び水準を満たすこ

と。 

（2） 本工事において，本市が監修業務の実施のため，監修者を配置した場合，請負者は，監修者と協議

を行い，監修者の意向を把握し，本市の監督職員の指示に基づき本工事を進めることとする。 

また，基本設計説明書からの仕様等の変更が生じる場合は，監修者及び本市と協議を行い，協議結

果を本工事に反映すること。 

なお，監修業務とは，本工事に先立ち，本市が設置した，「京都会館の建物価値継承に係る検討委員

会」において議論された京都会館の建物価値を将来にわたって確実に継承し，本工事に反映させるた

め，本市が専門家に委託して実施する業務をいう。 

（3） 平面計画及び外観意匠の変更は，本市の求めがない限り認めない。ただし，次に該当する場合で，本

市と協議のうえ行う変更を除く。 

ア 技術提案に伴う構造計画及び設備計画の変更 

イ 構造材・仕上材・設備機器等の相互間の納まりによる軽微な変更 

（4） 請負者は，本工事の契約締結後から，第２章，第３節，第１，２に定める着工日にかかわらず，工事場  

所に設けられている本市設置の仮設物を含め，工事範囲における保安管理（監督官庁等との協議及

びそれに基づく対応を含む。）を行う。ただし，別途工事である京都会館の解体撤去工事の範囲及び

その期間，並びに埋蔵文化財の調査範囲及びその期間はこの限りではない。 

（５） 請負者は，本工事を履行するに際しては，京都市内に本社や工場が所在する事業者から施設・資材・

技術を含めて調達するよう努めるものとする。 

 

４ 技術提案内容の反映 

（1） 請負者は，入札において行った技術提案について，その内容を本工事に反映させなければならな

い。 

（2） 技術提案内容の反映による対価の変更はしない。 

 

５ 優先順位 

本書，入札説明書等に関する質問への回答等の優先順位は次のとおりとする。 

（1） 発注仕様書等に関する質問回答書 

（2） 技術提案書類（本市が本工事に反映させると判断した提案に限る。） 

（3） 本書 

（4） 入札説明書（入札公告を含む。） 
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６ 監督職員の指示 

本市は，設計監督職員及び施工監督職員（以下，「監督職員」という。）を置く。 

請負者は，設計・施工業務を通じ，監督職員の指示に従い，円滑に業務を遂行すること。 

 

７ 現場代理人 

（1） 請負者は，契約締結後速やかに，設計業務及び施工業務共通の現場代理人を選定し，専任するこ

と。 

（2） 請負者は，選定した現場代理人の氏名，住所及び経歴等を書面により本市行財政局財政部契約課

（以下，「契約課」という。）に提出すること。 

（3） 現場代理人は，実務経験が豊富であり，本書の趣旨及び内容を総括的に本事業に反映できる誠実か

つ責任感のある者を選定すること。 

（4） 現場代理人と監理技術者の兼任を認める。 

（5） 現場代理人の変更は，やむを得ない場合を除き，認めない。 

（6） 本市がその者を現場代理人として著しく不適当であるとみなした場合，請負者は速やかに適切な措置

を講じること。 

（7） 設計業務・施工業務の実施体制を下図に示す。設計及び施工の各人員については第２章第２節第１

及び第３節第１による。 

 
<設計業務> 

 

 
 

 

<施工業務> 

                                    ： 建設業法でいう，現場代理人，監理技術者 

 

８ 関係官公署等への届出手続等 

（1） 本工事に必要な関係官公署その他関係機関への協議，報告，各種許認可，申請業務及び届出手続

等（申請に伴う説明会を含む）は請負者が行う。 

（2） 関係官公署等への届出手続等に当たっては，届出内容等について，あらかじめ監督職員に報告し承

諾を受けること。 

（3） 関係官公署等への届出手続等に係る必要な一切の費用は，請負者の負担とする。 

（4） 請負者は，関係官公署等と協議等を行った場合は，速やかに協議記録を作成し，監督職員に提出す

ること。 

（5） 建築基準法及び建築士法に規定する設計者は請負者が配置すること。（計画通知書に建築士法第２

０条の規定に基づく表示を行うこと。） 

（6） 工事にかかる計画通知書の審査及び建築物等の完了検査については，請負者の負担により責任をも

って適法とさせること。 

（7） 構造計算適合性判定，全館避難安全検証法及び時刻暦応答解析に係る国土交通大臣認定取得（性

能評価機関の手数料を含む。）の手数料は１回を限りとして本市が別途支払う。請負者の責により再

度，構造計算適合性判定，全館避難安全検証法及び時刻暦応答解析に係る国土交通大臣認定取

得が必要となった場合は，請負者が手数料（性能評価機関の手数料を含む。）を負担する。 

 

９ 打合せ及び記録 

（1） 請負者は，設計業務・施工業務を適正かつ円滑に実施するため，監督職員と密接に連絡をとり，十分

に打合せを行うこと。 

（2） 請負者は，監督職員から進捗状況等の報告を求められた場合は，速やかにこれに応じること。 

（3） 請負者は，監督職員と打合せを行った場合は，その都度，打合せ記録を作成し，監督職員の確認を

受けること。 

 

現場代理人 

管理技術者 
設計担当者（建築，電気，機械，舞台機構，舞台

照明，音響の工種ごと） 

監理技術者 
施工担当者（建築，電気，機械，舞台機構，舞台

照明，音響の工種ごと） 
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１０ 予定工程表等 

（1） 請負者は，契約締結後， 設計業務着手から施工業務完成までの予定工程表を設計監督職員に提

出し，承諾を受けること。 

（2） 請負者は，設計業務及び施工業務の各業務に先立ち予定工程表を作成し，設計業務に係る予定工

程表は，設計監督職員に，施工業務に係る予定工程表は施工監督職員に提出し，それぞれの承諾

を受けること。 

（3） 請負者は，提出した予定工程表を変更する必要が生じた場合は，監督職員に承諾を得るとともに，業

務に支障がないよう適切な措置を講じること。 

 

１１ 別途工事等に係る注意事項 

（1） 請負者は，本市が発注する業務上密接に関係する別途工事について，その工事が円滑に施工できる

よう協力すること。 

（2） 什器・備品工事に伴う据付のための基礎工事，下地補強工事等については，設計業務・施工業務の

中で脱漏がないよう注意を行うこと。 

（3） 請負者は，本市が工事監理業務を別途発注した場合，その工事監理者の業務が円滑に実施できるよ

う協力すること。 

（4） 本市は，別途工事の内容及び図面等を必要に応じて通知又は支給する。 

１２  特許権等の使用 

    特許権等の使用に係る一切の責任は請負者とする。 

第２ 提出書類 

（1） 請負者は，本市が指定した様式により，関係書類を遅滞なく提出すること。 

（2） 本市で様式を指定していないものは，請負者において様式を定め，監督職員の確認を受けること。 

（3） 契約締結後に提出が必要な書類は，別表第７による。 

（4） 設計業務において提出が必要な書類は，別表第９及び別表第１０による。 

（5） 施工業務において提出が必要な書類は，別表第１１による。 

（6） 監督職員の指示した書類は，各工種ごと（建築，電気，機械，音響，舞台機構及び舞台照明）に分類

して提出すること。提出部数は，監督職員の指示による。 

 

第３ 電子納品 

本工事は電子納品の対象工事とする。設計業務の電子納品対象書類は，別表第１０による。施工業

務については別表第１１による。 

（1） 電子納品は，「京都市都市計画局電子納品（建築設計業務）要領(案)」及び「京都市都市計画局電子

納品（建築工事）要領(案)」に基づいて行うものとする。（要領については，都市計画局都市企画部都

市総務課のホームページ http://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/page/0000007350.html を参照するこ

と。） 

（2） 図面等をCADにより作成する際は，建築 CAD図面作成要領(案)（国土交通省大臣官房官庁営繕部）

の最新版により作成するものとし，レイヤの構成は，この作成要領(案)のレベル２を満足すること。 

（3） 電子納品の成果物は，電子媒体(CD-R)で正，副各１部提出する。 

（4） 電子納品の成果物の提出の際には，電子成果物作成支援・検査システム（国土交通省大臣官房官庁

営繕部）により，エラーがないことを確認した後，ウイルスチェックを行いウイルスが存在していないこと

を確認したうえで提出するものとする。 

（5） その他，電子納品に関する詳細な取扱については，監督職員と請負者で協議のうえ，決定する。なお，

電子納品の成果物が著作権法第 2 条第 1 項第 1 号に規定する著作物に該当するときは，当該著作

物に係る著作権は，当該成果物の引渡し時に本市に無償で譲渡するものとする。 
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第２節 設計業務 

 

第１ 業務条件等 

１ 基本条件 

（1） 請負者は，契約締結後，速やかに設計業務に着手すること。 

（2） 請負者は，設計監督職員及び監修者と打合せ，協議を行い，本書の内容等について十分把握し，成

果物に反映させること。また，設計方針等については，設計監督職員の指示又は承諾を受けること。 

（3） 請負者は，工法，材料，製品等について，その品質，工期及び安全性等の検討を十分に行うこと。ま

た，その工法等が特殊なものである場合は，あらかじめ設計監督職員及び監修者と協議し，承諾を受

けること。 

（4） 請負者は，設計業務内容に疑義が生じた場合は速やかに設計監督職員及び監修者と協議をし，打

合せた結果を設計図書に反映すること。 

（5） 請負者は，業務遂行上必要となる関係者及び関係官公署等と十分打合せを行い，成果物に反映させ

ること。 

（6） 建築，電気，機械，舞台機構，舞台音響及び舞台照明等の各工事の設計担当者は，相互の設計内

容について十分打合せを行い，設計内容の調整し，成果物に反映させること。 

（7） 請負者は，近隣住民，議会及び関係機関に対して本市が行う説明会に協力し，説明資料等を請負者

の負担により準備すること。 

 

２ 協力事務所 

請負者は，設計業務にあたり，協力事務所に依頼することができる。ただし，その場合は，協力事務所

名・所在地，依頼する業務内容及び依頼先担当者名を設計監督職員に書面により事前に報告し，承

諾を受けること。また，協力事務所が再委託を行う場合においても同様とする。 

 

３ 管理技術者及び設計担当者等 

請負者は，設計業務にあたり，管理技術者及び設計担当者を選定すること。また，選定する管理技術

者及び設計担当者は，その氏名，住所及び経歴等を書面により設計監督職員に提出し，承諾を受け

ること。 

また，建築基準法，建築士法その他の法令等に基づき，配置を求められる資格者を必要とする場合

は，満足する体制とすること。 

なお，業務履行中において，その者が管理技術者及び設計担当者として著しく不適当と本市がみな

した場合，請負者は速やかに適切な措置を講じること。 

（1） 管理技術者 

管理技術者は，１級建築士資格取得後１０年以上の実務経験を有し，誠実かつ責任感のある者で，平

成９年度以降に完成した建築工事における，固定席で客席数５００席以上を有する劇場の新築工事又

は増築工事に係る実施設計実績（増築工事については，舞台及び客席の全面を増築したものとす

る。）を有し，建築意匠，建築構造，電気工事，機械工事，舞台機構，舞台照明及び舞台音響の各設

計担当者を統括し，本書の趣旨及び内容を成果物に反映できる者とすること。 

管理技術者は設計監督職員の承諾を得て，（2）の建築意匠設計担当者を兼ねることができる。 

（2） 設計担当者 

請負者は，次のア～クに掲げる各設計担当者を選定すること。 

ア  建築意匠設計担当者 

      次に掲げるいずれかの条件を満足する者 

① １級建築士資格取得後５年以上の建築意匠設計実務経験を有する者 

② ２級建築士資格取得後７年以上の建築意匠設計実務経験を有する者 

③ 大学（専門課程）卒業後５年以上の建築意匠設計実務経験を有する者 

   イ  建築構造設計担当者 

      次に掲げるいずれかの条件を満足する者 

      ① 構造設計一級建築士で建築構造設計の実務経験を有する者  
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      ② １級建築士資格取得後５年以上の建築構造設計実務経験を有し，時刻暦応答解析により国

土交通大臣の認定を取得した構造設計実績を有する者 

      

ウ  電気工事設計担当者 

① 設備設計一級建築士で電気設備設計の実務経験を有する者 

② 建築設備士で電気設備設計の実務経験を有する者 

③ 大学（電気に関する専門課程）卒業後５年以上の電気設備設計の実務経験を有する者 

④ 高等学校(電気に関する専門課程)卒業後８年以上の電気設備設計の実務経験を有する者 

⑤ 10 年以上の電気設備設計の実務経験を有する者 

注１ 上記③～⑤に記す実務経験年数の２分の１を上限として，「電気設計実務経験」を「電気

設備工事施工実務経験」に読み替えることができるものとする。 

注２ 実務経験の年数には，一般事務等に従事した期間以外の在職期間とする。 

一般事務等とは，建築設備との関連が少なく建築設備に関する知識及び技能の必要性

が少ない業務，建築設備に関する知識及び技能を必要としない内容の庶務，会計，労務

等の業務等を指す。 

エ  機械工事設計担当者 

①設備設計一級建築士で機械設備設計の実務経験を有する者 

②建築設備士で機械設備設計の実務経験を有する者 

③１級管工事施工管理技士資格取得後３年以上の機械設備設計実務経験を有する者 

④空調衛生工学会の設備士資格取得後３年以上の機械設備設計実務経験を有する者 

⑤大学（機械に関する専門課程）卒業後５年以上の機械設備設計実務経験を有する者 

⑥高等学校（機械に関する専門課程）卒業後８年以上の機械設備設計実務経験を有する者 

⑦１０年以上の機械設備設計の実務経験を有する者 

注１ 上記⑤～⑦に記す実務経験年数の２分の１を上限として，「機械設計実務経験」を「機械

設備工事施工実務経験」に読み替えることができるものとする。 

注２ 「機械に関する」とは，「機械」など建築設備と関連のある名を冠する学科をいう。 

注３ 実務経験の年数には，一般事務等に従事した期間以外の在職期間とする。 

一般事務等とは，建築設備との関連が少なく建築設備に関する知識及び技能の必要性

が少ない業務，建築設備に関する知識及び技能を必要としない内容の庶務，会計，労務

等の業務等を指す。 

   オ 音響設計担当者 

   平成９年度以降，固定客席で５００席以上の客席数有する劇場の音響設計の実績（新築工事又は

増築工事に係る音響設計実績（増築工事については，舞台及び客席の全面を増築したものとす

る。））を有する者 

カ 舞台機構設計担当者 

   平成９年度以降，固定客席で５００席以上の客席数を有する劇場の舞台機構の設計実績（新築工

事又は増築工事に係る舞台機構設計実績（増築工事については，舞台及び客席の全面を増築

したものとする。））を有する者 

キ 舞台照明設計担当者 

   平成９年度以降，固定客席で５００席以上の客席数を有する劇場の舞台照明の設計実績（新築工

事又は増築工事に係る舞台照明設計実績（増築工事については，舞台及び客席の全面を増築

したものとする。））を有する者 

   ク 積算の技術者 

      積算の技術者は，社団法人 日本建築積算協会が付与する建築積算資格者とする。 

 

４ 特記仕様書 

（1） 別紙（特記仕様書）は実施設計図の一部として使用する。適用項目が未確定の部分は設計監督職員

との協議により確定すること。 

ただし，本市において特記仕様書の改定等があった場合については，設計段階にて別紙（特記仕様
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書）に反映させるものとする。 

（2） 特記仕様書中の工事請負契約書に関する内容は，本工事の契約書の内容に読み替えるものとする。 

 

５ 業務連絡網 

 

請負者 
←→ 都市計画局 

公共建築部企画設計課 

←→ 文化市民局 

文化芸術都市推進室文化芸術企画課

 （  京 都 市 ） 

６ 貸与品等 

（1） 本市が請負者に貸与する品は次のとおりとする。 

品名 数量 引渡場所 引渡時期 返却時期 

現況図面 １ 企画設計課 設計着手時 設計完了時 

耐震診断報告書（平成 14 年実施） １ 企画設計課 設計着手時 設計完了時 

各種基準図 １ 企画設計課 設計着手時 設計完了時 

設計業務委託要領 １ 企画設計課 設計着手時 設計完了時 

地質調査報告書 １ 企画設計課 設計着手時 設計完了時 

テレビ電波障害机上検討報告書 １ 企画設計課 設計着手時 建物完成時 

（2） 請負者は，貸与品を善良な管理者の注意を持って取り扱うこと。万一，紛失又は損傷した場合は，請

負者の責任と費用負担により，代品を納め若しくは原状に復し返還し，又はこれらに代えてその損害

を賠償すること。 

（3） 本市は鉄筋コンクリート工事標準図を請負者に支給する。 

 

第２ 業務範囲及び内容 

１  業務範囲 

（1） 事前調査及び確認業務 

ア 請負者は，業務に必要な現地調査（敷地の現況測量，建設敷地周辺の家屋調査及び工事目的

物によるテレビ電波障害（デジタル）の事前調査等）を行うこと。 

イ 調査内容等については，あらかじめ設計監督職員に報告すること。 

ウ 現地調査に係る一切の費用は，請負者の負担とする。 

エ 現地調査を行った場合は，その結果等について設計監督職員に報告し，設計図書に反映するこ

と。 

 

（2） 本工事の設計業務 

ア 請負者は，基本設計説明書に係る関係法令等の点検を行うこと。 

イ 請負者は，基本設計説明書に示す本工事（外構工事を含む。）の実施設計を行うこと。 

 

２  業務内容 

別表第８による。 

請負者は，設計の進捗に関して，一週間程度ごとに，本市及び本市が設置する監修者と打合せを行

う。打合せ，報告，確認にあたっては設計内容を表すための図面，スケッチの他に，スタディ模型，パ

ース等を用意する。 

    次に示すモックアップを作成し，本市及び設計監督員の承諾を得るものとする。 

・施設全体模型 1／200 

・共通ロビーを中心とする断面模型 1／３0 

・1）第一ホールの内部全体模型 1／３0 

・2）第一ホールの音響反射板音響検討用模型 1／３0 

・3）第二ホールの内部全体模型 1／３0 

・4）第二ホールの音響反射板音響検討用模型 1／３0 

・5）多目的スタジオの内部全体模型 1／３0 
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第３ 成果物 

１  成果物 

別表第１０による。 

 

２  確認 

（1） 請負者は，本工事の設計業務完了後，速やかに第２章第１節第２（４）に定めた書類を提出し，設計監

督職員の確認を受けること。 

なお，本工事の設計業務の完了までに，建築基準法に基づく計画通知の確認済証の交付を受けるこ

と。 

（2） 確認を行う場所及び日時は，請負者から設計業務完了通知書により通知がなされた後，設計監督職

員が請負者に通知する。 

確認は設計業務完了通知書を受けてから１４日以内に実施する。 

（3） 請負者は，設計監督職員の確認において修補を指示された場合，直ちに修補して再度，設計業務完

了通知書を提出し，設計監督職員による確認を受けなければならない。 

 

３  提出 

（1） 請負者は，設計監督職員による確認後，成果物を速やかに設計監督職員に提出することとする。 

（2） 請負者は，成果物の写しを業務完了後 15 年間保存すること。ただし，本市が保存の必要がないとして

指示した場合は，この限りではない。 
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第３節 施工業務 

 

第１ 業務条件等 

１ 基本条件 

（1） 請負者は，施工監督職員と十分打合せのうえ工事を進めること。 

（2） 請負者は，工法，材料，製品等について，その品質，工期及び安全性等の検討を十分に行うこと。ま

た,その工法等が特殊である場合は，あらかじめ施工監督職員と協議し，承諾を受けること。 

（3） 請負者は，施工業務内容に疑義が生じた場合は速やかに施工監督職員と協議しなければならない。 

（4） 建築，電気，機械，舞台機構，舞台照明，舞台音響等の各工種間で，相互の工事内容について十分

打合せ及び調整を行い，施工業務に反映させること。 

（5） 請負者は，関係者及び関係官公署等と十分打合せを行い，施工業務に反映すること。 

（6） 請負者は，無理のない工程を計画すること。 

（7） 近隣住民に対しての工事説明を行うこと。 

 

２ 工事着工日 

（1） 本工事の着工日については，設計業務の検査合格日以降に本市と請負者が協議を行い，定める。 

（2） 請負者が提出する「着工届」には上記の着工日を記載すること。「着工届」の受領をもって，工事着工

を可能とする。ただし，解体撤去工事及び準備工事等で，施工監督職員の承諾を得た場合はこの限

りではない。 

 

３ 施工条件 

（1） 作業日時等 

ア 請負者は，労働時間短縮の推進を図るため，現場作業は，原則として本市の休日を定める条例

による休日（日曜日，土曜日及び国民の休日に関する法律に規定する休日等（以下｢休日｣とい

う｡））は行わないこととし，平日に行うよう努めなければならない。 

なお，作業内容，作業工程の都合等により作業時間の延長又は休日作業が生じる場合は施工監

督職員と協議すること。 

イ 作業時間帯は，原則として，午前８時から午後５時とする。 

ウ 施工監督職員の立会日及び確認検査日は，平日とする。 

エ 上記で作業を認めている期間及び日時においても，施工監督職員は指示により，作業日時等を

制約することがある。その場合には請負者はこれに従わなければならない。 

（2） 建設機械 

請負者は，公害の防止に努め，工事に当たっては「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規

程」(平成９年建設省告示第１５３６号）に基づき指定された建設機械を使用すること。 

 

４ 監理技術者及び施工担当者 

請負者は，施工業務の遂行にあたり，本業務専任の建築工事の監理技術者及び施工担当者を選定

すること。 

なお，業務履行中において，その者が監理技術者及び施工担当者として著しく不適当と本市がみな

した場合は，請負者は速やかに適切な措置を講じること。 

（1） 監理技術者 

監理技術者は，平成９年度以降，固定客席で５００席以上の客席数を有する劇場の新築工事又は増

築工事を監理技術者として施工した実績（コリンズ等で実績が判明できるものであること。増築工事に

ついては，舞台及び客席の全面を増築したものとする。）を有する者とする。 

ア 請負者は，選定した建設業法第２６条第２項に定める監理技術者の氏名，住所及び経歴等を書

面により契約課に提出すること。 

イ 監理技術者の変更は，やむを得ない場合を除き，原則として認めない。 

ウ 監理技術者の工事実績情報サービスへの登録は工事着工日から起算してもよいものとする。 

エ 監理技術者は施工監督職員の承諾を得て，次の（2）の建築工事に係る施工担当者を兼ねること
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ができる。 

（2） 施工担当者 

次のア～ウに示す工種ごとの施工管理技士を選定すること。 

また，ア～ウの施工担当者は，平成９年度以降，固定客席で，５００席以上の客席数を有する劇場の

新築工事又は増築工事の施工実績（コリンズ等で実績が判明できるものであること。役割は問わない。

増築工事については，舞台及び客席の全面を増築したものとする。）を有する者とする。 

ア １級建築施工管理技士 

イ １級電気工事施工管理技士 

ウ １級管工事施工管理技士 

 

５ 施工体制 

（1） 請負者は，建設業法第２４条の７第１項の規定により，施工体制台帳を作成し，工事現場に備えるとと

もに，写しを施工監督職員に提出すること。また，施工体系図を工事関係者が見やすい場所及び公

衆が見やすい場所に掲示すること。 

（2） 本市は，本工事を施工するために使用している下請負者等で工事の施工または監理において不適当

と認められる場合，必要な措置をとるよう求めることができる。この場合，請負者は速やかに適切な措

置を講じること。 

 

６ 業務連絡網 

 

請負者 
←→ 都市計画局 

公共建築部工務監理課 

←→ 文化市民局 

文化芸術都市推進室文化芸術企画課

 （  京 都 市 ） 

 

７ 施工状況の確認 

（1） 施工監督職員が要請した場合，請負者は工事施工の事前説明及び事後報告を行うこと。 

（2） 施工監督職員は必要に応じて，工事現場において施工の確認を行うものとする。請負者はこれに協

力すること。 

（3） 施工の事前確認として，次の打合せ用モックアップを作成すること。 

・第一ホール 照明ブリッジ  原寸 3m 長程度  

・第一ホール プロセニアム  原寸 2mx2m 長程度 

・第一ホール，第二ホール   種類別客席椅子 ３脚 程度 

・共通ロビー新規カーテンウォール W8,000×H6,000 程度 

 

８ 工程会議 

請負者は，各種工事施工業者と工程等について検討，協議するため，原則として毎週１回，施工監督

職員立会いのもと工程会議を行うこと。 

 

９ 工事報告書  

請負者は，工事の進ちょく表，作業員の出面，工事箇所図及び工事状況写真などを記載した工事報

告書を毎月１５日及び月末ごとに提出する。 

確認検査，又は監督職員の指示による手直し工事は，手直し前，中，後の判断ができる写真を報告書

に添えて提出すること。 

 

１０ 作業範囲 

（1） 作業範囲等については施工監督職員の承諾を受けること。（基本設計説明書の仮設計画図（参考図）

を参照すること。） 

（2） 資材置場は，作業範囲に確保することとし，資材等は引渡しが完了するまでの間，請負者の責におい

て管理すること。また，工事完成後，本市が支給した仮囲い等の仮設資材については，請負者の責に
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より，適正に処分すること。 

（3） 作業範囲外での工事車両及び関係車両の駐車場所等を必要とする場合は，請負者の負担で別途駐

車場を確保すること。 

 

１１ 工事保険等 

（1） 請負者は，工事目的物及び工事材料（支給材料を含む。）等を対象とする建設工事保険及び請負者

賠償責任保険等に加入し，その証書の写しを本市に提出する。 

（2） 建設工事保険の保険金額は，本工事の対価もしくは本工事の対価のうち本市が施工業務に係る費用

であると認めた金額を保障できるものとする。 

（3） 保険期間は工事着工日から工事目的物引渡しの日までとする。 

（4） 工事保険等に必要な一切の費用は請負者の負担とする。 

 

１２ 安全管理・災害の防止 

（1） 請負者は，関係法令に従うとともに，常に工事の安全に留意して現場管理を行い，施工に伴う災害及

び事故の防止に努めること。 

（2） 請負者は，近隣住民等の安全を損なうことのないよう，十分な安全管理及び対策を行うこと。 

（3） 災害及び事故が発生した場合は，人命の安全確保を優先するとともに二次災害の防止に努め，その

内容を施工監督職員に報告すること。 

（4） 請負者は，地震，火災，暴風，豪雨その他不時の災害の際，必要な人員を出動させることが可能な体

制を整えておくこと。 

（5） 請負者は，適切な仮囲い，照明その他危険防止設備を設置すること。 

（6） 請負者は，労働者への安全教育を徹底すること。 

（7）工事用車両の出入口には警備員を配置すること。また，主要資材等の搬出入時については適宜

警備員を増員し，工事の安全を図ること。 

（8）関係法令等によるほか，建設工事公衆災害防止対策要綱及び建設副産物適正処理推進要綱に従

い，工事の施工に伴う災害の防止及び環境の保全に努めるものとする。また，工事に伴い発生

する廃棄物は選別等を行い，リサイクル等再資源化に努めるものとする。 

（9）  施工中の安全確保に関しては，建築工事安全施工技術指針を参考に，常に工事の安全に留意

して現場管理を行い，災害及び事故の防止に努めるものとする。 

（10） 気象予報又は警報等について，常に注意を払い，災害の予防に努めるものとする。 

（11） 工事の施工に当たっては，工事箇所並びにその周辺にある地上及び地下の既設構造物，既設

配管等に対して支障をきたさない施工方法等を定めるものとする。 

（12） 火気の使用や溶接作業等を行う場合は，火気の取扱いに十分注意するとともに，適切な消火

設備，防災シート等を設けるなど，火災の防止処置を講じるものとする。 

（13） 仕上塗材，塗料，シーリング材，接着剤その他の化学製品の取扱いに当たっては，当該製品

の製造所が作成した化学物質安全データシート（ＭＳＤＳ）を常備し，記載内容の周知徹底

を図り，作業者の健康，安全の確保及び環境保全に努めるものとする。 

（14） 資材・工法等の選定に当たっては,できる限りグリーン調達の推進を図るものとする。 

（15） 建設事業及び建設業のイメージアップのために，作業環境の改善，作業現場の美化等に努め

るものとする。 

（16） 工事材料及び土砂等の搬送計画並びに通行経路の選定その他車両の通行に関する事項につい

て，関係機関と十分協議のうえ，交通安全管理を行う。 

（17） 災害及び事故が発生した場合は，人命の安全確保を優先するとともに，二次災害の防止に努

め，その経緯を本市に報告する。 

（18） 請負者は，作業範囲，工事用進入路等を常に整理整頓し，工事中に生じた不用物は速やかに

場外搬出し，適正に処理すること。また，作業範囲及びその周辺の清掃，散水等を行う。 
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（19） 施工業務に当たっては，道路，樹木，既設建物，車両その他の器物に損傷，汚損を生じさせ

ないよう努めること。万一，損傷，汚損等が生じた場合には，請負者の負担で速やかに現状

復旧すること。 

 

１３ 監督職員事務所 

請負者は，作業範囲内の基本設計説明書の仮設計画図（参考図）に記載する場所を参考に監督職

員事務所を設置すること。（100 ㎡程度） 

また，監督職員用備品として、下記のものを工事期間中常備する。 

 ・保安帽 6 個 ・雨具 6 着 ・工事用安全靴 6 足 ・長靴 6 足 ・安全帯 6 組 

 ・ノートパソコン(WINDOWS，MAC 各１台)  ・A1 ｻｲｽﾞﾌﾟﾛｯﾀｰ 1 台  

・デジタルカメラ 1000 万画素以上  

・A3 カラーコピー,FAX,スキャナー複合機 1 台(FAX と電話とは別番号)   

 ・事務机・椅子 ６セット ・会議用テーブル 2 セット・ホワイトボード（無地及び行事用）  

 ・サンプル棚 ・室内照明色温度 3500K  ・デスク用照明 2 機 2800K 

   

１４ 工事用電力・用水 

（1） 着工から引渡しまでの工事用及び試運転に必要な電力，ガス，水道等の料金は請負者の負担とす

る。 

（2） 別途工事において工事用電力・用水が必要な場合は，相互間で十分協議し，協力して工事を円滑に

進めること。 

（３） 電気供給事業者，関係機関等から節電要請が行われたときは，対応が可能な仮設計画とすること。 

 

１５ 電気主任技術者の選任 

受電後の工事目的物の電気主任技術者の外部委託は本市が行う。ただし，工事用電力として請負者

が事業用電気工作物を設置した場合はこの限りではない。 

 

１６ 近隣への工事影響対策 

（1） 近隣への騒音，振動及び粉塵等については十分配慮すること。 

（2） 必要に応じ工事説明会を開催する等，近隣住民等との連絡調整等を十分に行うこと。 

（3） 近隣住民等との必要な折衝は請負者が行うものとし，あらかじめ，その概要を施工監督職員に報告し，

承諾を受けること。また，説明の要求及び苦情等があった場合は，誠意をもって対応するとともに施工

監督職員に報告すること。 

（4） 近隣住民等との間に覚書等を締結する場合は，事前に施工監督職員と協議することとし，締結後は，

その締結事項を遵守すること。 

（5） 請負者は，安全管理，災害の防止及び周辺環境の保全等に十分配慮すること。なお，騒音が発生す

る工事，極端に工事車両が増加する工事，また，臭気が発生する工事などのときは，周辺住民に事前

に周知するよう努めること。 

（6） 井戸工事，山止め工事など，周辺の井戸水に影響を及ぼす恐れがある工事については，事前に調査

を行い，施工において，明らかに本工事の影響であると認められた場合は誠意をもって対応すること。 

 

１７ テレビ電波受信障害 

（1） 請負者は，工事目的物によるテレビ電波受信障害（デジタル）の事前調査の結果，障害が発生する場

合は対策の提案を行うこと。 

（2） 工事目的物によりテレビ電波障害が発生した場合は，本市が対策を行う。ただし，仮設物及び建設機

器等によるテレビ電波受信障害が発生した場合は，請負者の責により必要な対策を行うこと。 

 

１８ 支障物，支障配管について 

工事中に発生する想定外の障害物の撤去及び処理に要する費用は，施工監督職員との協議による

ものとする。 
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１９ 建設発生土の処理 

（1） 建設発生土情報交換システム（（財）日本建築情報総合センター）を活用し，建設発生土の工事間流

用を検討すること。同システムを利用し，工事間流用を行う場合は，次の（２）による場合との比較により，

設計変更を行う。 

（2） 上記の（１）によらず，建設発生土を処分する場合は，下記の指定地に処分することとする。 

ア 宇治田原町 

  処分場：宇治田原町山砂利採取跡地 

  連絡先：宇治田原町役場 建設・計画課 0774-88-6637 

イ 城陽市 

  処分場：城陽山砂利採取地 

  連絡先：（財）城陽山砂利採取地整備公社 0774‐55‐9506 

 

２０ 建設業退職金共済制度 

請負者は，本工事に関わる現場雇用労働者（下請負者が雇用する労働者を含む。）の退職金制度に

ついて把握に努めること。なお，建設業退職金共済制度対象労働者を雇用する場合については，以

下の（１）～（４）に注意し適切に運用し，（５）～（７）の書類を施工監督職員に提出すること。 

（1） 請負者は，建設業退職金共済組合に加入し，本工事に必要な共済証紙の確保を行うこと。 

（2） 請負者は，対象労働者の共済手帳に共済証紙を貼付すること。また，下請契約を締結する際には，下

請負者に対して本制度の周知徹底を図ること。なお，下請負者の規模が小さく管理事務の処理の面

で万全でない場合は，請負者がその事務を代行すること。 

（3） 現場の状況に応じて，「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」という標識（シール）を，工事事

務所及び工事現場の出入口等の現場労働者の見やすい場所に掲示すること。 

（4） その他，「建設業退職金共済制度の手引き」を参照すること。（建設業退職金共済事業本部ＨＰ（http：

//www.kentaikyo.taisyokukin.go.jp） 

（5） 請負者は，本工事で共済証紙を購入した場合，掛金収納書を工事請負契約締結後，速やかに（共済

証紙を追加購入したときは随時工事完成まで）施工監督職員に提出すること。なお，建設業退職金共

済制度の対象となる労働者を雇用しない場合は，「不提出理由書」を提出すること。 

（6） 完成検査までに，証紙を貼付したことが確認できる資料を提出すること。 

（7） 本市が必要と認めた場合は，本制度の執行状況等の関係資料を提出すること。 

 

第２ 検査・引渡し 

 

１  部分払出来高検査及び中間検査 

（1） 部分払の請求があった場合，検査職員が既済部分出来形に係る検査を実施する。 

（2） 工事の中間段階において，施工状況を確認するために，検査職員による中間技術検査を行う場合が

ある。 

 

2   完成検査 

（1） 請負者は，本工事の施工業務を完成した後，速やかに完成通知書を提出し，施工監督職員による工

事の完成の確認後，検査職員による完成検査を受けること。 

（2） 完成検査を行う場所及び日時は，請負者からの完成通知書による通知がなされた後，検査職員が決

定する。完成検査は，完成通知を受けてから１４日以内に実施する。なお，検査に必要な機材，計測

費用は本工事に含む。 

（3） 請負者は，検査に合格しなかった場合，検査職員から修補等手直し工事指示書を受理した後，直ち

に修補を行い，施工監督職員の確認後，修補等手直し工事完了届を提出し，検査職員による検査を

受けなければならない。この場合，検査実施日等は，上記（２）の規定による。 

（4） 検査職員の検査に合格して完成とする。 

（5） 契約工期末までに完成しなければならない。 
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3   引渡し 

（1） 請負者は，完成検査に合格したときは，本市の指示に従い直ちに工事目的物を引渡さなければなら

ない。 

（2） 請負者は，引渡しまでに敷地内の資機材及び仮設物等（基本設計説明書おいて，存置し，本市に引

き渡すよう示された仮囲等を除く。）をすべて搬出すること。 

（3） 引渡しに際し，施設管理者等に機器の取扱い，操作方法等の指導に必要な技術者を派遣し，説明を

行なうものとする。同説明内容については「維持メンテナンス計画書」（書式については，国土交通省

「施設保全マニュアル作成要領」による。）として書面にわかりやすくまとめ，施工監督職員に３部提出

すること。 

（4） 特別な材料や工法等，標仕に記載されていない特別な材料の工法については、材料製造所の指定

する工法とする。 

（5） 保守及び点検に必要となる工具及びＰＣのＯＳ，アプリケーションソフトのバックアップディスクなどを引

渡すこと。 
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別表第２（リスク分担表） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※表中に記載のある「○」についてはリスクの負担を示し，「△」については一部のリスク負担を示す。 

NO.
本市 請負者

1 入札用資料の誤り ○

2
本市の帰責事由により落札者と契約が締結できない

場合
○

3
落札者の帰責事由により本市と契約が締結できない

場合
○

4 本工事に係る根拠法令の変更，新たな規制の立法等 ○

5
本工事のみならず，広く一般に適用される法令の変更

や新規立法
○

契約前に確認で

きるものは請負
者のリスク

6 消費税率が変更されたことによる費用の増加 ○

許認可の取得 7
工事の実施にあたって，請負者が取得すべき許認可

等の遅延等による費用の増加
○

設計に係る認
定，判定，通知，

確認済証の取得

等も含む。

8
本市の提示条件や本施設を整備することそのものに
対する地域住民の要望活動・訴訟等に起因する費用

の増加等

○

9
請負者が行う業務全般に関する地域住民等の要望活

動・訴訟等に起因する費用の増加等
○

環境の保全 10
請負者が行う業務に起因する環境問題（騒音，振動，

有害物質の排出等）に関する対応
○

11

本市 の帰責事由による事故等により第三者に与えた

損害（本市の帰責事由により，通常さけることのできな

い騒音，振動，地盤沈下，地下水の断水，臭気の発生
等によって第三者に損害を与えた場合を含む。）

○

保険によってカ

バーされる損害
を超えるものは

本市が負担す

る。

12

請負者の帰責事由による事故等により第三者に与え

た損害（通常さけることのできない騒音，振動，地盤沈
下，地下水の断水，臭気の発生等によって第三者に

損害を与えた場合で，請負者が善良な管理者の注意

義務を怠ったことにより生じたものを含む。）

○

経済リスク 物価の変動 13 設計・工事段階の物価の変動 △ ○

14
本市の指示，市議会の不承認等による本業務の中

止・延期
○

予算案の不通過

や政策変更等に
よるものを指す｡

15
上記以外の事由による本業務の中止・延期（不可抗力

リスクを除く）
○

構成員に関す

るリスク
16

請負者の構成員及び協力会社の業態悪化等に起因

し，本工事の実施が困難となった又は遅延した場合
○

17

暴風・豪雨・洪水・高潮・地震・地すべり・落盤・火災，

騒乱，暴動その他の自然災害又は人為的な事象によ

る施設の損害。

○ △

18
本市が指示した現況図等が施設の現状と著しく異なっ
ていた場合

○

19 請負者が実施した各種調査等に不備があった場合 ○

20
本市が提示した設計に関する与条件又は発注仕様書

の内容に著しい不備があった場合
○

21 請負者が実施した設計に不備があった場合 ○

22

本市の指示により，発注仕様書と異なる内容の設計

変更を行ったことによる工事の遅延や工事費用等の
増加

○

23
請負者の事由によって設計変更したことによる工事の

遅延や設計・工事費用等の増加
○

24
本市の指示，変更等，本市の帰責事由により契約期

日までに施設整備が完了しない場合
○

埋蔵文化財調査

期間の延長等

25
請負者の帰責事由により，契約期日までに施設整備
が完了しない場合

○

26
本市の指示，変更等，本市の帰責事由による工事費

の増加
○

27 請負者の帰責事由による工事費の増加 ○

発注仕様書未

達
28

完了検査等において，発注仕様書未達の箇所や施工

不良部分が発見された場合
○

段階 リスクの種類 リスクの内容 備考負担者

制度関連リスク

法令変更リス

ク

設計変更リス

ク

社会リスク

住民等の要望

活動

債務不履行リス

ク

本業務の中

止・延期

第三者賠償

共

通

施工リスク

工事完了の遅

延

工事費増減

設

計
・

施

工

段
階

不可抗力リスク

計画・設計リスク

各種調査リス

ク

設計リスク

入札手続リスク
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別表第３（関連法令一覧）（最新のものとする） 

１ 建設関連法令 

（1） 基本法 

 建築士法 

 建設業法 

 都市計画法 

 建築基準法 

 消防法 

 駐車場法 

 屋外広告物法 

 文化財保護法 

 景観法 

（2） 京都市関連 

 京都市建築基準条例 

 京都市火災予防条例 

 京都市市街地景観整備条例 

 京都市駐車場条例 

 京都市屋外広告物等に関する条例 

 京都市眺望景観創生条例 

 京都市中高層建築物等の建築に係る住環境の保全及び形成に関する条例 

２ その他建設関係法令 

（1） 基本法 

 電波法 

 水道法 

 下水道法 

 電気事業法 

 ガス事業法 

 道路法 

 騒音規制法 

 振動規制法 

 大気汚染防止法 

 電気設備技術基準 

 有線電気通信法 

 電気通信事業法 

 土壌汚染対策法 

 興行場法 

（2） 京都府関連 

 京都府環境を守り育てる条例 

３ 福祉関係法令 

（1） 基本法 

 バリアフリー新法（高齢者，障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律） 
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（2） 京都市関連 

 京都市建築物等のバリアフリーの促進に関する条例 

 京都市みやこユニバーサルデザイン推進条例 

４ 環境・衛生関連法令 

（1） 基本法 

 環境基本法 

 労働基準法 

 労働安全衛生法 

 食品衛生法 

 建築物における衛生的環境の確保に関する法律 

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 

 石綿障害予防規則 

（2） 京都市関連 

 京都市環境基本条例 

 京都市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例 

 京都市環境保全基準 

 京都市地球温暖化対策条例 

５ 省エネ・省資源関係法令 

 省エネルギー法（エネルギーの使用の合理化に関する法律） 

 ラージリサイクル法（資源の有効な利用の促進に関する法律） 

 建設リサイクル法（建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律） 

 京都市地球温暖化対策条例 

６ その他 

 京都市公共建築デザイン指針 

 京都市公共建築物低炭素仕様 

 京都市自家用電気工作物保安規程 

 京都市計画段階環境影響評価 

 京都市雨水流出抑制対策実施要綱（京都市水共生プラン） 

 京都市緑化の推進及び緑の保全に関する条例 

 京都府地球温暖化対策条例 

 京都市自転車等放置防止条例 

 その他関係法令 
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別表第４（適用基準図書，建築） 

１ 設計指針に関するもの 

 建築設計基準及び同解説        （社）公共建築協会 

 官庁施設の総合耐震計画基準      （社）公共建築協会 

２ 設計図書作成に関するもの 

 建築工事設計図書作成基準       （社）公共建築協会 

３ 各部設計の指針に関するもの 

 建築構造設計基準           （社）公共建築協会 

 建築物の構造規定           日本建築センター 

 表示・標識標準            （社）公共建築協会 

 身体障害者の利用を考慮した設計資料集成     

 構内舗装・排水設計基準        （社）公共建築協会 

 学校建築構造設計指針・同解説（平成８年版） 文教施設整備技術研究会 

 2007 年版建築物の構造関係技術基準解説書 国土交通省住宅局建築指導課 

 建築鉄骨設計基準                    建設大臣官房官庁営繕部監修 

４ 設計図書の一部として作成されているもの 

 公共建築工事標準仕様書（建築工事編）   （社）公共建築協会 

 建築物解体工事共通仕様書              国土交通省大臣官房官庁営繕部 

 擁壁設計標準図            （社）公共建築協会 

 敷地調査共通仕様書          （社）公共建築協会 

 建築工事標準詳細図          （社）公共建築協会 

５ 建築積算に関するもの 

 公共建築工事積算基準      （財）建築ｺｽﾄ管理ｼｽﾃﾑ研究所 

 公共建築工事積算基準の解説/建築工事編   （財）建築ｺｽﾄ管理ｼｽﾃﾑ研究所 

 建築数量積算基準・解説        （財）建築ｺｽﾄ管理ｼｽﾃﾑ研究所 

 建築工事内訳書作成要領（建築工事編）   （財）建築ｺｽﾄ管理ｼｽﾃﾑ研究所 

 建築工事内訳書標準書式・同解説  （財）建築ｺｽﾄ管理ｼｽﾃﾑ研究所 

 建築工事標準歩掛           建築物価調査会 

 標準工事歩掛要覧           経済調査会 

 営繕積算ｼｽﾃﾑ RIBC 内訳書作成ｼｽﾃﾑ   （財）建築ｺｽﾄ管理ｼｽﾃﾑ研究所 

６ その他 

 京都市建築法令実務ハンドブック      京都市都市計画局建築指導部建築審査課 

 京都市開発技術基準          京都市都市計画局都市景観部 

 京都市公共建築物低炭素仕様            京都市都市計画局公共建築部 

 その他関係法令（建築基準法・消防法・都市計画法） 
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別表第５（適用基準図書，設備） 

１ 設計指針に関するもの 

 建築設備計画基準           （社）公共建築協会 

 建築設備設計基準          （社）公共建築協会 

 排水再利用・雨水利用ｼｽﾃﾑ設計基準・同解説 （社）公共建築協会 

 官庁施設の総合耐震計画基準      （社）公共建築協会 

 建築設備耐震設計・施工指針      （財）日本建築センター 

 建築設備設計・施工上の指導指針    （財）日本建築センター 

 建築物の省ｴﾈﾙｷﾞｰ基準と計算の手引き   （財）住宅・建築省ｴﾈﾙｷﾞｰ機構 

 防災設備に関する指針         （社）日本電設工業協会 

 内線規程               （社）日本電気協会 

 高圧受電設備規程           （社）日本電気協会 

 建築物等の避雷設備ガイドブック    （社）電気設備学会 

 避雷設備関係法令集-JIS 規格とその解説   避雷設備工業協同組合 

 昇降機技術基準の解説         （財）日本建築センター 

 昇降機・遊戯施設 設計施工上の指導指針   （財）日本昇降機安全ｾﾝﾀｰ 

 給排水設備技術基準・同解説      （財）日本建築センター 

 換気設備技術基準・同解説       （財）日本建築センター 

 換気用耐火二層管工法の設計施工指針   （財）日本建築センター 

 ガス機器の設置基準及び実務指針    （財）日本ｶﾞｽ機器検査協会 

 業務用ガス機器の設置基準及び実務指針   （財）日本ｶﾞｽ機器検査協会 

 新・排煙設備技術指針         （財）日本建築センター 

 屎尿浄化槽の構造基準・同解説     （財）日本建築センター 

 消防用設備等の運用基準        （社）京都消防設備協会 

 京都市火災予防条例運用基準      京都市消防局 

２ 設計図書作成に関するもの 

 建築設備工事設計図書作成基準     （社）公共建築協会 

 建築設備設計計算書作成の手引     （社）公共建築協会 

３ 設計図書の一部として作成されているもの 

 公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）   （社）公共建築協会 

 公共建築設備工事標準図（電気設備工事編）   （社）公共建築協会 

 公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）   （社）公共建築協会 

 公共建築設備工事標準図（機械設備工事編）   （社）公共建築協会 

４ 積算に関するもの 

 公共建築工事積算基準     （財）建築ｺｽﾄ管理ｼｽﾃﾑ研究所 

 公共建築工事積算基準の解説/設備工事編  （財）建築ｺｽﾄ管理ｼｽﾃﾑ研究所 

 建築設備数量積算基準・同解説     （財）建築ｺｽﾄ管理ｼｽﾃﾑ研究所 

 建築工事内訳書作成要領（設備工事編）   （財）建築ｺｽﾄ管理ｼｽﾃﾑ研究所 

 公共建築工事内訳書標準書式（設備工事編）  （財）建築ｺｽﾄ管理ｼｽﾃﾑ研究所 

 営繕積算ｼｽﾃﾑ RIBC 内訳書作成ｼｽﾃﾑ   （財）建築ｺｽﾄ管理ｼｽﾃﾑ研究所 

５ その他 

別表第３（適用基準図書，建築）と同じ 
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別表第６（適用基準図書，舞台機構・照明，音響） 

１   設計指針に関するもの 

 懸垂物安全指針・同解説                  （財）日本建築センター 

 吊物機構安全指針・同解説                 （社）劇場演出空間技術協会 

 床機構安全指針・同解説                  （社）劇場演出空間技術協会 

 劇場等演出空間電気設備指針              （社）電気設備学会・劇場演出空間技術協会  

 

２   その他 

別表第５（適用基準図書，設備）と同じ 
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別表第７（契約締結後提出書類） 

名称 
提出部数 

備考 
原紙 複写

1 現場代理人等通知書 2  契約課に提出 

2 経歴書 2  現場代理人，管理技術者,設計担当者,監理技術者,施工担当者

3 資格者証の写し 2  管理技術者,設計担当者,監理技術者,施工担当者 

4 下請契約等の通知書・変更通知 2  契約課に提出 

追加及び変更が生じた場合は遅滞無く再提出すること 

5 組織表・緊急連絡表 1  設計業務着手時，施工業務着工時等，追加及び変更が生じた

場合は遅滞無く再提出すること 

6 予定工程表（全体） 1  設計業務着手から完成までの全体予定工程表 

7 対価内訳書 1  技術提案内容を反映したもの 

8 その他監督職員が指示するもの 必要部数  
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別表第８（設計業務内容） 

＜再整備工事＞ 

業務内容 建築 設備 業務概要 

敷地測量及び調査等 

○   現況敷地，既存建築物の平面・高低，面積の調査，測量 

○   真北測量 

 ○ テレビ電波障害（デジタル）の事前調査 

基本設計説明書の点検 

○ ○ 現地の詳細調査，関係法規の確認，利用条件の把握 

○   配置計画・意匠計画・構造計画等の点検 

  ○ 設備方式・使用機材・配置計画等の点検 

実施設計・検討・調整 

○ ○ 基本設計説明書の点検・提案に伴う詳細協議 

○ ○  工法，仮設計画，工程，設備システム，機材配置の検討 他 

○  ○ 他工事との調整（工事区分，設備機器の納まりの調整） 

再
整
備
工
事 

設計図の作成 

○   

意匠 

特記仕様書，工事区分表，機材指定一覧表，付近見取図， 配置

図，平面図，断面図，仕上表，面積表，屋外図 他 

矩計図，断面詳細図，平面・部分詳細図，展開図，伏図，建具表 

他 

構造 
構造計算書（２次設計を含む計算書及び技術資料収集） 

伏図，軸組図，断面詳細図，架構図 他 

○ ○ 舞台機構 舞台機構工事設計図一式 

○ ○ 舞台照明 舞台照明工事設計図一式 

○ ○ 舞台音響 舞台音響工事設計図一式 

○ ○ 屋外付帯 配置図・平面図・立面図・断面図・仕上 他 

  ○ 

電気設備 
特記仕様書，標準仕様書，配置図，系統図，平面図，詳細図，機器

姿図，機器仕様，盤結線図，単線結線図 他  

機械設備 
特記仕様書，標準仕様書，配置図，系統図，平面図，詳細図，機器

姿図，機器仕様，盤結線図 他  

積算資料の作成 ○ ○ 数量積算書，集計表，見積価格一覧表，内訳書，拾い図 

庁内・地元説明等 ○ ○ 着色立面図，イメージパース，説明パネル等の必要資料作成 他 

計画通知等の申請 

○ ○ 
計画通知，許認可申請の資料作成及び申請 

（建築審査会,美観風致審議会等許認可に係る各種審議会説明資料作成含む）

○ ○ 計画通知，許認可申請の関係官公署等との事前協議 

○ ○ 省エネ法に基づく計算書 

○   日影図（等時間・時刻歴日影図，平均地盤算定書等）の作成 

○  
構造及び全館避難安全検証の大臣認定取得及び性能評価機関評価に係る申

請，提出図書作成業務 

○ ○ 防災計画書に係る協議・資料作成 

計算書の作成 
  ○ 各種機材の容量算出 他 

○ ○ CASBEE 京都（新築）評価,申請書の作成 



 28

実施設計説明書の作成 
○ ○ 調査・協議・検討・配置計画等のまとめ（設計方針） 

○ ○ 計画概要書・計画書・設計書の作成 等 

透視図の作成 ○   鳥瞰図，外観図，内観図 

完成模型の作成 ○   写真撮影を含む 

保全資料の作成 ○ ○ 
国土交通省「施設保全マニュアル作成要領」に基づく 

建築基準法第 12 条の定期点検にかかる資料を含む。 

※設計図書の作成基準については，「設計業務委託要領」による。 

※区分は参考とする。 
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別表第９（設計業務提出書類） 

名称 
提出部数 

備考 
原紙 複写

契約締結後 

1 実施工程表（設計業務） 1 ３ 計画通知等の各種申請手続期間を明記 

2 管理技術者等届 1 2  

3 経歴書 1 2 管理技術者，設計担当者 

4 資格者証の写し 1 2 管理技術者，設計担当者 

5 事務所概要 1 2 協力事務所がある場合 

6 その他監督職員が指示するもの 必要部数  

設計業務完了時（再整備工事及び解体撤去工事について各々提出する） 

1 設計業務完了届 1   

2 成果物納入届 1   

3 成果物 別表第 10 参照  

4 対価内訳書 1  本市の検査をうけること。 

5 その他監督職員の指示するもの 必要部数  
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別表第１０（設計業務引渡し成果物） 

＜再整備工事＞ 

建築 設備 名称 

提出部数 

備考 

原紙 複写 電子

○  

再
整
備
工
事 

設計図 

意匠 1 ７ ２ Ａ1，Ａ3 縮小版 2 種類 

○  

構造 1 ７ ２ 同上 

舞台機構・照明 1 ７ ２ 同上 

音響 1 ７ ２ 同上 

 ○ 
電気設備 1 ７ ２ 同上 

機械設備 １ ７ ２ 同上 

○ ○ 屋外付帯 1 ７ ２ 同上 

○  構造計算書 1 ３ ２  

○ ○ 積算資料 1 ４ ２ 内訳書は金入りとする。（RIBC データ） 

○ ○ 計画通知等の申請書 必要部数 ２  

○ ○ 計画通知関連の事前協議書 必要部数 ２  

○ ○ 省エネ法に基づく計算書 必要部数 ２  

○ ○ CASBEE 評価結果・申請書 必要部数 ２  

○ ○ 各種申請書・審議会説明資料 必要部数 ２  

○ ○  防災計画書 必要部数 ２  

○  
 

日影図等 必要部数 ２  
 ○ 計算書 １ １ ２ 工種毎に提出 

○ ○ 実施設計説明書 1 ７ ２ 建築と設備で合冊とする。 

○  敷地測量図及び報告書 1 1 ２ 本市仕様による。 

○ ○ 現地調査報告書 1 3 ２ 現況図，現況写真（ネガ又はデータとも） 

 ○ テレビ電波障害事前調査報告書 1  ２  

○ ○ 法令調査報告書 1 3 ２ 押印 

○ ○ 協議記録（関係官公署等） 1 3 ２ 押印，工種毎に提出 

○ ○ 打合せ記録（監督職員） 1 3 ２ 押印，工種毎に提出 

○ ○ 各種技術資料 1 1 ２ 工種毎に提出 

○ ○ 検討記録 1 1 ２ 工種毎に提出 

○ ○ 本工事備品リスト １ １ ２ 本工事備品リスト，詳細図によるキープラン共 

○  透視図及びカラーコピー 各 1 各４ ２ 
鳥瞰2・外観４・内観５枚 Ａ2版，原紙はケース入

り，複写はラミネート加工 

○  完成模型及びカラー写真 1  ２ 
完成模型の仕様については別紙参照。キャビネ

版，写真のネガﾞ又はデータとも 

○ ○ 
保守管理計画及び長期修繕計画資

料 
1 ３ ２ 

建築と設備で合冊とする。建築基準法第 12 条の

定期点検にかかる資料を含む。 

※提出部数欄の「電子」は電子納品の対象物であることを示す。 
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別表第１１（施工業務提出書類） 

名称 
提出部数 

備考 
原紙 複写 電子

着工時 

1 着工届 1    

2 
現場代理人等通知書・変更届 1   行財政局財務部契約課に提出，監理技術者を

追記したもの 

3 施工担当者届 1    

4 経歴書 1   現場代理人，監理技術者，施工担当者 

5 資格者証の写し 1   監理技術者，施工担当者 

6 
労災保険成立証明書または労災保険加入証明

書 

1    

7 実施工程表（施工業務） 1    

8 対価内訳書 1   別表第８の対価内訳書と同じもの 

9 
再生資源利用計画書，再生資源利用促進計画

書 

1    

10 工事請負契約に係る産業廃棄物処理票 1    

11 
法第１３条及び省令第４条に基づく届出 1   建設工事に係る資材の再資源化等に関する法

律（建設リサイクル法） 

12 
工事カルテ 1   工事実績情報サービス入力システムによる 

変更が生じた場合は遅滞無く再提出すること 

13 建設業退職金共済制度掛金収納書等 1    

14 工事保険加入証明書 1   賠償責任保険含む 

15 使用機材製造者通知書 2   電気，機械，昇降機に分けて提出 

16 電気保安技術者届 1    

17 その他監督職員の指示するもの 必要部数  

施工中（計画，協議に係るものは施工に先立ち提出すること） 

1 予定工程表 
1   週間，月間等 

建築，電気，機械，舞台関係，昇降機に分けて提出 

2 総合施工計画書・各種施工計画書 1   建築，電気，機械，昇降機に分けて提出 

3 技能士選定届 １   追加及び変更が生じた場合は遅滞無く再提出す

ること 

4 各技術検討資料 1    

5 施工図 1   建築，電気，機械，舞台関係に分けて提出 

6 
使用機材納入仕様書 2   電気，機械，舞台関係，昇降機に分けて提出 

機器製作図，性能表，各種計算書を含む 

7 
施工計画書（産業廃棄物処理） 1   産業廃棄物処理に係る契約書（写），許可書

（写）を含む 

8 
施工体制台帳  1  遅滞無く提出する。追加・変更が生じた場合も同

様とする 
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9 検査要領書 1    

10 機器搬入計画書 1    

11 関係官公署等届出書 必要部数 完成後に提出する完成図書の一部とする 

12 協議記録 1   建築，電気，機械，昇降機に分けて提出 

13 
実施工程表 1   週間，月間等 

建築，電気，機械，昇降機に分けて提出 

14 

工事日報 1   作業人数・作業内容・搬入機材等 

完成後に提出する完成図書の一部とするためフ

ァイル等に綴じること 

15 工事月報 1   定点写真（全景）を含む 

16 工事写真 1    

17 廃棄物処理実績報告書 1    

18 周辺環境測定記録 1    

19 テレビ電波障害事後調査・対策提案書 1    

20 その他監督職員の指示するもの 必要部数  

完成時 

1 完成通知書 2    

2 完成図 1   原図，工種毎に提出 

3 完成図（Ａ１版二つ折製本） 3   工種毎に提出 

4 完成図（Ａ３縮小版二つ折製本） 2   工種毎に提出 

5 完成図面 CAD データ   1 工種毎に提出 

6 完成図書（工事担当課用） 1   Ａ４一式製本２部，ファイル可 

 完成図書等引渡しリスト兼受領書 1    

 完成図（Ａ１→Ａ４版折） 1    

 機器完成図 1   製作図，納入仕様書を利用可 

 機器性能試験成績書 1   製作工場性能試験記録，納入仕様書を利用可 

 試運転調整記録書 1    

 機器納入者連絡先 1    

 社内検査報告書 1    

 産業廃棄物管理票[マニュフェスト E 票写し] 1    

 産業廃棄物処分業許可証[写し] 1    

 産業廃棄物収集運搬業許可証[写し] 1    

 産業廃棄物処理委託契約書[写し] 1    

 再生資源利用実施書，再生資源利用促進実施

書 

１    

 工事カルテ 1    

 工事写真 1    

 打ち合わせ記録 1    

 工事日報 1    
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 関係官公署等届出書  1  写し 省エネ届出書式を含む。 

7 完成図書（施設管理者用） 1   Ａ４一式製本２部，ファイル可 

 完成図書等引渡しリスト兼受領書 1    

 機器完成図 1   製作図，納入仕様書を利用可 

 機器性能試験成績書 1   製作工場性能試験記録，納入仕様書を利用可 

 試運転調整記録書 1    

 機器取扱説明書 1    

 機器納入者連絡先 1    

 保証書 1    

 社内検査報告書 1    

 関係官公署等届出書 1   副本 

8 建物引渡書 1    

９ 
完成写真 2  2 撮影業者は、建築完成写真撮影の実績がある者

で，監督職員が承諾する者とする 

10 保全資料 1  1 
別表第９にて作成した成果物に，施工業務で決

定した内容を加筆・修正し作成。 

11 施設台帳 1  1  

12 省エネ計画書 1 1  省エネを計るための運用指針等 

13 その他監督職員の指示するもの 必要部数  

※提出部数欄の「電子」は電子納品の対象物であることを示す。 

 

 



特 記 仕 様 書 

京都市○○○○○○○○○○○○工事 

ただし，○○○○○○○○○○○工事 

Ⅰ.工事概要 

１ 工事場所  京都市○○区                        

２ 敷地面積               ㎡ 

３ 工事期間  契 約 の日から       ●●箇月以内 

契 約 の日から○○●●年●●月●●日まで 

着工命令の日から         ●●以内 

       （本工期内には，完成検査及び手直しの必要がある場合に要する期間並びに， 

        揮発性有機化合物の室内濃度測定を行う場合の養生期間等を含む。） 

４ 工事種目 

（１）主体工事 

 
 （２）付帯工事 

    屋外付帯工事   舗装工事，排水工事，その他図示による。            

    解体撤去工事   範囲，工法は図示による。                   

 （３）警備員（警備保障の会社の警備員とする。） 

・工事期間中 名を配置する。 

   ※ただし，主要資材等の搬出入時については適宜増員し，工事の安全を図ること。 

上記以外で増員する場合は，監督職員と協議のうえ配置する。 

   ・配置する警備員は，警備員等の検定に関する規則（平成１７年１１月１８日国家公安委員会 

規則第２０号）に基づき交通誘導警備検定合格者（１級または２級）とする。 

また，請負者は，交通誘導警備検定合格証(写し)を監督職員に提出する。 

   ※配置する警備員は，交通誘導警備検定合格者以外の配置を可とする。 

５ 別途工事 

   電気設備工事     （ただし，仮設用  工事用は本工事に含む） 

   空気調和設備工事   （       同  上        ） 

   給排水・衛生・ガス工事（       同  上        ） 

   上記の他，工事区分表による。   

    なお，別契約の施工上密接に関連する工事については，監督職員の調整に協力し，当該工事者 

とともに，工事全体の円滑な施工に努めること。                 (1.1.7) 

６ その他 

      ※施工に当たっては，工事請負契約書の趣旨を踏まえ，必要な部材等の調達を含め工期内に工事

を完成させること。 

※本工事の型枠材料については，熱帯木材の保護の見地から，型枠合板については複合型枠合板 

（心材針葉樹材）の使用に努めること。 

   ※本工事の施工にあたり，別に定めるシックハウス対策を行うほか，積極的に室内換気に努め， 

ＶＯＣ等の放散を図ること。 

   ※本市における，建設省告示第 1454 号（平成 12 年 5 月 31 日付け）による風速及び地表面粗度 

区分は，次のとおり。 

     風速（Ｖ0）；３２ｍ／Ｓ         地表面粗度区分；Ⅲ 

Ⅱ．摘  要 

１ 図面及び特記仕様書に記載されていない事項は，以下を適用する。 

（１）国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書（建築工事編） 

（平成２２年度版）」（以下，標準仕様書」という。） 

（２）国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編） 

（平成２２年版）」（以下，「改修標準仕様書」という。） 

（３）国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建築物解体工事共通仕様書（平成１８年版） 

（以下，「解体仕様書」という。） 

 ２ 適用範囲 

  （１）項目は，番号に○印の付いたものを適用する。 

  （２）特記事項は，◎印の付いたものを適用する。 

     ○印のない場合は，※印の付いたものを適用する。 

     ○印と※○印の両方付いている場合は，共に適用する。 

  （３）特記事項に記載の（ ）内表示番号は標準仕様書の当該項目,当該図,又は当該表を示す。 

  （４）特記事項に記載の［ ］内表示番号は改修標準仕様書の当該項目,当該図,又は当該表を示す。 

  （５）特記事項に記載の＜ ＞内表示番号は解体仕様書の当該項目,当該図,又は当該表を示す。 

  （６）設計図書に規定する事項は，請負者の責任において履行するものとする。 

用   途   合計 

構   造 造 造  

建 築 面 積    

延 べ 面 積    

３階床面積 ㎡   

２階床面積 ㎡   

１階床面積 ㎡   

章 項  目 特  記  事  項 章 項  目 特  記  事  項  京都市 
                工事 

ただし，          工事  ５．提出書類 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６．請負代金の 

支払条件 

 

 

 

（６－１） 

 単年度契約工事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６－２） 

 債務負担行為に 

基づく 

 複数年契約工事 

 

提出する書類は，下記による。 

１ 契約締結後(又は着工命令後)1 週間以内に提出するもの（各１部） 

ａ.着工届   ｂ.現場代理人等通知書(本市契約課受付後) 
ｃ.経歴書   ｄ.資格者証写し  ｅ.予定工定表 

ｆ.組織表及び緊急連絡表 

ｇ.工事実績情報関係書類（「21」の項による。） 

ｈ.労災保険成立証明書又は労災保険加入証明書 

ｉ.工事保険加入証明書 

ｊ.請負代金内訳書（１部を契約締結後速やかに提出。） 

 「請負代金内訳書」は別添資料に示す構成（種目，科目及び中科目 

等）とし，「公共建築工事内訳書標準書式（平成１５年版）」に準拠 

して作成すること。 

ｋ.建設業退職金共済制度関係書類（「17」の項による。） 

ｌ.工事請負に係る産業廃棄物処理票（「24」の項による。） 

ｍ.工事請負契約書（写し） ｎ.交通誘導警備検定合格書（写し） 

ｏ.再生資源利用計画書，再生資源利用促進計画書 

（「18」の項に該当する場合。） 

２ 前払金請求のときに提出するもの 

ａ.前払金支払請求書（１部） 
ｂ.保証証書（正１部，副１部） 

ｃ.振込依頼書兼振込済通知書（１部） 

３ 中間前払金請求のときに提出するもの 

ａ.認定請求書（１部）     ｂ.工事履行報告書（１部） 
ｃ.認定調書（１部）      ｄ.前払金支払請求書（１部） 

ｅ.保証証書（正１部，副１部） ｆ.認定調書（写し）（１部） 

ｇ.振込依頼書兼振込済通知書（１部） 

４ 部分支払金請求のときに提出するもの 

ａ.既済部分検査請求書（２部） ｂ.出来高支払請求書（１部） 
ｃ.振込依頼書兼振込済通知書（１部） 

５ 完成時に提出するもの 

ａ.完成通知書（２部）   ｂ.振込依頼書兼振込済通知書（１部） 

ｃ.出来高支払請求書（１部）ｄ.各種保証証書（１部） 

ｅ.引渡書（１部）      ｆ.完成図面（「41」参照） 

ｇ.「42」による保全に関する資料 h.コンクリート荷受確認書 

請負代金の支払条件は原則下記のとおりである。ただし，低入札価 

格調査を経て契約を締結した場合の前払金及び中間前払金の取扱に 

ついては，「京都市公共工事低入札価格調査取扱要領」及び「京都市公

共工事に係る前払金に関する規則による前払金取扱要綱」によるもの

とする。 

・請負代金は下記の条件で支払う。 

前払金（低入札価格調査を経て契約を締結した場合はこの限りでない。） 

工事請負代金の [   ] ％以内(ただし,３億円を限度とする。) 

中間前金払及び部分払: 

中間前金払及び部分払については,いずれか一方を請負者が選択 

するものとする。それぞれの内容については下記のとおりとする。 

（１）中間前金払の場合：請負代金額の(  )％以内 

中間前払金の支払いは,請負者からの請求により,本市が 

「京都市公共工事に係る前金払に関する規則による前払金取 

扱要綱」に掲げるすべてに該当したことを確認した上で行う 

ものとする。ただし,１会計年度につき中間前払金の支払限度 

額は１億５千万円とする。 

（２）部分払の場合：回数 平成○○年度［   ］回以内 

・請負代金は下記の条件で支払う。 

・請負代金は下記の条件で支払うが，契約年度に，契約会計年度及び 

翌会計年度の出来高予定額に対する前払金を支払う。 

前払金（低入札価格調査を経て契約を締結した場合はこの限りでない）： 

 
（ただし，各支払年度において３億円を限度額とし，かつ各払年度の

支払限度額を超えることはできない。） 

 中間前金払及び部分払：中間前金払及び部分払については，いずれ 

か一方を請負者が選択するものとする。それぞれの内容については以

下のとおりとする。 

（１）中間前金払の場合（低入札価格調査を経て契約を締結した場合はこの 

限りでない）： 

 
中間前払金の支払いは，請負者からの請求により，本市が「京都市

公共工事に係る前払金に関する規則による前払金取扱要綱」に掲げる 

すべてに該当したことを確認したうえで行うものとする。ただし，１ 

会計年度につき中間前払金の支払限度額は１億５千万円とする。 

 なお，各会計年度の年度末に限り，各会計年度における支払限度額 

の範囲で，当該年度末における出来高に応じて部分払を行うことがで

きる。 

（２）部分払の場合：回数 平成○○年度 [   ]回以内 

             平成○○年度 [   ]回以内 

             平成○○年度 [   ]回以内 

完成払：完成後 

各年度の支払限度額，工事出来高予定額：概ね下記の比率による。 

（ただし，前払金，部分払金の当該年度の累計は，その年度の支払限度額を超える

ことはできない。） 

支払年度 前 払 金 支 払 限 度 額 

平成[  ]年度 平成[  ]年度工事出来高予定額の[  ]％以内 

平成[  ]年度 平成[  ]年度工事出来高予定額の[  ]％以内 

平成[  ]年度 平成[  ]年度工事出来高予定額の[  ]％以内 

支払年度 中 間 前 払 金 支 払 限 度 額 

平成[  ]年度 平成[  ]年度工事出来高予定額の[  ]％以内 

平成[  ]年度 平成[  ]年度工事出来高予定額の[  ]％以内 

平成[  ]年度 平成[  ]年度工事出来高予定額の[  ]％以内 

支払年度 支 払 限 度 額 工事 出来 高予 定額 

平成[  ]年度 請負代金の[   ]％ 請負代金の[   ]％ 

平成[  ]年度 請負代金の[   ]％ 請負代金の[   ]％ 

平成[  ]年度 請負代金の[   ]％ 請負代金の[   ]％ 

 

 

 

 

７．契約の保証 

 

 

 
 

 
 

 

 

８．施工条件 

(1.3.5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９．工事写真 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０．工事記録 

(1.2.4) 

 

 

１１．監理技術者及び 

   主任技術者 

１２．工事保険 

 

 

 

 

 

 

 

 

１３．工事区分 

１４．覚書の締結 

 

１５．建設協力会 

 

 

 

 

 

 

１６．各種調査等 

 

 

１７．建設業退職金 

   共済制度 

 契約保証の額は原則以下のとおりである。ただし，低入札価格調査 

を経て契約を締結した場合には，「京都市公共工事低入札価格調査取扱

要領」によるものとする。 

・保証の額は請負代金額の１０分の１以上とする。 
 （低入札価格調査を経て契約を締結した場合はこの限りでない） 
・保証の額は請負代金額の１０分の３以上とする。 
 （WTO 政府調達協定の対象の大規模な工事又は公共工事履行保証証券による保証

（かし担保特約を付したものに限る）を付した場合） 

・保証の免除 

１ 作業時間等（労働時間短縮の推進について） 

  ※作業時間等は以下による。  ・作業時間等は図示による 

請負者は労働時間短縮の推進を図るため，作業は原則として，本

市の休日を定める条例による休日（日曜日，土曜日及び国民の休日

に関する法律に規定する休日等（以下「休日」という。））は行わな

いこととし，平日に行うよう努めなければならない。 

なお，作業内容，作業工程の都合等により作業時間の延長，休日

作業を実施する場合は監督職員と協議すること。（その場合，検査及

び施工の立会いは，原則として行わない。） 

  施工可能時間・施工順序・工事車両駐車場・資材置場その他は打

合せによる。 

・工事関係者は，施設内に入る時は工事関係者である事がわかる腕章 

等を着用すること。 

２ 建設機械 

  公害の防止に努め，工事に当たっては「低騒音型・低振動型建設

機械の指定に関する規程」(平成９年建設省告示第１５３６号）に基

づき指定された建設機械を使用する。 

１ 工事写真の撮り方（建築編改訂第３版）（国土交通省大臣官房官庁 

営繕部監修）により作成し，１部提出する。 

撮影用具 ※ 35 ㎜フィルム等を使用するカメラ 

  ・ デジタルカメラ 

２ 完成写真はカラープリント（ＤＰＥ）のうえ，アルバムに整理し， 

２部（ネガ１部又はデータ，共）を提出する。 

なお，完成写真は専門家の撮影によるものとし，一切の著作権を本

市に帰属させること。 

１ 請負者は，工事内容及び工種別の作業員数等を記録した工事日報 

を契約期間中，原則として毎日，監督職員に提出する。 

（着手までの準備期間を含む。） 

２ その他，工事記録については，1．2．4 による。 

建設業法第 26 条に定める主任技術者又は監理技術者は，資格を証明 

する資料を監督職員に提出し，承諾を受ける。（監理技術者資格証等） 

工事目的物及び工事材料(支給材料を含む)等を対象とする建設工事 

保険又は組立保険及び第三者に対する対人・対物事故による法律上の

損害賠償責任を負担できる請負業者損害賠償責任保険に加入し，その

証書の写しを本市に提出する。保険期間は契約の日から工事目的物引

渡しの日までとする。ただし，機械器具設置工事等の組立保険期間は，

保険の対象物が発生する日から工事目的物の引渡しの日までとするこ

とができる。 

なお，着工日は，本市との協議により定めた日又は着工命令の日と

する。 

工事区分表による。 

本工事において，周辺住民等との間に覚書等が締結された場合は， 

その締結事項を遵守する。 

工程管理，現場管理（安全衛生，仮設，養生，清掃他），周辺の道路 

管理（清掃，事故防止，ガードマン他）等，別途工事の業者と共同で

処理すべき以下の事項については，当該業者と協力会を組織し，工事

の円滑な進行を図り，費用についても全員で負担すること。 

１ 事故防止 

２ 付近道路及び仮設道路の維持管理 

３ その他工事中に発生した問題について，本市が指示した事項 

請負者は本工事が，公共労務費調査対象工事となった時には，本工 

事工期中及び工事経過後においても調査書類を作成,又は作成に協力

すること。 

請負者は，本工事に関わる現場雇用労働者（下請負者が雇用する労 

働者を含む。）の退職金制度について把握に努めること。 

なお，建設業退職金共済制度対象労働者を雇用する場合については，

以下の１～４に注意し適切に運用し，また，予定価格が 1,000 万円以

上の工事については５～７の書類を監督職員に提出すること。 

１ 請負者は，建設業退職金共済組合に加入し，本工事に必要な共済

証紙の確保を行うこと。 

２ 請負者は，対象労働者の共済手帳に共済証紙を貼付すること。ま 

た，下請契約を締結する際には，下請負者に対して本制度の周知徹 

底を図ること。 

  なお，下請負者の規模が小さく管理事務の処理の面で万全でない

場合は，請負者がその事務を代行すること。 

３ 現場の状況に応じて，「建設業退職金共済制度適用事業主工事現

場」という標識（シール）を，工事事務所及び工事現場の出入口等

の現場労働者の見やすい場所に掲示すること。 

４ その他，「建設業退職金制度の手引き」を参照すること。（建設業 

退職金共済事業本部 HPhttp://www.kentaikyo.taisyokukin.go.jp） 

５ 請負者は，本工事で共済証紙を購入した場合，掛金収納書を工事

請負契約締結後１カ月以内（共済証紙を追加購入したときは工事完

成までに）に監督職員に提出すること。 

なお，建設業退職金共済制度の対象となる労働者を雇用しない場 

合は，「不提出理由書」を提出すること。 

６ 完成検査までに，証紙貼付したことが確認できる資料を提出する。 

７ 本市が必要と認めた場合は，本制度の執行状況等の関係資料を提

出すること。 

分類・規格 撮 影 内 容           撮 影 数             

カラープリント

(D.P.E) 

建物全景 ３～４ 

室  内 各１～２ 

付 帯 施 設           監督職員指示 

工事設計図 No.    枚の内 

特記仕様書－１ 
縮尺 

 平成○○年○○月 
 

○○○○課 
課長 課長補佐・係長 係員   

 
 

章 項  目 特  記  事  項  

 １８．関係官庁への 

提出   (1.1.3) 

１９．工事実績情報 

   の登録 

(1.1.4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０．施工体制台帳 

  (書類の書式等） 

(1.1.5) 

 

 

 

 

 

２１．低入札価格 

調査制度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２２．実施工程表 

(1.2.1) 

２３．施工計画書 

(1.2.2) 

 

 

 

 

 

 

２４．施工図等 

(1.2.3) 

２５．電気保安技術 

者    (1.3.3) 

２６．後片付け 

(1.3.13) 

２７．環境への配慮 

(1.4.1) 

２８．材料の品質等 

(1.4.2) 

(1.4.5) 

 本工事に必要な関係官公庁との申請手続きは請負者が行い，その費 

用は請負者の負担とする。 

請負金額が５００万円以上の工事については，工事実績情報サービ 

ス（ＣＯＲＩＮＳ）入力システム（日本建設情報総合センター）に基

づき，「工事カルテ」を作成し，監督職員に確認を受けたうえ，（財）

日本建設情報総合センターに登録手続きを行うとともに，受領書の写

しを監督職員に１部提出する。 

ただし，工事請負額が５００万円以上２，５００万円未満の工事に

ついては受注・訂正時のみ登録するものとする。 

１ 工事受注時     契約工期の開始日から１０日以内 

２ 登録内容の変更時  変更契約締結後１０日以内 

３ 工事完成時     工事完成後１０日以内 

 ただし，期間には，休日を含まない。また，変更時と完成時の間が

１０日に満たない場合は，変更時の提出を省略できるものとする。 

請負者は，締結した下請契約の代金の額（当該下請が２以上あると 

きは，それらの請負代金の総額）が３，０００万円（建築一式工事に

おいては，４，５００万円）以上になるときは，「施工体制台帳に係る

書類に関する実施要領」（平成１３年３月３０日国営技第３０号）で定

める施工体制台帳を作成する。 

施工体制台帳は，工事現場に備えるとともに，写しを監督職員に提

出する。また，施工体系図を工事関係者が見やすい場所及び公衆が見

やすい場所へ掲示すること。 

１ 京都市公共工事低入札価格調査取扱要領（以下「取扱要領」とい 

う。）第５条に基づく低入札価格調査の対象者が請負者になった場合

は，取扱要領第７条に基づく調査項目に関する資料を提出しなけれ

ばならない。 

２ 前項に定めるもののほか，低入札価格調査に関し必要な事項につ

いては，取扱要領に定めるものとし，対象者はこれに応じなければ

ならない。 

３ 取扱要領第５条に基づく低入札価格調査の対象者が請負者となっ

た工事については，次に掲げる事項に応じなければならない。 

（１）施工計画書の内容のヒアリング 

標準仕様書に基づく施工計画書の提出に際して，その内容の 

ヒアリングを工事担当課の長から求められたときは，請負者は

これに応じなければならない。 

（２）施工体制台帳等の提出及びその内容のヒアリング 

ア 請負者は，下請業者を使用する場合は，建設業法により施工 

体制台帳を作成する必要がない場合であっても，同法に定める 

施工体制台帳と同様な書類を提出しなければならない。 

イ 施工体制台帳又は(ア)に規定する施工体制台帳と同様な書類 

の提出に際して，その内容のヒアリングを工事担当課の長から 

求められたときは，請負者はこれに応じなければならない。 

（３）施工段階ごとの工事報告書の提出及びその内容のヒアリング 

請負者は，監督職員の求めに応じて施工段階ごとの工事報告 

書を提出しなければならない。施工段階ごとの工事報告書の提

出に際して，その内容のヒアリングを工事担当課の長から求め

られたときは，請負者はこれに応じなければならない。 

（４）安全点検実施報告書の提出及びその内容のヒアリング 

請負者は，監督職員の求めに応じて仮囲い，掘削，足場，火 

災予防及び建設公害防止等について安全点検を実施し，安全点 

検実施報告書を提出しなければならない。また，安全点検実施 

報告書の提出に際して，その内容のヒアリングを工事担当課の 

長から求められたときは，請負者はこれに応じなければならな 

い。 

工事の着手に先立ち，実施工程表を作成し，監督職員の承諾を受ける。 

 

１ 工事の着手に先立ち，工事の総合的な計画をまとめた総合施工計 

画書を作成し，監督職員に提出する。               

２ 品質計画，一工程の施工の確認を行う段階及び施工の具体的な計

画を定めた工種別の施工計画書を，当該工事の施工に先立ち作成し，

監督職員に提出する。ただし，あらかじめ監督職員の承諾を受けた

場合は，この限りでない。 

３ ２の施工計画書のうち，品質計画については，監督職員の承諾を

受ける。 

施工図等を当該工事の施工に先立ち作成し，監督職員の承諾を受ける。 

 

本工事の施工に伴い，電気工作物を設置した場合は，必要に応じて， 

電気保安技術者を配置し，適切に管理すること。 

工事の完成に際しては，建築物等の内外の後片付け及び清掃を行う。 

 

工事に使用する材料は，アスベストを含有しないものとする。(1.4.1) 

 

１ 工事に使用する材料で，設計図書に記載なきものは，JIS 又は JAS 

による。規格制定のないものは，監督職員の承諾を受けること。 

なお，見本により決定するものは，施工前に見本品を提出し， 

あらかじめ監督職員の承諾を受けること。 

２ 製材等，フローリング又は再生木質ボードを使用する場合は，グ

リーン購入法の基本方針の判断の基準に従い，あらかじめ，「木材・

木材製品の合法性，持続可能性の証明のためのガイドライン」（林野

庁平成１８年２月１５日）に準拠した証明書を監督職員に提出する。 

３ 材料検査及び施工検査に伴う試験は，公的試験所で行う場合を除

き，原則として監督職員の立会いを受ける。 

 

章 項  目 特  記  事  項 

１ 

 

一 

般 

共 

通 

事 

項 

１．関係法令等の 

遵守 

(1.1.13) 

 

２．優先順位 

 

 

 

 

 

 

 

３．監督職員 

(1.1.2) 

４．設計変更 

 

 

工事の施工に当たっては，工事請負契約書，京都市契約事務規則，建築 

基準法，建設業法，労働基準法，労働安全衛生法，廃棄物の処理及び清

掃に関する法律，建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律等の関

係法令を遵守する。 

設計図書の優先順位は，下記による。 

１ ２から６に対する質問回答書 

２ 現場説明書 

３ 特記仕様書 

４ 設計図面 

５ 鉄筋コンクリート工事標準図，鉄骨工事標準図 

６ 標準仕様書 

７ 改修標準仕様書 

監督職員とは，工事請負契約書に規定する監督員で，本市の監督員 

及び本市が監理業務を委託した者をいう 

工事内容の変更に伴う請負代金額の変更は，次の算式による。 

変更請負代金額＝ 

変更設計工事価格×(元請負工事価格／元設計工事価格)＋消費税及び 

地方消費税相当額         (       内千円未満切捨て） 

別　紙　（特記仕様書・建築）
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章 項   目 特  記  事  項 章 項   目 特  記  事  項 章 項   目 特  記  事  項 
 京都市                工事 

ただし，           工事 工事設計書 No.   枚の内 

 

 
 

２９．建設副産物に 

   関する取扱い 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３０．資材の 

再資源化等に 

   関する取扱い 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３１．発生材の処理等 

(1.3.8) 

<4.1.1><5.1.1> 

<6.1.1> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 請負者は，工事を施工する場合において，あらかじめ，建設リサイ 

クルデータ統合システム（ＣＲＥＤＡＳ）による再生資源利用計画書

及び再生資源利用促進計画書を２部作成し，そのうちの１部を監督職

員に提出するとともに，残り１部を，工事完成後１年間保管するもの

とする。対象工事は，請負代金額が１００万円以上の全ての工事とす

る。 

２ 請負者は，工事完了後速やかに，建設リサイクルデータ統合システ

ム（ＣＲＥＤＡＳ）による再生資源利用実施書及び再生資源利用促進

実施書をそれぞれ３部作成し，そのうちの２部を監督職員に提出する

とともに，残りの１部を工事完成後１年間保管するものとする。対象

工事は，請負代金額が１００万円以上（請負代金額の変更があった場

合を含む。）の全ての工事とする。 

３ 請負者は，型枠使用量調査票を工事完成後速やかに作成し，監督職

員に提出するものとする。 

４ 請負者は，産業廃棄物及び建設発生土の搬出入を行う場合，受入施

設における搬入前，搬入中，搬入後の写真を撮影し，監督職員に提出

するものとする。 

１ 本工事が，「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（以 

下「建設リサイクル法」という。）の対象工事に該当する場合は，落札

者は，直ちに同法第 12 条第 1 項の規定で定める説明書及び同法第 13

条及び省令第 14 条に基づく書面を工事担当課に提出すること。 

なお，届出の記載内容に変更が生じた場合は，同条第２項の規定 

により，速やかに届出を再提出すること。 

２ 請負者は，特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは，建

設リサイクル法第１８条の規定に基づく報告書を提出すること。 

 

１ 発生材の抑制，再利用，再資源化及び再生資源の積極的活用に努め

ること。 

  なお，設計図書に定められた以外に発生材の再利用，再資源化及び

再生資源の活用を行う場合は，監督職員と協議すること。 

２ 発生材は，建設工事に係る資源の再資源化等に関する法律，資材 

の有効な利用の促進に関する法律，廃棄物の処理及び清掃に関する法

律（以下「廃掃法」という。），その他関係法令に基づき，適正に処理

すること。 

３ 発生材の処理は次による。 

（１）以下の発生材については，監督職員の指示する場所に整理し， 

その調書を監督職員に提出のうえ，本市へ引渡す。 

発生材の種類：※ポリ塩化ビフェニル(PCB)を含有しているもの。 

              ・その他（                 ） 

建具廻り等に用いられているポリサルファイド系シーリング材のう 

 ち，昭和４３～４７年度の製品については，ポリ塩化ビフェニルを有

しているおそれがあるため，「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理

の推進に関する特別措置法」に従い，本市監督職員の指示した場所に

保管すること。 

（２）発生材のうち，特別管理産業廃棄物については，以下のとおり 

処理する。 

発生材の種類：※廃石綿（処理方法は[9.1.1]〈6.1.1〉による。） 

       ・その他（処理方法：            ） 

（３）以下の発生材については，現場において再利用又は再生資源化 

を図ることとする。 

※ コンクリート 

※ コンクリート及び鉄から成る建設資材 

※ アスファルト 

※ 木材     

なお，再生資源化を図るものと指定したものは，分別を行い，再生資

源化施設等（廃棄物の処理及び清掃に関する法律第１４条第４項の許可

を受けた施設）に搬入する。ただし，対象建設工事に該当する場合は，

調書を作成して監督職員に提出する。 

４ 石綿の取扱い以下による。 

（１）飛散性アスベスト撤去工事にあっては，廃掃法，労働安全衛生 

法及び大気汚染防止法等の関係法令に従い，適正に処理すること。 

（２）非飛散性アスベスト成形板等撤去工事に当たっては，「石綿障害 

予防規則（平成１８年９月１日改正施行）」，「非飛散性アスベスト 

含有建材の除去に関する技術指針」及び次の「非飛散性アスベスト 

含有建材の除去に関する仕様書」を踏まえ，適正に処理すること。 

５ 非飛散性アスベスト含有建材の撤去に関する仕様書 

（１）施工計画書 

   非飛散性アスベスト含有建材（以下「アスベスト成形板」とい 

う。）の撤去に際しては，事前に施工計画書を作成し，監督職員 

の承諾を受ける 。 

（２）施工調査 

アスベスト成形板の撤去に当たり，事前にアスベスト成形板の 

仕様及び使用部位についての施工調査を行い，調査結果を監督 

職員に報告する。 

（３）施工方法 

ア 作業主任者 

請負者は，石綿作業主任者を選任し，次の事項を行わせなけ 

ればならない。 

（ア）作業に従事する労働者が石綿粉じんにより汚染され，又は 

これらを呼吸しないように，作業の方法を決定し，労働者を

指揮する。 

（イ）保護具の使用状況を監視する。 

イ アスベスト成形板の撤去 

（ア）アスベスト成形板の撤去は，内装材及び外部建具等の撤去 

にさきがけて行う。 

（イ）建物内部で撤去作業を行う場合は，外部建具を閉鎖すると 

ともに，ガラスの破損個所又は換気扇枠等で粉じんが外部に

飛散するおそれがある箇所をプラスチックシート等で塞ぐも 

建設リサイクル法の対象となる工事の種別 対象となる規模 

建築物の解体 80 ㎡以上 

建築物の新築・増築 500 ㎡以上 

建築物の修繕・模様替等（リフォーム等） 請負金額１億円以上 

その他の工作物に関する工事（土木工事等） 請負金額５百万円以上 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３２．産業廃棄物 

処理関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３３．施工中の安全 

確保 

(1.3.7) 

 

 

３４．施工中の環境 

保全等 

(1.3.11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

のとする。 

（ウ）アスベスト成形板の撤去は，可能な限り破壊又は破断を伴 

わない方法で行うものとし，原則として，「手ばらし」とす

る。なお，建物外部のアスベスト成形板を撤去する場合は， 

できる限り，原形のまま撤去する。 

（エ）撤去作業中は，散水その他の方法により，アスベスト成形 

板を常に湿潤な状態として作業を行う。 

（オ）撤去作業者には，防じんマスク，防護メガネ及び作業衣を 

着用させる。 

（カ）撤去作業後，アスベスト成形板の破片，破断粉及び作業衣 

等に付着した粉じんが残存しないよう，真空掃除機等によ

り，清掃及び後片付けを十分に行う。 

ウ アスベスト成形板の集積，運搬等 

（ア）撤去したアスベスト成形板の集積及び積み込みに当たって 

は，高所より投下しないことのほか，粉じんの飛散防止に

努める。 

（イ）細かく破砕されたアスベスト成形板は，湿潤化のうえ，丈 

夫なビニル袋に入れる等，飛散防止の措置を講じる。 

（ウ）撤去したアスベスト成形板を運搬するまでの間，現場内に 

保管する場合は，一定の保管場所を定め，一般の内装材と

分別して保管するものとし，シートで覆う等，飛散防止の

措置を講じる。また，保管場所には，アスベスト成形板の

保管場所であることの表示を行う。 

（エ）アスベスト成形板の運搬に当たっては，運搬車両の荷台全 

体をシート等で覆い，飛散防止に努める。 

（オ）アスベスト成形板の撤去，集積，積込み及び保管等の処理 

が完了した場合は，速やかに監督員に報告し，確実に処理

されたかの確認を受ける。 

エ アスベスト成形板の処分等 

（ア）アスベスト成形板は，一般産業廃棄物として安定型処分場 

で処分する。 

なお，マニフェストには，アスベスト成形板であること

を明示する。 

（イ）撤去されたアスベスト成形板の処分が完了した場合は，マ 

ニフェストを監督職員に提出し，処分が確実に行われたこ

との確認を受ける。 

オ 上記作業手順等が確認できる写真を提出すること。 

 カ その他 

この仕様書に記載されていない事項については，「非飛散性

アスベスト廃棄物の取扱いに関する技術指針」（有害物質含有

等製品廃棄物の適正処理検討会）による。[改修 9.1.1～9.1.5] 

１ 請負者は，当該契約に係る産業廃棄物の処理に当たっては，「廃 

棄物の処理及び清掃に関する法律」及びその関係法令の他，処理対

策要綱を遵守しなければならない。 

２ 請負者は，前項に掲げる各法令等の趣旨を踏まえ，当該契約に係

る産業廃棄物の処理に当たっては，再利用できる場合は当該方法に

よる処理・処分方法を採用するとともに，原則として自ら行い，要

綱第２条第２項第２号に規定する排出事業者として，同要綱第４条

の責務を負っていることを十分に認識し，信義に従って誠実に対応

しなければならない。 

３ 請負者は，工事請負契約書第３条に定める請負代金内訳書（以下

「内訳書」という。）を提出するときは，当該契約により生じる産

業廃棄物の種類，発生量及び処理方法等の必要な事項を「工事請負

契約に係る産業廃棄物処理票」に記載のうえ，内訳書に添付しなけ

ればならない。 

なお，本市が内訳書の提出を免除した場合においても，別途定

める様式に必要な事項を記載し，提出するものとする。 

４ 請負者は，当該契約に係る産業廃棄物の処理状況を明らかにする

ため，本市の求めに応じて施工計画書，廃棄物処理委託契約書及び

産業廃棄物管理票（マニフェスト）等の写しを提出しなければなら

ない。 

５ この特記仕様書に反して当該契約の産業廃棄物が処理された場合

は，請負者に対して必要な措置を命じることがある。このとき請負

者は，速やかに指示に従わなければならない。 

１ 建築基準法，労働安全衛生法その他関係法令等に定めるところに 

よるほか，建設工事公衆災害防止対策要綱に従うとともに，建築工

事安全施工技術指針を参考に，常に工事の安全に留意して現場管理

を行い，施工に伴う災害及び事故の防止に努める。 

２ 建物内の火気の使用は，原則として禁止する。 

１ 建築基準法，建設リサイクル法，環境基本法，騒音規制法，振動 

規制法，大気汚染防止法，水質汚濁防止法，廃棄物処理法，土壌汚

染対策法，資源有効利用促進法その他関係法令等に定めるところに

よるほか，建設副産物適正処理推進要綱に従い，工事の施工の各段

階において，騒音，振動，粉塵，臭気，大気汚染，水質汚濁等の影

響が生じないよう，周辺環境の保全に努める。 

２ 仕上塗材，塗料，シーリング材，接着剤その他の化学製品の取扱 

いに当たっては，当該製品の製造所が作成した化学物質等安全デー 

タシート（ＭＳＤＳ）を常備し，記載内容の周知徹底を図り，作業 

者の健康，安全の確保及び環境保全に努める。 

 

 

 
３５．技能士 

(1.5.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３６．揮発性有機 

化合物の室内 

   濃度の測定 

(1.5.9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３７．化学物質を 

放散する 

   建築材料等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３８．六価クロム 

   溶出試験 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３９．工事検査 

 

４０．技術検査 

  (中間技術検査) 

適用する技能士は，次表による。 

請負者は，工事細分に掲げる内容に該当する工事の着手前に技能士を

選定し，書面をもってその氏名を監督職員に報告しなければならない。

なお，その際，技能士手帳又は合格証書の写し等有資格者であることを

証明するものを添付しなければならない。 

請負者は，報告した技能士を変更しようとする場合は，事前にその旨

を監督職員に書面をもって報告しなければならない。 
工事種別 工事細分 適用技術士の区分 作業内容 

・鉄筋工事 加工及び組立 １級鉄筋施工技能士（鉄筋組立作業） 鉄筋の加工及び組立作業 

・コンクリート工事
型枠 １級型枠施工技能士 型枠組立て工事作業 

コンクリート圧送 １級コンクリート圧送施工技能士 コンクリート圧送工事作業 

・鉄骨工事 搬入及び建方 １級とび施工技能士 とび作業 

・防水工事 
・防水改修工事 

・アスファルト防水 

１ 
級 
防 
水 
施 
工 
技 
士 

アスファルト防水工事作業 アスファルト防水工事作業 

・改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ防水 改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ防水工事作業 改質アスファルトシート防水工事
作業 

・塗膜防水 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系塗膜防水工事作業 ウレタンゴム系塗膜防水工事作業 

・合成高分子ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ防水 
合成ゴムシート防水工事作業 合成ゴムシート防水工事作業 

塩化ﾋﾞﾆﾙ系ｼｰﾄ防水工事作業 塩化ビニル系シート防水工事作業 

・シーリング シーリング防水工事作業 
シーリング防水工事作業 

（カーテンウォールの目地充填に限る。）

 

・モルタル防水 セメント系防水工事作業 セメント系防水工事作業 

・ｱｸﾘﾙｺﾞﾑ系塗膜防水 ｱｸﾘﾙｺﾞﾑ系塗膜防水工事作業 アクリルゴム系塗膜防水工事作業 

・ＦＲＰ塗膜防水 ＦＲＰ防水工事作業 ＦＲＰ防水工事作業 

・石工事 
・外壁改修工事に 
おける石工事 

・花こう岩類の石張り 
１級石材施工技能士（石張り作業） 石張り工事作業 

・大理石張り 

・タイル工事
・外壁改修工事に 
おけるタイル工事

・陶磁器タイル張り 
１級タイル張り施工技能士 

タイル張り作業 

・タイル工事 ・陶磁器タイル型枠先付け タイル型枠先付け作業 

・屋根及びとい工事

・長尺金属板葺 １級建築板金施工技能士 
       （内外装板金作業） 

屋根金属薄板ぶき 
・折板葺 

・粘土瓦葺 １級かわらぶき施工技能士 かわらぶき工事 

・外壁改修工事 ・エポキシ樹脂注入 
樹脂接着剤注入施工技能士 
※単一等級  

・その他 
（          ） （              ） （             ） 

（          ） （              ） （             ） 

※適用工事であっても，当該工事種別の施工面積等が小さい場合は， 

監督員と協議のうえ，当該工事種別の技能士の適用を除外することが 

できる。 

揮発性有機化合物の室内濃度について，下記の指針値以下であること 

を確認したうえで報告する。※測定に関する計画書（測定方法，分析機

関，専門機関等の資料）を作成し，監督職員の承諾を受けたうえで測定

を行う。 

測定対象室
・対象室名（                 ） 

※改修室 全室 

 

測定箇所数
室の床面積Ａ㎡ A≦50 50<A≦200 200<A≦500 500<A 

測定箇所数 １ ２ ３ ４ 

全測定箇所において，測定対象化学物質の濃度を同時に測定する。 

測定方法 
測定は，パッシブ型採取機器を用いて以下の要領で行う。 

 測定の準備 測 定  

①30 分間換気 ②5時間閉鎖 ③原則24時間測定 

   (８時間)  

採取機を設置        採取機を回収 

測定回数は１回とし，複数回の測定は不要とする。①②③において，
換気設備又は空気調和設備は稼働させたままとする。ただし，局所 
的な換気扇等で常時稼働させないものは停止させたままとする。 

 

測定対象 

化学物質 

測定対象化学物質名 厚生労働省指針値(25℃の場合) 

※ホルムアルデヒド ０．０８ ｐｐｍ以下 

※トルエン ０．０７ ｐｐｍ以下 

※キシレン ０．２０ ｐｐｍ以下 

※エチルベンゼン ０．８８ ｐｐｍ以下 

※スチレン ０．０５ ｐｐｍ以下 

・アセトアルデヒド ０．０３ ｐｐｍ以下 

・パラジクロロベンゼン ０．０４ ｐｐｍ以下 

 ホルムアルデヒドの放散量が「規制対象外」に該当する建築材料とは 

以下のものとする。 

１ ＪＩＳ及びＪＡＳのＦ☆☆☆☆規格品 

２ 建築基準法施行令第 20 条の 7 第 4 項による国土交通大臣認定品 

３ 下記表示のあるＪＡＳ規格品 

（１）非ホルムアルデヒド系接着剤使用 

（２）接着剤等不使用 

（３）非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない 

材料使用 

（４）ホルムアルデヒドを放散しない塗料等使用 

（５）非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない 

塗料使用 

（６）非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない 

塗料等使用 

ホルムアルデヒドの放散量が「第三種」に該当する建築材料とは以下 

のものとする。 

１ ＪＩＳ及びＪＡＳのＦ☆☆☆規格品 

２ 建築基準法施行令第 20 条の 7 第 3 項による国土交通大臣認定品 

３ 旧ＪＩＳのＥ0 規格品 

４ 旧ＪＡＳのＦC0 規格品 

 本工事は，「六価クロム溶出試験の対象工事であり，以下のとおり下表 

に示す工種について，六価クロム溶出試験を実施し，試験結果（計量証

明書）を監督職員に提出するものとする。 

 なお，試験方法については，「セメント及びセメント系固化材を使用し

た改良土の六価クロム溶出試験実施要領（案）」（平成１３年４月２０日，

国土交通省通知）によるものとする。また，土質条件，施行条件等によ

り試験方法，検体数に変更が生じた場合は，監督職員と協議するものと

し，設計変更の対象とする。 

 六価クロム溶出試験対象工種名及び検体数  

1.6.1 による。 

 

監督職員が必要に応じて定めることとする。(1.6.2) 

 

工種名 工法名 検体数 

工 工法 配合設計段階    検体 

工 工法 配合設計段階    検体 
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章 項   目 特  記  事  項 

 

 

 

４１．完成図 

(1.7.2) 

 

 

 

４２．保全に関する 

資料 

(1.7.3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４３．電子納品 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４４．工事現場に 

おける 

   表示板設置 

 

 

 

 

 

１ 作成方法は次による。 

・ＣＡＤ    ・鉛筆書き又はＣＡＤ 

２ 完成図の原図のサイズは以下のとおりとする。 

  ※ Ａ１  ・Ａ２  ・Ａ３ 

３ 提出は，原図 1 部及び製本２部とする。 

１ 提出資料（提出部数は２部とする。） 

  必要に応じて，以下の書類を提出すること。また，点検を必要とす 

 る材料又は保証のある材料を使用している場合は，施設管理者向け 

に，保守に関する説明書を作成すること。 

（１）施設台帳       （２）主要な材料・機器一覧表  

（３）機器取扱い説明書   （４）官公署届出書類 

（５）施設保全の手引き   （６）その他 

（１），（２），（５）は本市指定様式によるものとし，データ共提出す

ること。 

２ 提出部数（２部） 

  資料の作成に当たっては，監督職員と記載事項に関する協議を行 

い，作成後は監督職員に内容の説明を行うこと。また，記載項目につ

いては，本工事に係る項目のほか，別途工事に係る項目についても別途

工事業者と連携し，本工事において統括のうえ提出すること。 

１ 本工事は電子納品の対象とする。 

電子納品は，「京都市都市計画局電子納品（建築工事）要領(案)」に 

基づいて行うものとする。 

（要領については，都市計画局都市企画部都市総務課のホームページ 

http://www.city.kyoto.lg.jp/ tokei/page/0000007350.html を参照） 

本工事の電子納品対象書類は，完成写真，完成図(CAD データを貸与し

た場合)，施設台帳，機器台帳とする。 

２ ＣＡＤデータの貸与を □行う，□行わない 。 

貸与するＣＡＤデータの著作権は，京都市が保有している。 

貸与するＣＡＤデータは，当該工事における施工図又は完成図の作 

成のため以外に使用してはならない。 

３ 図面等をＣＡＤにより作成する際は，建築ＣＡＤ図面作成要領(案) 

（国土交通省大臣官房官庁営繕部）の最新版により作成するものと

し，レイヤの構成は，この作成要領(案)のレベル２を満足すること。 

４ 電子納品の成果物は，電子媒体(CD-R)で正，副各１部提出する。 

５ 電子納品の成果物の提出の際には，電子成果物作成支援・検査シス

テムにより，エラーがないことを確認した後，ウイルスチェックを行

いウイルスが存在していないことを確認したうえで提出するものと

する。 

６ その他，電子納品に関する詳細な取扱いについては，受発注者間で

協議のうえ，決定する。 

１ 設 置 

同一工事現場において，複数の工事がある場合は，１枚にまとめる 

ことができる。 

２ 文 字   

常用漢字を使用し，字体は角ゴシック，工事名称は５０㍉角，その 

他は４０㍉角とする。 

３ 大きさ   

列間を１５㍉又は３０㍉，四辺の余白を５０㍉とし，文字数及び列 

数により，必要な寸法とする。 

４ 表 示   

工事名称：工事請負契約書の工事名を記入する。 

発 注：「京都市」と記入する。 

設 計：「京都市都市計画局●●●部●●●課」及び「●●● 

     建築事務所」を記入する。 

監 理：「京都市都市計画局●●●部●●●課」及び「●●● 

     建築事務所」を記入する。 

施 工：請負者名を記入する。 

連 絡 先：「京都市都市計画局●●●部●●●課」及び「電話 

０７５－２２２－●●●●」を記入するとともに， 

請負者名及び電話番号も併せて記入する。 

５ 色 

地色は，白（又は●●）とする。文字は，黒（又は●●）とする。 

６ その他 

記入例を参考にし，詳細については，監督職員の指示による。 

 

（記入例） 
50

(余白）

50 工事名称：京都市○○○○○○○○○○○○工事
15

50 　　　　　　ただし，建築主体工事
15

50 　　　　　　ただし，電気設備工事
15

50 　　　　　　ただし，機械設備工事
30

40 発　注：京都市
30

40 設　計：京都市都市計画局☆☆☆部☆☆☆課　　★★★建築事務所
30

40 監　理：京都市都市計画局▽▽▽部▽▽▽課　　▼▼▼建築事務所
30

40 施　工：□□□建設株式会社
15

40 　　　　△△△電設株式会社
15

40 　　　　◇◇◇設備株式会社
30

40 連絡先：京都市都市計画局▽▽▽部▽▽▽課　　電話 075-222-****
15

40 　　　　□□□建設株式会社　○○○工事事務所　電話 075-***-***
50

(余白）

50 文字数にあわせて，適宜，必要な寸法とする。（40or50×文字数） 50
(余白) (余白)
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１．

平成 年

企画設計課

工事設計図№

月

係員

縮尺

枚の内

特記仕様書－

京 都 市

課長補佐・係長課長

監督職員事務所の仕様

範囲　　図示による

仕様　・万能鋼板（片面塗装）　Ｈ３ｍ　・フェンスバリケード　Ｈ１．８ｍ

監督職員事務所の規模種別（　）号

２号以上は設備監督職員の机・椅子及び衣類ロッカーを含む。

※設置する　　・設置しない

所の仕上げ」に
よる。

下表「監督員事

種別 規模 備　　　品　　　等 電話 その他

１号
１０㎡

以上

掃除具、懐中電灯、パソコン

同上

同上同　上

２号

３号

２０㎡

以上

３５㎡
以上

コピー機（Ａ３サイズ）

同　上

同　上

要

（専用）

監督員事務所の仕上げ

部位等 仕上げ

床

内壁，天井

休憩室

屋根

合板張り又はビニル床シート張り

合板又はせっこうボード張り，合成樹脂エマルションペイント

塗り

畳敷き

塗り（天井には断熱材を入れること。）

塗装溶融亜鉛めっき鋼鈑張り又は鉄板張りのうえ調合ペイント

章 項　　　　目 特　　記　　事　　項 章 項　　　　目 特　　記　　事　　項 章 項　　　　目 特　　記　　事　　項

項　　　　目 特　　記　　事　　項

１．
２
　
仮
設
工
事

仮囲い等

３．足場その他

監督職員事務所

３

衣類ロッカー,机及び椅子(スチール)

書棚，白板，寒暖計，ラジオ

冷暖房機器，電子計算機，冷蔵庫

軍手，長靴，保護帽，湯沸し設備

消火器，手洗い，雨合羽，掛時計

図面棚，打合せ机，ファクシミリ

仕様の詳細について，監督職員と協議する。

　　　・イメージアップ（図示による）　・透視図，看板等（図示による）

１号の他に，書類ロッカー，見本棚，

２．

（２．２．４）

定置する足場及び作業構台の類は，別契約の関係請負者に無償で使用させる

ものとする。

（手すり先行工法）

　足場を設ける場合は，「「手すり先行工法に関するガイドライン」につい

て」（厚生労働省　基発第0424001号　平成21年4月24日）の「手すり先行工

法に関するガイドライン」により，「働きやすい安心感のある足場に関する

基準」に適合する手すり，中さん及び幅木の機能を有する足場とし，足場の

３
　
土
工
事

（３．２．１）

範囲　・図示による　　※外部足場全てとする

仕様　　ＪＩＳ　Ａ　８９５２規格品　防災　Ｉ類

※現場専用とする

４．養生シート等

電力・用水５．

根切り
なお，支持地盤が設計図書と異なる場合は，監督職員と協議する。
根切り底の状態，土質及び深さ等を確認し，監督職員の検査を受ける。

組立て，解体又は変更の作業は，「手すり先行工法による足場の組立て等に

関する基準」の２の（２）手すり据置工法又は（３）の手すり先行専用足場

方式により行うこと。

埋戻し及び盛土 種別　・Ａ種　※Ｂ種　・Ｃ種　・Ｄ種

建設発生土の処理

所在地：

※構外搬出処分　　・場内指示の場所に敷き均し

・自由処分

※指定地処分　処分場：

　　　　　　　連絡先：

（３．２．３）（表３．２．１）

（３．２．５）

上記の処分方法については，監督員指示により変更することがある。

処分方法等を変更する場合及び自由処分において土質検査が必要となる場合

は，設計変更の対象とする。

３．

２．

範囲，工法　　※図示による山留め４．

なお，施工に際しては，関係法令等に従うと共に，適切な資料に基づき

構造計算を行い，安全に設置する。

４
　
地
業
工
事

１．既製コンクリート

杭地業

仕様　　※下表による　　・図示による

　杭　　の　　種　　類

　規　格　　材　質

　長　　　さ　　（ｍ）

　断　面　寸　法（㎜）

　長期設計支持力(ＫＮ／１本)

　継手及び継手工法

　先端部及び先端形状  ※開放形　・閉そく形（※平坦形　・ペンシル形）

 ※あり（アーク溶接継手（　　か所／１本））

 ・あり（無溶接継手（　　か所／１本））　・なし

杭頭の処理　　※図示による

試験杭　　　　※図示による

杭の支持地盤　※図示による

（４．３．７）

（４．２．２）

６章コンクリート工事　１４節による。　厚さ（㎜）　※図示による

範囲　　※図示による

※図示による　　・ラップルコンクリート

３．

地業

捨コンクリート

４．床下防湿層

５．地盤改良地業

※ポリエチレンフィルム　厚０．１５㎜（重ね幅　　　　　）（　　　　　）

※切込み砂利又は切込み砕石

・再生クラッシャラン（ただし，　　　　　は除く）

　再生クラッシャラン（ＲＣ－４０；Ｃｏ塊再生品）は、ＪＩＳ　Ａ　５０

　０１（道路用砕石）に準ずるものとする。

２．砂利地業 （４．６．３）

６．載荷試験 ※図示による　（　　　　　　　　試験）

載荷試験の試験方法及び報告書は，国土交通省大臣官房官庁営繕部「敷地調

査共通仕様書」による。 （４．２．３）（４．２．４）

１．鉄筋の種類 ※下表による

鉄　筋 規格番号 種　　別

異形鉄筋 Ｇ　３１１２

ＪＩＳ
鉄筋コンクリート用棒鋼

径（㎜） 種類

S D 2 9 5 A
S D 2 9 5 B

S D 3 4 5
S D 3 9 0

※

※

※

※

・建築基準法第３７条の規定に基づき認定を受けた鉄筋(詳細は構造図による)

（５．２．１）

２．鉄筋の加工及び

組立

３．鉄筋の継手 柱及び梁の主筋

５
　
鉄
筋
工
事

６
　
コ
ン
ク
リー

ト
工
事

１．コンクリート

の強度等

設計基準強度は下表による。

章

コンクリートの強度試験 （６．１０．４）

 調合管理

 強度の

 管理試験
 による

 6.10.5

 による

 4(a)

 6.10.

 標準養生

 よる

 (3)(i)に

 6.10.4(b)

 調合管理強度

 の管理
 28日

 構造体コンク

 リートの材齢

 の推定

 28日圧縮強度

 6.10.

 4(a)

 による

 28日
 による

 監督職員と

 の協議によ

 る
 期の決定

 型枠取外し時
 6.9.2

 表に

 よる

 構造体コンク

 リートの材齢

 工事現場

 における

 水中養生

 6.10.6

 試験項目  養生方法  材齢  試験回数  強度判定等   試験目的   供試体の個数

 採取

 3個の供試体を

 一回試験につき

 1台の運搬車か

（４．６．４）

（４．６．５）

杭の施工法　　※図示による

 28日の圧縮強

 度の推定

 構造体コンク

 リートの材齢

 28日を超え91

 日以内の圧縮

 強度の推定

 え91

 日以

 内

 を超

 28日

 生

 封かん養

 における

 工事現場

 28日

 による

 4(a)

 6.10.
 6.10.6

 による

 構造体コ

 ンクリー

 ト強度の

 推定試験
 取

 3度に分けて採

 けた運搬車から

 適切な間隔をあ

 3個の供試体を

 一回試験につき

（３．３．１）

鉄筋コンクリート工事標準による

　※ガス圧接継手　（　　　　　　　）

　・重ね継手　　　（　　　　　　　）・特殊な鉄筋継手（　　　　　　　）

その他の鉄筋

　・ガス圧接継手　（　　　　　　　）

　※重ね継手　　　（　　　　　　　）・特殊な鉄筋継手（　　　　　　　）

４．溶接金網 ＪＩＳ　Ｇ３５５１　　※図示による

５．杭頭の補強方法 ※図示による

６．

の打増し補強

（５．２．２）

７．壁の開口部補強

打増し幅≦200mmの場合　※鉄筋コンクリート工事標準による　・図示による

打増し幅＞200mmの場合　※図示による

９．圧接完了後の検査 ※超音波探傷試験　　・引張試験 （５．４．９）

８．梁貫通孔の補強

補強形式　　※Ｈ形（ＲＣ）　　※Ｍ形（ＳＲＣ）　・ＭＨ形　・図示による

鉄筋コンクリート工事標準による

鉄筋コンクリート工事標準による

補強形式　　・Ａ形　　※Ｂ形

（試験）

　構造体コンクリートの２８日圧縮強度の推定試験及び２８日を超え９１日

　以内の圧縮強度の推定試験は，指定試験所　で行う(注)

　　(注)指定試験所とは，コンクリート強度試験分野において，以下のいずれか

（注）寒中コンクリートの場合の試験は６．１２．６による。

　　　　に該当するものをいう。
　　　　　1.(独)製品評価技術基盤機構認定センターによって，ＪＮＬＡの試験

（不合格の場合の処置）

コンクリートの荷受確認

コンクリートの打設に当たっては，納入書の受取時に「コンクリート荷受

確認書」により確認し，打設完了後，速やかにその写しを監督職員に提出
すること。

なお，工事完成時には，打設日ごとのすべての「コンクリート荷受確認書」
を監督職員に提出すること。

※ＪＩＳ　Ａ　５３０８（レディーミクストコンクリート）の規格品とし，

　なお，下記以外は普通コンクリートに準じる。　

常時，土あるいは水に直接接する部分の使用

※使用しない　　・使用する（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

細骨材

人工軽量骨材

の最大寸法

気乾単位容積質量

の標準的な範囲粗骨材
砕砂，高炉スラグ細骨材，フェロニッ

ケルスラグ細骨材，銅スラグ細骨材，

電気炉酸化スラグ細骨材及び砂

主として人工軽量細骨材又はこれに１

種の細骨材を加えたもの
２種

１種 1.8～2.1(t／m3）

１５（㎜）
普通コンクリー

トに同じ

骨　　　　材
セメントの種類

1.4～1.8(t／m3)

（呼び強度等）

（Ｎ／㎜2）

・１８

・

摘　　　　　　要　　　　　　箇　　　　　　所

スランプ（１８㎝）　　　　　空気量（５％）

水セメント比の最大値　５５％

単位セメント量の最小値　※３２０㎏／ｍ3

・３４０㎏／ｍ3（　　　　　　　　）

　合格となった場合は，６．１０．６（ｃ）による。

粗骨材

人工軽量

主として人工

軽量粗骨材

呼び強度

所要気乾単位容積質量　　※図示による

（６．１１．１）（６．１１．２）

１）軽量コンクリートの種類と適用

種類

　指定事項等は下記による。

７.軽量コンクリート

　構造体コンクリートの２８日を超え９１日以内の圧縮強度の推定試験が不

※ＪＩＳ　Ａ　５３０８（レディーミクストコンクリート）の規格品とし，

　指定事項等は下記による。 （６．１１．１）（６．１１．２）コンクリート

高い強度の

　なお，下記以外は６．１５．１～６．１５．８による。　

水セメント比の最大値 ５５％

単位セメント量 ２９０kg／ｍ3以上４５０kg／ｍ3以下
スランプ （　　　　　　）ｃｍ

コンクリートの製造工場ごとに，打込み区画ごと，

打込み日ごと，かつ，１００ｍ3またはその端数ご
とに１回以上

試験回数

　発注強度　　※１８Ｎ／㎜2

　スランプ　　※１５㎝　　・１８㎝

　粗骨材の最大粒径は，コンクリート断面の最小寸法の１／４以下，かつ

　４０㎜以下とする。

　捨てコンクリート及び防水層の保護コンクリートの場合は２５㎜とする。

（６．１４．１）

無筋コンクリート ※ＪＩＳ　Ａ　５３０８（レディーミクストコンクリート）の規格品とする。

　　　　　　事業者として登録されている試験所
　　　　　2.(財)日本適合性認定協会によって，認定試験所として認定を受けて
　　　　　　いる試験所

柱・梁・壁

８．

９．

２）抑制対策

　※　コンクリート中のアルカリ総量の抑制

　アルカリ量が表示されたポルトランドセメント等を使用し、建築工事

標準仕様書（平成２２年度版）６．５．４（ｂ）アルカリ総量（６．５．

１式）又は下式を用いてアルカリ総量を計算し，その値が

 ＋混和剤中のアルカリ量㎏／ｍ3

 ＋０．５３×（骨材中のＮａＣ１％）／１００×（当該単位骨材量㎏／ｍ3）

（式）

 セメントのアルカリ量（Ｎａｄ２０換算値％）／１００×（配合表に示された値㎏／ｍ3）

 なお，算定式中のセメントのアルカリ量は，試験成績表に示されたセメント

 のアルカリ量の最大値のうち，最近６箇月の最大の値を使用すること。

　・　抑制効果のある混合セメント等の使用

 ＪＩＳ　Ｒ　５２１１高炉セメントに適合する高炉セメント（Ｂ種又はＣ種）

又はＪＩＳ　Ｒ　５２１３　フライアッシュセメントに適合するフライアッ

シュセメント（Ｂ種（フライアッシュ　混合比１５％以上）又はＣ種）である

試験等によりアルカリ骨材反応抑制効果を確認し，監督職員の承諾をうける。

・　安全と認められる骨材の使用

　施工着手前，工事中１回／６箇月かつ産地が変わった場合に信頼できる試

　験機関で行い，骨材が無害であることを確認し，監督職員の承諾を受ける。

　骨材のアルカリシリカ反応性試験方法（科学法）(注１)による骨材試験を

よる骨材試験の結果を用いる場合には，コンクリート生産工程管理用試験方

　また，骨材のアルカリシリカ反応性試験方法（モルタルバー法）(注１)に

法－骨材のアルカリシリカ反応性試験方法（迅速法）(注１)による骨材試験

を施工着手前，工事中１回／６箇月かつ産地が変わった場合に信頼できる

受ける。なお，試験に用いる骨材の採取は，請負者が立ち会うこと。

試験機関(注２)で行い，骨材が無害であることを確認し，監督職員の承諾を

（注１）試験方法は，ＪＩＳ　Ａ　１１４５骨材のアルカリシリカ反応性試

　　 　験方法（科学法）又はＪＩＳ　Ａ　５３０８（レディーミクストコン

 　　　クリート）の付属書７「骨材のアルカリシリカ反応性試験（科学法）」

　　　 ＪＩＳ　Ａ　１１４６骨材のアルカリシリカ反応性試験方法（モルタ

　　　 ルバー法）又はＪＩＳ（レディーミクストコンクリート）の付属書８

　　　 「骨材のアルカリシリカ反応性試験（モルタルバー法）」による骨材

　　　 試験の結果を用いる場合には，ＪＩＳ　Ａ　１８０４「コンクリート

　　　 生産工程管理用試験方法－骨材のアルカリシリカ反応性試験方法（迅

　　　　速法 ）」による。

（注２）公的機関又はこれに準ずる機関（大学，都道府県の試験機関，公益

　　　 法人である民間試験機関，その他信頼に値する民間試験機関，人工骨

　　　 材については製造工場の試験成績表でよい）

３．特殊な要因によ
るコンクリート

※図示による （６．１．３）

４．コンクリート

の仕上がり

１）コンクリート部材の位置及び断面寸法の許容差 （６．２．５）

表６．２．２による

２）コンクリート表面の仕上がり状態
コンクリートの打放し仕上げ

※下表による。 （６．２．５）（表６．２．３）

せき板の程度

・Ａ種

・Ｂ種

・Ｃ種

種　別 施　　　工　　　箇　　　所
６．９．３（ｂ）（１）程度とする

６．９．３（ｂ）（２）程度とする

６．９．３（ｂ）（２）程度とする

コーンの使用は，６．９．４（ｉ）による。

３）コンクリートの仕上がり平たんさ （表６．２．４）

平たんさ

仕上げ塗材塗り

３ｍにつき１０㎜以下

１ｍにつき１０㎜以下

３ｍにつき７㎜以下

床の場合

ビニル系床材張り

カーペット張り

防水下地

セルフレベリング材塗り

二重床

床コンクリート直均し仕上げ

合成樹脂塗床

胴縁下地

タイル張り，モルタル塗り タイル張り，モルタル塗り

化粧打放しコンクリート

柱，梁，壁の場合

塗装仕上げ，壁紙張り

う場合を含む。）の打増し厚さ

外部に面するコンクリート打放し仕上げ（仕上塗材，塗装等の仕上げを行

※２０mm　　・図示による

４）ひび割れ誘発目地の位置，形状及び寸法

位置及び形状　※図示による

寸法　　　　　・図示による　・標準仕様書9.6.3による

５． 標準仕様書６章４節及び６節による。

６．試験 フレッシュコンクリートの試験

試験方法試験項目

空気量

塩化物量

試験回数、試料採取 試験判定等
ＪＩＳ　Ａ　１１０１

ＪＩＳ　Ａ　１１２８

ＪＩＳ　Ａ　１１１８

ＪＩＳ　Ａ　１１１６

ＪＩＳ　Ａ　５３０８

３．品質（２）スランプ

ＪＩＳ　Ａ　５３０８

３．品質（３）空気量

スランプ
下表のコンクリートの強度試

験のために試料採取を行うご

とにおこなう。

ＪＩＳ　Ａ　５３０８
試料採取方法

コンクリートの製造工場，種類が異なるごとに一日一回以上，

（測定器は（財）国土開発技術センターの技術評価を受けたもの）

かつ１５０ｍ3ごと及びその端数につき一回以上おこなう。

当初の測定は打設当初とし，コンクリートの工場出荷時に行う。

コンクリートの

発注，製造，運

搬及び打込み等

（６．１０．３）

ことを試験成績表で確認し，監督職員の承諾を受ける。

　また，混和材をポルトランドセメントに混入した結合材を使用する場合には，

３．０㎏／ｍ3以下であることを確認し，監督職員の承諾を受ける。

　Ｆｃ（Ｎ／㎜2）
設計基準強度

※２１

適　　　　用　　　　箇　　　　所

２．レディーミクスト

コンクリート

３０ ３９３６３３呼び強度打設月
○

２４ ２７

（６．３．３）ｅ）骨材の種類（アルカリシリカ反応による区分）

　　※Ａ

　　・Ｂ（※コンクリート中のアルカリ総量Ｒｔ＝３．０㎏／ｍ3　以下）

２）指定事項

２７０㎏／ｍ3

下記〔アルカリ骨材反応抑制対策　特記仕様書〕による。

４．５％

・高性能ＡＥ減水剤標準形Ⅰ種

※ＡＥ減水剤標準形Ⅰ種

気乾単位容積質量

単位セメント量の最小値

アルカリシリカ反応抑制方法

コンクリートの塩化物含有量

空気量

混和材料の種類

水セメント比の最大値

単位水量の最大値

事　　項 指　　　　　定　　　　　内　　　　　容

（呼び強度　　　Ｎ／　㎡　以上）

１８５㎏／ｍ3

※６５％　　・６０％（混合セメントのＢ種）

１）配合設計条件等

ｂ）呼び強度

ａ）コンクリートの種類　　　普通コンクリート

類別　　※Ⅰ類　　・Ⅱ類

　　発注強度は，Ｆｃ（設計基準強度）に構造体強度補正値（Ｓ）を加え

　　ものとし，これを満足する呼び強度の強度値とする。

ＪＩＳ　Ａ　５３０８（レディミクストコンクリート）

ｃ）スランプ　　※１８㎝　　・１５㎝（　　　　）

（６．３．２）ｄ）セメントの種類

　　※普通ポルトランドセメント

　　・混合セメントのＡ種（　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　・混合セメントのＢ種（　　　　　　　　　　　　　　　　）

ＪＩＳ　Ｒ　５２１０（ポルトランドセメント）

３　～　１１

１２　～　２

暑　中　期　間 ○

○
注２

注１

　　　　　　注２：暑中期間は，７月４日から９月８日までとする。

　　　　　　注１：暑中期間を除く。

※２．３t／ｍ3程度　　・（　　　　）t／ｍ3

※捨てコンクリートには上記（Ｓ）及びＡＥ減水材は不要とする。

（６．２．４）（６．３．５）

塩化物イオン量（ＣＬ￣）で０．３０㎏／ｍ3　以下

３）寒中コンクリート

 指定事項は下表による。

 寒中コンクリートは，コンクリートの打込み後の養生期間に，コンクリ

 ートが凍結するおそれのある場合に施工する期間に適用し，６．１２．１

〔　アルカリ骨材反応抑制対策　特記仕様書　〕
１）適用範囲

　建築構造物（基礎，主要構造部等建築基準法第３７条に規定する部分）

に使用されるレディーミクストコンクリートに適用する。

　プレキャスト製品を使用する場合は，２抑制対策のうちどの対策による

ものかを製造業者の試験成績表により確認し，監督職員の承諾を受ける。

 ～６．１２．７による。適用期間については監督職員と協議すること。

別　紙（特記仕様書・建築）
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特記仕様書－

課長補佐・係長課長 係員

京 都 市

（表９．６．１）

（９．３．３）

（９．３．２）

（９．２．５）

（９．２．３）（９．２．５）

（９．２．４）

（９．２．３）

改質アスファルト

１．

防水

アスファルト

シート防水

２．

９
　
防
水
工
事

種　別　（　施　工　場　所　）

材料　ＪＩＳ規格品とする

種別及び施工場所　　・ＡＳ－１　　・ＡＳ－２

ＪＩＳ　Ａ　６０１３の規格品

漏水試験　　　　　　　　　　　原則として屋内の防水層を設ける場合とする

屋上排水溝　　　　　　　　　　※図示による

保護層の伸縮調整目地　　　　　※設ける　　・設けない（　　　　）

防水層の保護　　　　　　　　　※図示による

防水層立上がり端部押さえ金物　※図示による

・Ｅ－２（　　　　　　　　）

・Ｄ－２（　　　　　　　　）

・ＢⅠ－２（　　　　　　　）

・ＡⅠ－２（　　　　　　　）

・Ｂ－２（　　　　　　　　）

・Ａ－２（　　　　　　　　）

・Ｅ－１（　　　　　　　　）

※Ｄ－１（　　　　　　　　）

・ＢⅠ－１（　　　　　　　）

・ＡⅠ－１（　　　　　　　）

・Ｂ－１（　　　　　　　　）

・Ａ－１（　　　　　　　　）

・屋内防水

・露出防水

・保護防水

種　　類

※下表による。

（９．４．３）

（９．４．２）合成高分子系

シート防水

ルーフィング

３．

※１．５

脱気装置　　　　　※メーカー仕様による

※非歩行

※非歩行

※非歩行

※非歩行

※非歩行

※１．２

※１．５

※２．０

※１．２

・Ｓ－Ｍ３

・Ｓ－Ｍ２

・Ｓ－Ｍ１

・Ｓ－Ｆ２

・Ｓ－Ｆ１

使用分類施　工　場　所厚さ（㎜）種　　別

・・

・

・・

・

・

・・

・

※下表による。

ＪＩＳ　Ａ　６００８の規格品

トブロック造

補強コンクリー
８
　
コ
ン
ク
リー

ト
ブ
ロ
ッ
ク
・
Ａ
Ｌ
Ｃ
パ
ネ
ル
・
押
出
成
形
セ
メ
ン
ト
板
工
事

１．

セメント板

４．

※図示及びメーカーの仕様による。

・Ｂ種　　・Ｃ種

間仕切りパネル工法　　取付け工法

・Ａ種（パネル縦使いロッキング）　　・Ｂ種（パネル横使いスライド）

外壁パネル工法　　取付け工法

タイプⅡ（無石綿）

そ　　の　　他寸　　法表　面　形　状種　　　類

（９．６．２）

（９．５．３）

（９．５．２）

シーリング

塗膜防水

種　　別

ＪＩＳ　Ａ　５７５８の規格品

脱気装置　　　　　※メーカー仕様による

保護層（Ｙ－２）　※図示による

・Ｙ－２

・Ｙ－１

※Ｘ－２

・Ｘ－１

施　工　場　所

・

※下表による。

ＪＩＳ　Ａ　６０２１の規格品

保証期間

その他の防水

年

年

年
年

※下表による。

※メーカー仕様による

※メーカー仕様による

※メーカー仕様による

施　工　箇　所 仕　　　様種　　　別

保　　証　　期　　間防　　　水　　　種　　　類

改質アスファルトシート防水

アスファルト防水

塗膜防水

合成高分子系ルーフィングシート防水

（７．２．１）

（７．１．４）

特　　記　　事　　項項　　　　目

章 項　　　　目特　　記　　事　　項項　　　　目章項　　　　目章 特　　記　　事　　項特　　記　　事　　項

３．

２．施工管理技術者

材料

ＪＩＳ　Ｇ　３１０６

ＪＩＳ　Ｇ　３１１４

ＪＩＳ　Ｇ　３１３６

ＪＩＳ　Ｇ　３１３８

ＪＩＳ　Ｇ　３３５０

ＪＩＳ　Ｇ　３３５３

ＪＩＳ　Ｇ　３４４４

ＪＩＳ　Ｇ　３４６６

ＪＩＳ　Ｇ　３４７５

・ＳＴＫＮ４９０Ｂ

・ＳＴＫＮ４００Ｂ

・ＳＴＫＮ４００Ｗ

・ＳＴＫＲ４９０

・ＳＴＫＲ４００

・ＳＴＫ４９０

・ＳＴＫ４００

・ＳＷＨ４００

・ＳＳＣ４００

・ＳＮＲ４９０Ｂ
・ＳＮＲ４００Ｂ

・ＳＮＲ４００Ａ

・ＳＮ４９０Ｃ

・ＳＭ４９０Ｂ

・ＳＮ４００Ｃ
・ＳＮ４００Ｂ

・ＳＮ４００Ａ

・ＳＭＡ４９０ＣＷ

・ＳＭＡ４９０ＣＰ

・ＳＭＡ４９０ＢＰ

・ＳＭＡ４９０ＢＷ

・ＳＭＡ４９０ＡＰ

・ＳＭＡ４９０ＡＷ

・ＳＭＡ４００ＣＰ

・ＳＭＡ４００ＣＷ

・ＳＭＡ４００ＢＰ

・ＳＭＡ４００ＢＷ

・ＳＭＡ４００ＡＰ

・ＳＭＡ４００ＡＷ

・ＳＭ５２０Ｃ

・ＳＭ５２０Ｂ

・ＳＭ４９０ＹＢ

・ＳＭ４９０ＹＡ

・ＳＭ４９０Ｃ

・ＳＭ４９０Ｂ

・ＳＭ４９０Ａ

・ＳＭ４００Ｃ

・ＳＭ４００Ｂ

・ＳＭ４００Ａ

・ＳＳ５４０

・ＳＳ４９０

・ＳＳ４００

受けた構造用鋼材及び鋳鋼

建築基準法に基づき指定又は認定を

材　　質 箇　　　　　　所

ＪＩＳ　Ｇ　３１０６

ＪＩＳ　Ｇ　３１０１

規　　格

※下表による。

※摘要する　　・摘要しない

１）鋼材

〃

〃
〃

〃

〃

〃

〃
〃
〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃
〃

〃

〃

〃

〃
〃
〃

〃

〃

〃

〃

（７．１．３）

（６．９．３（ｅ））

（６．９．３）（６．９．３（ｄ））

鉄骨製作工場１．

シートの使用

（型　枠）

７
　
鉄
骨
工
事

６
　
コ
ン
ク
リー

ト
工
事

　　グレード　　・Ｓ　　・Ｈ以上　　・Ｍ以上　　・Ｒ以上　　・Ｊ以上

　分を除く。

　格」による表面加工品

※合板せき板－「合板の日本農林規格」の「コンクリート型枠用合板の規

・床型枠用鋼製デッキプレート（図示による）

・断熱材兼用型枠（図示による）

・メッシュ型枠（図示による）

※使用しない

・使用する（図示による）

せき板の材料

章

ＭＣＲ工法用

４

変成シリコーン系

ポリサルファイド系

変成シリコーン系

ポリサルファイド系

ポリウレタン系

ポリサルファイド系

変成シリコーン系

ポリウレタン系

変成シリコーン系

ポリウレタン系

変成シリコーン系

ポリウレタン系

ポリサルファイド系

シリコーン系

変成シリコーン系

ポリウレタン系

変成シリコーン系

変成シリコーン系

シリコーン系

変成シリコーン系

シリコーン系

主成分による区分

・ＭＳ－２

・ＰＳ－２上記以外の目地

外壁乾式工法の目地
石石

リート

コンク

・ＰＳ－２

・ＰＵ－２

・ＭＳ－２

・ＰＵ－２

・ＭＳ－２

・ＰＵ－２

・ＭＳ－２

・ＰＵ－２

・ＭＳ－２

・ＰＳ－２

・ＰＵ－２

・ＰＳ－２

・ＭＳ－２

仕上げあり

仕上げなし

仕上げあり
仕上げなし

仕上げあり

仕上げなし
仕上げあり

仕上げなし

仕上げあり

仕上げなし

タイル

押出成形セメント板

ＡＬＣ

押出成形セメント板

ＡＬＣ

ひび割れ誘発目地
打継目地
プレキャストコンクリート

アルミニウム製建具等の工場シール

タイル

セメント板

押出成形

ＡＬＣ

金　属

記　号

・ＳＲ－１

・ＭＳ－２

・ＰＵ－２

・ＭＳ－２

・ＭＳ－２

・ＳＲ－１

・ＭＳ－２

・ＳＲ－２

シーリングの種類

仕上げあり

仕上げなし

上記以外の目地

方立目地

ガラス

押出成形セメント板

ＡＬＣ

石、タイル
ガラス

コンクリート

被　着　体　の　組　合　せ

ガラス

金　属

（８．５．５）

（８．５．３）

６．

５．

８．

７．

・行う　　・行わない　　　　　　　　　　　　　　　　（９．４．４）
Ｓ-Ｆ１の場合ＰＣコンクリート部材の入隅部の増張り４．施工

（塗装品）厚さ１２㎜とする。ただし，塗り下地・タイル下地及び地中部

※防火区画の場合は，取付け金物に必要な耐火性能を有する被覆を行う。

溝掘り，孔あけ及び開口部の処置

　（成形伸縮目地材は，９．２．２（ｊ）による）

石，タイル

サンプリング資料の提出は，９．６．４（ｄ）（３）による

保証書については，請負人，防水施工業者，メーカーの三者連名とする。

脱気装置（Ｄ－１，Ｄ－２）　　※メーカー仕様による

による）
種類　　※下表による（ただし，カーテンウォール工法の場合はメーカー仕様

シーリング材の試験は，９．６．５による

２）高力ボルト

※トルシア形高力ボルト・溶融亜鉛メッキ高力ボルト・JIS型高力ボルト

ボルトの径は，図示による。

３）普通ボルト

材料　表７．２．３による。ボルトの径は，図示による。

（７．２．２）

（７．２．３）

（７．２．４）４）アンカーボルト

　　　クリートの打込みを行う。 （８．２．９）

がりょう：がりょうの下端は，原則として横筋用ブロックを使用して，コン
鉄筋の加工及び組立　　※８．２．５による

鉄筋　　　　※ＳＤ２９５Ａ

厚さ　　　（㎝）

（８．２．２）

種類

・１６（Ｃ種普通）　・１６（Ｃ種防水）（外壁化粧積）　・図示による

押出成形

変成シリコーン系

ポリウレタン系

※下表による。（ＪＩＳ　Ａ　５４４１（押出成形セメント板（ＥＣＰ））

・

開先の形状及び　　　　　の形状は図示による。

基づき

１）建方精度　ＪＡＳＳ６　付則６鉄骨精度検査基準　付表５工事現場による。

（表７．１０．２）

（表７．１０．１）

（７．１０．３）

（７．１０．２）

工事現場施工９．

２）アンカーボルト　　※構造用アンカーボルト　　・建方用アンカーボルト

構造用アンカーボルト及びアンカーフレーム

　　形状及び寸法は図示による

建方用アンカーボルトの保持と埋込み

　　種別　　・Ａ種　　※Ｂ種

柱底均し仕上げ

　　種別　　※Ａ種　　・Ｂ種

（７．１１．１）～（７．１１．２）による。

検査及び表示は行う。

認定を受けたものとする。

（７．９．２）～（７．９．８）

・

（７．９．２）

（７．８．３）

（７．６．１１）

（７．６．７）

（１８．３．３（ｅ））

７．

８．

種別（鉄　骨）

錆止め塗料の

耐火被覆

溶接接合６．

超音波探傷試験

・ラス張りモルタル塗り １５章２節による

（・乾式　・半湿式　・湿式）

ロックウール
・耐火材吹付け

・・耐火板張り

材料及び工法

７．６．１１（ｂ）完全溶込み溶接部

部　　位耐火時間種　　　別

に行う。

１８．３．２による

備　　考試験方法試験箇所試験種別

溶接部の試験

※配筋上支障のある場合　　・図示による

エンドタブの切除

耐火材巻付け

スカラップ

１回目は製作工場で，２回目は工事現場建方完了後

耐火材吹付け，耐火板及び巻付け耐火被覆材は，建築基準法に

※張力確認試験　　・トルク係数値の確認試験

高力ボルト接合 高力ボルトの締付け施工法の確認はＪＡＳＳ６　６．５による

（７．４．５）

５．

工作一般 現寸図の作成は、７．３．２（ａ）による

高力ボルト及び普通ボルトのゲージ，ピッチ，へりあき等

　　※鉄骨工事標準

１）製作精度

２）仮組　　・行う　　※行わない

（７．３．２）

（社）日本建築学会「建築工事標準仕様書６鉄骨工事」付則６による。

（７．３．３）

４．

　　形状・寸法　　　　　※図示による

　　種類　　　　　　　　※ＳＮＲ４００　　・（　　　　　　　）

６）ターンバックル

ターンバックルは，ＪＩＳ　Ａ　５５４０（建築用ターンバックル）の

７）デッキプレート

材質，形状及び寸法は図示による。

表７．２．４及び７．２．５（ｂ）による。これ以外は，図示による。

５）溶接用材料

・合成スラブ用デッキプレート

図示による

６．９．３（ｃ）による

備　　　　　　考

・構造床用デッキプレート（単体）

・上記以外

・床型枠用鋼製デッキプレート

種　　　　　別
建築基準法に基づく認定を受けたものによる

建築基準法に基づく認定を受けたものによる

（７．２．７）

（７．２．６）

（７．２．５）

　　形状・寸法　　　　　※図示による

　　種類　　　　　　　　※ＳＳ４００　　　・（　　　　　　　）

規格品とし，図示がなければ，胴は割枠式及びボルトは羽子板ボルトとする。

※超音波探傷試験　　・（　　　　　　　　　）

１１．
工法

１０．軽量形鋼構造

溶融亜鉛めっき （７．１２．１）～（７．１２．６）による。

溶融亜鉛めっき高力ボルトを使用する場合の摩擦面の処理

※ブラスト処理　　　・（　　　　　　　）

各部の配筋　　※図示による

（ＳＤ２９５Ａ－Ｄ１０又はＳＲ２３５－φ９）

（８．４．３）

（８．４．４）

（８．４．６）

２．コンクリート

ブロック

帳壁及び塀

厚さ　１０，１２，１５（㎝）

（８．３．２）

ブロック塀は高さ２．２ｍ以下に適用する。

間仕切り・地下二重壁・外壁・塀（注１）

　　※１６（Ｃ種普通）　　・１６（Ｃ種防水）（　　　　　　　　）

外壁の化粧積み

　　※１６（Ｃ種防水）

衛生配管用裏積みブロック（注２）

　　・１６（Ｃ種普通）　　・０８（Ａ種普通）

（注１）　塀の交差部及び控え壁は，型枠形状ブロック２０を使用する。

　　　　　ただし，フェイスｼｪﾙの厚さ30㎜以下とし，空洞部にはすべて

　　　　　コンクリート又はモルタルを充填する場合は，空洞ブロック16を

　　　　　使用することができる。

（注２）　高さ１．５ｍ程度以下とする。

種類

ブロック塀のブロック厚さ（㎜）

※塀の高さ（ｍ）　　２以下　　　１２０

　　　　　　　　　　２を超える　１５０

ブロック塀の基礎及び控壁のコンクリートの呼び強度

※２１Ｎ／㎜2

鉄筋の加工及び組立

※８．３．３による

目地用鉄筋　　※５．２．１による。

その他床パネル耐火性能厚さ（㎜） 長さ（㎜）単位荷重（Ｎ／ｍ2）種　類

３．ＡＬＣパネル ※下表による。（ＪＩＳ　Ａ　５４１６）

各部の配筋　　※図示による

外壁パネル工法　　取付け工法

※Ｃ種（パネル縦使いロッキング）　・Ａ種（パネル縦使いスライド）

・Ｂ種（パネル横使いボルト留め）

※雨掛かり部分のパネルの目地は，シーリング材を充填する。

出隅及び入隅部のパネル接合部目地幅（伸縮調整目地）

※２０㎜　　

・伸縮調整目地に耐火目地材充填

間仕切りパネル工法　　取付け工法

・Ｂ種　　・Ｃ種　　・Ｄ種　　・Ｅ種

※防火区画の場合は，取付け金物に必要な耐火性能を有する被覆を行う。

溝掘り，孔あけ及び開口部の処置

※図示及びメーカーの仕様による。

構造用アンカーボルト　　材質　ＪＩＳ　Ｇ　３１３８

建方用アンカーボルト　　材質　ＪＩＳ　Ｇ　３１０１

※（株）全国鉄骨評価機構又は（株）日本鉄骨評価センター

ＪＩＳ５４０６（建築用コンクリートブロック）

ＪＩＳ５４０６（建築用コンクリートブロック）

　　・（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

１０． 材料

１１．

別　紙（特記仕様書・建築）
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課長 課長補佐・係長
木材の断面寸法

見え掛かりの表面仕上げ　　・Ａ種　　※Ｂ種　　・Ｃ種

木材の含水率　　　　　　　※Ａ種　　・Ｂ種

造作材の等級　　　　　　　※Ａ種　　・Ｂ種

構造材

構造仕上がり材

造作材

仕上がり寸法

仕上がり寸法

ひき立て寸法

木材防腐剤は非有機リン系とし工場における加圧式とする。

保存処理木材を使用する場所

樹種名代用樹種の禁止

樹種

１２．２．８（Ｃ）（１）及び（２）による

木
工
事

１．１２

２．

木材

保存処理木材

木材

保存処理木材

（表１２．１．１）

（表１２．２．１）

（表１２．２．２）

（表１２．２．３）

主材　1.0以上

下塗材0.1以上
主材　0.6以上

下塗材0.1以上

下塗材0.1以上

主材　1.2以上

主材　1.2以上

下塗材0.1以上

下塗材0.1以上

下塗材0.1以上

主材　1.0以上

主材　0.6以上

主材　1.5以上

下塗材0.1以上
主材　0.9以上

下塗材0.1以上

下塗材0.1以上

主材　1.2以上

主材　1.2以上

下塗材0.1以上
増塗材0.7以上

下塗材0.1以上
主材　0.3以上

建築用仕上塗材（ＪＩＳ　Ａ　６９０９）

呼び名 塗り回数

・外装薄塗材Si

・薄付け仕上塗材

・可とう形外装薄
　塗材Si

・外装薄塗材E

・防水形外装薄塗材E

主材基層1.0以上

仕上げの形状

吹付け

ローラー塗り

・砂壁状
・ゆず肌状

・ゆず肌状
・さざ波状

吹付け

ローラー塗り

・砂壁状
・ゆず肌状

・ゆず肌状
・さざ波状

吹付け
・砂壁状
・ゆず肌状

・平たん状
・凹凸状

こて塗り

・ゆず肌状
・さざ波状

ローラー塗り

・着色骨材
　砂壁状

吹付け

こて塗り

吹付け
・砂壁状
・ゆず肌状

・平たん状
・凹凸状

こて塗り

・ゆず肌状
・さざ波状

ローラー塗り

・ゆず肌状
・さざ波状

ローラー塗り

・可とう形外装薄
　塗材E

主材模様0.4以上

吹付け 下塗材0.1以上
主材　1.0以上

・外装薄塗材S ・砂壁状

・凹凸状 吹付け

・凹凸状 吹付け

・平たん状
・凹凸状

こて塗り

・ゆず肌状
・さざ波状

ローラー塗り

下塗材0.1以上
主材　0.8以上

・内装薄塗材C

・内装薄塗材L

吹付け

下塗材0.1以上
・平たん状
・凹凸状 こて塗り

・ゆず肌状
・さざ波状

ローラー塗り

・ゆず肌状
・砂壁状じゅらく・内装薄塗材Si

・内装薄塗材E

主材　0.6以上

吹付け

・平たん状
・凹凸状

こて塗り

・ゆず肌状
・内装薄塗材W ・京壁状じゅらく

下塗材0.1以上
主材　0.2以上

下塗材0.1以上注１

注１

注１

注１

注１

注１

注１

注１

注１

注１

注２

仕上塗材仕上げ （１５．５．１）（１５．５．２）

（表１５．５．１）
４．

章 項　　　　目 章 項　　　　目 特　　記　　事　　項特　　記　　事　　項

３．集成材等集成材等
（１２．２．２）

（１２．２．３）

（１２．２．６）

接着剤の可塑剤は難揮発性のものとする

　　　表面の品質　・広葉樹　・針葉樹

接着剤

４．

５．

床張り用合板

※１２．２．１０による

６．防蟻処理 図示による。

７．防虫処理

・適用する　　設計用引張強度（　

・適用しない

※ＨＬ仕上げ程度

・№２Ｂ程度

種　　別 施　　工　　場　　所

　　　　　　ＫＮ／㎝）

・
（屋内）

・Ａ－１種

・Ａ－２種

・Ｂ－１種

・Ｂ－２種
・Ｃ－１種

・Ｃ－２種
・Ｄ　種

種別

無着色陽極酸化塗装複合皮膜

表面処理

無着色陽極酸化皮膜
着色陽極酸化皮膜

着色陽極酸化塗装複合皮膜

化成皮膜の上に塗装

皮膜又は複合皮膜の種類 施　工　場　所

ＡＡ１５

Ｂ

ＡＡ６

－

無着色陽極酸化皮膜

着色陽極酸化皮膜

確認試験

１．

金
属
工
事

ーの引抜き耐力

あと施工アンカ

表面仕上げ

ステンレスの２．

１４

（１４．１．３）

（１４．２．１）

（１４．２．２）（表１４．２．１）

施　　　工　　　場　　　所

溶融亜鉛
めっき

電気亜鉛
めっき

・Ｂ種

・Ｃ種

・Ｄ種

・Ｅ種

・Ｆ種

・Ａ種

種別表面処理方法

４．鉄鋼の亜鉛

めっき

（１４．２．３）（表１４．２．２）

野縁等の種類５．軽量鉄骨天井
下地

（１４．４．２）

３．

種類　　※図示による

屋根葺工法　　※メーカー仕様による　　・１３．２．３（ｄ）による

屋根形式　　　※図示による

　　　（板及びコイルの種類，塗膜の耐久性，めっき付着量，厚さ）
長尺金属板葺１．

屋
根
及
び
と
い
工
事

１３ （１３．２．２）

折板葺２．

形　　式 山高（㎜） 山ピッチ（㎜） そ　の　他

折板に使用する材料　　※図示による

断熱材　　　　　　　　※図示による

軒先面戸板　　　　　　※図示による

※ １ 等 　 　

・構造用単板積層材

規格・品質

・造作用集成材

・構造用集成材 ※ ２ 種 　 　
※ １ 等 　 　

・化粧ばり
造作用集成材

品　名 樹　種　名 強度等級接着性 寸法等

・化粧薄材（　　）
・芯材（　　　　）

図示による

図示による

図示による

（１２．２．２）

・造作用単板積層材

接着性能

樹種名
厚さ

曲げ性能

その他
（１２．２．２）

樹種名
見付け材面の品質

寸法
その他

３．アルミニウム及

びアルミニウム

合金の表面処理

（１３．２．３）

（１３．３．２）

　　　用釘は１３．２．２（ｂ）による

※図示による。

※詳細は図示による。・積雪荷重に対応した工法

（１３．３．３）※詳細は図示による。・積雪荷重に対応した工法

※クレオソート油を屋内においては使用しない。

（１３．２．３）

粘土瓦葺 粘土瓦はＪＩＳ５２０８による。
　　　・種類，大きさ及び産地等

留付け

５

ただし，現場における加工が生じた場合は加工箇所に対して現場にて上記の

標準仕様書第３節～第６節による

（１２．２．１（ｂ）（２））

（１２．２．９）

（１３．４．３）

（１３．４．２）

・積雪荷重に対応した工法 ※詳細は図示による。

※図示による。・役物瓦の種類，雪止め瓦

※図示による。棟の工法 （１３．４．３）

※図示による。 （１３．４．３）桟木の留付け工法

　　　・図示による

とい４． 材種 ※ＪＩＳ　Ｋ　９７９８（リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管）

（１３．５．２）
　　　・ＪＩＳ　Ｋ　６７４１（硬質ポリ塩化ビニル管）規格品

（１３．５．３）

下がり止め　　　　１３．５．３による

掃除口　　　　　　・設ける　　・設けない

掃除口設置位置　　※図示による

屋内といの防露　　※表１３．５．３　　・図示による

施工範囲は，表１３．５．４による

工　法注５

１
２

１
１～２

１
２

１
１～２

１
２

１
１～２

１

１
１～２

１
２

１
１～２

１
１

１～２
１

１
１

１
１～２

１
１～２

１
１～２

１
１～２注４

注４

注４

注４

注４

注４

注４

注４

注４

注４

２

所要量(kg/㎡)注６

外壁石張り

品　質

床用石材　　※２等品　　壁及びその他の石材　　※１等品

種類・表面仕上げ

施工箇所 種　　類 名　称　等 厚さ（㎜） 仕上げの種類

形状・寸法　　※図示による

タイルの試験張り　・行う（※外壁タイル　・　　　　　　）　・行わない

タイルの見本焼き　・行う（※外壁タイル　・　　　　　　）　・行わない

施工箇所
形状寸法 き　じ うわ薬 役　物 色

備　考
（㎜）

※表１１．１．１　　・図示による

取付工法

・外壁湿式工法（　　　　　　　　　　　　　　　　）

・内壁空積工法（　　　　　　　　　　　　　　　　）
・乾式工法（　　　　　　　　　　　　　　　　）

・行う（　　　　　　　　　　　　　　　　）

・行わない

・行わない

石裏面処理

石裏の補強用モルタル　　乾式工法　　・使用する（図示による）

・行う（　　　　　　　　　　　　　　　　）

裏打ち処理

・使用しない

ドレインパイプ　　※ステンレス（ＳＵＳ３０４）　　

工　法

裏打ち処理　　　　・行う

・外壁湿式工法

裏打ち処理　　　　・行う

石裏面処理　　　　・行う（・小口共　　・小口除く）

工　法

・内壁空積工法

・乾式工法

（※あと施工アンカー・横筋流し工法　　・あと施工アンカー工法）

内壁石張り

・乾式工法

磁器せっ器陶器 特注標準なし施ゆうあり無ゆう

（※流し筋工法　　　　　・あと施工アンカー工法
　・あと施工アンカー・横筋流し工法　　　　　　　）

石
工
事

タ
イ
ル
工
事

１０ １．

２．

２．

１１１．

５．

陶磁器質タイル

伸縮調整目地

及びひび割れ

誘発目地

特殊部位の

石張り

陶磁器質タイル

伸縮調整目地

及びひび割れ

誘発目地

特殊部位の

石張り

石材

壁の石張り工法壁の石張り工法

（１０．２．１）

（１０．２．１）（表１０．２．１）（表１０．２．２）

（１０．３．２）（１０．３．３）
（１０．５．２）（１０．５．３）

（１０．４．２）（１０．４．３）
（１０．５．２）（１０．５．３）

（１０．６．２）

（１０．７節）

（１１．１．３）

（１１．２．１）

（１１．２．１）

章 項　　　　目 特　　記　　事　　項

寸法　　※図示による

材質　　※ステンレス（ＳＵＳ３０４）　　４．取付け金物取付け金物 （１０．２．２）

一般目地　　※屋　外　４㎜以上

床石張りの裏面処理・行う（　　　　　　　　）・行わない

※屋　内　３～６㎜

３．床及び階段の

石張り

床及び階段の

石張り
（１０．６．２）（１０．６．３）

３．壁タイル張り

の工法

壁タイル張り

の工法

（１１．３．３）（表１１．３．２）

内装タイル　　※壁タイル接着剤張り　　・改良積上げ張り
外装タイル　　・密着張り　　・マスク張り　　・改良圧着張り

躯体表面の処理　　・行う（・ＭＣＲ工法　・高圧水洗）・行わない
　　施工範囲　　　・図示による

４．施工後の確認
及び試験

１１．１．４による

タイルの種類　ＪＩＳ　Ａ　５２０９（陶磁器質タイル）

　※下表による　　・図示による

《屋外の場合》

屋内　　　　※１９形　　　・２５形

屋外　　　　・１９形　　　※２５形

防振吊子　　※適用しない　　・適用する

天井下地材の耐震性を考慮した補強　※図示による

野縁受，吊りボルト，インサート及び野縁の間隔

軒天井，ピロティー天井等の補強　　※図示による

　　　　　　　　　　　　　　　　　※図示による

（１４．４．４）

（１４．４．３）

（１４．４．４）

※下表による　　・図示による

・２５０形

・３００形
・３５０形

種　　類 備　　　考

・Ｂ－１種
・Ａ－１種

表　面　処　理

８．アルミニウム
製笠木

本体製造所の仕様による。
　　　　部及び突当たり部等の役物はコーナー

種　別
表面処理

伸縮調整継手

取付け用下地

金属成形板張り

６．

７． （１４．６．２）（１４．６．３）

軽量鉄骨壁下地 スタッドの高さが５．０ｍを超える場合　※図示による （１４．５．３）

・

材料　　・石こう系　　・セメント系

内装の張物下地のセルフレベリング材塗りに適用する。

１）壁の幅木廻りは，３ｍにつき３㎜以内とする。

２）仕上がり面でのむらは，目視により支障がない程度にする。

３）１）及び２）以外は，仕上がりの平たんさは，表６．２．４による。

直均し仕上げ

床コンクリート

セルフレベリ

ング材塗り
（表１５．４．１）

（１５．４．１）（１５．４．２）

（１５．３．２）

１．モルタル塗り 図示による。

既成目地の適用及び寸法は図示による。

２．

３．

床面の仕上がりの平たんさは，次による。

手摺りの材料等の種類

※図示による

・ステンレス［材料ＳＵＳ３０４　　仕上げ（・　　　　　　　　）］

※図示による

・ステンレス［材料ＳＵＳ３０４　　仕上げ（・　　　　　　　　）］

タラップの材料等の種類

・

９．手摺り及び

タラップ

（１４．８．２）

（１４．８．３）

※　図示によるピット点検口１０.

（１５．２．２）

左
官
工
事

１５

天井のふところが３ｍを超える場合の補強　※図示による

木材防腐剤を塗布することとする。（特記１－３７による）

集成材　ホルムアルデヒド等の制限は特記１－３７による

単板積層材　　ホルムアルデヒド等の制限は特記１－３７による

ホルムアルデヒド等の制限は特記仕様書１－３７とする

（表１４．７．１）（表１４．２．１）

（１４．７．２）

別　紙（特記仕様書・建築）
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特記仕様書－

課長補佐・係長課長 係員

京 都 市

呼び名 塗り回数仕上げの形状

吹付け

・厚付け仕上塗材

・外装厚塗材C ・吹放し
・凸部処理 主材基層3.0以上

主材模様2.0以上

・平たん状
・凹凸状
・ひき起こし
・かき落とし

こて塗り

・外装厚塗材Si

・外装厚塗材E
吹付け

・吹放し
・凸部処理

・平たん状
・凹凸状
・ひき起こし

こて塗り

主材基層1.5以上
主材模様1.5以上

ローラー塗り

・内装厚塗材C 吹付け
・吹放し
・凸部処理 主材基層3.0以上

・平たん状
・凹凸状
・ひき起こし
・かき落とし

こて塗り

・平たん状
・凹凸状
・ひき起こし
・かき落とし

こて塗り・内装厚塗材L

・平たん状
・凹凸状
・ひき起こし
・かき落とし

こて塗り・内装厚塗材G

・内装薄塗材Si

・内装薄塗材E
吹付け

・吹放し
・凸部処理

主材模様1.5以上
主材基層1.5以上

・平たん状
・凹凸状
・ひき起こし

こて塗り

ローラー塗り

・複層仕上塗材

下塗材0.1以上

上塗材0.3以上

下塗材0.1以上

上塗材0.3以上
主材　5.0以上

下塗材0.1以上

主材　3.0以上
下塗材0.1以上

上塗材0.3以上

下塗材0.1以上

下塗材0.1以上
主材　3.5以上

下塗材0.1以上
主材　2.5以上

下塗材0.1以上
主材　2.5以上

下塗材0.1以上

下塗材0.1以上
主材　3.0以上

注３

注３

注１

注１

注１

注１

注２

上塗材0.3以上注２

内装仕上に用いる塗材のホルムアルデヒド放散量　　※F☆☆☆☆　　　

ロックウール及び接着剤のホルムアルデヒド放散量　　※F☆☆☆☆　　　

・Ａ－１　　・Ａ－２（※標準色　　・特注色）

・Ｂ－１　　・Ｂ－２（※標準色　　・特注色）
・Ｃ－１　　・Ｃ－２（※標準色　　・特注色）

ぜん板　　　・図示による

建具は落下防止処理を施す。

水切り板　　・図示による

表面処理（１４．２．２）

　　・表１５．５．２による　　※水系アクリルのつやあり

複層仕上塗材の耐候性　　　・１種　　・２種　　※３種

複層仕上塗材の上塗材の種類

防火材料

　建築基準法に基づく指定又は認定を受けたものとする

１５．５．７による

吹付け厚さ　　※図示による

による。

防火戸の指定及び機構は図示による。

建具見本の製作　　・製作する

仮組の実施　　　　・実施する

枠見込み水密性気密性耐風圧性

・Ａ種 Ｓ－４

Ａ－４

・Ｂ種 Ｓ－５

・Ｃ種 Ｓ－６

Ａ－３ Ｗ－４

Ｗ－５

・１００㎜

※　７０㎜

種　別

防鳥網

防虫網

外部建具の耐風圧強度　　・Ｓ－４　　・Ｓ－５　　・Ｓ－６

※Ｚ１２又はＦ１２　　

表面処理（溶融亜鉛メッキ）の付着量

標準型建具の適用は図示による

表面処理（溶融亜鉛メッキ）の付着量

ビニル被覆鋼板　　・適用する　　・適用しない

カラー鋼板　　　　・適用する　　・適用しない

簡易気密ドアセット（気密性Ａ－３）　※図示による

※屋内外の壁及び天井の仕上げ材で，防火材料の指定がある場合は

・Ｄ　　　　　　　　（※標準色　　・特注色）

簡易気密ドアセット（気密性Ａ－３，水密性Ｗ－１）　※図示による

（ガラリ部分）

（１５．７．２） （１５．７．３）

（１６．２．１～１６．２．５）

（１６．２．２）

（１６．２．５）

（１６．２．５）

（１６．３．２）

（１６．３．２）

（１６．３．２）

（１６．３．３）

（表１６．２．１）

（１６．３．４）

（１６．４．２）

（１６．４．２）

（１６．４．３）

（１６．４．３）

（１６．４．３）

（１６．４．３）

（１６．４．４）

建
具
工
事

所要量等の確認

下地処理・下地

調整

ロックウール吹

防火戸

見本の製作

１．

２．

３．

１６

アルミニウム製

建具

４．網戸

鋼製建具５．

鋼製軽量建具６．

付け（乾式工法）

５．

６．

７．

章 章章 項　　　　目 項　　　　目 項　　　　目特　　記　　事　　項 特　　記　　事　　項 特　　記　　事　　項

章 項　　　　目 特　　記　　事　　項

・

（１７．１．３）

ウォール

１．メタルカーテン１７

※図示による　　

見え掛り部分の仕上

金属材料の種類 （１７．２．２）

（１７．２．３）

カー

テ
ン
ウ
ォー

ル
工
事

耐風圧性

水密性

気密性

・Ｓ－４　　・Ｓ－５　　・Ｓ－６　　

・Ｗ－４　　・Ｗ－５　　

・Ａ－３　　・Ａ－４　　

※図示による
遮音性、断熱性等

耐震性・耐火性、耐温度差性

コンクリートの種類及び品質

仕上げ　　※図示による

鉄筋　　　※ＳＤ２９５Ａ

※１７．３．２による

（１７．３．２）

ＰＣカーテン

ウォール

２．

耐風圧性 ※図示による

耐火性 ※図示による

コンクリートの種類 所要スランプ（㎝）設計基準強度（Ｆ＾ｄ０）

（注）１．下塗材を省略又は専用の下地調整材を用いる場合は，仕上塗材

呼び名 塗り回数仕上げの形状

吹付け

・軽量骨材仕上塗材

主材　厚5mm以上
・砂壁状・吹付用軽量塗材

・こて塗用軽量塗材 ・平たん状 こて塗り
主材　厚3mm以上

　　　　　製造所の指定による。

　　　４．塗り回数は，仕上塗材製造所の指定による。

　　　３．セメントスタッコ以外の塗材の場合は，図示による。

下塗材0.1以上

下塗材0.1以上

　　　２．塗り回数が１～２の場合の回数の適用は図示による。

　　　５．工法欄の吹付け，ローラー塗り及びこて塗りは，主材の塗付け
　　　　　に適用する。
　　　６．所要量は，被仕上塗材仕上げ面単位面積当たりの仕上塗材（希釈

　　　　　する前）の使用質量とする。

による。

呼び名 塗り回数仕上げの形状

吹付け・複層塗材CE ・凸部処理
・凹凸模様 主材基層0.7以上

主材模様0.8以上

ローラー塗り・ゆず肌状

吹付け
・凸部処理
・凹凸模様

ローラー塗り・ゆず肌状

・可とう形複層

　塗材CE 主材基層1.0以上
主材模様0.5以上

下塗材0.1以上

上塗材0.25以上

主材　1.0以上
下塗材0.1以上

上塗材0.25以上

下塗材0.1以上

上塗材0.25以上

下塗材0.1以上
主材　1.0以上

・複層塗材E

・複層塗材Si

・複層塗材RE

吹付け
・凸部処理
・凹凸模様

ローラー塗り・ゆず肌状

・複層塗材RS
主材基層0.6以上
主材模様0.6以上

吹付け
・凸部処理
・凹凸模様

・防水形複層塗材CE
・防水形複層塗材E
・防水形複層塗材RS
・防水形複層塗材RE

上塗材 0.25以上

主材基層1.7以上
主材模様0.9以上ローラー塗り・ゆず肌状

下塗材0.1以上

上塗材0.25以上

下塗材0.1以上
主材　0.6以上
上塗材0.25以上

下塗材0.1以上
増塗材0.9以上注２

主材模様2.0以上

(表１６．２．１）

※１００㎜

６

各種吹付材の下地処理及び下地調整は，１５．５．４及び１５．５．５

外部に面する建具は，ＪＩＳ表示認定工場で製作された製品とする。

建具の性能及び構造は，ＪＩＳ　Ａ　４７０２及びＪＩＳ　Ａ　４７０６

遮音性，断熱性及び面内変形追随性の等級は図示による。

遮音性，断熱性及び面内変形追随性の等級は図示による。

遮音性，断熱性及び面内変形追随性の等級は図示による。

※Ｚ０６，Ｆ０６又はＥ２４　　

召合せ，縦小口包み板等の材種　　※鋼板　　

・下表による。ただし，下表以外は１７．３．２による

鋼板類の厚さは，表１６．３．２による

ただし，開き戸の一枚の戸の有効開口幅が９５０㎜又は有効高さが

※材質（ステンレス製，線径０．２５㎜以上，網目１６～１８メッシュ）

※材質（ステンレス製，線径１．５㎜以上，ピッチ１５㎜）

工　法

１
１
１

１

１～２

１
１
１

１

１～２
２

２

２

２

１
１
１

１
１～２

１
１～２

１
１～２

１
１
１

１

１～２

上塗材0.25以上

工　法

１
１
１

１

１～２

２

２

１

１

１

１～２

２

１～２

１

１

１

１～２

２

２

１

１

１
２

１
２

２

所要量(kg/㎡)

所要量(kg/㎡)

所要量(kg/㎡)

注６

注６

注６

注４

注４

注４

注４

注４

注４

注５

注４

注４

注４

注４

注５工　法

１
１～２

１
１～２注４

注４

注５

注７

　　　　　なお，表の所要量は，２回塗りの場合，２回分の使用質量を示す。
　　　７．複層仕上塗材の上塗りが，メタリックの場合の所要量及び塗り
　　　　　回数は，15．5.6（m）（4）（i)による。

（１６．１．３）

（１６．１．４）

（１６．２．３）

２，４００㎜を超える場合は図示による。

（１６．３．６）

標準型建具の適用は図示による （１６．４．６）

鋼板類の厚さは，表１６．４．１による
ただし，開き戸の一枚の戸の有効開口幅が９５０㎜又は有効高さが

２，４００㎜を超える場合は図示による。

取付位置　　※図示による

スライディングドア用開閉装置の性能値

スイングドア用開閉装置の性能値

※表１６．８．１による　　

※表１６．８．２による　　

金物の種類及び見掛かり部等の材質　※図示による

性能の試験方法はＪＩＳ　Ａ　１５５１による。

マスターキー　　※製作する　　・製作しない

戸の開閉方法及びセンサーの種類　　※図示による

鍵箱　　　　　　※要　　　　　・不要

（１６．７．２）

（１６．７．３）

（１６．７．４）

（１６．７．４）

（１６．８．２）

（１６．８．２）

（１６．８．２）

（１６．８．３）

建具用金物

自動ドア開閉
装置

引き戸

１１．

９．

１０．

自閉式上吊り

含水率の種別（表１６．６．１）　　※Ｂ種　　

フラッシュ戸の材料

表面材の合板の種類及び品質は図示による。

合板の接着性の種類

枠・くつずりの材料は図示による。

建具の見込寸法は図示による。

水掛かり箇所　　※１類　・

・

フラッシュ戸の表面板の厚さ　※表１６．６．６による　　

その他　　　　　※２類

（１６．６．２）

（１６．６．２）

（１６．６．３）

（１６．６．３）

木製建具８．

ホルムアルデヒド放散量等は，Ｆ☆☆☆☆以下とする。

（１６．５．２）

（１６．５．２）

７．ステンレス製

建具

遮音性，断熱性及び面内変形追随性の等級は図示による。

簡易気密ドアセット（気密性Ａ－３，水密性Ｗ－１）　※図示による

による。

ステンレス鋼板は，ＪＩＳ　Ｇ　４３０５(冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯)

（１６．６．２）

（１６．６．４）

・ふすま　上張りの種類（・鳥の子・新鳥の子・ビニル紙　）

　　　　　縁の仕上げの工法は，図示による。

（１６．９．３）性能は表１６．９．１による

シャッターの種類は図示による。

シャッターケース（防火・防煙以外の場合）

・設ける　　・設けない

危害防止機構　　設置しない箇所　　・図示による

※障害物感知装置（自動閉鎖型）

・シャッターの二段降下方式

開閉機能による種類

※上部電動式（手動併用）　　・上部手動式

外部に面するシャッターの耐風圧性能区分

・５０　・８０　・１２０

１２．重量シャッター

開閉機能による種類

・上部電動式（手動併用）　　※上部手動式

外部に面するシャッターの耐風圧性能区分

・５０　・６５　・８０
（１６．１１．４）

１３．

スラット形状　　※インターロッキング形　　・オーバーラッピング形

※図示による （１６．１２．２）（１６．１２．３）オーバーヘッ
ドドア

１４．

軽量シャッター

・強度上必要な場合図示による。

※セクションの鋼板の厚さは，防火設備の場合0.8㎜以上とする。

・強度上必要な場合図示による。

：国土交通省告示第１３９２号に適合

※スラット，シャッターケースの鋼板の厚さは防火設備の場合0.8㎜以　

上とする。

（１６．１２．４）

（１６．１０．２）

（１６．１０．２）

（１６．１０．２）

（１６．１０．２）

（１６．１０．２）

（１６．１１．２）

（１６．１１．２）

壁用金属枠及び補強材は図示による。

目地モルタルの色は監督職員の指示による。

シーリング材は表９．６．１による。

表面形状・呼び寸法・厚さは図示による。

防火戸のガラス留め材は建築基準法に基づく防火性能を有するものとする。

熱線反射ガラスの映像調整　　・行う　　・行わない

ガラス留め材は下表及び１６．１３．２（ｂ）による

（１６．１３．２）

（１６．１３．２）（表１６．１３．１）

（１６．１３．５）

１６．

ガラス

ク

１５．

ガラスブロッ

アルミニウム製

鋼　　　　　製

木　　　　　製

・表９．６．１　　※ガスケット

※表９．６．１

※表９．６．１

・パテ（木製用）　　※押え縁

材　　　　　　　　　　　　　　　料

ステンレス製

建具の種類

はめ殺し部，防音サッシのガラス留め材は，表９．６．１による。

品種，厚さ及び性能等による種類又は区分は図示による。

金属製化粧カバーの材質，寸法，形状は図示による。

建築基準法に基づき定まる風圧力に対応した工法は，図示による。

（１６．１３．５）

（１７．３．２）

（１７．３．３）

・メーカー仕様による

※表９．６．１による

断熱材料の種類等　　※図示による

施工箇所　　　　　　※図示による

形状・寸法等　　※メーカー仕様による（施工箇所：図示による）

（１７．２．２）（１７．３．２）

（１７．２．２）

（１７．２．２）（１７．３．２）

（１７．１．３）

シーリング材

及びガラス
取付材料

構造用

ガスケット

耐震性能

断熱材料等

３．

４．

５．

６．

建物の構造種別

鉄骨造

鉄筋コンクリート造

※±（１／１００）×ｈ以上
・

※±（１／２００）×ｈ以上

・

※ガラスの破損及び

脱落はしない

層変位量（ｈ＝支点間距離） 状　態

部材に有害な損傷
等がない

コンクリート造
鉄骨鉄筋 シーリングは

補修程度

サッシ枠，ゴンドラ用ガイドレール等は図示による。 （１７．３．２）

※図示による耐火目地材

※Ｚ１２又はＦ１２　　

曲げ加工　 ※普通曲げ　　・角出し曲げ

（１６．５．３）

（１６．５．４）

（１６．５．４）表面仕上　※ＨＬ仕上　　

下地鋼板類のメッキ付着量（ＪＩＳ　Ｇ　３３０２）

鋼板類の厚さは，表１６．５．１による

　※ＳＵＳ３０４　・ＳＵＳ４３０Ｊ１Ｌ　・ＳＵＳ４３０(屋内のみ)

（１６．５．３）

（１７．１．３）（１７．３．２）

別　紙（特記仕様書・建築）
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厚　さ（㎜）

・

・軟　質

種　　　　　　　　類

※２．０・半硬質

床タイル

ビニル

厚　さ（㎜）

種　　　　類

・２．０

性　　　　能材　　種

帯電防止

床タイル
帯電防止

床シート

種　　　　類材　　種 色　　　　柄

ゴム床タイル

厚　さ（㎜）

材　　種

視覚障害者用

形　　　　状種　　　　類

床タイル

※３．０ＫＶ以下

種　　　類 種　別

・織じゅうたん

・Ａ種

・Ｂ種

・Ｃ種

パイルの形状 帯電性織り方

種　　　類

種　　　　　　類 厚　　　さ　（㎜）

帯電性

・

帯電性ラバー有無

敷込み工法
・タフテッド

・ ・
※１種

・

種　別 パイルの形状 帯電性総厚さ寸　　法

※３．０ＫＶ以下

カーペット

※全面接着工法

・グリッパー工法

パイルの形状 パイルの長

・ニードルパンチカーペット ・有　　・無 ※３．０ＫＶ以下

種　　　類

・タイルカーペット ※ループパイル
※５００角 ※６．５㎜

材　　種

材種　　　　　※軟質　　・硬質

高さ（㎜）　　※６０　　・７５　　・１００

厚さ（㎜）　 ※１．５　　

下敷き材　　※ＪＩＳ　Ｌ　３２０４の第２種２号　厚さ８㎜

・下表による　　※図示による

種　　別 塗　装樹　種

※なら

工　法

・釘どめ工法

寸法（㎜）

板　厚　１５

板　幅　７５

・フローリング

ブロック

※なら 厚　さ※１５

・フローリング

ボード ・接着工法

・モザイク

パーケット

※なら

・複合１種

・複合２種

・複合３種

フローリング

フローリング

フローリング

接着工法 厚　さ

大きさ

・Ａ種

・Ｂ種

・釘どめ工法

・接着工法

板　幅　７５

板　厚　８

板長さ９００

・接着工法

※Ｃ種

・
複
合
フ
ロー

リ
ン
グ

・
単
層
フ
ロー

リ
ン
グ

・ぶな

・なら

・かば

・さくら

板長さ５００以上

大きさ※３０３×３０３

・モルタル埋込み工法

・ウレタン樹脂

ワニス塗り

塗り

・オイルステイン

フローリング裏面の緩衝材　適用箇所は図示による

級別　　・Ａ種　・Ｂ種　・Ｃ種

・ＨＢ ・ＭＤＦ ・ＩＢ

・ＧＢ－Ｐ ・ＨＢ－Ｐ

・ＲＷ－ＢＬ ・ＧＷ－Ｆ

・ＲＳ ・ＶＳ ・ＤＶ

・ＤＣ ・ＤＯ

・ＧＢ－Ｒ ・ＧＢ－Ｓ

・ＧＢ－Ｆ ・ＧＢ－Ｌ

・ＧＢ－Ｄ ・ＧＢ－ＮＣ

・ＲＷ－Ｆ　・ＲＷ－Ｂ

・ＧＷ－Ｂ ・ＩＢ

品質・規格厚さ（ｍｍ）種　　類

ボードの目地処理　　※行う　　・行わない

遮音シール材　　※適用する

・天然木化粧合板　仕様は図示による。

・木質系セメント板

・繊維強化セメント板

　（タイプ２）

・火山性ｶﾞﾗｽ質複層板

　（ＶＳボード）

・繊維板

・パーティクルボード

・吸音材料

・せっこうボード製品

規格名称

・特殊加工化粧合板　仕様は図示による。

パーティクルボード・ＭＤＦ・合板，他木質建材のホルムアルデヒド等の制限

防虫処理　　・する　　・しない

　 　・Ｄ種（・ＫＴ－Ⅰ ・ＫＴ－Ⅱ ・ＫＴ－Ⅲ ・ＫＴ－Ｋ ・ＫＴ－Ｎ）

・ＤＲ　・ＷＷＣＢ

表面仕上げ材 ※メラミン樹脂系化粧板

・ポリエステル樹脂系化粧板

パネル表面材・仕上パネル操作方法 パネル圧接装置 遮音性

・

足形状 ※幅木タイプ　　　　・　

材種・形状 ステンレス鋼製（ＳＵＳ３０４）

※ビニルタイヤ入り　　・ゴム練り込み

幅（㎜） 約３５

工法 ※接着工法　　・埋込み工法

※図示による

※図示による

※図示による

最高使用温度　　※６５０℃　　

形　　　式

幅・高さ

ス　ラ　ッ　ト

開　閉　方　式

ヘッドボックス

スラットの成形幅

図示による

・縦形ブラインド・横形ブラインド

図示による

・鋼製　　

※ギヤ式　・コード式　

※アルミニウム合金　
・アルミニウム合金

※ ２ ５ 　 　 ・８０　　・１００

※２本操作コード方式

操作方法　　・電動　　・プルコード　　・チェーン

幅及び高さ　　※図示による

材種　　・プレーン　　

品質　　※標準品　　　

・下表による　　・図示による　　・メーカ一覧表による

施工箇所
形式 装置

片引引分電動ひも引手引
名称品質 ひだの種類

・フランスひだ ・片ひだ

・箱ひだ ・つまひだ

・フランスひだ ・片ひだ

・箱ひだ ・つまひだ

・フランスひだ ・片ひだ

・箱ひだ ・つまひだ

・フランスひだ ・片ひだ

・箱ひだ ・つまひだ

材種 ※ステンレス製　・アルミニウム製（※シルバー　・着色）

形式

・シングル　・ダブル

・片引き　　・引分け（※暗幕用は３００㎜以上の召合せの重掛け

・クロス

ボトムレール

（㎜）

・操作棒式

・アルミニウム合金製（浴室）

るものとする。

・プレーンひだ

・プレーンひだ

・プレーンひだ

・プレーンひだ

とする。）

JIS A 5404

JIS A 5430

JIS A 5440

JIS A 5905

JIS A 5908

JIS A 6301

JIS A 6901

ビニル ※ＮＣ ※無地

材　　種 種　　　　類 色　　　　柄

床シート

厚　さ（㎜）

・柄

※２．５

工法　　※熱溶接　　・突付け（施工箇所：　　　　　）

厚　さ（㎜）

※ ２ ５ 　
・ ２ ５ 　

※２種ｂ　　

・保温板１種２号

※押出法ポリスチレンフォーム

・ビーズ法ポリスチレンフォーム

・フェノールフォーム（Ｆ☆☆☆☆）
・吹付け硬質ウレタンフォーム断熱材

材　　　　　種

・ロックウール吸音材

※グラスウール吸音材 ・ ２ ５ 　

ロックウール吸音ボード２号６０Ｋ ・２５　・５０

・

品　質　・　規　格材　　　　　種 厚　さ（㎜）

・パネル工法

・溝工法

・溝工法

・パネル工法

・溝工法

・パネル工法

・０．６Ｇ

・１．０Ｇ

・０．６Ｇ

・１．０Ｇ

・０．６Ｇ

・１．０Ｇ

・５，０００Ｎ

・３，０００Ｎ

・５，０００Ｎ

・３，０００Ｎ

・５，０００Ｎ

・３，０００Ｎ

・タイルカーペット

・帯電防止床タイル

・タイルカーペット

・帯電防止床タイル

・タイルカーペット

・フローリング

施工箇所 工　法
仕上り高

（㎜）

適用地震時

水平力
耐荷重性能 表面仕上げ材

スロープ及びボーダー　　　　※製造所の標準仕様　　・図示による

コンセント等の取付け対応　　※製造所の標準仕様（コンセント本体は別途

・

種　　　　類
構造形式 構成材 表面仕上

※パネル式

遮音性 寸法・形状

※図示による

設備工事）

級　　　　別

※図示による

１４．プレキャスト
　　　コンクリート

特　　記　　事　　項

特　　記　　事　　項 特　　記　　事　　項

項　　　　目

項　　　　目章項　　　　目章

章

３．ビニル床タイル

張り

４．

・床シート張り

帯電防止床タイル

５．

６．

７．

８．

ゴム床タイル
張り

視覚障害者用

床タイル貼り

ビニル幅木

カーペット敷き

１０．

張り

１１．

その他ボード

及び合板張り

４．トイレブース

８．表示

３．移動間仕切

５．階段滑止め

６．黒板及び

ホワイトボード

９．

１０．

ライニング材

煙突用成形

ロールスクリー

ン

カーテン

張り

２．

１９

内
装
工
事

１．接着剤

ビニル床シート

９．合成樹脂塗床

１３．

１４．

１５．

１．フリーアクセス

フロア

可動間仕切２．

ユ
ニ
ッ
ト
及
び
そ
の
他
の
工
事

２０

排
水
工
事

１．排水管２１

（１９．２．２）

（１９．２．２）

（１９．２．２）

（１９．２．２）

（１９．２．２）

（１９．３．３）（表１９．３．１）（表１９．３．２）

（１９．５．１）～（１９．５．６）

（表１９．５．１）～（表１９．５．４）

（１９．６．２）

（１９．７．２）

（２０．２．４）

（２０．２．５）

（２０．２．６）

（２０．２．８）

（２０．２．９）

（２０．２．１０）

（２０．２．１１）

（２０．２．１２）

（２０．２．１３）

（２０．２．１４）

（２０．２．１４）

（１９．２．２）

（１９．２．２）

（１９．２．３）

（１９．４．２）（１９．４．３）（１９．４．４）

（１９．９．２）

（２０．２．２）

（２０．２．３）

（２１．２．１）

遮断層　　　　　・適用する

材料・厚さ　　※　図示による

凍上抑制層　　　・適用する

材料・厚さ　　※　図示による

路床安定処理　　・適用する

添加材料の種類

・普通ポルトランドセメント　　・高炉セメントＢ種

・生石灰（　　　　　　　）　　・消石灰（　　　　　　　）

・フライアッシュセメントＢ種　

盛土材料　　・Ａ種　　※Ｂ種　　・Ｃ種　　・Ｄ種

舗
装
工
事

１．路床２２ （２２．２．２）（２２．２．３）

（２２．２．２）（２２．２．３）

（２２．２．２）（２２．２．３）

（表２２．２．２）

《　試　験　》

厚さ　　※図示による

材料　　※再生クラッシャランＲＣ－４０

・クラッシャランＣ－４０又はクラッシャランスラグＣＳ－４０

路床土の支持力比（ＣＢＲ）試験（ＪＩＳ　Ａ　１２１１）　　・行う
路床締固め度の試験（ＪＩＳ　Ａ　１２１４）　　・行う

砂の粒度試験（ＪＩＳ　Ａ　１１０２）　　・行う

路盤の締固め度試験　　・行う

《　試　験　》

ものとする。

２．路盤

（２２．２．５）

（２２．３．５）

※図示による

地業の材料

・切込み砂利　・切り込み砕石　　

※再生クラッシャラン（ＪＩＳ　Ａ　５００１によるＣ－４０）

種別（表３．２．１）　・Ａ種　　※Ｂ種　　・Ｃ種　　・Ｄ種　　

埋戻し

２．

３．

側塊及び排水桝

その他の材料

（２１．２．２）

（２１．２．３）

（２１．２．３）

壁紙張り

断熱材

吸音材

フローリング

畳敷き

１２．

カーテンレール１３．

１１．

１２．

ブラインド

７．鏡

７

（２２．２．３）

（２２．２．３）（表３．２．１）

品質（　　　　　　　　　　　　）

ジオテキスタイル　　・適用する

壁紙，ビニル床タイル，ビニル床シート，幅木に使用する

接着剤は，表１９．２．１による種別とし，一般床には水性系を用いる。

取付け用付属品　見切り，押え金物の材質，種類及び形状は，図示による。

せっこうボード，

表面仕上げ材の品質・規格等は，１９章内装工事による。

※図示による

ハンガーレール取付下地補強，固定方法，あと施工アンカーの材質及び寸法

縦型ブラインドのクロススラットは，消防法で定める防炎性能の認定表示があ

ただし，透水性アスファルト舗装に用いるクラッシャランは，透水性能の高い

せっこうボードの目地工法　表１９．７．５により，適用は図示による。

下地の適用は，図示による。

カーテンのきれ地は，消防法で定める防炎性能の認定表示があるものとする。

　帯電性３．０ＫＶ以下

・図示による

・生地のまま

ワックス塗り

のうえ

ワックス塗り

・Ａ１

・１．０ＦＫ

・０．８ＦＫ 
・ＨＷ ・ＮＷ ・ＨＦ ・ＮＦ

・硬質ウレタンフォーム保温材Ａ種

JIS A 6921

規　　格防火性能の級別品　　　　　　質

（１９．８．２）

施　工　場　所

図示

コンクリート面の素地ごしらえ
・Ａ種　※Ｂ種

・弾性ウレタン樹脂系塗床材

・エポキシ樹脂系塗床材

・厚膜流し展べ仕上げ（※平滑 ・防滑）

・樹脂モルタル仕上げ（※平滑 ・防滑）

※防滑仕上げ　・薄膜流し展べ仕上げ

・つや消し仕上げ

※平滑仕上げ　　・防滑仕上げ

仕　上　げ　の　種　類 備 考

フリーアクセスフロア及び寸法　　※図示による

※硬質ポリ塩化ビニル管はリサイクル製品を使用するものとする。

取り付け方法は、図示による。
（２０．３．２）

防火材料の使用箇所　　※図示による

使用箇所　　※図示による

※下表による。　・仕上表による。

特　　記　　事　　項項　　　　目章

塗
装
工
事

１．材料１８

各種素地ごしらえ２．

３．各種塗料等

４．

（１８．１．３）

・ＣＬ

・ＳＯＰ

種類は，（１８．２．２～１８．２．７）による。

・ＮＡＤ

・ＤＰ

名　　　　　　　　　称

合成樹脂調合ペイント塗り

クリヤラッカー塗り

アクリル樹脂系非水分散形塗料塗り

耐候性塗料塗り

表示記号

（１８．４．１）～（１８．１４．２）

つや有合成樹脂エマルションペイント塗り・ＥＰ－Ｇ

・ＥＰ 合成樹脂エマルションペイント塗り

・ＥＰ－Ｔ 合成樹脂エマルション模様塗料塗り

ウレタン樹脂ワニス塗り・ＵＣ
・ＯＳ オイルステイン塗り

・ＷＰ 木材保護塗料塗り

塗装記号
・塗装の種別等

・マスチック塗材　　種別　　　　・Ａ種　・Ｂ種
　　　　　　　　　　仕上材塗り　　種類，適用（　　　　　　　　　　　）

備考(種類,等級)

（防火材については，建築基準法に基づき指定又は認定を受けたものとする。）

材料（※合成樹脂発泡シート　　・　　　　　　　　　　　　　）

吸音用グラスウールマット３２Ｋ

材料の制限等は特記１－３７による

ホルムアルデヒド等の制限は特記１－３７による

（Ｄ種に使用する畳ボードのホルムアルデヒド等の制限は特記１－３７による）

は特記１－３７による

（２２．３．２）（表２２．３．１）

（２２．３．３）（表２２．３．３）

別　紙（特記仕様書・建築）
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工事設計図№ 枚の内

平成 年

企画設計課

月
縮尺

特記仕様書－

課長補佐・係長課長 係員

京 都 市
章 章 章項　　　　目 項　　　　目 項　　　　目

章 項　　　　目

３．

舗装

アスファルト

特　　記　　事　　項 特　　記　　事　　項 特　　記　　事　　項

特　　記　　事　　項

８

そ
の
他

２４

１２．

種子
種子の種類及び量は図示による。

工法については，２３．４．４による。

樹種（植物名），芽立数，コンテナ径及び単位面積当たりの

コンテナ数は図示による。

工法については，２３．４．５による。

（２３．４．２）

（２３．４．２）

（２３．４．３）

（２３．４．２）種別　　　※こうらい芝　　・野芝

芝張り　　平地　　　　　※目地張り

法面　　　　　※べた張り

　芝

（２３．３．６）期間は引き渡しの日から１年移植樹木の

枯損処理

９．

７．

６．

５．

４．工法

３．材料

植樹

支柱材

幹巻き用材料

期間は引き渡しの日から１年

（芝及び吹付けは種も含む）

８．新植樹木の
枯補償

※幹巻き用テープ　　・わら及びこも （２３．３．２）

（２３．３．４）

（２３．３．２）

（２３．３．２）材　質　　※　　　　　　　　　　　　・竹　　・図示杉，ひのき及びから松

形　状　　※図示による

樹木の樹種，寸法，株立数，刈込みもの数の適用は図示による。

発生土の処理は，土工事（３．３）による。

土壌改良剤　　※使用する　　・使用しない

植込み用土　　※現場発生の良質土　　・客土 （２３．２．３）

（２３．２．３）

（２３．２．２）

有効土層の面積は，枝張りによる。厚さは表２３．２．１による。

（２３．２．２）

２．

１．２３ 植栽地の確認等

植栽基盤一般
植
栽
工
事

低木・高木　　　　　　　　　　　　　　　　・適用する　※適用しない

舗装の平坦性は，散水の上，目視により確認する。

アスファルト混合物等の抽出試験　　・行う

（２２．４．５）

（２２．４．６）

粗粒度アスファルト混合物（２０）

・密粒度アスファルト混合物（１３）

・細粒度アスファルト混合物（１３）
表　　　層

基　　　層

※再生加熱アスファルト混合物　　・加熱アスファルト混合物

加熱アスファルト混合物の種類

※図示による

コンクリートのコア試験　　・行う

《　試　験　》

（２２．５．６）（２２．４．６（ｂ））

（２２．５．２）（２２．５．３）４．

所要スランプ８㎝以下）

舗装

コンクリート

所要スランプ８㎝以下）

コンクリート材料（車道部　設計基準強度２４Ｎ／㎜＾ｕ２，

（歩道部　設計基準強度１８Ｎ／㎜＾ｕ２，

舗装の平坦性は，目視により確認する。

・切込み砂利又は切込み砕石

地業の材料　　※再生クラッシャラン（ＲＣ－４０）

※図示による

材質・形状・寸法及び表面加工等　　※図示による

舗装の平坦性は、目視により確認する。

・レンガ舗装

及び側溝

街きょ・縁石

※適用しない　　・適用する（図示による）

《　試　験　》

ジオテキスタイル

種類・形状及び寸法　　※図示による

・舗石舗装

ブロック系舗装 ・コンクリート平板舗装

種類・寸法　　※図示による

ＪＩＳ　Ａ５３７１　曲げ強度5.0Ｎ/㎜　・　　　Ｎ/㎜

材質・形状・寸法及び表面加工等　　※図示による

22

５．カラー舗装

８．

９．

１０．砂利敷き

（２２．９．３）

（２２．９．５）

（２２．１０．２）

（表２２．１１．１）
（２２．１１．２）

（２２．９．２）

（２２．６．２）

透水性

アスファルト舗装

排水性

アスファルト舗装

アスファルト混合物等の抽出試験　　・行う

舗装の平坦性は，散水の上，目視により確認する。

《　試　験　》

７． （２２．８．２）

６．

※図示による

舗装の平坦性は，目視により確認する。

アスファルト混合物等の抽出試験　　・行う

《　試　験　》

※図示による

アスファルト混合物等の抽出試験　　・行う

《　試　験　》

舗装の平坦性は，散水の上，目視により確認する。

・インターロッキングブロック舗装

植栽基盤整備工法　芝及び地被類　　　　　　※適用する　・適用しない

雨水排水層，縦穴排水等の設置　　※図示による

工　法　　樹木　　　　　　※Ａ種　　
芝及び地被類　　※Ｂ種　　

土壌の水素イオン濃度（ＰＨ）及び塩分量試験　・行う　※行わない

（２３．１．３）

※図示による

材料　通路　　　　※Ａ種　　・Ｂ種

（下敷き材　※再生クラッシャラン（ＲＣ－４０）

　・切込み砂利又は切込み砕石）
建物周囲　　・Ａ種　　※Ｂ種

（下敷き材　※再生クラッシャラン（ＲＣ－４０）

　・切込み砂利又は切込み砕石）

地被類

１１．吹付けは種用

１０．

シールコート　　・行う

《　試　験　》

（２２．４．４）（表２２．４．６）

構成及び厚さ　　※図示による （２２．４．２）（表２２．４．１）

※図示による

（２２．７．３）（２２．７．６）（２２．４．６（ａ））

（２３．２．２）

別　紙（特記仕様書・建築）
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工事設計図 設計変更　Ｎｏ

　　課長　　　　課長補佐，係長　　　　　係員

　　平成　　　年　　　月 枚の内

京 都 市 人 権 啓 発 標 語 「 同 じ で す  あ な た と わ た し の  大 切 さ 」

　　　枚の内

平成　　　年　　　月

１  工  事  名

２  工 事 場 所

３  工 　 　 期

工事

工事

□契約の日から平成　　年　　月　　日まで

(本工期内には，完成検査及び手直しの必要がある場合に要する工事期間並びに，

　揮発性有機化合物の室内濃度測定を行う場合の養生期間等を含む。)

　　　　　特　記　仕　様　書　（１）

　　　　　　　　　　なお，アンダーライン付の項目は，選択する項目及び記入が必要な項目を示す。）

　　　　　　　　　（選択する項目において■印を本工事に適用する。

京都市　　　

京都市　　

　ただし,

２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２

別　　棟

４  建 物 概 要 ｍ ｍｍ敷地面積　 建築面積　 延　面　積　

構　　造　□ＲＣ　□Ｓ　□ＳＲＣ　□木造　　地下　　階，地上　　階

本建築物は，消防法別表第　　　　項　　　　に該当する防火対象物である。

□着工命令の日から　　　　　箇月以内  □契約の日から　　　　　箇月以内

　また，契約工期までに完成検査に合格しなければならない。

　完成後，引渡しに際し，施設管理者等に機器の取扱い，操作方法等の指導に必要な技術者を

派遣し，指導するものとする。

　着工から，引渡しまでの工事用及び試運転に必要な電力，ガス，水道等の料金は，原則として

2 7  完 成 検 査

2 8  引 渡 し 説 明

2 9  工 事 用 電 力 等

　工事に必要な官公庁検査及び本市検査職員の検査に合格して完成とする。本市検査職員の検査に

ついては完成通知書を提出して受検すること。なお，検査に必要な書類等は監督職員の指示による。

本工事に含む。ただし，事業用電気工作物の主任技術者等の委託料は本工事には含まない。

3 0  電 気 保 安 技 術 者
(１) 請負者は，電気事業法に定める電気工作物に係わる工事に，電気保安技術者をおくものとする。

(２) 電気保安技術者は，電気工作物の種類により別に定められた資格を有する者又はこれと同等

 　の知識及び経験を有する者で監督職員の承諾を受けたものとする。

(３) 電気保安技術者の業務の詳細は，監督職員と協議を行うものとする。

　請負者は，本工事が下記調査対象工事となった場合には，本工事工期中及び工期経過後におい

ても，調査書類を作成，又は作成に協力すること。

3 1  各 種 調 査 等

　・公共事業労務費調査

　請負金額が500万円以上の工事については，工事実績情報サービス(CORINS)入力システム(日本

　 (１) 工事受注時　　　　　契約工期の開始日から10日以内

　 (２) 登録内容の変更時　　契約変更締結後10日以内

　 (３) 工事完成時　　　　　工事完成後10日以内

　上記登録期間には，休日は含まない。なお，変更時と完成時の間が10日に満たない場合は，

変更時の提出を省略できるものとする。

建設情報総合センター)に基づき，｢工事カルテ｣を作成し，監督職員に確認を受けた上，(財)日

るものとする。

3 2  工 事 実 績 情 報 の 登 録

本建設情報総合センターに登録手続きを行うとともに，受領書の写しを監督職員に１部提出する。

ただし，工事請負額が500万円以上2,500万円未満の工事については受注･訂正時のみ提出登録す

(１) 本工事施工中，火気の使用又は火の粉の飛散等火災の恐れのある場合は，その取扱いには

(３) 工事現場には，煙草の吸い殻容器を所定の場所に設置し，喫煙管理にも留意する。

 　十分注意するとともに，火災防止に有効な材料で養生する他，消火器や水の入った容器を作

 　業場所周辺に配置し，火災防止の徹底を図る。

(２) 当該工事を施工する場合，現場代理人は，その都度監督職員等及び防火管理者に場所，時

 　間，方法等について説明を行い，確認を受ける。

(４) 消防設備等の工事においては，工事中もできる限り当該設備の器具及びシステムが正常に

 　作動する状態を保つように留意する。工事の関係上，やむを得ずそれらを停止又は休止させ

　 る場合は，事前に所轄消防署と協議する。

3 3  火 気 の 使 用 及 び 火 災 の 予 防 に つ い て

[｢追記事項 工期｣の項目参照]

京都市　　　　

ただし，

特記仕様書（１）

企 画 設 計 課　     　課長　　　　課長補佐，係長　　　　係員

Ｎｏ．　　　１

５  一 般 事 項

（１）本市は,部分払を行うために必要な出来形を査定する部分払出来高検査を行う場合がある。

（２）工事の中間段階において施工状況を確認するために,本市検査職員の検査を行う場合がある。

2 6  部 分 払 出 来 高 検 査 及 び 中 間 検 査

　工事完成検査受検までに，監督職員等の指示により各機器の試運転調整及び総合的試験を行い

必要な資料(試運転調整記録書，社内検査報告書)を作成する。

　なお，機器の製造業者などに下請施工させたものがあるときは，請負者が行った検査内容及び

手直指示内容がわかる資料(社内検査報告書)を作成して，監督職員に提出すること。

2 5  試 運 転 調 整

　本工事に必要な官公署，電力会社等の申請手続は請負者が行い，その費用は本工事に含む。

ただし，電力会社の工事負担金は，特記のない限り別途とする。

2 4  申 請 手 続 と 費 用 の 負 担

　原則として「工事写真の撮り方　建築設備編 (改訂第二版)」(建設大臣官房官庁営繕部監修)

2 3  工 事 写 真 　

　なお，撮影対象及び枚数等の詳細については，監督職員等の指示による。

により作成するものとする。また，デジタルカメラを採用してよい。その場合は，サービス版サイズ

でアルバム提出とする。

(１) 機材の試験成績書の提出は，特注品及びその他監督職員等が指示するものとする。

(２) 主要機器及び監督職員等が指示する機器は，性能等確認のため，製造会社の工場等で監督

　 職員等又は検査職員立会いのうえ試験を行う場合がある。

2 2  機 材 の 試 験

　使用する機器が，京都市都市計画局建築設備機器製造者指定要領第３条の指定機器に該当する

場合，｢都市計画局建築設備機器製造者指定一覧表(電気設備工事用)｣から製造者を選定する。た

だし，同要領第17条を適用することにより，指定を受けていない製造者の機器を使用することが

できる。(要領及び一覧表については，都市計画局都市企画部都市総務課のホームページ

その必要性が少ないものは，監督職員の承諾により省略することができる。

2 1  使 用 機 材 製 造 者 通 知 書

を参照)http://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/cmsfiles/contents/0000007/7359/27_ichiranhyou_E_21_01.pdf

　 (１) 事故防止

　 (２) 付近道路及び仮設道路の維持管理

　 (３) その他工事中に発生した問題について，本市の指示した事項

　また，納入仕様書(製作図)又は見本品等は，速やかに監督職員に提出し,承諾を受ける。ただし，

　請負者は，関連する他工事施工について，共同で処理すべき次の事項について協力し，事故

防止及び工事の円滑な進行を期するため組織作りを行い，その費用を関係者全員で負担するもの

とする。

2 0  建 設 協 力 会

　工事中に発生する障害物の撤去及び処理に要する費用は，本工事に含む。ただし，予想外に

重大な障害物については監督職員と協議する。

1 9  地 中 障 害 物

(１) 京都市低入札価格調査取扱要領(以下｢取扱要領｣という。)第5条に基づく低入札価格調査の

 　ければならない。

 　対象者が請負者になった場合には，取扱要領第7条に基づく調査項目に関する資料を提出しな

(２) 前項に定めるもののほか，低入札価格調査に関し必要な事項については，取扱要領に定め

 　るものとし，対象者はこれに応じなければならない。

(３) 取扱要領第5条に基づく低入札価格調査の対象者が請負者となった工事については，次に掲

　 げる事項に応じなければならない。

　ア 施工計画書の内容のヒアリング

　イ 施工体制台帳等の提出及びその内容のヒアリング

　　　長から求められたときは，請負者はこれに応じなければならない。

　　　　標準仕様書に基づく施工計画書の提出に際して，その内容のヒアリングを工事担当課の

　　　 ない場合であっても，同法に定める施工体制台帳と同様な書類を提出しなければならない。

　　(イ) 施工体制台帳又は（ア）に規定する施工体制台帳と同様な書類の提出に際して，その内

　ウ 施工段階ごとの工事報告書の提出及びその内容のヒアリング

　　　 容のヒアリングを工事担当課の長から求められたときは，請負者はこれに応じなければなら

 　　　ない。

　　　　請負者は，監督職員の求めに応じて施工段階ごとの工事報告書を提出しなければならない。

　　　施工段階ごとの工事報告書の提出に際して，その内容のヒアリングを工事担当課の長から求

　　　められたときは，請負者はこれに応じなければならない。

　オ 安全点検実施報告書の提出及びその内容のヒアリング

　　　　請負者は，監督職員の求めに応じて仮囲い，掘削，足場，火災予防及び建設公害防止等に

　　　ついて安全点検を実施し，安全点検実施報告書を提出しなければならない。また，安全点検

　　　請負者はこれに応じなければならない。

　　　実施報告書の提出に際して，その内容のヒアリングを工事担当課の長から求められたときは，

　　(ア) 請負者は，下請負者を使用する場合は，建設業法により施工体制台帳を作成する必要が

1 8  低 入 札 価 格 調 査 制 度

(２) 請負者は，前条に掲げる各法令等の趣旨を踏まえ，当該契約に係る産業廃棄物の処理に当たっ

　 ては，再利用できる場合は当該方法による処理・処分方法を採用するとともに，原則として自ら

　 行い，要綱第２条第２項第２号に規定する排出事業者として，同要綱第４条の責務を負っている

(３) 請負者は，工事請負契約書第３条に定める請負代金内訳書(以下｢内訳書｣という。)を提出する

(４) 請負者は，当該契約に係る産業廃棄物の処理状況を明らかにするため，本市の求めに応じて

(５) この特記仕様書に反して当該契約の産業廃棄物が処理された場合は，請負者に対して必要な措

　 置を命じることがある。このとき請負者は，速やかに指示に従わなければならない。

・ＰＣＢ器具等

　　ア　撤去した照明器具，受変電設備等はＰＣＢ使用の有無を確認し，その全リスト(機器名，

　　　形式，ＰＣＢの有無,台数等)を監督職員に提出すること。ＰＣＢ使用機器は監督職員の指示

　□イ　工事の際に撤去した高圧機器絶縁油のＰＣＢ含有分析試験を行う。なお，試験は特定計量

　　　　なお，上記はすべて工期内に行うものとする。

　　　　ＰＣＢの含有量が環境省令第23号に基づく基準値(当該廃油に含まれるＰＣＢの量が試料

　　　　一方，基準値を越える場合には，廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき，監督職員

　　　と協議の上，所定の場所に保管する。

　　　１kgにつき０．５mg)以下であれば，高圧機器と絶縁油の撤去，処分を適正に行う。

　 負契約に係る産業廃棄物処理票｣(別途様式)に記載のうえ，内訳書に添付しなければならない。

　　　証明事業者により行うものとする。試験結果が判明するまで，高圧機器は　　　　　　　

　　　に仮置きする。

1 7  産 業 廃 棄 物 処 理 関 係

　　　に従い，所定の場所に保管し，その他撤去機器については，請負者にて適正に処置すること。

　 ときは，当該契約により生じる産業廃棄物の種類，発生量及び処理方法等の必要な事項を｢工事請

　 ことを十分に認識し，信義に従って誠実に対応しなければならない。

　 提出するものとする。

　 施工計画書，廃棄物処理委託契約書，実績報告及び産業廃棄物管理票(マニフェスト)等の写し，

 　現場からの搬出状況及び受入先の搬入状況等を確認できる写真を提出しなければならない。

　 　なお，本市が内訳書の提出を免除した場合においても，別途定める様式に必要な事項を記載し，

(１) 請負者は，当該契約に係る産業廃棄物の処理に当たっては，「廃棄物の処理及び清掃に関する

　 法律」及びその関係法令の他，京都市産業廃棄物不適正処理対策要綱を遵守しなければならない。

(１) 請負者は，工事を施工する場合において，あらかじめ，建設リサイクルデータ統合システム

(２) 請負者は，工事完了後速やかに，建設リサイクルデータ統合システム(CREDAS)による再生資

　 源利用実施書及び再生資源利用促進実施書をそれぞれ３部作成し，そのうちの２部を監督職員

1 6  建 設 副 産 物 に 関 す る 取 扱

　 に提出するとともに，残りの１部を工事完成後１年間保管するものとする。対象工事は，請負

　 代金額が１００万円以上(請負代金額の変更があった場合を含む。)の全ての工事とする。

　 (CREDAS)による再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書を２部作成し，そのうちの１

　 工事は，請負代金額が１００万円以上の全ての工事とする。

　 部を監督職員に提出するとともに，残り１部を，工事完成後１年間保管するものとする。対象

　　　受領書

　　　　1部は，請負者から施設管理者へ

　　　　請負者から工事担当課へ　（ ２ 部）

　　　　工事担当課から請負者へ　（ ２ 部）

　　　　1部は，施設管理者から請負者へ

　　　完成図書等引渡しリスト

　　  なお，完成図書等引渡リストの様式は，監督職員の指示による。

　　　　 引渡しリスト

　　　　　及び受領書

　　  ウ 完成図書等

 　　 ａ 工事写真 (工事担当課)　　ｂ 打合せ記録 (工事担当課)

 　　 ｃ 工事日報 (工事担当課)

　　　ｄ 官公署届出書 (２部：副本…施設管理者・写し…工事担当課)

　　　　 提出した書類

　　　　　     の一部

　　  イ 工事施工中に

　□　請負者は，労働時間短縮の推進を図るため，作業は原則として，本市の休日を定める条例に

　□　作業は原則として休日に行うこと。

　□

　　施工の立会いは，休日は行わない。

　　都合等により作業時間の延長，休日作業の実施については監督職員と協議すること。検査及び

　　は行わないこととし，平日に行うよう努めなければならない。なお，作業内容，作業工程の

1 5  作 業 時 間 等  (労 働 時 間 短 縮 の 推 進 に つ い て )

　　よる休日(日曜日,土曜日及び国民の休日に関する法律に規定する休日等(以下｢休日｣という｡))

(ｂ) 機器完成図　　(ｃ) 機材性能試験成績書

    Ｂ 施設管理者用

 (ａ) 完成図(□A3二つ折り製本(1部) □完成図書に折込み)

   　(ｊ) 完成図書等引渡しリスト兼受領書

   　(ｄ) 試運転調整記録書　　(ｅ) 機器取扱説明書　　(ｆ) 機器納入者連絡先
 　　(ｇ) 保証書　　(ｈ) 社内検査報告書　　(ｉ) 官公署届出書 (副本)

□ 保全に関する説明書[｢追記事項｣の項目参照]

　　　□ 施設台帳 (FD提出含)

 (ｉ) 産業廃棄物収集運搬業許可証〔写し〕

　 (イ) 完成図書製本(工事担当課用，施設管理者用各１部)

    Ａ 工事担当課用

　　　　(ア) 完成通知書 (2部)

   　(ｅ) 機器納入者連絡先　　(ｆ) 社内検査報告書
 (ｇ) 産業廃棄物管理票〔マニフェストＥ票写し〕

   　(ｂ) 機器完成図　　(ｃ) 機材性能試験成績書　　(ｄ) 試運転調整記録書

（ｈ）産業廃棄物処分業許可証〔写し〕

 (ａ) 完成図(□原図(1部) □A3二つ折り製本(1部) □完成図書に折込み)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　[CADで作成した場合]

　　　　　　　　　　　　　　　　　　[｢建設副産物に関する取扱｣の項目による]

   　(ｊ) 産業廃棄物の搬出状況及び受入先の搬入状況を確認できる写真

　　　　　　　　　　　　　　 　  　　　 　[｢産業廃棄物処理関係｣の項目による]

　　　　　　　　　　　　    　　　　　　　[｢産業廃棄物処理関係｣の項目による]

   　(ｋ) 産業廃棄物処理委託契約書〔写し〕[｢産業廃棄物処理関係｣の項目による]

     (ｌ) 再生資源利用[促進]実施書 (1部(FD提出含))

   　(ｍ) 工事カルテ [｢工事実績情報の登録｣の項目による]

   　(ｏ) 工事写真　(ｐ) 打合せ記録　(ｑ) 工事日報　(ｒ) 官公署届出書〔写し〕 

     (ｓ) 引渡書　(ｔ) 完成図書等引渡しリスト兼受領書　(ｕ) 完成図面CADデータ

　 　(ｎ) ＰＣＢ有無報告書 [｢産業廃棄物処理関係･ＰＣＢ器具等｣の項目による]

　　　（３）完成時

      ア 保守に関する

    　　　 説明書など

　　　（２）施工中 　 ア 納入仕様書 (2部)　　イ 実施工程表 (1部)　　ウ 施工図 (1部)

   キ 廃棄物処理報告書 (1部)　　ク 打合せ記録 (1部)

　　　　　　　　　　　　　　　　[｢建設副産物に関する取扱｣の項目による]

 　エ 官公署届出書 (正1部・副1部)　　オ 工事日報 (1部)　　カ 工事写真 (1部)

   コ 工事カルテ (1部) [変更があった時]

   サ 施工計画書(産業廃棄物処理) (1部) [｢産業廃棄物処理関係｣の項目による]

   シ 耐震計算書 (1部)[｢仕様概要(共通事項)の耐震施工の耐震計算書｣の項目による]

　 □ 停電作業計画書 (1部)

　 □ 使用機材搬入報告書 (1部)　　□ 一部施工報告書 (1部)

ス 総合施工計画書 (1部)　　　　□ 月間報告書 (1部)

   ケ 再生資源利用[促進]計画書 (1部(FD提出含))

　設計図書の優先順位は次のとおりとする。

　　(5)標準仕様書，改修標準仕様書並びに標準図　(6)内線規程及び高圧受電設備規程

８  優 先 順 位

　　(1)質問回答書(以下(2)から(4)に対するもの)　(2)現場説明書　(3)特記仕様書　(4)図面

　作成方法 □ＣＡＤ

□鉛筆書き又はＣＡＤ

９  完  成  図

委託した者をいう。

1 0  監 督 職 員
  監督職員とは，工事請負契約書に規定する監督職員で，本市の監督員及び本市が監理業務を

変更請負工事価格　＝　変更設計工事価格　×（請負工事価格／元設計工事価格）

  工事内容の変更に伴う請負代金額の変更は，次の算式により求め，千円未満切捨てとする。

1 1  設 計 変 更

　　　（１）着工時

 　□ 建退共掛金収納書の原本又は不提出理由書

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 [｢産業廃棄物処理関係｣の項目による]

 　□ 建退共運営計画書　　□ 証紙購入計画書

　 ウ 経歴書 (1部) 〔監理技術者については監理技術者証の写しを添付する。〕

　 エ 電気保安技術者届 (1部)　　オ 使用機材製造者通知書 (2部)

　 カ 労災保険成立証明書又は労災保険加入証明書 (1部)　　キ 予定工程表 (1部)

 　コ 工事請負契約に係る産業廃棄物処理票 (1部)

　 サ 工事カルテ (1部) [｢工事実績情報の登録｣の項目による]

　 シ 施工体制台帳 (1部) [｢低入札価格調査制度｣｢施工体制台帳｣の項目による]

　 ス 工事保険証書の写し (1部) [｢工事保険｣の項目による]

 　ク 組織表及び緊急連絡表 (1部)　ケ 請負代金内訳書 (1部)[｢請負代金内訳書｣の

　 提出する書類は，下記及びその他監督職員の指示するものとする。

   ただし，(　　)内は提出部数を，[　　]内は参考項目を示す。

1 4  提 出 書 類

　　　際には，下請負者に対して本制度の周知徹底を図ること。なお，下請負者の規模が小さく

1 3  建 設 業 退 職 金 共 済 制 度

ついて把握に努めること。

　（１）請負者は，建設業退職金共済組合に加入し，本工事に必要な共済証紙の確保を行うこと。

　（２）請負者は，対象労働者の共済手帳に共済証紙を貼付すること。また，下請契約を締結する

　　　管理事務の処理の面で万全でない場合は，請負者がその事務を代行すること。

　（４）その他，「建設業退職金制度の手引き」を参照すること。

　　　（建設業退職金共済事業本部HP http://www.kentaikyo.taisyokukin.go.jp）

　　　を，工事事務所及び工事現場の出入口等の現場労働者の見やすい場所に掲示すること。

　　　制度の対象となる労働者を雇用しない場合は，「不提出理由書」を提出すること。

　（６）完成検査までに，証紙を貼付したことが確認できる資料を提出すること。

すること。

　（７）本市が必要と認めた場合は，本制度の執行状況等の関係資料を提出すること。

　別添資料は，工事価格の算出に用いる工事内訳書等から単価及び金額等を削除するなどの加工・編

集を施したもの（以下「数量書」という。）であり，工事請負契約書第1条に定める設計図書（図面

及び仕様書等）ではなく，参考資料（参考数量）として提供するものである。

　なお，参考資料である数量書に関する質問は受け付けない。

1 2  別 添 資 料

　請負者は，本工事に関わる現場雇用労働者（下請負者が雇用する労働者を含む。）の退職金制度に

　なお，建設業退職金共済制度対象労働者を雇用する場合については，以下の(1)～(4)に注意し適切

に運用し，また，予定価格が１，０００万円以上の工事については(5)～(7)の書類を監督職員に提出

　（３）現場の状況に応じて，「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」という標識（シール）

　（５）請負者は，本工事で共済証紙を購入した場合，掛金収納書を工事請負契約締結後１カ月以内

　　　（共済証紙を追加購入したときは工事完成までに）に提出すること。なお，建設業退職金共済

項目による]

　 ア 着工届 (1部)　　イ 現場代理人等通知書〔本市契約課受付後〕

再資源化等に関する法律，電気事業法（京都市保安規程を含む。），電気設備技術基準
労働基準法，労働安全衛生法，廃棄物の処理及び清掃に関する法律，建設工事に係る資材の

（以下「電技」という。），有線電気通信法，電気通信事業法，電波法，有線テレビジョン法

及び消防法並びにその他の関係法令を遵守する。

      　　□各年度支払限度額は３億円とし，契約年度に，契約年度及び翌年度の出来高予定額

      　　　に対する前払金を支払う。

      　・中間前金払及び部分払

　　　　　　　　中間前金払の支払いは，請負者からの請求により，本市が「京都市公共工事に係

　　　　　　　る前払金に関する規則による前払金取扱要綱」に掲げる要件のすべてに該当したこ

　　　　　　　　なお，各会計年度の年度末に限り，各会計年度における支払限度額の範囲で，当

　　　　　　　該年度末における出来高における出来高に応じて部分払を行うことができる。

 　    　　 　（２）部分払の場合　：　回数　平成（ 　　 ）年度　（ 　　 ）回以内

      　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成（ 　　 ）年度　（ 　　 ）回以内

      　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成（ 　　 ）年度　（ 　　 ）回以内

（３）監理技術者及び主任技術者

      　建設業法第２６条に定める主任技術者又は監理技術者は，その資格を証明する資料を

      監督職員に提出し，承諾を受けること。（監理技術者資格者証等）

      〔14｢提出書類｣(1)着工時の書類に含まれる。〕

「公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)(平成19年版)」(以下｢標準仕様書｣という。），

　また，本工事に機械設備工事及び建築工事を含む場合は，それぞれ当該工事の標準仕様書を

　本工事の仕様は，この特記仕様書によるもののほかは，国土交通省大臣官房官庁営繕部監修

適用する。

　設計図書に定められた内容に疑義を生じた場合は，｢監督職員｣の項目で規定する監督職員と

の協議による。

６  適 　 　 用

(平成19年版)」(以下｢標準図｣という。)を適用する。

国土交通省大臣官房官庁営繕部設備･環境課監修「公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)

「公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編)(平成19年版)」(以下｢改修標準仕様書｣という。)，

　工事の施工にあたっては，工事請負契約書，京都市契約事務規則，建築基準法，建設業法，

７  関 連 法 規 等

　　　　　　中間前金払及び部分払いについては，いずれか一方を請負者が選択するものとする。

　　　　　　それぞれの内容については下記のとおりとする。

　　　　　　　とを確認した上で行うものとする。ただし，１会計年度につき中間前払金の支払限

　　　　　　　度額は１億５千万円とする。

　　前　　払　　金　　支　　払　　限　　度　　額

平成（　　　）年度工事出来高予定額の（　　　）％以内

平成（　　　）年度工事出来高予定額の（　　　）％以内

平成（　　　）年度工事出来高予定額の（　　　）％以内

平成　　　年度

平成　　　年度

平成　　　年度

平成（　　　）年度工事出来高予定額の（　　　）％以内

平成（　　　）年度工事出来高予定額の（　　　）％以内

平成（　　　）年度工事出来高予定額の（　　　）％以内

平成　　　年度

平成　　　年度

平成　　　年度

支　払　年　度　 中　間　前　払　金　支　払　限　度　額

（１）契約の保証

      　・完成払　：　工事完成後
      　・各年度の支払限度額及び工事出来高予定額は概ね下記の比率による。

請負代金額の(      )％以内

請負代金額の(      )％以内

請負代金額の(      )％以内

請負代金額の(    )％以内

請負代金額の(    )％以内

請負代金額の(    )％以内

平成 　　 年度

平成 　　 年度

平成 　　 年度

　工 事 出 来 高 予 定 額支　払　年　度　　支　払　限　度　額

    （ただし，前払金，部分払金の当該年度の累計は，その年度の支払限度額を
超えることはできない。）

      □債務負担行為等による複数年度契約工事

      　・完成払　：　工事完成後

　　　　　（２）部分払の場合：回数　平成（　　　）年度　（　　　）回以内
　　　　　　　円とする。

　　　　　　　とを確認した上で行うものとする。ただし，中間前払金の支払限度額は１億５千万

　　　　　　　る前払金に関する規則による前払金取扱要綱」に掲げる要件のすべてに該当したこ

　　　　　　　　中間前金払の支払いは，請負者からの請求により，本市が「京都市公共工事に係
　　　　　（１）中間前金払の場合：請負代金額の（　　　）％以内

　　　　　それぞれの内容については下記のとおりとする。

　　　　　　中間前金払及び部分払いについては，いずれか一方を請負者が選択するものとする。

      　・中間前金払及び部分払

      □単年度契約工事

締結した場合の前払金及び中間前払金の取扱については，「京都市公共工事低入札価格調査取扱
      請負代金の支払い条件は，原則下記のとおりである。ただし，低入札価格調査を経て契約を

（２）請負代金の支払条件

　請負代金額の（　　　）％以内　　（ただし,３億円を限度とする。）

        （ＷＴＯ政府調達協定対象の大規模な工事又は公共工事履行保証証券による保証

要領」及び「京都市公共工事に係る前払金に関する規則による前払金取扱要綱」によるものとする。

      □保証の免除

        　（かし担保特約を付したものに限る）を付した場合）

      □保証の額は,請負代金額の１０分の３以上とする。

      □保証の額は,請負代金額の１０分の１以上とする。

    した場合には，「京都市公共工事低入札価格調査取扱要領」によるものとする。

      契約保障の額は原則下記のとおりである。ただし，低入札価格調査を経て契約を締結

      　・前払金：　

      　　（１）中間前金払の場合：

支　払　年　度　

      　・前払金：
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　　　メッセンジャーワイヤを使用してちょう架する場合には，亜鉛めっき鋼より線を使用し，

　　ハンガーを使用する場合には，そのハンガーの間隔を５０ｃｍ以下とし，規定の接地をとら

　　なければならない。

　　することができる。

　　　分電盤，制御盤及び端子盤等の２次側以降の配線経路は，監督職員等の承諾を受けて変更

　　　保温厚さを含む。）より原則として，４０ｍｍ程度大きなものとする。

　　ア　貫通口の径は，スリーブ貫通口に挿入する管の外径（保温されるものにあたっては，

　　　しない。また，型枠取り外し後に取り除くこと。

　　イ　紙チューブを用いる場合は，外径が２００ｍｍ以下のものとし，柱，梁部分には使用

　　　措置を行うこと。

　　ウ　地中管路で建物外壁貫通部については，水切つば，空管路防水栓等を用いて適切な防水

　　天井の室を示す。

　　　既存のコンクリート床，壁等の配管貫通部の穴開けは，原則としてダイヤモンドカッター

　　による。

　□　図面（No.   ～   ）において室名に（    ）を付したものは直天井を，それ以外は二重

(11) ちょう架用線

(12) 配線経路

(13) スリーブ

(14) はつり

(15) 天井仕上表示

(16) コンセント等のプレート

　　ブランクプレートには，

　　　盤類に係わる用語の定義は以下による。

(17) 盤類

　　　ア ｢標準仕様書盤｣　：　｢適用｣の項目に記載した標準仕様書による盤類をいう。

　　　イ ｢製造者標準盤｣　：　製造者の標準仕様に基づき製作された盤類をいい，

とし，

　　で用途名を表示すること。

　　　　　　　　　　　　　 分電盤については｢JIS C 8480 キャビネット形分電盤｣に，

　　　　　　　　　　　　　 住宅用分電盤については｢JIS C 8328 住宅用分電盤｣に準拠す

　　　　　　　　　　　　　 るものとする。ただし，図中特記された箇所については当該

　　　　　　　　　　　　　 特記事項による。

　　　ウ 製造者標準盤共通事項

　　　壁付，壁掛型の器具等の取付高さは，図面に記載のない場合は，原則として下表による。

鏡上端～中心

地上・床上～中心

　床上～中心

　　　〃

　床上～下端

　床上～上端

　床上～中心

　　　〃

　　　〃

　　　〃

　台上～中心

　床上～中心

　床上～上端

　床上～中心

　　　〃

　　　〃

　床上～下端

　地上～中心

　地上～給油口

　床上～下端

　床上～中心

　　　〃

　　　〃

　　　〃

　　　〃

　　　〃

　　　〃

　　　〃

　　　〃

　　　〃

　床上～操作部

　床上～中心

　　　〃

　　　〃

　　　〃

　　　〃

　　　〃

　　　〃

　天井面～中心

　側      点

　2,100

　2,500

　1,500　　以上

　1,000　　以下

　　150

　1,300

　1,100

　　300

　　150

　　300

　　800

　2,000

　1,500　(上端1,900以下)

　1,500

　1,300

　　500

　　800

　　600

　1,000

　　300

　1,500

　1,500　(上端1,900以下)

　（天井高）x0.9

　1,300

　1,500

　1,100

　900

　1,300

　2,000

　1,800

　800～1,500

　1,500

　800～1,500

　800～1,500

　（天井高）x0.9

　（天井高）x0.8

　1,500

　　300

　（天井高）-200

ブラケット（一般）

    〃    （踊場）

    〃     (鏡上）

避難口誘導灯

廊下通路誘導灯

スイッチ（一般）

   〃   （身体障害者用）

             〃           （和室）

             〃           （台上）

コンセント（    ）

引込開閉器箱（低圧）

分電盤・制御盤・実験台

開閉器箱

電磁開閉器用押しボタン

接地用端子盤

避雷接地用端子盤

接地極埋設標

給油ボックス

室内端子盤（廊下・室内）

中間端子盤（EPS・電気室）

親時計

子時計・スピーカ

アッテネータ

インターホン

身体障害者用インターホン子機

呼出ボタン（身体障害者用）

復帰ボタン（     〃     ）

廊下表示灯（     〃     ）

テレビ機器収容箱

火報受信機（複合盤）

副受信機

発信機

自火報機器収容箱

警報ベル

表示灯

連動制御器（自動閉鎖）

ガス漏れ検知器（ＬＰガス）

      〃      （都市ガス）

名       称

ｺﾝｾﾝﾄ・電話用ｱｳﾄﾚｯﾄ直列ﾕﾆｯﾄ（一般）

取付高[ｍｍ]

　　　　　　　（これに該当しないときは，最低高さを2,300mmもしくは2,100mmとする。）

　　　（備考）（天井高）x0.9及び（天井高）x0.8は天井高が2,500～3,000mmの場合に適用する。

(20) 配線器具等の取付高さ

(21) 土工事で使用する建設機械は，排出ガス対策型とする。

　　のは，（社）日本照明器具工業会規格「公共施設用照明器具」の機種を示す。

（ウ）蛍光灯器具（ただし，誘導灯を除く。）の点灯方式及び定格入力電圧は，

（オ）下面開放形照明器具に用いるメタルハライドランプ（４００Ｗ以下）は，原則

　　　としてフッ素樹脂をコーティングしたものとする。

（カ）配線器具　□大型　　□大型　ネーム付（２個以上に限る。）

(１) □電灯設備    □電灯幹線      電気方式  □単相２線式    □単相３線式

定格入力電圧安定器種別

15形以下

20形　下記以外のもの

20形　防雨型，防湿型，

40形

　ＧＬ １００Ｖ

　ＧＨ １００Ｖ

　ＧＬ １００Ｖ
直管形蛍光灯

　　　　ランプ

環形蛍光灯

　　　　ランプ

下記以外のもの

家庭用照明器具

　ＲＨ １００Ｖ

１００Ｖ

１００Ｖ

１００Ｖ

１００Ｖ

１００Ｖ

１００Ｖ

１００Ｖ

　ＧＨ

　ＰＬ

　ＥＬ

　ＰＨ

　ＰＨ

　ＰＨ

　ＰＨ

コンパクト形

　蛍光灯ランプ

13,18,27ワット

36,55ワット

Ｈｆ形蛍光灯

　　　　ランプ

直管16ワット

直管32ワット

コンパクト16,24,32ワット

蛍光灯の種類

　電池内臓非常用照明器具及び誘導灯

（イ）グリーン購入法適合機種がある場合は適合機種を採用する。

　　設計図面に型番（便宜上，製造者品番を記入したものは除く）の記入のあるも

（エ）非常用照明器具の照度測定箇所数は，必要箇所以上とする。

                                   分電盤・制御盤　□標準仕様書盤　□製造者標準盤

（ア）照明器具は，姿図，器具表等により納入仕様書の提出を要する。なお，

(２) □動力設備    □動力幹線    　電気方式  □三相３線式  　□三相４線式

　　　　　         □動力分岐　　　負荷への配線接続は，本工事に含む。

　　　　　　　　　　　　　　　　　 分電盤・制御盤　□標準仕様書盤　□製造者標準盤

　　　　　特　記　仕　様　書　（２）

　　　　　　　　　　なお，アンダーライン付の項目は，選択する項目及び記入が必要な項目を示す。）

　　　　　　　　　（選択する項目において■印を本工事に適用する。

　(はしご作業厳禁，写真撮影要)

　　　□新金属    □プラスチック    □ステンレス    □

□アクリル製エッチング(□屋外，□屋内)，

□シール(□屋外，□屋内)

（２）作業時の足場高さが２mを超える場合は，適切な足場等を用いて，安全作業に努めること。

（１）請負者は，関連する他工事が定置したものは，無償で使用できる。

　　図面に記載のない場合は次による。

(ア)図面に記載のない場合は次による。

・キャビネット構成材質は鋼板製。ただし，屋外及び湿気の多い場所並びに水気等の

ある場所に使用する場合は，ステンレス鋼板製とする。

・防災設備の回路については，赤字明示及び赤色合成樹脂製カバー，キャップ等の取付

・ハンドルは突出しない構造で非鉄金属製又はステンレス製とする。

3 4  足 場 ,さ ん 橋 類

4 2  設 備 概 要

　　　　　　　　   □電灯分岐・コンセント分岐

(18) 図面に示された姿図，形状寸法及び型番等は，全て参考とする。

地下階・1階 （１．０）

１．０

<１．５> <１．０>

（１．０）

０．６

<１．０>

０．６

<０．６>

（０．６）

０．４

中間階 （１．５）

<１．５>

１．５

<１．０>

（１．５）

１．０

<１．０>

（１．５）

１．０

<０．６>

（１．０）

０．６

<１．０>

（１．５）

１．０

<１．５>

（２．０）

１．５

（２．０）

<１．５>

１．５

<２．０>

（２．０）

２．０

及び塔屋

上層階・屋上

重要機器水槽 一般機器水槽 重要機器水槽 一般機器水槽

設置場所 □ 特定の施設（甲類・乙類） □ 一般の施設（乙類）

耐震安全性の分類

（１．０）

　重要機器
　　　　　　・交換機  ・火災報知器受信機  ・中央監視装置  ・防災機器  ・無線用機器

　　　　　　　６階建以下の場合は最上階・７～９階建の場合は上層2階
　　　　　　　１０～１２階建の場合は上層３階・１３階建以上の場合は上層４階　 上層階

　　　　　機器の重量[kgf]に，設計用標準水準水平震度を乗じたものとする。なお，設計用

　　　　水平震度は次による。

　　　・設計用水平地震力

　　　　　　　　　設計用水平震度

　　　  （注）  (    ）内は防振支持の機器の場合に，<    >内は水槽類に適用する。

　　イ　重要機器，上層階の定義は次による。

　　　・設計用垂直地震力

　　　　　設計用水平地震力の１／２とし，水平地震力と同時に働くものとする。

　　ウ　耐震計算書は，次の機器について提出する。

(19) 耐震施工

　　　　(ア) 機器固定の計算書（運転重量が１００ｋｇを超える機器）

　　　　(イ) 自家発電設備の水槽等の計算書

　　　　　　・配電盤  ・自家発電機  ・交流無停電電源装置  ・直流電源装置　

　を行う。

工事設計図 設計変更　Ｎｏ

　　課長　　　　課長補佐，係長　　　　　係員

　　平成　　　年　　　月 枚の内　　　枚の内

平成　　　年　　　月

京都市　　　　

ただし，

企 画 設 計 課　     　課長　　　　課長補佐，係長　　　　係員

Ｎｏ．　　　２

特記仕様書（２）

　＜ ｢表示板｣ 記載事項等参考例 ＞

工事名称:京都市○○○○○○○○○○○○工事
ただし,建築主体工事
ただし,電気設備工事
ただし,機械設備工事

設　計：京都市都市計画局公共建築部企画設計課　　●●●建築事務所

発　注：京都市

監　理：京都市都市計画局公共建築部工務監理課　　●●●建築事務所

施　工：□□□建設株式会社

◇◇◇設備株式会社
△△△電設株式会社

□□□建設株式会社　○○○工事事務所　電話 075-***-****

連絡先：京都市都市計画局公共建築部工務監理課　電話 075-222-3651

　　　は，ステンレス製のものを使用する。

　　　　ただし，取付け面が壁面から離れている場合は，監督職員等の指示により省略すること

　　イ　屋外の壁面に設置するプルボックス及び盤類等は，壁面のまわり３方(上部及び左右)に

　　　防水コーキング処理をする。

　　　ができる。

(７) 残土処分

(８) 取付け金具等

　　ア　ハンドホール及びマンホール内の配線の表示は，アクリル製エッチングとする。

　　イ　ハンドホール及びマンホールのふたの表示は，鋳型表示とする。

　　□　ふたはロック機能付又は同等品とする。

(９) ハンドホール及びマンホール

　　ア　低圧及び弱電流地中配線の上部には，標識シートを下図のように２倍長以上重ね合わせ

　　　て設置し，おおむね５ｍ間隔で，用途，電圧及び埋設年を表示する。ただし，需要場所で

　　　　なお，高圧地中配線については，おおむね２ｍ間隔で表示するものとし,その他は同様

　　　とする。

　　　ない場合には，物件の名称も表示する。

(10) 地中配線

標識シート重ね合わせ参考図

間隔（左右・上下とも）

  １５０超過

８０～１５０

　　８０未満

１００ｍｍ

　７０ｍｍ

　５０ｍｍ

　　イ　多条ふ設する場合には，管相互に下表に示す程度の間隔を取らなければならない。

　　　距離が定められている場合には，当 呼び径（ｍｍ）

　　　該規定の離隔距離を取るものとする。

　　ウ　合成樹脂管(波付硬質合成樹脂管を

　　　　ただし，｢電技｣にこれ以上の離隔

　　□構内敷きならし     □構外搬出処分

　　ア　屋外及び湿気の多い場所並びに水気等のある場所に使用する配管支持金具，ボルト類等

　　　均一に５cm程度敷きならした後に管を

　　　ふ設し,さらに管の上部５cm程度を，

　　　含む。)のふ設は，良質土又は山砂を

　　　良質土又は山砂を用いて締め固める。

(１) 電気工作物の種類

      □事業用電気工作物          □一般用電気工作物

(３) 電線管

    ア　屋外，湿気の多い場所及び水気等のある場所は，薄鋼又は厚鋼電線管とし，その種別は

　　　図面特記による。

　　イ　長さ１m以上の空配管には，呼線として１.２mmビニル被覆鉄線を入線する。

　　ウ　屋外，湿気の多い場所及び水気等のある場所で使用する２種金属製可とう電線管はビニ

　　　ル被覆付きとする。

　　エ　いんぺいのケーブル配線の場合，壁面に設置する機器類に接続するケーブルはＰＦ管に

　　　て天井内まで保護する。

        備品等については，次による。

(２) 監督職員事務所，安全用具等は下記による。

      □建築工事にて設置する。（机，椅子，書棚，衣類ロッカー共）

      　　机，椅子，書棚，衣類ロッカー，電話，冷暖房機，黒板，手洗い，湯沸設備，

      　　雨合羽，テレビ，掃除具，時計，消火器，冷蔵庫

　　オ　屋外，湿気の多い場所及び水気等のある場所における，管相互及びボックス等との接続

　　　部は，ねじ込みとする。

　　　EM-EEF等）には紫外線対策を施すこと（EM-EEFは耐紫外線EM-EEFを使用すること）。

　　　　なお，高圧，特別高圧ケーブルの時には内線規程による。

　　ア　特記なき電線は,６００Ｖ耐燃性ポリエチレン絶縁電線（ＥＭ-ＩＥ）とする。

　　イ　電線・ケーブルについては，環境に配慮したエコ電線・エコケーブルを使用する。

　　ウ　電線の色別は，原則として「標準仕様書」どおりとし，ケーブルの場合は，端末に

　　　相色別を施す。

　　エ　架橋ポリエチレン絶縁ケーブル又は，ポリエチレン絶縁ケーブル（EM-CE，EM-CET，

(４) 電線

(５) 配管及び配管支持材の塗装

      □安全帽，懐中電灯，ゴム長靴，軍手を本工事にて準備する。

      □本工事にて設置する。　（□面積10ｍ 以上　□　　　　　　　　　）

4 1  仕 様 概 要 （ 共 通 事 項 ）

　　ア　塗装箇所は，屋外，□屋内（配線室を除く）の露出部分 とする。

　　ウ　ねじ切り部分，キズなどは錆止め塗装を行う。塗装する場合は，さび止め塗装後に行う。

　　イ　亜鉛メッキ電線管の塗装は，エッチングプライマ処理後，指定色２回塗りとする。

ＷＰプルボックス参考図

(６) プルボックス

　　ア　プルボックスの末尾に（ＷＰ）の記号を付記したものは，屋外型を示し，プルボックス

　　ウ　ステンレス鋼板を使用する場合の材質は，ＳＵＳ３０４とする。

　　エ　ふたには，シール又はアクリル製エッチングで用途名を表示す

　　　ること。ただし，屋外用はアクリル製エッチングとする。

　　　を固定するためのボルト及びナットは，プルボックス内部に突出しない構造とする。ただ

　　　し，長辺が２００mm以下のものはこの限りでない。

　　イ　ふたの止めネジ等の内部突起物には，電線の損傷を防止するための措置を施すこと。た

　　　だし，電線を損傷する恐れのない場合はこの限りでない。

　　オ　塗装箇所は，屋外，□屋内(配線室を除く)の露出部分 とする。

　　　　（ＳＵＳ製を除く。ただし，図中特記がある場合はそれに従う。）

　　カ　穴あけ部分，キズなどは錆止め塗装を行う。塗装する場合は，さび止め塗装後に行う

２

（３）枠組足場は,「「手すり先行工法に関するガイドライン」について」（厚生労働省　

基発第0424001号平成21年4月24日）の「手すり先行工法に関するガイドライン」により，

有する足場とし，足場の組立て，解体又は変更の作業は，「手すり先行工法による足場の

組立て等に関する基準」の２の（２）手すり据置方式又は（３）手すり先行専用足場方式に

より行うこと。

「働きやすい安心感のある足場に関する基準」に適合する手すり，中さん及び幅木の機能を

取りやめることができる。

  工事区分表（Ｎо.　 ）による。ただし，これにより難い場合は，監督職員との協議による。

3 5  関 連 工 事 と の 取 合 い

3 6  施 工 体 制 台 帳
　請負者は，建設業法第２４条の７第１項及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する

法律（平成１２年法律第１２７号）の規定により，施工体制台帳を作成する場合には，「施工

体制台帳に係る書類に関する実施要領（平成１３年３月３０日国営技第３０条）」にて定める

施工体制台帳の様式を参考とし，工事現場に備えるとともに，写しを監督職員に提出すること。

　また，施工体系図を工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所へ掲示すること。

　監督職員の指示により，本市の定める書類等を提出すること。

3 8  工 事 保 険

3 7  施 設 台 帳

3 9  電 子 納 品

（１）電子納品は，「京都市都市計画局電子納品（建築工事）要領(案)」に基づいて行うもの

□ 本工事は電子納品の対象工事とする。

（２）ＣＡＤデータの貸与を　□行う，□行わない。

　　　なお，貸与するＣＡＤデータの著作権は，京都市が保有している。

　　　また，貸与するＣＡＤデータは，当該工事における施工図又は完成図の作成のため以外に

　　使用してはならない。

（３）図面等をＣＡＤにより作成する際は，建築ＣＡＤ図面作成要領(案)（国土交通省大臣官房

　　官庁営繕部）の最新版により作成するものとし，レイヤの構成は，この作成要領(案)のレベ

　　ル２を満足すること。

（４）電子納品の成果物は，電子媒体(ＣＤ－Ｒ)で正，副各１部提出する。

（５）電子納品の成果物の提出の際には，電子成果物作成支援・検査システムにより，エラーが

　　ないことを確認した後，ウイルスチェックを行いウイルスが存在していないことを確認した

　　うえで提出するものとする。

（６）その他，電子納品に関する詳細な取扱いについては，受発注者間で協議のうえ，決定する。

とする。（要領については，都市計画局都市企画部都市総務課のホームページ

http://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/soshiki/9-1-1-0-0_3.htmlを参照）

本工事の電子納品対象書類は，完成写真，完成図(ＣＡＤデータを貸与した場合)，施設

台帳，機器台帳とする。）

4 0  表 示 板
□ 工事現場に表示板を設置する。

（１）設　置　同一工事現場において，複数の工事がある場合は，１枚にまとめることができる。

（２）文　字　常用漢字を使用し，字体は角ゴシック，工事名称は５０㍉角，その他は４０㍉角

　　　　　　　とする。

（３）大きさ　列間を１５㍉又は３０㍉，四辺の余白を５０㍉とし，文字数及び列数により，

　　　　　　　必要な寸法とする。

（４）表　示　工事名：工事請負契約書の工事名を記入する。

　　　　　　　発　注：「京都市」と記入する。

　　　　　　　施　工：請負者名を記入する。

（５）色　　　地色は，白とする。文字は，黒とする。

（６）その他　次の記入例を参考にし，詳細については，監督職員の指示による。

　　　　　　　設　計：「京都市都市計画局公共建築部企画設計課」及び「○○○建築事務所」

　　　　　　　　　　　を記入する。

　　　　　　　　　　　を記入する。

　　　　　　　　　　　て記入する。

　　　　　　　　　　　２２２－３６５１」を記入するとともに，請負者名及び電話番号も併せ

　　　　　　　監　理：「京都市都市計画局公共建築部工務監理課」及び「○○○建築事務所」

　　　　　　　連絡先：「京都市都市計画局公共建築部工務監理課」及び「電話０７５－

　なお，着工日は本市との協議により定めた日，又は着工命令の日とする。

　工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。)等を対象とする建設工事保険又は組立保険及び

第三者に対する対人・対物事故による法律上の損害賠償責任を負担できる請負者損害賠償責任

保険に加入し，その証書の写しを本市に提出する。保険期間は着工日から工事目的物引渡しの

日までとする。ただし，機械器具設置工事等の組立保険の保険期間については，保険の対象物

が発生する日から工事の目的物の引渡しの日までとすることができる。

ただし,手すり先行工法による足場等の設置が困難である場合には,監督職員と協議のうえ,

・ドアは鍵付とする。（鍵は　□№200　□　　　　　　　とする。）

　　 ア 設備機器の固定は，次に示す事項を除き，全て「建築設備耐震設計・施工指針(国土交

　　　通省国土技術政策総合研究所）2005年版」による。なお，下記の用語の定義は「官庁施

　　　設の総合耐震計画基準及び同解説(平成8年版)｣(建設大臣官庁官房営繕部監修）による。

Ver.E.H22.07.13

別　紙（特記仕様書・電気）

43



参考図書:「公共建築工事内訳書標準書式・同解説（平成１５年度版）」（大成出版社）

　(ア)　アスベスト成形板の撤去は，内装材及び外部建具等の撤去にさきがけて行う。

　別途建築工事において，ホルムアルデヒド等の室内濃度測定を専門機関に依頼し，工事終了後に

　　　　　特　記　仕　様　書　（３）

　　　　　　　　　（選択する項目において■印を本工事に適用する。

　　　　　　　　　　なお，アンダーライン付の項目は，選択する項目及び記入が必要な項目を示す。）

(20) □中央監視制御設備

(21) □構内配電線路

(22) □構内通信線路

十分に養生期間を確保して測定し，厚生労働省が定める指針値以下であることを確認するため，本

工事においても協力すること。

(０．０８ppm以下)

室の床面積Ａm2

測定箇所数

Ａ≦50 50＜Ａ≦200 200＜Ａ≦500 500＜Ａ

１ ２ ３ ４

全測定箇所において，測定対象化学物質の濃度を同時に測定する。

①30分間換気 ②5時間閉鎖 ③8時間又は24時間測定

測　定　の　準　備 測　　　　定

パッシブ型採取機器を設置 パッシブ型採取機器を回収

 ※ホルムアルデヒド

 測定は，パッシブ型採取機器を用いて以下の要領で行う。

 測定回数は１回とし，複数回の測定は不要とする。

 ①②③において，換気設備又は空気調和設備は稼動させたままとする。

 測定対象化学物質

 (厚生労働省の指針値)

 (25℃の場合)

 測定対象室

 測定箇所数

 測定方法

 ただし，局所的な換気扇等で常時稼動させないものは停止させたまま。

  ･パラジクロロベンゼン

 ※スチレン

 ※エチルベンゼン

 ※キシレン

 ※トルエン (０．０７ppm以下)

(０．２０ppm以下)

(０．８８ppm以下)

(０．０５ppm以下)

(０．０４ppm以下)

　石綿の取扱いは次による。

　　係法令に従い，適正に処理すること。

(１)　施工計画書

(２)　施工調査

　　非飛散性アスベスト含有建材(以下｢アスベスト成形板｣という。)の除去に際しては，事前に施

　　　提出する「請負代金内訳書」は，別添資料に示す構成（種目，科目，中科目等）とし，「公共建築工事

内訳書標準書式（平成１５年度版）」に準拠して作成すること。
なお，公共建築工事内訳書標準書式は，国土交通省大臣官房官庁営繕部のウェブページ

(１)　飛散性アスベスト撤去工事にあっては，廃掃法，労働安全衛生法及び大気汚染防止法等の関

(２)　非飛散性アスベスト成形板等撤去工事に当たっては,｢石綿障害予防規則｣(平成18年9月1日

　　施行)，｢非飛散性アスベスト含有建材の除去に関する技術指針｣及び次の｢非飛散性アスベスト

　　含有建材の除去に関する仕様書｣を踏まえ，適正に処理すること。

　　アスベスト成形板の除去に当たり，事前にアスベスト成形板の仕様及び使用部位についての施

　工計画書を作成し，監督職員の承諾を受ける。

　工調査を行い，調査結果を監督職員に報告する。

　　　業を行う。

(３)　施工方法

　　請負者は，石綿作業主任者を選任し，次の事項を行わせなければならない。

 ア　作業主任者

　(ア)　作業に従事する労働者が石綿粉じんにより汚染され，又はこれらを呼吸しないように，

　　　作業の方法を決定し，労働者を指揮する。

　(イ)　保護具の使用状況を監視する。

 イ　アスベスト成形板の撤去

　(イ)　建物内部で撤去作業を行う場合は，外部建具を閉鎖するとともに，ガラスの破損個所

　　　又は換気扇枠等で粉じんが外部に飛散するおそれがある箇所をプラスチックシート等で

　　　塞ぐものとする。

　(ウ)　アスベスト成形板の撤去は，可能な限り破壊又は破断を伴わない方法で行うものとし，

　　　原則として，「手ばらし」とする。なお，建物外部のアスベスト成形板を撤去する場合は，

　　　できる限り，原形のまま撤去する。

　(エ)　撤去作業中は，散水その他の方法により，アスベスト成形板を常に湿潤な状態として作

　(オ)　撤去作業者には，防じんマスク，防護メガネ及び作業衣を着用させる。

　(カ)　撤去作業後，アスベスト成形板の破片，破断粉及び作業衣等に付着した粉じんが残存し

　　　ないよう，真空掃除機等により，清掃及び後片付けを十分に行う。

4 4  ホ ル ム ア ル デ ヒ ド 等 の 室 内 濃 度 の 測 定

4 5　 石 綿 の 取 扱

4 6　 非 飛 散 性 ア ス ベ ス ト 含 有 建 材 の 除 去 に 関 す る 仕 様 書

　　　　　　　　　　　         　 □壁掛形　□自立形　□単独形　□複合形

　　　　　　              副受信機　　　　　回線

　　　　　　              自動閉鎖装置（防火戸用）□ラッチ式　□電磁式

　　　　　　              防火ダンパー・排煙装置  □制御配管・配線

　　　　　□非常警報

　　　　　□ガス漏れ警報　□受信機　　形　　級　　回線(□壁掛形　□自立形)

　　　　　　　　　　　　　（□単独形　□火報受信機と一体）（ガス種類　　　　）

　　　　　□自動閉鎖      連動制御器　　　　回線　□自火報受信機と一体　□単独

(17) □駐車場管制設備　車両検出方式　□ループコイル方式　□光線方式

　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　□ICｶｰﾄﾞ　□非接触ｶｰﾄﾞ　□ﾊﾞｲｵﾒﾄﾘｯｸｽ

　　　　　　画像　　　　　　　□カラー　□モノクロ

　　　　　　　　　　 　□防犯設備        工事範囲　□配管　□配線　□機器取付

　　　　　　　　　　 増幅器    □卓上形　□自立形　□デスク形

　　　　　□身体障害者用インターホン装置

　　　　　　　　　　　　　□時刻修正機能付（□ＦＭ　□ＡＭ），□電子チャイム付

　　　　　　　　電界強度　最上階が打上がった時に，ｱﾝﾃﾅ取付け予定位置周辺で測定

　　　　　　　　　　　　　し，その測定記録を監督職員に速やかに提出すること。

　　　　　　　　分岐器，分配器，直列ﾕﾆｯﾄは，CS，BS，UV共用型とする。(ﾌﾟﾗｸﾞ付)

　　　　　　　　　　　　ｱﾝﾃﾅﾏｽﾄ及びその支持材等はステンレス製とする。

　　　　　　　　受信局　　□大阪局 □枚方局 □京都局 □将軍塚局 □伏見桃山局

　　　　　　　　　　　　　□京都大岩山局 □嵯峨野局 □生駒奈良北局

　　　　　　　　　　　　　□KBS □TVO

　　　　　　　　　　　　　　□標準仕様書盤　□製造者標準盤

　　　　　　　　対象放送　□NHK総合 □NHK教育 □MBS □ABC □KTV □YTV

　　　　　　　　方式　　　□アナログ　□デジタル

　　　　　　　　ｱﾝﾃﾅﾏｽﾄ □壁面取付形 □自立型(基礎　□別途工事 □本工事)

　　　□テレビインターホン

　　　□トイレ等呼出装置　□呼出表示器　　回線用，□壁掛形　□ラック組込型

　  　□ナースコール装置

　　　□徘徊センサー装置

　　　　　端子板　　□Ｂ形　□Ｄ形　□

　　　　　工事範囲　□配管　□配線　□端子盤取付　□電話機器取付

　　　　　用途　    □電話　□ＦＡＸ　□遠隔監視

　　　　　電話機　　□壁掛形　□卓上形

　　　　　形式　　　□ボタン電話装置　□電子交換機

(８) □構内情報通信網設備　工事範囲　□配管　□配線　□機器取付

　　　　 主遮断装置　□ＰＦ－Ｓ　　□ＣＢ

　　　　 設備容量　　変圧器総容量　　　　ＫＶＡ

　　　　 避雷導体　□建築構造体利用　　　□引下げ導線

　　　　 測定用端子及び測定用補助極を設ける。

　　　　 接地極　　□銅板埋設　　　　　　□建築構造体利用

　　　　　           ７．２ｋＶ　　　　　　　Ａ

　　　　 受雷部　　□突針    □棟上導体　□

　　　　　装置　　　系統連系　□有　□無

　　　　　パワーコンディショナー　容量　　　　ｋＷ

　　　　　　　用途　　□非常用照明他・受変電設備共用　□受変電設備専用

　　　　　　　電圧・容量等　直流　　　　Ｖ　　　セル　　　　Ａｈ

　　　　　　　用途

　　　　　　　方式　　□簡易形　　□簡易形以外

　　　　　　　相数(出力) □単相２線式 □単相３線式 □三相３線式，６０Hz

　　　　　　　停電補償時間　　　分間　　定格出力　　　　ＫＶＡ

   　　　　　　　　□太陽光発電

　　　                 □交流無停電電源装置(ＵＰＳ)

　　　　 引込方式　  □架空　□地中  ３φ３Ｗ　６．６ＫＶ６０Ｈｚ　　　回線

　　　　　発電機　三相３線式　電圧 　　Ｖ 60Hz 定格出力 　　ＫＶＡ (力率0.8)

　　　　　起動時間　　　　秒以内，連続時間　　　　時間

　　　　　用途　　　□一般用　□防災用

　　　　 　　　　　　高圧盤・配電盤・キュービクル等　□標準仕様書盤　□製造者標準盤

　　　 □ヒートラベル　高圧引込及び引出接合部直近並びに変圧器二次端子接合部直近。

　　　　 区分開閉器　□屋外閉鎖型　□屋内型　　，□鉄製　□ステンレス製

　　　　 受変電方式　□屋内開放　□キュービクル

  　　　 変圧器　　　□油入型  □モールド型，□高効率型  □低損失型    □トップランナー

　　　　　　　　　　 □柱上取付　□　　　　　　，□気中　□

                     □引外し装置付(ＳＯＧ動作)

　　　　　　　蓄電池　□ＭＳＥ形鉛蓄電池　□

　　　　　形式    □オープン式　□キュービクル式　□簡易形

　　　　　原動機　□電気始動方式　□空気始動方式

　　　　　燃料　　　□軽油　□Ａ重油　□灯油

　　　　　太陽電池　□結晶系Si　□アモルファス系Si　，　容量　　　　ｋＷ

　　　　　　　　　　 □耐中塩じん用　　□耐重塩じん用

　　　　　冷却方式（ディーゼル機関）  □水槽式　□ラジエータ式

(３) □電熱設備　□電熱幹線　□電熱分岐

(４) □雷保護設備

(５) □受変電設備

(６) □静止形電源設備　□直流電源装置

(７) □発電設備　　□ディーゼル発電装置　□ガスタービン発電装置

(９) □構内交換設備

(10) □情報表示設備  □時刻表示装置　親時計　□ラック組込形，□自立型，□壁掛型

(11) □映像・音響設備

(12) □拡声設備      用途　　　□一般用　□非常放送用

(13) □誘導支援設備　□音声誘導装置（□磁気式　□無線式）

(14) □呼出設備　□インターホン　□親子式　□相互式　□複合式　，　　　局用

(15) □テレビ共同受信設備　機器収納箱　放熱口(防虫ネット付)設置

(16) □監視カメラ設備　工事範囲　　　　　□配管　□配線　□機器取付

(18) □入退室管理設備　□入退室管理設備　認識部　□磁気ｶｰﾄﾞ　□ﾃﾝｷｰ　

(19) □火災報知設備　□自動火災報知　受信機　□Ｐ形　□Ｒ形　□１級　□２級　　　　回線

(1)ホルムアルデヒド・アセトアルデヒド及びスチレンを発散する建築･設備材料等の使用制限の原則

使用制限の原則

①合板･木質系フローリング･構造用パネル

 ･集成材･単板積層材･MDF･パーティクルボード

 ･その他の木質建材

②壁紙　　　③塗料　　　④ユリア樹脂板

⑥保温材･緩衝材･断熱材　　　⑦仕上塗料

⑧家具･書架･実験台･その他の什器等

めて少ないJIS又はJASの規格品とする。

 ホルムアルデヒド等を発散しないか，発散が極

発散が極めて少ないものとする。

場合には，ホルムアルデヒド等を発散しないか，

 巾木及び設備工事等の施工時に使用する接着剤

⑤壁紙，ビニル床タイル，ビニル床シート，

対策を取る建築･設備材料等

 ①③⑤に掲げる建築･設備材料等を使用している

(2)トルエン，キシレン及びエチルベンゼンを含有する塗料及び接着剤の使用制限の原則

使用制限の原則

①壁紙，ビニル床タイル，ビニル床シート，

 巾木及び設備工事等の施工時に使用する接着剤

②塗料

 トルエン等の含有量が少ないJIS又はJASの規格

品とする。

(3)クロルピリホス，ダイアジノン及びフェノブカルブを含有する防腐･防蟻剤の使用制限の原則

使用制限の原則

木材保存(木材の防腐･防蟻処理)剤  クロルピリホス等を含有しない非有機リン系の

薬剤とし，加圧式防腐･防蟻処理等は工場で行い，

十分乾燥した上現場へ搬入すること。

使用制限の原則

①壁紙用接着剤  フタル酸ジ-ｎ-ブチル及びフタル酸ジ-２-エチ

ルヘキシル等を含有しない難揮発性の可塑剤を使

用しているJIS又はJASの規格品とする。

②木工用接着剤

 

 フタル酸ジ-ｎ-ブチル及びフタル酸ジ-２-エチ

ルヘキシル等を含有しない難揮発性の可塑剤を使
 

用しているものとする。

※ 上記(1)～(4)における使用制限の原則としては，Ｆ☆☆☆☆を基本とし，該当する材料等がない

※ 施工中，施工後の通風，換気を十分に行い，室内に発散した化学物質等を室外に放出させること。

対策を取る建築･設備材料等

対策を取る建築･設備材料等

(4)可塑剤を使用している建築･設備材料等の使用制限の原則

対策を取る建築･設備材料等

　場合は，Ｆ☆☆☆又はその同等品(旧JAS及びJISにおけるFc0，E0のものを含む。)を使用する。

項目 　　号機 　　号機 　　号機　　号機

□乗用 □乗用

□ □

□機械室レス □機械室レス

□油圧式 □油圧式

□ロープ式 □ロープ式

積載量，定員

速度 　　ｍ／分 　　ｍ／分 　　ｍ／分 　　ｍ／分

停止箇所数 　　箇所 　　箇所 　　箇所 　　箇所

付加装置 □有　□無 □有　□無 □有　□無 □有　□無

用途

　　Ｋｇ　　人 　　Ｋｇ　　人

□配膳

□小荷物

□配膳

□小荷物

□フロア形 □フロア形

□テーブル形 □テーブル形

□ □

　　　　Ｋｇ 　　　　Ｋｇ

方式・形式

　□エレベーター 　□小荷物専用昇降機

耐震安全性分類 □Ｓ □Ａ □Ｂ □Ｓ □Ａ □Ｂ □Ｓ □Ａ □Ｂ □Ｓ □Ａ □Ｂ

　　　（注）耐震安全性分類について，地域係数は１．０とする。

　福祉対策は，「京都市建築物等のバリアフリーの促進に関する条例」による。

　国土交通省大臣官房官庁営繕部監修｢公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)

(平成16年版)｣による。

4 3  庁 舎 ･学 校 施 設 の シ ッ ク ビ ル 対 策

(23) □テレビ電波障害防除

(24) □昇降機設備

　　　　　　　　　　　　　□プログラムタイマー（時刻設定 □カード式　□キー式）

その指示に従うこと。
ボード等)に取替え，新設天井ボード等を貫通させるものとする。ただし,図中に指示がある場合は,

スト)が含まれている可能性があるものとし，適切に処理した後，新規の天井ボード等(天井化粧石膏

　既設天井ボード等を配線配管等が貫通する箇所に当たっては，当該天井ボード等には石綿(アスベ

4 7  請 負 代 金 内 訳 書

(４)　アスベスト成形板の集積，運搬等

(５)　アスベスト成形板の処分等

(７)　その他

　　　上記作業手順等が確認できる写真を提出すること。

　　　この仕様書に記載されていない事項については，「非飛散性アスベスト廃棄物の取扱いに

　　関する技術指針」（有害物質含有等製品廃棄物の適正処理検討会）による。

 ア　撤去したアスベスト成形板の集積及び積み込みに当たっては，高所より投下しないことのほ

 　か，粉じんの飛散防止に努める。

 　止の措置を講じる。

 イ　細かく破砕されたアスベスト成形板は，湿潤化のうえ，丈夫なビニル袋に入れる等，飛散防

 ウ　撤去したアスベスト成形板を運搬するまでの間，現場内に保管する場合は，一定の保管場所

 　る。また，保管場所には，アスベスト成形板の保管場所であることの表示を行う。

 　を定め，一般の内装材と分別して保管するものとし，シートで覆う等，飛散防止の措置を講じ

 　努める。

 エ　アスベスト成形板の運搬に当たっては，運搬車両の荷台全体をシート等で覆い，飛散防止に

 　員に報告し，確実に処理されたかの確認を受ける。

 オ　アスベスト成形板の撤去，集積，積込み及び保管等の処理が完了した場合は，速やかに監督

 ア　アスベスト成形板は，一般産業廃棄物として安定型処分場で処分する。なお，マニュフェス

 　トには，アスベスト成形板であることを明示する。

 イ　撤去されたアスベスト成形板の処分が完了した場合は，マニュフェストを監督職員に提出し，

 　処分が確実に行われたことの確認を受ける。

(６)　施工記録

工事設計図 設計変更　Ｎｏ

　　課長　　　　課長補佐，係長　　　　　係員

　　平成　　　年　　　月 枚の内　　　枚の内

平成　　　年　　　月

京都市　　　　

ただし，

企 画 設 計 課　     　課長　　　　課長補佐，係長　　　　係員

Ｎｏ．　　　３

特記仕様書（３）

(１) 工期

　　　工期が｢契約の日から｣の場合は契約の日の翌日を工期の初日とする。

(２) 特記仕様書中における工事担当課の取扱い

　　　工事担当課とは，本市都市計画局公共建築部工務監理課をいう。
(３) 盤類において，図中の｢標準｣，｢製造者標準｣は，製造者標準盤をいう。

(４) 建築基準法による中間検査等，関連法令等に基づく官公署その他の関係機関の検査においては，

     その検査に必要な資機材，労務等を提供すること。

（５）保全に関する説明書（基礎データの貸与を　□行う　□行わない）

行う。

・工事完成時に，国土交通省作成の「施設保全マニュアル作成要領」に基づく保全資料の作成を

・施設保全マニュアルは，原稿２部及び電子データ（ＣＤ－Ｒ）１部を提出する。

・電子データの提出方法は，「40 電子納品」に準拠した形で提出する。

・その他，作成に関しては監督員の指示に従う。

4 8  追 記 事 項

（http://www.mlit.go.jp/gobuild/kijun/touitukijyun/031001s_s_utiwakesyo_syosiki.pdf）に

公開されている。

Ver.E.H22.07.13

(８)　既設天井ボード等(みなし非飛散性アスベスト(アスベスト成形板))に貫通等の施工を実施する場合

別　紙（特記仕様書・電気）
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課 長

工 事  設  計  図

年 月

枚 の 内

平 成

京都市

ただし,

一般事項

関 連 法 規 等

水道法，下水道法，環境基本法，資源の有効な利用の促進に関する法律（資源有効利用促進法），

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（建設リサイクル法），廃棄物の処理及び清掃に関する法律

監　督　職　員

設　計　変　更

課長補佐・係長 係 員

労働安全衛生法，騒音規制法，振動規制法，大気汚染防止法，消防法，ガス事業法，電気事業法，

企画設計課

　監督職員とは，工事請負契約書に規定する監督職員で，本市の監督員及び本市が監理業務を委託した者を

いう。

　工事内容の変更に伴う請負代金額の変更は，次の算式により求め，千円未満切捨てとする。

　　変更請負工事価格 ＝ 変更設計工事価格 × （請負工事価格／元設計工事価格）

施工中の安全確

保及び環境保全

(1)施工中は前記関係法規等によるほか，建設工事公衆災害防止対策指導要綱及び建設副産物適正処理推進要

　綱に従い，工事の施工に伴う災害防止及び環境の保全に努める。また，工事に伴い発生する廃棄物等

(2)工事の安全確保に関しては，建築工事安全施工技術指針を参考に，常に工事の安全に留意し，現場管理を

　行い，災害及び事故の防止に努める。

(3)工事現場の安全衛生に関する管理は，現場代理人が責任者となり，建築基準法，労働安全衛生法，その他

　関係法規等に従ってこれを行う。

(4)工事用車両の出入りに対する交通傷害，安全の確認等，構内及び周辺の危機防止に努める。

(5)気象予報又は警報等については，常に注意を払い，災害の防止に努める。

(6)火気の使用及び火の粉の飛散等火災の恐れのある工事を行う場合は，火気の取扱に十分注意するとともに，

　火災防止に有効な材料で養生する他，消火器や水の入った容器を作業場所周辺に配置し，火災防止の徹底

　を図る。

(7)工事現場には，煙草の吸殻容器を所定の場所に設置し，喫煙管理にも注意する。

　て説明を行い，確認を受ける。

 　既存施設を施工する場合，現場代理人は，その都度監督職員及び防火管理者に場所，時間，方法等につい

(8)既存の消防設備等の工事においては，工事中も出来る限り消防設備器具及びシステムが作動する状態を保

  つように留意する。工事の関係上，やむを得ず設備の器具及びシステムの作動を停止又は休止させる場合

　は，事前に所轄消防署の指導を要請する。

(1)事故防止

(2)付近道路及び仮設道路の維持管理

　工事中の解体材・発生材・工事用残材等は，構外に搬出し，関係法令等に従い適切に処理する。また工事の

完成に際しては，工事対象物内外を清掃し，入念な跡片付けを行う。

清 掃

　工事中に発生する障害物の撤去及び処理は，請負者の負担とする。ただし，予想外に重大な障害物は，監督

職員と協議する。

地 中 障 害 物

養 生 　在来部分，施工済み部分，未使用機器，材料などで汚染又は損傷の恐れのあるものは，適切な方法で養生を

行う。なお，コンクリート打設時には立会し，スリーブ，インサート等の破損防止に努める。

提出書類 　（Ａ４判ファイル綴じ）

工事着工関係書類

・着工届 　（１部）

・経歴書，資格者証の写し（監理技術者，主任技術者，専門技術者）　（１部）  

・予定工程表　（１部）

施工計画（施工前）

・納入仕様書　（２部）　　　　　　　　・実施工程表　（１部）

・施工図　（１部）　　　　　　　　　　・関係官庁届出書（正・副）（２部）

・機器搬入計画書　　　　　（１部）　　・協議記録　　　　　　　　（１部）

　着工届には，請負者の建設業許可の種類及び番号を記載する。着 工 届

提　出　書　類

　主任（監理）技術者経歴書には，会社名，連絡先,資格の種類，資格番号，修得学部

　労災保険の証明書は，労働基準監督署長の｢労災保険成立証明書｣又は労災保険事務組合

長の｢労災保険加入証明書｣とする。なお，年度当初に一括して労災保険事務組合長から届

出のある請負者については，｢労災保険加入証明書｣の提出を必要としない。

労災保険証明書

主任（監理）

工　事　保　険

京 都 市 標 準 仕 様 書

京都市標準仕様書（一般事項・提出書類・他）

納 入 仕 様 書

実 施 工 程 表

　主要機器及び監督職員が指示する機器については，製作図・性能表等を作成し，監督職員の承

諾を受ける。なお，性能等確認のため製造会社の工場等で，監督職員立会いの上試験を行う場合

がある。

　施工に先立ち実施工程表を作成し，監督職員に提出するとともに，関連工事の関係者と充分調

整し，工事の円滑な進捗を図る。また，必要に応じ，月間・週間工程表を作成して調整を行う。

施　　工　　図 　施工に先立ち速やかに施工図を作成し，監督職員に提出する。

関係官庁届出書 　本工事に必要な官公庁その他の申請手続きは請負者が行い，その費用は請負者の負担とする。

機器搬入計画書 　屋上水槽･架台･空調機等の大型機器及び監督職員の指示する機器については，搬入計画書を作

成し，監督職員に提出するとともに，関係者に周知徹底して，事故防止に努めるものとする。

完 成 図 書 製 本 　完成図書製本は，施設管理に必要な前記書類をＡ４サイズにファイルし，リスト添付の上，監

督職員の承諾を受けたのち施設管理者に引き渡す。

機 器 完 成 図 等 　納入仕様書をもって，機器完成図及び機器性能試験成績書としてもよい。

試運転調整記録 　試運転調整記録は水質検査報告書（水道直圧方式を除く），ガス工事検査報告書，機器の調整

記録（水量，風量，温湿度等），その他監督職員の指示したものとする。

目に該当する場合，「都市計画局建築設備機器製造者指定一覧表(機械設備工事用)」から

　使用する機器が，京都市都市計画局建築設備機器製造者指定要領第３条の製造者指定品使用機材製造者

　　　　通知書

予 定 工 程 表 　予定工程表は，工事請負契約書で規定するもので，工事種目毎の予定を記載する。

請負代金内訳書 　提出する「請負代金内訳書」は，別添資料に示す構成（種目，科目，中科目等）とし，

「公共建築工事内訳書標準書式（平成１５年版）」に準拠して作成すること。

険及び第三者に対する対人・対物事故による法律上の損害賠償責任を負担できる請負者損

　提出書類及び部数は以下による。なお，※については，監督職員の指示による。

・建設業退職金共済組合掛金収納書　（１部）※  

完　　成　　図

２　完成図「原図」は施工後の状態を明確に記載し，その原図等を監督職員に提出する。

　　様式及び図面の種別は設計図に準ずる。

　工事の施工に当たっては，工事請負契約書，京都市契約事務規則，建築基準法，建設業法，労働基準法，

引 渡 し 説 明 　完成後，施設管理者に，完成図書に基づき機器の取扱い・操作方法等の指導を行う。

完　成　検　査 　工事に必要な官公庁検査及び本市検査職員の検査に合格して完成とする。また，契約工期までに完成検査に

　着工から引渡しまでの工事及び試運転に必要な電力，ガス，水道等の使用料金は，請負者の負担とする。工 事 用 電 力 等

(3)その他工事中に発生した問題について，本市が指示した事項

工事の円滑な進行を図り，費用についても全員で負担すること。

等については，別途工事の業者と共同で処理すべき以下の事項については，当該業者と協力会等を組織し，

　工程管理，現場管理(安全衛生・仮設・養生・清掃・他)，周辺の道路管理(清掃･事故防止･ガードマン･他)

整及び建設協力会

関連工事との調

の締結事項を遵守する。

　本工事において，周辺住民との間に覚書等（進入経路・作業時間・騒音工事・他）が締結された場合は，そ覚 書 書 の 締 結

作業時間等

　請負者は，労働時間短縮の推進を図るため，作業は原則として，本市の休日を定める条例による休日

とし，平日に行うよう努めなければならない。なお，作業内容・作業工程の都合等により，作業時間の延長，

・監督職員が特に指示するもの（施工計画書，施工体制台帳等）

その他

・関係官庁届出書類（副本又は写し…１部）　　　　・引渡書

・機器納入者連絡先表　・試運転調整記録　　　　　・付属工具リスト

・機器完成図　　　　　・機器性能試験成績書　　　・機器取扱い説明書

・完成図書（Ａ４ファイル）（２部）
・完成図「原寸二つ折り製本及びＡ３縮尺Ａ４版製本」　（原寸：１部，Ａ３：２部）
・完成図「原紙」　　　　　（１部）　　

完成図書（完成時）

及び「再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書」）

・建設副産物処理報告書　　（１部）（「産業廃棄物管理票(マニフェスト)等の写し」

・工事日報　　　　　　　　（１部）　　・工事写真　　　　　　　　（１部）

工事記録（施工後）

工　事　日　報 　作業人数・作業内容・搬入機材等を作業日毎に記録し，逐次監督職員に提出する。

工　事　写　真 　原則として「工事写真の撮り方（改訂第２版）建築設備編」（建設大臣官房官庁営繕部監修）

により作成するものとし，着工前の状況・各施工工程の状況，地中障害物の状況等施工後外部か

ら明視しがたい施工箇所，完成状況の主要な箇所及び監督職員が特に指示する箇所について，写

真撮影を行い，工事用アルバム（Ａ４版）に整理して，逐次監督職員に提出する。また，デジタ

休日作業の実施する場合は，監督職員と協議すること。(その場合，検査や施工の立会は，休日は原則として

Ｎｏ．４

とし，提出後着工関係書類に添付する。

　　　応じなければならない。

　　　その内容のヒアリングを工事担当課の長から求められたときは，請負者はこれに

　(3）施工段階ごとの工事報告書の提出及びその内容のヒアリング

　(4)安全点検実施報告書の提出及びその内容のヒアリング

　請負者は，監督職員の求めに応じて仮囲い，掘削，足場，火災予防及び建設公害防止等に

　ついて安全点検を実施し，安全点検実施報告書を提出しなければならない。また，安全点

　検実施報告書の提出に際して，その内容のヒアリングを工事担当課の長から求められたと

　きは，請負者はこれに応じなければならない。

その他関係法令を遵守する。

　　イ 施工体制台帳又は「ア」に規定する施工体制台帳と同様な書類の提出に際して，

（発生材の処理等） 　(発生材）は選別を行い，リサイクル等再資源化に努めるとともに，再生資源の積極的活用に努める。 ・労災保険加入法に基づく労働災害保険の成立を証明する書類　（１部）

・使用材料製造者通知書　（２部）

・請負代金内訳書　（１部）

・工事請負契約に係る産業廃棄物処理票　（１部）

・工事保険証書の写し　（１部）

・組織表，緊急連絡表　（１部）

　現場代理人等通知書には，請負者の建設業許可の種類及び番号，現場代理人，主任（監

理）技術者，下請負者等及び下請（予定）代金額を記載する。なお，提出先は契約担当課通知書

学科，工事経歴等を記載し，資格証のコピーを添付する。　　技術者経歴書

現場代理人等

　 建 設 副 産 物 に

関 す る 取 扱 　 (CREDAS)による再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書を２部作成し，そのうちの

　 １部を監督職員に提出するとともに，残り１部を，工事完成後１年間保管するものとする。

　 源利用実施書及び再生資源利用促進実施書をそれぞれ３部作成し，そのうちの２部を監督職員

１　工事受注時　　　　　　　　契約工期の開始日から１０日以内に提出

２　登録内容の変更時　　　　　変更契約締結後１０日以内に提出

３　工事完成時　　　　　　　　工事完成後１０日以内に提出

　ただし，期間には，休日を含まない。また，変更時と完成時の間が１０日に満たない場合は，

変更時の提出を省略できるものとする。

　請負者は,建設業法第２４条の７第１項及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する

法律（平成12年法律第127号）の規定により，施工体制台帳を作成する場合には，「施工体制台

帳に係る書類に関する実施要領（平成13年国営技第30号）」にて定める施工体制台帳の様式を参

考とし，工事現場に備えるとともに，写しを監督職員に提出すること。

　また，施工体系図を工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所へ掲示する。

１　請負者は，工事を施工する場合において，あらかじめ，建設リサイクルデータ統合システム

 　対象工事は，請負代金額が１００万円以上の全ての工事とする。

２　請負者は，工事完了後速やかに，建設リサイクルデータ統合システム(CREDAS)による再生資

　　　　　　登録

工事実績情報の 　請負金額が５００万円以上の工事については，工事実績情報サービス(CORINS)入力システム

（日本建築総合センター）に基づき，「工事カルテ」を作成し，監督職員に確認を受けたうえ，

(財)日本建設情報センターに登録手続きを行うとともに，受領書の写しを監督職員に１部提出

する。（ただし，工事請負額が500万円以上2,500万円未満の工事については受注・訂正時のみ

登録するものとする。）

製造者の機器を使用することができる。（要領及び一覧表については，都市計画局都市企

製造者を選定する。ただし，同要領第１７条を適用することにより，指定を受けていない

html　を参照）

　なお，公共建築工事内訳書標準書式は，国土交通省大臣官房官庁営繕部のウェブページ

　なお，製造者指定されていない機材については，資料を提出して監督職員の承諾を受ける。

　　工事目的物及び工事材料（支給材料を含む。）等を対象とする建設工事保険又は組立保

害賠償責任保険に加入し，その証書の写しを本市に提出する。保険期間は着工日から工事

目的物引渡しの日までとする。ただし，機械器具設置工事等の組立保険期間は保険の対象

物が発生する日から工事の目的物の引渡しの日までとすることができる。

　なお，着工日は本市との協議により定めた日，又は着工命令の日とする。

・再生資源利用計画書，再生資源利用促進計画書　（１部）※

・工事実績情報関係の書類　（１部）※

・電気保安技術者届　（１部）※

画部都市総務課のホームページ　http://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/page/0000007359.

　参考図書：「公共建築工事内訳書標準書式・同解説（平成15年版）」（大成出版社）

(http://www.mlit.go.jp/gobuild/kijun/touitukijyun/s_utiwakesyo_syosiki.htm)に

公開されている。

　 に提出するとともに，残り1部を工事完成後1年保管するものとする。

１　作成方法 鉛筆書き又はCADCAD（データ形式　　　　　　　　　　）

３　完成図「二つ折製本」は原寸版及びA3縮小版を各２部提出とする。

 　置を命じることがある。このとき請負者は，速やかに指示に従わなければならない。

４　この特記仕様書に反して当該契約の産業廃棄物が処理された場合は，請負者に対して必要な措

 　現場からの搬出状況及び受入先の搬入状況を確認できる写真を提出しなければならない。

　 施工計画書，廃棄物処理委託契約書，実績報告及び産業廃棄物管理票(マニフェスト)等の写し，

３　請負者は，当該契約に係る産業廃棄物の処理状況を明らかにするため，本市の求めに応じて

　 ことを充分に認識し，信義に従って誠実に対応しなければならない。

　 行い，要綱第２条第２項第２号に規定する排出事業者として，同要綱第４条の責務を負っている

　 ては，再利用できる場合は当該方法による処理・処分方法を採用するとともに，原則として自ら

２　請負者は，前条に掲げる各法令等の趣旨を踏まえ，当該契約に係る産業廃棄物の処理に当たっ

　 法律」及びその関係法令の他，京都市産業廃棄物不適正処理対策要綱を遵守しなければならない。

１　請負者は，当該契約に係る産業廃棄物の処理に当たっては，「廃棄物の処理及び清掃に関する

処 理 関 係

産 業 廃 棄 物

施 工 体 制 台 帳

　　　ても，同法に定める施工体制台帳と同様な書類を提出しなければならない。

　　ア 請負者は，下請業者を使用する場合は，建設業法により施工体制台帳を作成する必要がない場合であっ

　（2）施行体制台帳等の提出及びその内容のヒアリング

　ときは，請負者はこれに応じなければならない。

　　標準仕様書に基づく施工計画書の提出に際して，その内容のヒアリングを工事担当課の長から求められた

　（1）施工計画書の内容のヒアリング

・調査対象者が落札者となった場合には，本工事において，次に掲げる事項について，対応しなければならない。

　対象者はこれに誠意をもって対応しなければならない。

・前項に定めるもののほか，低入札価格調査に関し必要な事項については，取扱要領に定めるものとし，調査

　という。)は，取扱要領第７条に定める調査項目に関する資料を提出しなければならない。

・京都市低入札価格調査取扱要領(以下「取扱要領」という。)第５条に基づく調査対象者(以下「調査対象者」低入札価格調査

制度

各種調査等 　請負者は，本工事が下記調査対象工事となった場合には，本工事工期中及び工期経過後においても，

　調査書類を作成，又は作成に協力すること。

　・公共事業労務費調査

合格しなければならない。

　　　　の負担

申請手続と費用
　　　　の負担

　　本工事に必要な官公署等の申請手続は，請負者が行い，その費用は本工事に含む。

作業時間等は下記による。 作業時間等は図示による。

（日曜日，土曜日及び国民の休日に関する法律に規定する休日等（以下「休日」という。））は行わないこと

　請負者は，監督職員の求めに応じて施工段階ごとの工事報告書を提出しなければならな

　い。施工段階ごとの工事報告書の提出に際して，その内容のヒアリングを工事担当課の

　長から求められたときは，請負者はこれに応じなければならない。

・完成図面ＣＡＤデータ（ＣＡＤで作成した場合）

・総合調整測定表（総合調整が必要な場合）

・産業廃棄物処理関係(１部)(施行計画書，廃棄物処理委託契約書の写し)

ルカメラを採用してもよい。

資材の再資源化

に関する取扱

　説明書及び同法第13条及び省令第4条に基づく書面を工事担当課に提出する。

　　なお，届出の記載内容に変更が生じた場合は，同条第2項の規定により，速やかに届出を再提出

　すること。

１　本工事が「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(以下「建設リサイクル法」

  という。)の対象工事である場合は，落札者は，落札後直ちに同法第12条第1項の規定で定める

２　１の場合には，請負者は，特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは，建設リサイクル

法第18条の規定に基づく報告書を提出すること。

行わない)

・現場代理人等通知書　（１部　本市契約課受付後）

230209

別　紙（特記仕様書・機械）
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保 温 不 要 箇 所 　次の煙道・機器には，保温を行わない。

　・屋外露出の煙道・煙突及び屋内外露出部の排気筒

　・ポンプ（ただし，屋外設置の冷水ポンプ・冷温水ポンプには保温を行う）

平 成

枚 の 内

月年

工 事  設  計  図

企画設計課

京都市

　・油管（ただし，地中配管は防錆被覆を行なう）

　・冷凍機の冷却水用配管

　・蒸気管及び温水管で，室内及び暗渠内の各種装置回りの配管

　・空気抜き弁以降の配管及び排泥弁以降の配管など

　・各種槽類のオーバーフロー管及び水抜き弁以降のドレン管

　・厨房機器及びガス湯沸し器廻りの給水，排水及び給湯管 

　・消火配管（ただし，屋外は給水仕様の保温を行う）

　・通気用配管（排水管の分岐点より１００㎜以下の部分を除く）

　・排水管で，暗渠内配管（ピット内を含む），最下階の床下配管及び屋外露出配管

　・保温付被覆銅管（ただし，露出部分の外装は上表参照）

　・給湯用・温水用・蒸気用配管で，屋内及び暗渠内配管の伸縮継手，防振継手，

２グラスウール保温板４０Ｋ（50mm）

２グラスウール保温板４０Ｋ（50mm）

　煙　道(隠蔽箇所)

　排気筒(隠蔽箇所)

１ロックウールブランケット１号（50mm）

２鉄線

３アルミガラスクロス

４金網

　冷水タンク １鋲

　冷温水タンク

　冷水ヘッダー

　冷温水ヘッダー ４鉄線

５アルミニウム板（0.8mm）（屋外はｽﾃﾝﾚｽ鋼鈑)

　貯湯タンク，膨張タンク

　温水タンク，還水タンク

　温水ヘッダー，蒸気ヘッダー

　熱交換器

１鋲

３鉄線

３ポリエチレンフィルム

４アルミニウム板（0.8㎜）

　・屋外露出鋼板製消火用充水タンクには，膨張タンク仕様の保温を行う。

　（膨張タンクのみ（25mm））

　・消火用呼水タンク

　・ユニット型空調機，コンパクト型空気調和器及び送風機

　・オイルサービスタンク及びオイルタンク

　・樹脂製タンク（膨張タンク共）

　・鋼板製膨張タンクの蓋取付け面（上面）

・プレート形熱交換器

課 長 課長補佐・係長 係 員

塗装（仕上・防錆）

管・ダクトの

　　　　　塗装

　管・ダクト・鋼製架台及び支持金物類の塗装は，下記塗装不要箇所を除き，素地こしらえ

（汚れ・錆落し，乾燥，エッチングプライマー等）の上，次表の塗装を行う。

隠蔽

露出

綿布

亜鉛めっき面

亜鉛めっき以外の鉄面

樹脂面

鉄面

水槽内の鉄面

水槽内の鉄面（排水槽）

ねじ切りの鉄面

１目止め

２調合ペイント

１錆止めペイント

２調合ペイント

１錆止めペイント

２調合ペイント

（蒸気管のみ　２アルミニウムペイント２回）

調合ペイント

錆止めペイント

エポキシ樹脂塗装

タールエポキシ樹脂塗装

錆止めペイント

１回

２回

１回

２回

２回

２回

２回

２回

２回

２回

２回

塗 装 不 要 箇 所 管・ダクト・鋼製架台及び支持金物類のうち，次の部分は塗装を行わない。

・埋設されるもの。ただし，防食塗装部分を除く

・亜鉛めっき以外のめっき仕上げ面

・亜鉛めっきされたもので，常時隠蔽される部分

・屋内の亜鉛めっきされた配管，ダクト，金属電線管，鋼製架台及び支持金物類

・樹脂コーティングされたもので，常時隠蔽される部分

・特殊な意匠的表面仕上げ処理を施した面

・アルミニウム，ステンレス，銅，溶融アルミニウム－亜鉛鉄板，合成樹脂製等，特に塗装の必要

・カラー亜鉛鉄板面

錆 止 め の 省 略

　・耐火被覆二層管を使用した排水管

　・放熱器廻りの蒸気配管及び温水管

京都市標準仕様書（ 配管工事・保温・塗装・他 ）

　なお，都市ガス設備における白管には，剥離した部分を補修することにより，露出・隠蔽共，

錆止めペイントを省略する。ただし，ねじ切りの鉄面は施工する。

機　　　　　器 　主要機器（居室内は除く）には，機器名称・記号（系統名）を記入する。なお，水中ポンプの

配　　　　　管 　機械室・パイプスペース内の配管には，配管の種別・系統名・矢印を明示する。

　　　弁 　湯沸し器・洗面器等を除く弁には，配管の種別・系統名・開閉状態（常時又は夏冬

の開閉状態）・口径（地中埋設の弁のみ）を記入した名札を取付ける。

ダ　　ク　　ト 　機械室・ダクトスペース内のダクトには，ダクトの種別（ＳＡ・ＲＡ・ＯＡ・ＥＡ）及び矢印

識別・その他

マ ン ホ ー ル 蓋

ダ　ン　パ　ー

　マンホール蓋は，「汚水」「雑排水」の名称を明示したものとする。

を明示する。

　風量調整ダンパーには，調整後の目印を表示する。

　錆止めペイントを施す面で，製作工場で浸漬などにより塗装された機材及び，ライニング鋼管の

を省略することができる。

Ｎｏ．５ただし，

  　フレキシブルジョイント，弁（ヘッダー元弁を除く），フランジ

   （ただし，屋外設置の給水，給湯管は除く）

　  ０．４㎜厚１／２重ね１回巻きを施工）

　・給排水管で，スラブとフローリングとの間（ただし，鋼管類にはプラスチックテープ

　・給水で，空気流通のない暗渠内配管及び空気流通のない最下階の床下配管（ただし，

　・給水用配管で，ポンプ回りの防振継手，フレキシブルジョイント

　・衛生器具の付属品とみなされる器具及び配管（流し下部の床上排水管を含む）

　次の，管，弁，フランジなどは，保温を行わない。（保温を行う場合は特記による。）保 温 不 要 箇 所

学校施設の保温

　　　不要箇所

次の，管，弁，フランジなども保温を行なわない。

　・厨房室の給排水管で床上1500mmまでの露出配管

　・便所のブースで囲われたＰＳ内の給排水管

　・屋内流し下部の給水管

　・実習（実験）机の内部及び見え掛かり部の給排水管

　・プール機械室内の濾過配管

　・屋外受水槽ポンプ室内の給排水管

被　覆　銅　管 　給湯管で壁又は床埋設をする配管には，保温付被覆銅管（保温厚１４㎜以上）を使

用してもよい。この場合は，外装を行わない。又，コンクリート内等保温の施工が困

難な場所については，監督職員の承諾を得て被覆銅管を使用してもよい。この場合は，

保温は不要とする。

ダクトの

　　　保温順序

ダクトの保温順序は，次表による。

風道

場所

　屋内露出

　　一般居室・廊下

　屋内露出

　　機械室

　　書庫・倉庫

　屋内隠蔽

　屋外露出

　厨房（天井内除く）

　浴室（　〃　）

　　天井・ｼｬﾌﾄ内

　　（ﾊﾞﾙｺﾆｰ，開放

　　　　　廊下含む）　

１鋲

２グラスウール保温板

　　　　　　(４０Ｋ)

３ｶﾗｰ亜鉛鉄板(0.35mm)

１鋲

２ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧保温帯

　グラスウール(４０Ｋ)

３ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ粘着ﾃｰﾌﾟ

１鋲

２グラスウール保温板

３ポリエチレンフィルム

　　　　　　(４０Ｋ)

４鉄線

５ステンレス鋼板(0.3mm)

矩　形　ダ　ク　ト 円　形　ダ　ク　ト

１グラスウール保温帯

　　　　　　(４０Ｋ)

２鉄線

３ｶﾗｰ亜鉛鉄板(0.35mm)

１ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧保温帯

　グラスウール(４０Ｋ)

２ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ粘着ﾃｰﾌﾟ

１グラスウール保温帯

　　　　　　(４０K)

２鉄線

３ポリエチレンフィルム

４鉄線

５ステンレス鋼板(0.3mm)

保温材

の厚さ

５０mm

５０mm

２５mm

　ダクトのフランジ部（補強を含む）は，厚さ２５mmの保温材の重ね巻きを行うか，

ダクトの保温厚さをフランジ高さ＋１０mm以上とする。

保 温 不 要 箇 所 　次のダクトには，原則として，保温を行わない。（保温を行う場合は特記による。）

ダクトの保温

　・換気用ダクト・外気取入用ダクト・排気用ダクト　ただし，外壁から１ｍまでの

　　ダクト及び厨房・浴室内（天井内を含む）を通過するダクトには保温を行う。

　・空調している建物内の還りダクト

　・内張りしたダクトおよびチャンバー

消 音 内 張 り 　消音内張は，次表による。ただし，施工範囲は特記のある場合のみ行う。

３ガラスクロス

１鋲

４銅亀甲金網又はアルミパンチングメタル

３ガラスクロス

１鋲　ｻﾌﾟﾗｲﾁｬﾝﾊﾞｰ

　消音チャンバー

　消音エルボ

２グラスウール保温板　４０Ｋ(50mm)

２グラスウール保温板　４０Ｋ(25mm)

排煙ダクトの

　　　　　保温

　排煙ダクトの保温は，次表による。

　　 （隠蔽箇所）

　円形ダクト

４きっ甲金網

３アルミガラスクロス粘着

２アルミガラスクロス化粧保温板　　　（隠蔽箇所）

１鋲

 　（ロックウール１号又は２号・25mm）

１アルミガラスクロス化粧保温帯（ﾛｯｸｳｰﾙ1号・25mm）

２アルミガラスクロス粘着テープ

３きっ甲金網

煙道・機器の

　　　　　保温

２鉄線

１ロックウールブランケット１号（75mm）

３カラー亜鉛鉄板（0.35mm）

　煙道・機器の保温は，次表による。

・密閉形隔膜式膨張タンク

　（居室及び廊下の露出部分は除く）

・屋外の溶融亜鉛めっきされた鋼製架台及び支持金物類

　を認められない面

※亜鉛めっきとは，電気亜鉛めっき及び溶融亜鉛めっき（JIS H 8642）をいう。

　煙　道

　屋内外露出排煙ダクトには，保温を行わない。

・カラーパイプＶＰ。ただし，継手等で同色でない部分は上表の塗装を施す。

①屋内露出

弁 ボ ッ ク ス

する。

のボックスは，京都市上下水道局規格とする。また，ボックス内には，口径，系統名を記した名札等を設置

　弁ボックスは，標準図に示す弁桝とし，弁の呼び径50以下はVC-Pとする。なお，水道用仕切弁及び止水弁

管 の 支 持 金 物 　水槽内配管，外壁露出配管及びピット内配管の管支持金物，固定金物（インサート金物は除く）はステン

レス鋼製とし，その他の屋外部分（屋上横走り配管等）は溶融亜鉛めっき又はステンレス鋼製とする。

　鋼管で呼び径40以下の屋外立管は，ステンレス製立管バンド，鋼管で呼び径50以上の屋外立管及び全ての

横走り配管は，ステンレス製形鋼の架台に取付ける。

　なお，屋内地中埋設配管には，吊金具を取付ける等地盤の沈下に備えることとする。

冷 媒 管 の 支 持 　冷媒用銅管の横走り管の支持間隔は，基準外径が9.52mm以下の場合は1.5ｍ以下，12.7mm以上の場合は

2.0ｍ以下とする。ただし，液管・ガス管共吊りの場合は，液管の外径とする。

ガス管の

　　　支持間隔

　ガス配管の横走り管の支持間隔は次表による。

横走り管（鋼管）の最大支持間隔（日本ガス協会基準）

管　　径（㎜） 15～20 25～40 50～80 100～150 200～

支持間隔（ｍ） 1.8 2.0 3.0 4.0 5.0

　なお，横走り管の振れ止め支持及び立て管の支持は「標仕」による。

地 中 埋 設 深 さ 　管の地中埋設深さは，車両道路では管の上端より600㎜以上，それ以外では300mm㎜以上とする。

ただし，建物直近で外力により損傷の受けない場所及び防護処置を施した場合はこのかぎりでない。

防　　虫　　網 　水槽の排水・溢水管の末端にはネジ込み式で着脱可能な黄銅製防虫網を取付ける。

ポリ粉体鋼管等

　　　　の接合

　塩ビライニング鋼管及びポリ粉体鋼管は原則として呼び径80以下は管端防食継手によるネジ接合とし，

呼び径100以上はフランジ接合とする。なお，やむを得ずフランジを現場取付けする場合は，監督職員の

承諾を受け，管端防食フランジにより接合する。

ス リ ー ブ 　柱及び梁以外の箇所で，開口補強，水密性が不要であり，かつスリーブ径が200mm以下の部分及び監督

職員の承諾を得た箇所は，紙製スリーブとしてもよい。

　なお，紙製スリーブを用いる場合は，変形防止の措置を講じ，かつ，配管施工前に必ず取り除く。

　保温材・配管

　ポリスチレンフォーム

　グラスウール

　グラスウール

　グラスウール

５０４０３０

－

－

－

－

－ －－

単位（㎜）

　　　　　　　保温筒厚さ

給水・排水・通気

蒸気

給湯・温水（膨張管を含む）

冷水・冷温水（膨張管を含む）

２鉄線

１グラスウール保温筒

 <３ポリエチレンフィルム >

４原紙

５綿布　　（塗装施工）

２鉄線

１グラスウール保温筒

 <３ポリエチレンフィルム >

４原紙

５アルミガラスクロス

１グラスウール保温筒

２鉄線

３ポリエチレンフィルム

４アルミガラスクロス

１グラスウール保温筒

２鉄線

３ポリエチレンフィルム

４着色アルミガラスクロス

１グラスウール保温筒

２鉄線

３ポリエチレンフィルム

４ｽﾃﾝﾚｽ鋼板（０．２㎜）

１ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温筒

２粘着テープ

３ポリエチレンフィルム

４着色アルミガラスクロス

１ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温筒

２粘着テープ

３ポリエチレンフィルム

４ｽﾃﾝﾚｽ鋼板（０．２㎜）

蒸気管・冷水管・冷温水

給湯管・温水管・膨張管
給水管・排水管・通気管

給湯管・温水管・蒸気管

膨張管・冷水管・冷温水

１ｸﾞﾗｽｳｰﾙｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧保温筒

２ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ粘着ﾃｰﾌﾟ

１ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧保温筒

２ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ粘着ﾃｰﾌﾟ

１ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温筒

２粘着テープ

３アルミガラスクロス

３綿布　　（塗装施工）

２粘着テープ

１ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温筒

　一般居室・廊下

　便所

②屋内露出

　機械室

　書庫・倉庫

③屋内隠蔽

　天井内・ＰＳ内

　空隙壁中

④屋内隠蔽

　最下階の床下

　暗渠内・ピット内

⑤屋外露出

　厨房（天井内除く）

　浴室（　　〃　　）

 （ﾊﾞﾙｺﾆｰ･開放廊下含む）

　注 <　> 内は冷水・冷温水（膨張管を含む）のみ施工とする。

管 の 保 温 順 序 　管（継手・弁類を含む）の保温順序は，以下による。

管の保温

保 温 材 の 厚 さ 　保温筒の厚さは，次表の管径による。

冷 媒 管 の 保 温 　冷媒管に断熱材被覆銅管を使用した場合は，製造者標準仕様（厚み８mm以上）の保温とし，屋内及び

屋外露出部のみｸﾞﾗｽｳｰﾙ又はﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温（２０mm厚）を巻き上表の温水又は給水管の外装を行なう。

　なお，特記により保温化粧ケースを取付ける箇所については，製造者標準仕様の保温のみとする。

２０ ２５

15～150 200～

15～80 100～150 200 250～

15～25 32～200 250～

15～25 32～50 65～150 200～

配管工事

場合は，その系統の弁に銘板を取り付ける。

外面に製作工場において一次防錆剤を塗布したものは，塗装の剥離した部分を補修すれば，錆止め

 　　上部の水抜きが可能な構造とする。ただし，バイパス弁内蔵型は除く。

　(3)弁の呼び径50以下の逆止弁には，呼び径15以上のバイパス管及び弁を取り付ける等逆止弁

　(2)弁の呼び径65以上の場合は，バイパス弁内蔵型とする。

　(1)全揚程が30ｍを超える場合は，衝撃吸収式とする。

　揚水ポンプ,消火ポンプ,冷却水ポンプ及び冷温水ポンプの逆止弁は次による。逆 　 止 　 弁

瞬 間 流 量 計 　瞬間流量計の取付け箇所は，図示による。

また，VP管を使用する場合は，RF-VP管を使用してもよい。

　・給水及び排水の地中又はコンクリート埋設（ただし，鋼管類には防食処理を行なう）

　  鋼管類には防食処理を行う）

　矩形ダクト
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課 長

工 事  設  計  図

年 月

枚 の 内

平 成

企画設計課

京都市

ただし，

課長補佐・係長 係 員

Ｎｏ．１

京都市人権啓発標語「同じです　あなたとわたしの　大切さ」

　着工命令
　　　　　　 の日から
　契　　約 平成　　年　　月　　日まで

建 物 概 要

建　物　名　称 構　　造 階数 床延面積（㎡） 消防令別表 備　　考

箇月以内工 事 期 間

（敷地面積）

（用途地域）

（主要用途）

（ 騒 音 の 規 制 基 準 ・ 昼 間　　dB，　朝 夕　　dB，　夜 間　　dB）

（建築面積）

（防火地域）

㎡㎡

設 備 工 事 種 目 空気調和設備工事

京都市

ただし，

工 事 名

京都市工 事 場 所

特　記　仕　様　書　１

　工事概要

建 設 業 退 職 金

共 済 制 度

請負者は，本工事に関わる現場雇用労働者（下請負者が雇用する労働者を含む。）の退職金

制度について把握に努めること。

なお，建設業退職金共済制度対象労働者を雇用する場合については，以下の１～４に注意し

適切に用し，また，予定価格が1,000万円以上の工事については５～７の書類を監督職員に

１　請負者は，建設業退職金共済組合に加入し，本工事に必要な共済証紙の確保を行うこと。

２　請負者は，対象労働者の共済手帳に共済証紙を貼付すること。

　また，下請契約を締結する際には，下請負者に対して本制度の周知徹底を図ること。

　　なお，下請負者の規模が小さく管理事務の処理の面で万全でない場合は，請負者がその

　事務を代行すること。

３　現場の状況に応じて，「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」という標識（シー

別契約の建築工事にて設置（机・椅子・書棚・衣類ロッカー等）

ただし，安全帽・懐中電灯・ゴム長靴・軍手等は本工事にて準備

本工事にて設置（　面積10ｍ2以上　）

監 督 職 員 事 務 所

（備品等）机・椅子・書棚・衣類ロッカー・電話・冷暖房機・黒板・手洗い・湯沸し設備

・安全帽・安全帯・懐中電灯・ゴム長靴・軍手・雨合羽・ラジオ・掃除具

技 術 者 の 資 格

技 能 士

特記仕様書１（工事概要・特記事項）

設計図書の優先順位は次のとおりとする。

を適用する。

この特記仕様書及び図面に記載されていない事項は，京都市標準仕様書によるほか，国土

交通省大臣官房官庁営繕部監修の

　揮発性有機化合物の室内濃度測定を行う場合の養生期間等を含む。）

（本工期内には，完成検査及び手直しの必要がある場合に要する工事期間並びに，

・公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）　平成19年版（以下「標仕」という。）

・公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編)平成19年版(以下「改修標仕」という。)

・公共建築設備工事標準図（機械設備工事編）　平成19年版（以下「標準図」という。）

（1）特記仕様書　　（2）図面　　（3）京都市標準仕様書

（4）「標仕」・「改修標仕」　　（5）「標準図」

適 用

優 先 順 位

機器設備 ダクト設備 配管設備 総合調整

換気設備

機器設備 ダクト設備 総合調整

排煙設備

自動制御設備

衛生器具設備

給水設備

排水設備

直圧給水 加圧給水 直結増圧給水 高置水槽方式

給湯設備

消火設備

屋内消火栓設備 連結散水設備 スプリンクラー設備

泡消火設備 消火器 その他（　　　　　　　　　）

ガス設備

厨房機器設備

井戸設備

浄化槽設備

分流式下水道地域 合流式下水道地域

撤去工事

ろ過設備

プール用 雑用水用（井水・雨水）

本工事（水道加入金は別途支出）

水道本管接続工事

下水本管接続工事

別途工事

舗装本復旧 舗装仮復旧

既設管分岐

本工事

別途工事

既設接続（桝・管）

舗装本復旧 舗装仮復旧

本管接続工事区分

ガス本管接続工事

本工事（敷地境界から本管までは，ガス事業者工事）

既設管分岐

契 約 の 保 証

保証の免除

保証の額は請負代金額の10分の１以上とする。

保証の額は請負代金額の１０分の３以上とする。（ＷＴＯ政府調達協定対象の大規模な工事

又は公共工事履行保証証券による保証（かし担保特約を付したものに限る）を付した場合）

電 気 保 安 技 術 者

４　その他，「建設業退職金制度の手引き」を参照すること。

　　（建設業退職金共済事業本部 HP http://www.kentaikyo.taisyokukin.go.jp)

６　完成検査までに，証紙を貼付したことが確認できる資料を提出すること。

７　本市が必要と認めた場合は，本制度の執行状況等の関係資料を提出すること。

提出すること。

　ル）を，工事事務所及び工事現場の出入口等の現場労働者の見やすい場所に掲示すること。

５　請負者は，本工事で共済証紙を購入した場合，掛金収納書を工事請負契約締結後１ヵ月

　以内（共済証紙を追加購入したときは工事完成までに）提出すること。

　を提出すること。

とする。

２　電気保安技術者は，電気工作物の巡視・点検を行うものとし，詳細は監督職員と協議を

行うものとする。

電気保安技術者の資格は，機械設備工事監理指針（社団法人　公共建築協会）による（事

業用電気工作物において分電盤以降の低圧部分の電気工事のみに係る場合は，１００ｋＷ

未満の需要設備として扱う）。ただし，これと同等の知識及び経験を有する者で監督職員

の承諾を受けた場合にはこの限りでない。

　　なお，建設業退職金共済制度の対象となる労働者を雇用しない場合は，「不提出理由書」

１　請負者は，電気事業法に定める電気工作物に係わる工事に，電気保安技術者をおくもの

・時計・消火器・冷蔵庫

低入札価格調査を経て契約を締結した場合には，「京都市公共工事低入札価格調査取扱要領」

によるものとする。

支 払 条 件

請 負 代 金 の 単年度契約工事

（ただし，３億円を限度とする。）

請負代金は下記条件で支払う。

１前払金：工事請負代金額の［　　　　］％以内

２中間前払金及び部分払

３完成払：工事完成後

(1)中間前払金の場合：請負代金額の[　　　　］％以内

中間前払金の支払いは,請負者からの請求により,本市が「京都市公共工事に係る前払

金に関する規則による前払金取扱要綱」に掲げる要件のすべてに該当したことを確認

した上で行うものとする。ただし,中間前払金の支払限度額は1億5千万円とする。

(2)部分払の場合：回　数　　平成［　　　　]年度　　[　　　　]回以内

中間前払金払及び部分払については,いずれか一方を請負者が選択するものとする。そ

れぞれの内容については下記のとおりとする。

低入札価格調査を経て契約を締結した場合には，「京都市公共工事低入札価格調査取扱要領」

によるものとする。

請負代金は下記の条件で支払う。

複数年度契約工事

中間前払金及び部分払いについては,いずれか一方を請負者が選択するものとする。

平成［　　　　］年度工事出来高予定額の［　　］％以内

平成［　　　　］年度工事出来高予定額の［　　］％以内

平成［　　　　］年度工事出来高予定額の［　　］％以内

前 払 金 支 払 限 度 額

平成　　　年度

平成　　　年度

平成　　　年度

支 払 年 度

請負代金は下記の条件で支払うが，契約年度に，契約会計年度及び翌会計年度の出来高

予定額に対する前払金を支払う。

２中間前払金及び部分払

１前払金

注）ただし，各支払年度において３億円を限度額とし，かつ各払年度の支払限度額をこえ

ることはできない。

工 事 出 来 高 予 定 額支 払 限 度 額支 払 年 度

平成　　年度

平成　　年度

平成　　年度

請負代金額の［　　］％

請負代金額の［　　］％

請負代金額の［　　］％

請負代金額の［　　］％

請負代金額の［　　］％

請負代金額の［　　］％

(2)部分払の場合：　回　数　平成［　　］年度［　　　］回以内

出来ない。

注）前払金，部分払金の当該年度の累計は，その年度の支払い限度額を超えることは

平成［　　　　］年度工事出来高予定額の［　　］％以内

平成［　　　　］年度工事出来高予定額の［　　］％以内

平成［　　　　］年度工事出来高予定額の［　　］％以内

平成　　　年度

平成　　　年度

平成　　　年度

中 間 前 払 金 支 払 限 度 額支 払 年 度

(1)中間前払の場合：

３完成払：工事完成後

４各年度の支払い限度額及び工事出来高予定額は概ね下記の比率による。

中間前払の支払いは,請負者からの請求により,本市が「京都市公共工事に係る前払金

に関する規則による前払金取扱要綱」に掲げる要件のすべてに該当したことを確認した

注１）中間前払金の支払限度額は,原則,当該年度工事出来高予定額の２０％以内と

する。

なお,各会計年度の年度末に限り,各会計年度における支払限度額の範囲で,当該年度

末における出来高に応じて部分払を行うことができる。

１億５千円である。

注２）前払金及び中間前払金の支払い限度額は,１会計年度につきそれぞれ３億円及び

上で行うものとする。ただし,１会計年度につき中間前払金の支払限度額は１億５千万

円とする。

平成［　　］年度［　　　］回以内

平成［　　］年度［　　　］回以内

それぞれの内容については下記のとおりとする。

低入札価格調査を経て契約を締結した場合には，「京都市公共工事低入札価格調査取扱要領」

によるものとする。

主 任 （ 監 理 ）

１級配管施工技能士（配管工事　ただし，ガス設備工事の配管工事を除く。）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

適用する技能士は次のとおりとする。

　建設業法第２６条に定める主任技術者又は監理技術者は，その資格を証明する資料を

監督職員に提出し，承諾を受けること。（監理技術者資格者証等）

請負者は，工事細分に掲げる内容に該当する工事の着手前に技能士を選定し，書面を

もってその氏名を監督職員に報告しなければならない。

なお，その際，技能士手帳又は合格者証書の写し等有資格者であることを証明するも

のを添付しなければならない。

請負者は，報告した技能士を変更しようとする場合は，事前にその旨を監督職員に書

面をもって報告しなければならない。

電気保安技術者の資格は，（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）とする。

(選択する項目は○印を本工事に適用する。)
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課 長

工  事  設  計  図

年 月

枚 の 内

平 成

京都市

課長補佐・係長 係 員

企画設計課

ただし， Ｎｏ．２

局部震度法による建築設備機器の設計用標準震度

特記仕様書２
機 器 の 耐 震 固 定 機器の耐震固定は，建設大臣官房官庁営繕部監修「官庁施設の綜合耐震計画基準及び同解説」（平成８年版）によるものとし，図中特記がなければ，

耐震クラスは下記による。

重 要 機 器 耐震クラスＳ 耐震クラスＡ 耐震クラスＢ

その他の機器 耐震クラスＳ 耐震クラスＡ 耐震クラスＢ

重要機器とは，防災機器，ガス機器，ボイラ，給排水機器，飲料用水槽，雑用水槽，防災用水槽，オイルタンク，100 ＲＴを越える冷温水機及び冷却塔をいう。

・（　）内の値は地階及び１階（地表）に設置する水槽の場合に適用する。

・上層階とは，２～６階建の建物においては最上階，７～９階建の建物においては上層２階の

　ことをいう。

・中間階とは，地下階及び１階を除く各階で，上層階に該当しない階のことをいう。

・水槽本体の耐震性能は，図中特記がなければ，上記の機器の耐震固定と同じ耐震クラスとする。

・運転重量が 100kgを越える機器の固定方法及び水槽本体については，耐震計算書を作成し，

　機器承諾図に添付することとする。

上階層･屋上及び塔屋

中　　 間　　 階

地 階及び１階　

耐震クラスＳ

２.０

１.５

１.０ (1.5)

耐震クラスＡ

１.５

１.０

０.６ (1.0)

耐震クラスＢ

１.０

０.６

０.４ (0.6)

特　記　仕　様　書　２

使 用 制 限 の 原 則

①壁紙用接着剤 フタル酸ジ－ｎ－ブチル及びフタル酸ジ－２－エチルヘキシル

等を含有しない難揮発性の可塑剤を使用しているJIS又はJASの

規格品とする。

②木工用接着剤 フタル酸ジ－ｎ－ブチル及びフタル酸ジ－２－エチルヘキシル

等を含有しない難揮発性の可塑剤を使用しているものとする。

・上記１～４における使用制限の原則としては，F☆☆☆☆を基本とし，該当する材料等がない場合は，F☆☆☆又はその同等品（旧JAS及びJISに

　おけるFc0，E0のものを含む。）を使用する。

・施工中，施工後の通風，換気を十分に行い，室内に発散した化学物質等を室外に放出させること。

対 策を 取 る建 築 ・設 備 材 料等

等の室内濃度の

ホルムアルデヒド 別途建築工事において，ホルムアルデヒド等の室内濃度測定を専門機関に依頼し，工事終了後に十分に養生期間を確保して測定し，厚生労働省が

定める指針値以下であることを確認するため，本工事においても協力すること。

 測定対象化学物質

 (厚生労働省の指針値)

 (25℃の場合)

(０．０８ppm以下)

(０．０７ppm以下)

(０．２０ppm以下)

(０．８８ppm以下)

(０．０５ppm以下)

(０．０４ppm以下)

１）ホルムアルデヒド，アセトアルデヒド及びスチレンを発散する建築・設備材料等の使用制限の原則

使 用 制 限 の 原 則

①合板・木質系フローリング・構造用パネル・集成材

　・単板積層材・MDF・パーティクルボード・その他の木質建材

ホルムアルデヒド等を発散しないか，発散が極めて少ないJIS

又はJASの規格品とする。

対 策を 取 る建 築 ・設 備 材料 等

②壁紙

③塗料

④ユリア樹脂板

⑤壁紙・ビニル床タイル・ビニル床シート・巾木及び設備工事

　等の施工時に使用する接着剤

⑥保温材・緩衝材・断熱材

⑦仕上塗料

⑧家具・書架・実験台・その他の什器等 ①③⑤に掲げる建築・設備材料等を使用している場合には，ホル

ムアルデヒド等を発散しないか，発散が極めて少ないものとする。

２）トルエン，キシレン及びエチルベンゼンを含有する塗料及び接着剤の使用制限の原則

使 用 制 限 の 原 則

①壁紙・ビニル床タイル・ビニル床シート・巾木及び設備工事

　等の施工時に使用する接着剤

トルエン等の含有量が少ないJIS又はJASの規格品とする。

対 策を 取 る建 築 ・設 備 材料 等

②塗料

３）クロルピリホス，ダイアジノン及びフェノブカルブを含有する防腐・防蟻剤の使用制限の原則

使 用 制 限 の 原 則

木材保存（木材の防腐・防蟻処理）剤 クロルピリホス等を含有しない非有機リン系の薬剤とし，加圧

式防腐・防蟻処理等は工場で行い，十分乾燥した上現場へ搬入

すること。

対 策を 取 る建 築 ・設 備 材料 等

４）可塑剤を使用している建築・設備材料等の使用制限の原則

庁舎・学校施設の

シ ッ ク ビ ル 対 策

 ・ホルムアルデヒド

 ・トルエン

 ・キシレン

 ・エチルベンゼン

 ・スチレン

 ・パラジクロロベンゼン

①30分間換気 ②5時間閉鎖 ③8時間又は24時間測定

測　定　の　準　備 測　　　　定

パッシブ型採取機器を設置 パッシブ型採取機器を回収

 測定は，パッシブ型採取機器を用いて以下の要領で行う。

 測定回数は１回とし，複数回の測定は不要とする。

 ①②③において，換気設備又は空気調和設備は稼動させたままとする。

 ただし，局所的な換気扇等で常時稼動させないものは停止させたまま。

 測定方法

石 綿 の 取 扱 石綿の取扱いは次による。

非飛散性アスベ

スト含有建材の

除 去 に 関 す る

仕 様 書

１　施工計画書

２　施工調査

測 定 へ の 協 力

２　非飛散性アスベスト成形板等撤去工事に当たっては，「石綿障害予防規則（平成１８年９月１日施行）」，「非飛散性アスベスト含有建材の除去に関する

　　技術指針」及び次の「非飛散性アスベスト含有建材の除去に関する仕様書」を踏まえ適正に処理すること。

　　非飛散性アスベスト含有建材（以下「アスベスト成形板」という。）の除去に際しては，事前に施工計画書を作成し，監督職員の承諾を受けること。

　アスベスト成形板の除去に当たり，事前にアスベスト成形板の仕様及び使用部位についての施工調査を行い，調査結果を監督職員に報告する。

３　施工方法

（１）　作業主任者

　　請負者は，石綿作業主任者を選定し，次の事項を行わせなければならない。

ア　作業に従事する労働者が石綿粉塵により汚染され，又はこれらを呼吸しないように，作業法を決定し，労働者を指揮する。　

イ　保護具の使用状況を監視する。

（２）　アスベスト成形板の撤去

ア　アスベスト成形板の除去は，内装材及び外部建具等の撤去にさきがけて行う。

イ　建物内部で除去作業を行う場合は，外部建具を閉鎖するとともに，ガラスの破損箇所又は換気扇等で粉塵が外部に飛散するおそれのある箇所をプラス

　　チックシート等でふさぐとともに，壁面及び床面についてもプラスチックシートで塞ぐものとする。

ウ　アスベスト成形板の除去は，可能な限り破壊又は破断を伴わない方法で行うものとし，原則として，「手ばらし」とする。なお，建物外部のアスベスト

　　成形板を撤去する場合は，できる限り，原形のまま撤去する。

エ　除去作業中は，散水その他の方法により，アスベスト成形板を常に湿潤な状態として作業を行う。

オ　撤去作業者には，防塵マスク，防護メガネ及び作業着を着用させる。

カ　撤去作業後，アスベスト成形板の破片，破断粉及び作業着等に付着した粉塵が残存しないよう，真空掃除機等により，清掃及び後片付けを十分に行う。

１　飛散性アスベスト撤去工事にあたっては，廃棄物の処理及び清掃に関する法律，労働安全衛生法，大気汚染防止法等の関係法令に従い，適正に処理すること。

４　アスベスト成形板の集積，運搬等

（１）　撤去したアスベスト成形板の集積及び積み込みに当たっては，高所より投下しないことのほか，粉じんの飛散防止に努める。

（２）　細かく破砕されたアスベスト成形板は，湿潤化のうえ，丈夫なビニル袋に入れる等，飛散防止の措置を講じる。

（３）　撤去したアスベスト成形板を運搬するまでの間，現場内に保管する場合は，一定の保管場所を定め，一般の内装材と分別して保管するものとし，シート

　　　で覆う等，飛散防止の措置を講じる。また，保管場所には，アスベスト成形板の保管場所であることの表示を行う。

（４）　アスベスト成形板の運搬に当たっては，運搬車両の荷台全体をシート等で覆い，飛散防止に努める。

５　アスベスト成形板の処分等

（１）　アスベスト成形板は，一般産業廃棄物として安定型処分場で処分する。なお，マニュフェストには，アスベスト成形板であることを明示する。

（２）　撤去されたアスベスト成形板の処分が完了した場合は，マニュフェストを監督職員に提出し，処分が確実に行われたことの確認を受ける。

６　施工記録

　上記作業手順等が確認できる写真を提出すること。

７　その他

　この仕様書に記載されていない事項については，「非飛散性アスベスト廃棄物の取扱いに関する技術指針」（有害物質含有等製品廃棄物の適正処理検討会）

による。

石綿含有ｶﾞｽｹｯﾄ

類の除去について

　既存設備の石綿含有ガスケット類（配管のパッキン・ダクトの伸縮継手等）を除去する場合は，施工時において劣化に伴う石綿粉じんが飛散する恐れがある

ので，作業に際しては，必要に応じて湿潤化や保護具の着用などの対策を講じ，産業廃棄物として適正に処理すること。

手すり先行工法

（５）　アスベスト成形板の撤去，集積，積込み及び保管等の処理が完了した場合は，速やかに監督職員に報告し，確実に処理されたかの確認を受ける。

「手すり先行工法に関するガイドライン」により，「働きやすい安心感のある足場に関する基準」に適合する手すり，中さん及び幅木の機能を有する足場とし，

により行うこと。

足場の組立て，解体又は変更の作業は，「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」の２の（２）手すり据置方式又は（３）手すり先行専用足場方式

　足場を設ける場合は，「「手すり先行工法に関するガイドライン」について」（厚生労働省　基発第0424001号平成２１年４月２４日）の

　ただし，請負者は工事着手前に足場の種類及び設置方法等について，監督職員と協議しなければならない。

(選択する項目は○印を本工事に適用する。)

230209

別　紙（特記仕様書・機械）
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課 長
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年 月

枚 の 内

平 成

課長補佐・係長 係 員

京都市

企画設計課

ただし， Ｎｏ．３

完　　成　　図 作成方法　○ＣＡＤ　（納入方法は下記電子納品による）

　　　　　○鉛筆書き又はＣＡＤ

電　子　納　品 ○　本工事は電子納品対象工事とする。

１　電子納品は「京都市都市計画局電子納品（建築工事）要領（案）」に基づいて行うもの

　とする。（要領については，都市計画局都市企画部都市総務課のホームページ

　　本工事の電子納品対象書類は,完成写真,完成図（ＣＡＤデータを貸与した場合），施設

　台帳及び機器台帳とする。

　　貸与するＣＡＤデータの著作権は,京都市が保有している。

　　貸与するＣＡＤデータは,当該工事における施工図又は完成図の作成のため以外に使用し

　てはならない。

３　図面等をＣＡＤにより作成する際は,建築ＣＡＤ図面作成要領（案）（国土交通省大臣官

　房官庁営繕部）の最新版により作成するものとし,レイヤの構成は,この作成要領（案）の

　レベル２を満足すること。

４　電子納品の成果物は,電子媒体（ＣＤ－Ｒ）で正,副各１部提出する。

５　電子納品の成果物の提出の際には,電子納品成果物作成支援・検査システムにより,エラー

　がないことを確認した後,ウイルスチェックを行いウイルスが存在していないことを確認し

　たうえで提出するものとする。

６　その他,電子納品に関する詳細な取扱いについては,受発注者間で協議のうえ，決定する。

施設保全マニュア

ルの作成 １　工事完成時に，国土交通省作成の「施設保全マニュアル作成要領」に基づく保全資料の作成を行う。

２　施設保全マニュアルは，原稿２部及び電子データ（ＣＤ－Ｒ）１部を提出する。

３　電子データの提出の際には，ウイルスチェックを行いウイルスが存在していないことを確認のうえで

　　提出するものとする。

４　その他，保全マニュアルの作成及び提出に関しては，監督職員と協議のうえ行うこと。

○　施設保全マニュアルを作成し提出する　（基礎データの貸与を　○行う　○行わない）

表示板設置

工事名：工事請負契約書の工事名を記入する。

発　注：「京都市」と記入する。

設　計：「京都市都市計画局公共建築部企画設計課」及び「★★★★建築事務所」を記入する。

監　理：「京都市都市計画局公共建築部工務監理課」及び「▼▼▼▼建築事務所」を記入する。

施　工：請負社名を記入する。

連絡先：「京都市都市計画局公共建築部工務監理課」及び「電話075-222-3651」を記入するとともに，

　　　　請負者名及び電話番号も併せて記入する。

工事名称:京都市○○○○○○○○○○○○
　　　　 ただし,□□□□工事
         ただし,△△△△工事
         ただし,◇◇◇◇工事

発　注：京都市

設　計：京都市都市計画局公共建築部企画設計課　　★★★★建築事務所

監　理：京都市都市計画局公共建築部工務監理課　　▼▼▼▼建築事務所

施　工：□□□建設株式会社

        △△△電設株式会社

        ◇◇◇設備株式会社

連絡先：京都市都市計画局公共建築部工務監理課　電話 075-222-3651

        □□□建設株式会社　○○○工事事務所　電話 075-***-****

工事現場における

２　文字　　常用漢字を使用し,字体は角ゴシック,工事名称は50mm角,その他は40mm角とする。

３　大きさ　　列間を15mm又は30mm,四辺の余白を50mmとし,文字数及び列数により,必要な寸法とする。

４　表示

６　その他　　下記記入例を参考にし，詳細については，監督職員の指示による。

５　色　　地色は白,文字は黒とする。

総 合 調 整

風量調整

水量調整

飲料水の水質の測定（水道法施行規則第１０条による水質検査）

騒音の測定（　　室外機　　室内機　　給排気口　　　その他（　　　　　　　　）

　　 １５項目 （建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第４条第１項第３号イ）

　　 pH値，臭気，外観，大腸菌，遊離残留塩素，濁度

　　 上記６項目＋ＢＯＤ，ＣＯＤ（便所洗浄水に使用する場合）

雑用水の水質の測定

室内気流の測定

その他（　　　　　　　　　　　　）

室内外空気の温湿度の測定

　各設備における装置全体の施行完了時に，次に適用する総合調整を行う。

　なお，総合調整を行う箇所及び系統等については，監督職員の指示による。

官 公 署 等 検 査 　建築基準法による中間検査等，関係法令に基づく官公署その他関係機関の検査においては，

その検査に必要な資機材，労務等を提供すること。

そ の 他 　給水，給湯設備（井水設備等を含む）として使用する弁類，管継手類及び水栓類等に

ついては，給水装置の構造及び材質の基準に関する省令（平成16年1月26日改正）に定める

鉛の浸出基準値に適合する材料を使用すること。

　　 全５１項目

交 通 誘 導 員 　交通誘導員については，下表のとおり計上しているが，道路管理者及び所轄警察署の打合せ

の結果又は，条件変更に伴い員数に増減が生じた場合は設計図書に関して監督職員と協議する

ものとし設計変更の対象とする。

配置場所 交通誘導員

交通誘導員B　　名

昼夜別編　　　成

交通誘導員A　　名
名／日 昼間

日　　数 延べ人数

日 人

１○設置    同一工事現場において，複数の工事がある場合は,1枚にまとめることができる。

 　http://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/page/0000007350.htmlを参照）

２　ＣＡＤデータの貸与を　○行う（データ形式　　　　　　　　　　　　）　○行わない

接続工事

給水本管

図面中に特記なきものは，下表による

断熱材被覆銅管

給　湯

(○溶接接合　○ﾒｶﾆｶﾙ接合)

　 　　 溶接 接 合　 Sch20　　 　ね じ 接合 　Sch40　（ ）

　 　　 溶接 接 合　 Sch20　　 　ね じ 接合 　Sch40　（ ）

プール用
(ピット内・埋設配管)

配　管 適用

冷温水

冷却水

冷　媒

ドレン

給　水

排　水

循環濾過

Ｖ Ｐ

SGP-ＶＡ

SGP-HVA

Ｓ Ｕ Ｓ

SGP-HVA

Ｓ Ｕ Ｓ

Ｓ Ｕ Ｓ

FDPD-ＶＰ

Ｄ Ｖ Ａ

Ｓ Ｇ Ｐ

SGP-ＶＤ

SGP-ＶＡ

Ｖ Ｐ

Ｃ Ｕ Ｐ

Ｓ Ｇ Ｐ

SGP-ＶＡ

SGP-HVA

Ｓ Ｇ Ｐ

配管用炭素鋼鋼管（白）

プール用(機械室露出配管)

JIS-G-3459  

JIS-G-3448 

JIS-G-3459  

JIS-Hｰ3300

JIS-Hｰ3300

引込管

屋外地中配管

屋内埋設・ピット内

一般配管

JIS-Hｰ3300（製造者標準品）

　　管　　　材　　　料　（接　合） 備　考（範囲）

Ｖ Ｐ

Ｃ Ｕ Ｐ 銅　管（Ｍ）

保温付被覆銅管（Ｍ） （断熱材14mm以上）Ｃ Ｕ Ｐ

Ｓ Ｇ Ｐ

FDPD-ＶＰ

Ｄ Ｖ Ａ

ＲＦ－ＶＰ

通　気 Ｖ Ｐ

ＲＦ－ＶＰ 呼び径４０～１５０

Ｓ Ｇ Ｐ

ＲＦ－ＶＰ 呼び径４０～１５０

消　火

矩 形

ダクト

SGP-ＶＳ

Ｓ Ｇ Ｐ

アングルフランジ工法

共板フランジ工法 （長辺1500以下）

地中配管

一般配管

 亜鉛鉄板（スパイラル状甲はぜ掛け）

アングルフランジ工法

Ｖ Ｐ

ＲＦ－ＶＰ 呼び径４０～１５０

円　形

ダクト

ＨＩＶＰ

架橋ポリエチレン管（さや管ヘッダー工法）

 ポリブデン管（さや管ヘッダー工法）

ＰＥＰ

ＰＢＰ

硬質ポリ塩化ビニル管

 リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管

水道用硬質ポリ塩化ビニル管

 硬質ポリ塩化ビニル管

 リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管

硬質ポリ塩化ビニル管

水道用耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管

水道用耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管

水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管

水道用硬質ポリ塩化ビニル管

消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管

一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼管

配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼管

排水・通気用耐火二層管

排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管

排水・通気用耐火二層管

水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管

水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管

配管用炭素鋼管（白）

水道用耐熱性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管

水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管

配管用炭素鋼管（白）

配管用炭素鋼管（白）

排水用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管

配管用炭素鋼管（白）

配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼管

硬質ポリ塩化ビニル管

 リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管

 リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管

配管用炭素鋼管（白）

排　煙

ダクト

　　　　　

地 中 埋 設 標

　　※　都市ガス管の管材については，ガス事業者の指定する管材とする。

　　※　液化石油ガス管の管材については，別図によるものとし，液化石油ガスの保安の確保及び取引の

　　　　適正化に関する法律その他関係法令を遵守して施工すること。

埋設標示用テープ 設置　（呼び径40以上の屋外埋設管。ただし，排水管は除く。）

　　　　

設置　（呼び径40以上の屋外埋設管の分岐及び曲がり部

ただし，排水管は除く。）

図面中に特記なきものは，下表による

断熱材被覆銅管

給　湯

(○溶接接合　○ﾒｶﾆｶﾙ接合)

　 　　 溶接 接 合　 Sch20　　 　ね じ 接合 　Sch40　（ ）

　 　　 溶接 接 合　 Sch20　　 　ね じ 接合 　Sch40　（ ）

プール用
(ピット内・埋設配管)

配　管 適用

冷温水

冷却水

冷　媒

ドレン

給　水

排　水

循環濾過

Ｖ Ｐ

SGP-ＶＡ

SGP-HVA

Ｓ Ｕ Ｓ

SGP-HVA

Ｓ Ｕ Ｓ

Ｓ Ｕ Ｓ

FDPD-ＶＰ

Ｄ Ｖ Ａ

Ｓ Ｇ Ｐ

SGP-ＶＤ

SGP-ＶＡ

Ｖ Ｐ

Ｃ Ｕ Ｐ

Ｓ Ｇ Ｐ

SGP-ＶＡ

SGP-HVA

Ｓ Ｇ Ｐ

配管用炭素鋼鋼管（白）

プール用(機械室露出配管)

JIS-G-3459  

JIS-G-3448 

JIS-G-3459  

JIS-Hｰ3300

JIS-Hｰ3300

引込管

屋外地中配管

屋内埋設・ピット内

一般配管

JIS-Hｰ3300（製造者標準品）

　　管　　　材　　　料　（接　合） 備　考（範囲）

Ｖ Ｐ

Ｃ Ｕ Ｐ 銅　管（Ｍ）

保温付被覆銅管（Ｍ） （断熱材14mm以上）Ｃ Ｕ Ｐ

Ｓ Ｇ Ｐ

FDPD-ＶＰ

Ｄ Ｖ Ａ

ＲＦ－ＶＰ

通　気 Ｖ Ｐ

ＲＦ－ＶＰ 呼び径４０～１５０

Ｓ Ｇ Ｐ

ＲＦ－ＶＰ 呼び径４０～１５０

消　火

矩 形

ダクト

SGP-ＶＳ

Ｓ Ｇ Ｐ

アングルフランジ工法

共板フランジ工法 （長辺1500以下）

地中配管

一般配管

 亜鉛鉄板（スパイラル状甲はぜ掛け）

アングルフランジ工法

Ｖ Ｐ

ＲＦ－ＶＰ 呼び径４０～１５０

円　形

ダクト

ＨＩＶＰ

架橋ポリエチレン管（さや管ヘッダー工法）

 ポリブデン管（さや管ヘッダー工法）

ＰＥＰ

ＰＢＰ

硬質ポリ塩化ビニル管

 リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管

水道用硬質ポリ塩化ビニル管

 硬質ポリ塩化ビニル管

 リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管

硬質ポリ塩化ビニル管

水道用耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管

水道用耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管

水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管

水道用硬質ポリ塩化ビニル管

消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管

一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼管

配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼管

排水・通気用耐火二層管

排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管

排水・通気用耐火二層管

水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管

水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管

配管用炭素鋼管（白）

水道用耐熱性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管

水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管

配管用炭素鋼管（白）

配管用炭素鋼管（白）

排水用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管

配管用炭素鋼管（白）

配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼管

硬質ポリ塩化ビニル管

 リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管

 リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管

配管用炭素鋼管（白）

排　煙

ダクト

　　　　　

地 中 埋 設 標

　　※　都市ガス管の管材については，ガス事業者の指定する管材とする。

　　※　液化石油ガス管の管材については，別図によるものとし，液化石油ガスの保安の確保及び取引の

　　　　適正化に関する法律その他関係法令を遵守して施工すること。

埋設標示用テープ 設置　（呼び径40以上の屋外埋設管。ただし，排水管は除く。）

　　　　

設置　（呼び径40以上の屋外埋設管の分岐及び曲がり部

ただし，排水管は除く。）

プ ー ル 設 備 工 事 甲羅干し下部ピット内配管（排水管を除く）　　 保温巻を行う　　　保温不要

機材及び施工

屋内 排 水の み（ 呼び 径 ４０ ～１ ５ ０）
た だし ， 埋設 部分 は， 除 く。

下記以外

下記以外

下記以外

PE2(1) 水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管（１種）

特記仕様書３

特　記　仕　様　書　３

※交通誘導員Aとは

　警備業者の警備員（警備業法第２条第４項に規定する警備員をいう。）で，交通誘導警備

業務（警備員等の検定等に関する規則第１条第４項に規定する交通誘導警備業務をいう。）

に従事する交通誘導業務に係る一級検定合格警備員又は二級検定合格警備員

　交通誘導員Bとは

　警備業者の警備員で，交通誘導員A以外の交通の誘導に従事するもの

(選択する項目は○印を本工事に適用する。)

230209

別　紙（特記仕様書・機械）
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た　だ　し　，

Ⅰ．工事概要

改 修 工 事 特 記 仕 様 書

京　都　市　１．工事場所

２．工事期間 契約の日から平成　　　年　　月　　日まで

（工期内には，完成検査及び手直しの必要がある場合に要する期間

　並びに揮発性有機化合物の室内空気測定を行う場合の養生期間等

　を含む。)

整備支援課

９９
京都市立
　ただし，

課長　　　　　課長補佐・係長　　　　係員

平　成　　　年　　　月

枚の内

京都市人権啓発標語「同じです　あなたとわたしの　大切さ」

章 項　　　目 特　　　　　記　　　　　事　　　　　項

章 項　　　目 特　　　　　記　　　　　事　　　　　項 章 項　　　目 特　　　　　記　　　　　事　　　　　項

（平成２３年６月改正）

改修工事特記仕様書－１

工事設計図　No.1

　　　　調査制度

5.　低入札価格

３．工事種目

　１）工事種目

　２）警備員　（警備保障会社の警備員とする。）

工事期間中(　　  )名を配置する。

ただし，主要資材等の搬出入時については適宜増員し，工事の安全を図ること。

上記以外で増員する場合は，監督職員と協議のうえ配置すること。

４．別途工事

　　　給排水･衛生･ガス工事　　（ただし，仮設用・工事用は本工事に含む）

　　　上記の他，工事区分表による。

　　　空気調和設備　　　　　　（ただし，仮設用・工事用は本工事に含む）

　　　電気設備　　　　　　　　（ただし，仮設用・工事用は本工事に含む）

　　　　なお，別契約の施工上密接に関連する工事については，監督職員の調整に協力し，

５． その他

　　　※本工事の型枠材料については，熱帯木材の保護の見地から，型枠合板については複

　　　　合型枠合板（心材針葉樹材）の使用に努めること。

　　　※本工事の施工にあたり，別に定めるシックハウス対策を行うほか，積極的に室内換

　　　　気に努め，ＶＯＣ等の放散を図ること。

　　　当該工事者とともに，工事全体の円滑な施工に努めること。　　　　　　　　[1.1.7]

Ⅱ．摘　　要

　１．図面及び特記仕様書に記載されていない事項は，以下を適用する。

　（１）国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書（建築工事編）（平成

　　　　22年版）」（以下「標準仕様書」という。）

　（２）国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）（平

　　　　成22年版）」（以下「改修標準仕様書」という。）

　（３） 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建築物解体工事共通仕様書・同解説（平成18

　　　　年版）（以下，「解体仕様書」という。）

　　また，本工事に電気設備工事及び機械設備工事を含む場合は，それぞれ当該工事の標準仕様

　　書を適用する。

　２．適用範囲

　（１）項目は，番号に　印の付いたものを適用する。

　（２）特記事項は，・印の付いたものを適用する。

　　　　・印の付かない場合は，※印の付いたものを適用する。

　　　　・印と※印が両方付いている場合は，共に適用する。

　（５）特記事項に記載の<　>表示番号は，解体仕様書の当該項目，当該図，又は当該表を示す。

　（６）設計図書に規定する事項は，請負者の責任において履行するものとする。

　（４）特記事項に記載の［　］内表示番号は，改修標準仕様書の当該項目，当該図，又は当該

　　　　表を示す。

　（３）特記事項に記載の（　）内表示番号は，標準仕様書の当該項目，当該図，又は当該表を

　　　　示す。

章 項　　　目 特　　　　　記　　　　　事　　　　　項

1.　関係法令等

　　　　　の遵守

資源化等に関する法律（以下「建設リサイクル法」という。）等の関係す

る法令を遵守する。

2.　優先順位 設計図書の優先順位は，下記による。

１．特記仕様書

２．設計図面

３．改修標準仕様書

４．標準仕様書

５．解体仕様書

１
　
一
般
共
通
事
項

　　　　　[1.1.13]

工事の施工に当たっては，工事請負契約書，京都市契約事務規則，建築基

準法，建設業法，労働基準法，労働安全衛生法，廃棄物の処理及び清掃に

関する法律（以下「廃棄物処理法」という。），建設工事に係る資材の再

契約保証の額は原則下記のとおりである。ただし，低入札価格調査を経て

契約を締結した場合には，「京都市公共工事低入札価格調査取扱要領」に

　（低入札価格調査を経て契約を締結した場合はこの限りでない）

・保証の額は請負代金額の１０分の３以上とする。

　（WTO政府調達協定の対象の大規模な工事又は公共工事履行保証証券に

　　による保証（かし担保特約を付したものに限る）を付した場合）

・保証の免除

よるものとする。

※保証の額は請負代金額の１０分の１以上とする。

3.　設計変更

4.　契約の保証

施工に当たっては，工事請負契約書の趣旨を踏まえ，必要な部材等の

調達を含め工期内に工事を完成させること。

１　京都市公共工事低入札価格調査取扱要領（以下「取扱要領」という。）

第５条に基づく調査対象者（以下「調査対象者」という。）は，取扱

要領第７条に定める調査項目に関する資料を提出しなければならない。

（１）施工計画書の内容のヒアリング

（２）施工体制台帳等の提出及びその内容のヒアリング

　　ア　請負者は，下請業者を使用する場合は，建設業法により施工体制

　　　　台帳を作成する必要がない場合であっても，同法に定める施工体

　　　　制台帳と同様な書類を提出しなければならない。

　　イ　施工体制台帳又は(ア)に規定する施工体制台帳と同様な書類の提

　　　　出に際して，その内容のヒアリングを工事担当課の長から求めら

　　　　れたときは，請負者はこれに応じなければならない。

（３）施工段階ごとの工事報告書の提出及びその内容のﾋｱﾘﾝｸﾞ

　　　請負者は，監督職員の求めに応じて施工段階ごとの工事報告書を提

　　　しなければならない。施工段階ごとの工事報告書の提出に際して，

　　　その内容のヒアリングを工事担当課の長から求められたときは，請

　　　負者はこれに応じなければならない。

（４）安全点検実施報告書の提出及びその内容のヒアリング

　　　請負者は，監督職員の求めに応じて仮囲い，掘削，足場，火災予防

　　　及び建設公害防止等について安全点検を実施し，安全点検実施報告

　　　書を提出しなければならない。また，安全点検実施報告書の提出に

　　　際して，その内容のヒアリングを工事担当課の長から求められたと

　　　きは，請負者はこれに応じなければならない。

請負代金の支払条件は原則下記のとおりである。ただし，低入札価格調査

を経て契約を締結した場合の前払金及び中間前払金の取扱については，

「京都市公共工事低入札価格調査取扱要領」及び「京都市公共工事に係る

前払金に関する規則による前払金取扱要綱」によるものとする。

　　　　　　　　　（ただし，３億円を限度とする。）

　　　中間前金払及び部分払については，いずれか一方を請負者が選択す

　　支払い条件

　　なければならない。

　２．中間前金払及び部分払

　　　るものとする。それぞれの内容については下記のとおりとする。

　　　　中間前払金の支払いは，請負者からの請求により，本市が「京都

　　　　市公共工事に係る前払金に関する規則による前払金取扱要綱」に

　　　　掲げるすべてに該当したことを確認したうえで行うものとする。

　　（2）部分払の場合：回数　平成（　　）年度（　　）回以内

　　に基づく

　　複数年契約工事

支払年度

平成［　　］年度

平成［　　］年度

平成［　　］年度

前　払　金　支　払　限　度　額

平成［　　］年度工事出来高予定額の［　　　］％以内

平成［　　］年度工事出来高予定額の［　　　］％以内

平成［　　］年度工事出来高予定額の［　　　］％以内

　　　中間前金払及び部分払については，いずれか一方を請負者が選択す

　　（1）中間前金払の場合（低入札価格調査を経て契約を締結した場合

　　　　 はこの限りでない）
支払年度

平成［　　］年度

平成［　　］年度

平成［　　］年度

平成［　　］年度工事出来高予定額の［　　　］％以内

平成［　　］年度工事出来高予定額の［　　　］％以内

平成［　　］年度工事出来高予定額の［　　　］％以内

中 間 前 払 金 支 出 限 度 額

中間前払金の支払いは，請負者からの請求により，本市が「京都市公

１会計年度につき中間前払金の支払限度額は１億５千万円とする。

なお，各会計年度の年度末に限り，各会計年度における支払限度額の

範囲で，当該年度末における出来高に応じて部分払を行うことができ

る。

　　　　　　　　　　　　 平成（　　）年度（　　）回以内

　　　　　　　　　　　　 平成（　　）年度（　　）回以内

　　（2）部分払の場合：回数　平成（　　）年度（　　）回以内

共工事に係る前払金に関する規則による前払金取扱要綱」に掲げる要

件のすべてに該当したことを確認したうえで行うものとする。ただし，

　３．完成払：完成後

　　ただし，1会計年度につき中間前払金の支払限度額は1億5千万円と

　　する。

　１．前払金　　　　  (低入札価格評価制度を経て契約を締結した場合はこの限りでない。）

（ただし，各支払年度において３億円を限度額とし，かつ各支払年度

　の支払限度額を超えることは出来ない。）

　２．中間前金払及び部分払

　　　るものとする。それぞれの内容については下記のとおりとする。

6.　請負代金の

(6-1)単年度契約工事

(6-2)債務負担行為

支払年度

平成［　　］年度

平成［　　］年度

平成［　　］年度

支払限度額 工事出来高予定額

（ただし，前払金，部分払金の当該年度の累計は，その年度の支払限

　度額を超えることは出来ない。）

　３．完成払：完成後

　各年度の支払限度額，工事出来高予定額：概ね下記の比率による。

２　前項に定めるもののほか，低入札価格調査に関し必要な事項について

は，取扱要領に定めるものとし，調査対象者はこれに誠意を持って応

じなければならない。

３　調査対象者が請負者となった工事については，次に掲げる事項に応じ

　改修標準仕様書に基づく施工計画書の提出に際して，その内容のヒ

　アリングを工事担当課の長から求められたときは，請負者はこれに

　応じなければならない。

ただし，機械器具設置工事等の組立保険期間は，保険の対象物が発生する

工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。)等を対象とする建設工事保険

又は組立保険及び第三者に対する対人・対物事故による法律上の損害賠償

責任を負担できる請負業者損害賠償責任保険に加入し，その証書の写しを

本市に提出する。保険期間は着工日から工事目的物引渡しの日までとする。

7.　工事保険

工程管理，現場管理（安全衛生，仮設，養生，清掃他），周辺の道路管理

（清掃，事故防止，ガードマン他）等，別途工事の業者と共同で処理すべ

き以下の事項については，当該業者と協力会を組織し，工事の円滑な進行

を図り，費用についても全員で負担すること。

１　事故防止

２　付近道路及び仮設道路の維持管理

３　その他工事中に発生した問題について，本市が指示した事項

工事区分表による。

本工事において，周辺住民等との間に覚書等が締結された場合は，その締

結事項を遵守する。

なお，建設業退職金共済制度対象労働者を雇用する場合については以下の

１　請負者は，建設業退職金共済組合に加入し，本工事に必要な共済証紙

　　の確保を行うこと。

２　請負者は，対象労働者の共済手帳に共済証紙を貼付すること。また，

　　下請契約を締結する際には，下請負者に対して本制度の周知徹底を図

　　ること。

　　なお，下請負者の規模が小さく管理事務の処理の面で万全でない場合

　　は，請負者がその事務を代行すること。

３　現場の状況に応じて，「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」

　　という標識（シール）を，工事事務所及び工事現場の出入口等の現場

　　労働者の見やすい場所に掲示すること。

４　その他，「建設業退職金制度の手引き」を参照すること。

５　請負者は，本工事で共済証紙を購入した場合，掛金収納書を工事請負

　　契約締結後１カ月以内（共済証紙を追加購入したときは工事完成まで

　　に）に監督職員に提出すること。

　　なお，建設業退職金共済制度の対象となる労働者を雇用しない場合は，

　　「不提出理由書」を提出すること。

７　本市が必要と認めた場合は，本制度の執行状況等の関係資料を提出す

　　ること。

　　処理関係

日から工事の目的物の引渡しの日までとすることができる。

8.　建設協力会

9.　工事区分

10. 覚書の締結

11. 各種調査等 請負者は本工事が，公共事業労務費調査等の対象工事となったときは，調

査書類の作成等に協力すること。

　　共済制度

12. 建設業退職金 請負者は，本工事に関わる現場雇用労働者（下請負者が雇用する労働者を

含む。）の退職金制度について把握に努めること。

１～４に注意し適切に運用し，また，予定価格(税込）が1,000万円以上の

工事については５～７の書類を監督職員に提出すること。

（建設業退職金共済事業本部HP　http://www.kentaikyo.taisyokukin.go.jp/）

６　完成検査までに，証紙貼付したことが確認できる資料を提出すること。

13. 産業廃棄物 １　請負者は，当該契約に係る産業廃棄物の処理に当たっては，廃棄物処

理法及びその関係法令の他，京都市産業廃棄物不適正処理対策要綱

２　請負者は，前項に掲げる各法令等の趣旨を踏まえ，当該契約に係る産

３　請負者は，工事請負契約書第３条に定める請負代金内訳書（以下「内

　　訳書」という。）を提出するときは，当該契約により生じる産業廃棄

　　物の種類，発生量及び処理方法等の必要な事項を「工事請負契約に係

　　い。

　　る産業廃棄物処理票」に記載のうえ，内訳書に添付しなければならな

　　なお，本市が内訳書の提出を免除した場合においても，別途定める様

　　式に必要な事項を記載し，提出するものとする。

４　請負者は，当該契約に係る産業廃棄物の処理状況を明らかにするため，

　　本市の求めに応じて施工計画書，廃棄物処理委託契約書及び産業廃棄

物管理票（紙マニフェスト）又は受渡確認票（電子マニフェスト）の

写し，現場からの搬出状況及び受入先の搬入状況等を確認できる写真

を提出しなければならない。

５　この特記仕様書に反して当該契約の産業廃棄物が処理された場合は，

請負者に対して必要な措置を命じることがある。このとき請負者は，

速やかに指示に従わなければならない。

　　に関する取扱い

１　請負者は，工事を施工する場合において，あらかじめ，建設リサイク

　　ルデータ統合システム（ＣＲＥＤＡＳ）による再生資源利用計画書及

　　び再生資源利用促進計画書を２部作成し，そのうちの１部を監督職員

　　に提出するとともに，残り１部を工事完成後１年間保管するものとす

２　請負者は，工事完了後速やかに，建設リサイクルデータ統合システム

14. 建設副産物

３　請負者は，型枠使用量調査票を工事完成後速やかに作成し，監督職員

　　に提出するものとする。

（以下「処理対策要綱」という。）を遵守しなければならない。

理・処分方法を採用するとともに，原則として自ら行い，処理対策要

ければならない。

業廃棄物の処理に当たっては，再利用できる場合は当該方法による処

綱第２条第２項第２号に規定する排出事業者として，同要綱第４条の

責務を負っていることを十分に認識し，信義に従って誠実に対応しな

　　る。対象工事は，請負代金額が１００万円以上の全ての工事とする。

あった場合を含む。）の全ての工事とする。

ともに，残りの１部を工事完成後１年間保管するものとする。対象工

施書をそれぞれ３部作成し，そのうちの２部を監督職員に提出すると

（ＣＲＥＤＡＳ）による再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実

事は，請負代金額が１００万円以上（請負金額の変更があった場合が

　　における搬入前，搬入中，搬入後の写真を撮影し，監督職員に提出す

　　るものとする。

４　請負者は，建設発生土及び産業廃棄物の搬出入を行う場合，受入施設

　　再資源化等

　　に関する取扱い

１　本工事が，建設リサイクル法の対象工事に該当する場合は，落札者は，

　　直ちに同法第１２条第１項の規定で定る説明書及び同法第１３条及び

　　省令第１４条に基づく書面を工事担当課に提出すること。

　　なお，届出の記載内容に変更が生じた場合は，同条第２項の規定によ

　　り，速やかに届出を再提出すること。

２　請負者は，特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは，建設

　　リサイクル法第１８条の規定に基づく報告書を提出すること。
建設リサイクル法の対象となる工事の種別

80㎡以上

500㎡以上

対象となる規模

建築物の解体

建築物の新築・増築

建築物の修繕・模様替等（リフォーム等）

その他の工作物に関する工事（土木工事等）

  　<4.1.1><5.1.1>

 　　　　　<6.1.1>

 　　　　　[1.3.8]

15. 資材の

１　以下の発生材については，監督職員の指示する場所に整理し，その調

書を監督職員に提出のうえ，本市へ引渡す。

発生材の種類：※ポリ塩化ビフェニル(PCB)を含有しているもの。

　　　　　　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

建具廻り等に用いられているポリサルファイド系シーリング材のうち，

昭和４３～４７年度の製品については，ポリ塩化ビフェニルを有して

いるおそれがあるため，「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の

推進に関する特別措置法」に従い，本市監督職員の指示した場所に保

管すること。

（１）発生材のうち，特別管理産業廃棄物については，以下のとおり処理

　する。

発生材の種類：※廃石綿（処理方法は[9.1.1]〈6.1.1〉による。）

　　　　　　　・その他（処理方法：　　　　　　　　　　　 ）

３　以下の発生材については，現場において再利用又は再生資源化を図る

こととする。

※　コンクリート

※　コンクリート及び鉄から成る建設資材

※　アスファルト

※　木材

なお，再生資源化を図るものと指定したものは，分別を行い，再生資

源化施設等（廃棄物処理法律第１４条第４項の許可を受けた施設）に

搬入する。ただし，対象建設工事に該当する場合は，調書を作成して

監督職員に提出する。

４　石綿の取扱い以下による。

（１）飛散性アスベスト除去工事にあっては，廃棄物処理法，労働安全衛

　生法及び大気汚染防止法等の関係法令に従い，適正に処理すること。

（２）非飛散性アスベスト成形板等除去工事に当たっては，「石綿障害予

　防規則（平成１８年９月１日改正施行）」，「非飛散性アスベスト

　含有建材の除去に関する技術指針」及び次の「非飛散性アスベスト

　含有建材の除去に関する仕様書」を踏まえ，適正に処理すること。

５　非飛散性アスベスト含有建材の除去に関する仕様書

（１）施工計画書

　非飛散性アスベスト含有建材（以下「アスベスト成形板」という。）

　の除去に際しては，事前に施工計画書を作成し，監督職員の承諾を

　受ける 。

（２）施工調査

　アスベスト成形板の除去に当たり，事前にアスベスト成形板の仕様

　及び使用部位についての施工調査を行い，調査結果を監督職員に報

　告する。

（３）施工方法

　　請負者は，石綿作業主任者を選任し，次の事項を行わせなければ

　　ならない。

（ア）作業に従事する労働者が石綿粉じんにより汚染され，又はこれ

　　　らを呼吸しないように，作業の方法を決定し，労働者を指揮す

　　　る。

（イ）保護具の使用状況を監視する。

イ　アスベスト成形板の除去

（イ）建物内部で除去作業を行う場合は，外部建具を閉鎖するととも

　　　に，ガラスの破損個所又は換気扇枠等で粉じんが外部に飛散す

　　　るおそれがある箇所をプラスチックシート等で塞ぐものとする。

（ア）アスベスト成形板の撤去は，内装材及び外部建具等の除去にさ

　　　きがけて行う。

（ウ）アスベスト成形板の除去は，可能な限り破壊又は破断を伴わな

　　　い方法で行うものとし，原則として，「手ばらし」とする。

　　　なお，建物外部のアスベスト成形板を除去する場合は，できる

　　　限り，原形のまま除去する。

（エ）除去作業中は，散水その他の方法により，アスベスト成形板を

　　　常に湿潤な状態として作業を行う。

（オ）除去作業者には，防じんマスク，防護メガネ及び作業衣を着用

　　　させる。

（カ）除去作業後，アスベスト成形板の破片，破断粉及び作業衣等に

　　　付着した粉じんが残存しないよう，真空掃除機等により，清掃

　　　及び後片付けを十分に行う。

ウ　アスベスト成形板の集積，運搬等

（ア）除去したアスベスト成形板の集積及び積み込みに当たっては，

　　　高所より投下しないことのほか，粉じんの飛散防止に努める。

　　　ビニル袋に入れる等，飛散防止の措置を講じる。

（ウ）除去したアスベスト成形板を運搬するまでの間，現場内に保管

ア　作業主任者

（イ）細かく破砕されたアスベスト成形板は，湿潤化のうえ，丈夫な

　　　する場合は，一定の保管場所を定め，一般の内装材と分別して

　　　保管するものとし，シートで覆う等，飛散防止の措置を講じる。

　　　また，保管場所には，アスベスト成形板の保管場所であること

　　　の表示を行う。

京　都　市　

工事内容の変更に伴う請負工事価格の変更は，次の算式による。

　変更請負工事価格＝

　　変更設計工事価格×(元請負工事価格／元設計工事価格)

　　　　　　　　　　　　　　( 　　　　　 内千円未満切捨て）

16. 発生材の処理等

・請負代金額は下記の条件で支払う。

・請負代金額は下記の条件で支払うが，契約年度に，契約会計年度及び翌

　会計年度の出来高予定額に対する前払金を支払う。

・請負代金額は下記の条件で支払う。

　１．前払金：請負代金額の［　　　］％以内

　　（1）中間前金払の場合：請負代金額の（　　）％以内

請負代金額の[　　　]％

請負代金額の[　　　]％

請負代金額の[　　　]％

請負代金額の[　　　]％

請負代金額の[　　　]％

請負代金額の[　　　]％

請負金額額１億円以上

請負金額額５百万円以上

なお，着工日は，本市との協議により定めた日（協議の結果として，着工

届に記載すること。）又は着工命令の日とする。

別　紙（特記仕様書・改修）
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改修工事特記仕様書－２

（エ）アスベスト成形板の運搬に当たっては，運搬車両の荷台全体を

　　　シート等で覆い，飛散防止に努める。

（オ）アスベスト成形板の除去，集積，積込み及び保管等の処理が完

　　　了した場合は，速やかに監督員に報告し，確実に処理されたか

　　　の確認を受ける。

エ　アスベスト成形板の処分等

（ア）アスベスト成形板は，埋立処分（安定型処分場），アスベスト

　　　の中間処理に適する溶融施設又は認定を受けた無害化処理施設

　　　で処分する。

　　　なお，マニュフェストには，アスベスト成形板であることを明

　　　示する。

　　　ェストを監督職員に提出し，処分が確実に行われたことの確認

　　　を受ける。

オ　上記作業手順等が確認できる写真を提出すること。

カ　その他

　　この仕様書に記載されていない事項については，「非飛散性アス

　　ベスト廃棄物の取扱いに関する技術指針」（有害物質含有等製品

　　廃棄物の適正処理検討会）による。　［9.1.1～9.1.5］

ｂ．前払金・出来高支払請求書（１部）

ａ．既済部分検査請求書（２部）

１　本工事は電子納品の対象とする。

　　電子納品は，「京都市都市計画局電子納品（建築工事）要領(案)」に

　　に基づいて行うものとする。

　　（要領については，都市計画局都市企画部都市総務課のホームページ

 　　http://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/page/0000007350.htmlを参照）

　　た場合)，施設台帳，機器台帳とする。

　　本工事の電子納品対象書類は，完成写真，完成図(CADデータを貸与し

２　ＣＡＤデータの貸与を　・行う。　　・行わない。

　　貸与するＣＡＤデータの著作権は，京都市が保有している。

　　貸与するＣＡＤデータは，当該工事における施工図又は完成図の作成

　　のため以外に使用してはならない。

３　図面等をＣＡＤにより作成する際は，建築ＣＡＤ図面作成要領(案)

　　（国土交通省大臣官房官庁営繕部）の最新版により作成するものとし，

　　レイヤの構成は，この作成要領(案)のレベル２を満足すること。

４　電子納品の成果物は，電子媒体(CD-R)で正，副各１部提出する。

５　電子納品の成果物の提出の際には，電子成果物作成支援・検査システ

　　ムにより，エラーがないことを確認した後，ウイルスチェックを行い

　　ウイルスが存在していないことを確認したうえで提出するものとする。

６　その他，電子納品に関する詳細な取扱いについては，受発注者間で協

　　議のうえ，決定する。

　　溶出試験

なお，試験方法については，「セメント及びセメント系固化材を使用した

改良土の六価クロム溶出試験実施要領（案）」（平成13年4月20日，国土

方法，検体数に変更が生じた場合は，監督職員と協議するものとし，設計

六価クロム溶出試験対象工種名及び検体数

配合設計段階　　検体

配合設計段階　　検体

検体数工法名工種名

　　　　　工

　　　　　工

　　　　工法

　　　　工法

提出する書類は，下記による。

３　中間前払金請求のときに提出するもの

５　完成時に提出するもの

17. 電子納品

18. 六価クロム 本工事は，「六価クロム溶出試験の対象工事であり，以下のとおり下表に

示す工種について，六価クロム溶出試験を実施し，試験結果（計量証明書）

を監督職員に提出するものとする。

変更の対象とする。

19. 提出書類

　　「請負代金内訳書」は別添資料に示す構成（種目，科目及び中科目

　　して作成すること。

　　等）とし，「公共建築工事内訳書標準書式（平成15年版）」に準拠

ｊ．建設リサイクル法第１２条第１項に基づく説明書

ｋ．建設リサイクル法第１３条及び省令第１４条に基づく届出

ｏ．工事保険加入証明書　　ｐ．組織表及び緊急連絡表

ｍ．工事実績関係書類　　　ｎ．建設業退職金共済制度関係書類

２　前払金請求のときに提出するもの

ｂ．保証証書（正１部，副１部）

ａ．前払金・出来高支払請求書（１部）

ｃ．振込依頼書兼振込済通知書（１部）

ａ．着工届  　ｂ．現場代理人等通知書(本市契約課受付後)

ｃ．経歴書  　ｄ．資格者証の写し  ｅ．予定工定表

ｆ．下請負契約等の通知書

ｇ．労災保険成立証明書又は労災保険加入証明書

ｈ．請負代金内訳書（契約後速やかに提出。）

ｉ．工事請負に係る産業廃棄物処理票

ｌ．再生資源利用計画書，再生資源利用促進計画書

ａ．前払金・出来高支払請求書（１部）

ｂ．保証証書（正１部，副１部）　　ｃ．認定調書（写し）（１部）

ｄ．振込依頼書兼振込済通知書（１部）

４　部分支払金請求のときに提出するもの

ｃ．振込依頼書兼振込済通知書（１部）

ｃ．振込依頼書兼振込済通知書（１部）

ｂ．前払金・出来高支払請求書（１部）

ａ．完成通知書（２部）

ｄ．引渡書（１部）　　ｅ．各種保証証書（１部）

ｆ．コンクリート荷受確認書（本市指定様式）

ｇ．完成図　　ｈ．保全に関する資料

ｉ．完成写真

20. 工事写真

　　修）により作成し，１部提出する。

１　工事写真の撮り方（建築編改訂第3版）（建設省大臣官房官庁営繕部監

　　　　　　　・35mm等のフィルムカメラ

　　撮影用具　※35㎜フィルムカメラ又はデジタルカメラ

撮影内容 撮影数

建物全体

室　　内

付帯施設

３～４

各１～２

監督職員指示

カラープリント

　　なお，完成写真は専門家の撮影によるものとし，一切の著作権を本市

　　に帰属させること。

１　作成方法は次による。

　　・ＣＡＤ　　　　・鉛筆書き又はＣＡＤ

２　完成図の原図のサイズは以下のとおりとする。

３　提出は，原図1部及び製本２部とする。

　　　　　[1.8.3]

２　完成写真は，カラープリント（DPE）のうえ，アルバムに整理し，2部

分類・規格
　　（ネガ1部又はデータ共）を提出する。

(DPE)

21. 完成図 [1.8.2]

　　・Ａ１　　※Ａ２　　・Ａ３

　　資料

22. 保全に関する

また，施工体系図を工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所へ

帳を作成する。

　　への提出

　　の登録

は受注・訂正時のみ登録するものとする。

１　工事受注時　　　　　契約工期の開始日から１０日以内

２　登録内容の変更時　　変更契約締結後１０日以内

３　工事完成時　　　　　工事完成後１０日以内

ただし，期間には，休日を含まない。また，変更時と完成時の間が１０日

　　(書類の書式等）

請負者は，締結した下請契約の代金の額（当該下請が２以上あるときは，

それらの請負代金の総額）が３，０００万円（建築一式工事においては，

４，５００万円）以上になるときは，「施工体制台帳に係る書類に関する

実施要領」（平成１３年３月３０日国営技第３０号）で定める施工体制台

掲示すること。

工事の着手に先立ち，実施工程表を作成し，監督職員の承諾を受ける。

１　工事の着手に先立ち，工事の総合的な計画をまとめた総合施工計画書

　　を作成し，監督職員に提出する。

２　品質計画，一工程の施工の確認を行う段階及び施工の具体的な計画を

　　定めた工種別の施工計画書を，当該工事の施工に先立ち作成し，監督

　　この限りでない。

３　２の施工計画書のうち，品質計画については，監督職員の承諾を受け

　　る。

施工図等を当該工事の施工に先立ち作成し，監督職員の承諾を受ける。

１　請負者は，工事内容及び工種別の作業員数等を記録した工事日報を契

　　　　　[1.1.3]

　　　　　[1.1.4]

　　　　　[1.1.5]

　　　　　[1.2.1]

　　　　　[1.2.2]

　　　　　[1.2.3]

　　　　　[1.2.4]

23. 関係官庁 本工事に必要な関係官公署等への申請手続等は，請負者の負担により行う。

に満たない場合は，変更時の提出を省略できるものとする。

施工体制台帳は，工事現場に備えるとともに，写しを監督職員に提出する。

26. 実施工程表

27. 施工計画書

　　職員に提出する。ただし，あらかじめ監督職員の承諾を受けた場合は，

28. 施工図等

29. 工事記録

　　約期間中，原則として毎日，監督職員に提出する。

２　その他，工事記録については，[1.2.4]による。

本工事の施工に伴い，電気工作物を設置した場合は，必要に応じて，電気

保安技術者を配置し，適切に管理すること。

１　作業時間等（労働時間短縮の推進について）

　　※作業時間等は以下による。　　・作業時間等は図示による。

　　請負者は労働時間短縮の推進を図るため，作業は原則として，本市の

　　休日を定める条例による休日（日曜日，土曜日及び国民の休日に関す

　　る法律に規定する休日等（以下「休日」という。））は行わないこと

　　とし，平日に行うよう努めなければならない。

　　なお，作業内容，作業工程の都合等により作業時間の延長，休日作業

　　を実施する場合は監督職員と協議すること。（その場合，検査及び施

　　工の立会いは，原則として行わない。）

　　　　　[1.3.3]

　　　　　[1.3.5]

30.電気保安技術者

31. 施工条件

２　建設機械

　　公害の防止に努め，工事に当たっては「低騒音型・低振動型建設機械

　　の指定に関する規程」(平成9年建設省告示第1536号）に基づき指定さ

　　れた建設機械を使用する。

　　安全確保

　　　　　[1.3.7]

32. 施工中の 建築基準法，労働安全衛生法その他関係法令等に定めるところによるほか，

建設工事公衆災害防止対策要綱に従うとともに，建築工事安全施工技術指

針を参考に，常に工事の安全に留意して現場管理を行い，施工に伴う災害

及び事故の防止に努める。

　　環境保全等

１　建築基準法，建設リサイクル法，環境基本法，騒音規制法，振動規制

　　　　　[1.3.11]

33. 施工中の

法，大気汚染防止法，水質汚濁防止法，廃棄物処理法，土壌汚染対策

法，資源の有効な利用の促進に関する法律（以下，「資源有効利用促

進法」という。）その他関係法令等に定めるところによるほか，建設

副産物適正処理推進要綱に従い，工事の施工の各段階において，騒音，

振動，粉塵，臭気，大気汚染，水質汚濁等の影響が生じないよう，周

[1.8.3]による。

あっては，本市支給フロッピーディスク共）

提出部数：２部（ただし，[1.8.3(a)(5)]及び施設台帳（本市指定様式）に

ただし，請負代金額が５００万円以上２，５００万円未満の工事について

辺環境の保全に努める。

２　仕上塗材，塗料，シーリング材，接着剤その他の化学製品の取扱いに

　　当たっては，当該製品の製造所が作成した化学物質等安全データシー

　　ト（ＭＳＤＳ）を常備し，記載内容の周知徹底を図り，作業者の健康，

　　安全の確保及び環境保全に努める。

工事の完成に際しては，建築物等の内外の後片付け及び清掃を行う。

工事に使用する材料は，アスベストを含有しないものとする。

１　工事に使用する材料で，設計図書に記載なきものは，JIS又はJASによ

　　る。規格制定のないものは，監督職員の承諾を受けること。

　　なお，見本により決定するものは，施工前に見本品を提出し，あらか

　　じめ監督職員の承諾を受けること。

２　製材等，フローリング又は再生木質ボードを使用する場合は，グリー

　　ン購入法の基本方針の判断の基準に従い，あらかじめ，「木材・木材

　　製品の合法性，持続可能性の証明のためのガイドライン」（林野庁平

　　成１８年２月１５日）に準拠した証明書を監督職員に提出する。

３　材料検査及び施工検査に伴う試験は，公的試験所で行う場合を除き，

　　原則として監督職員の立会いを受ける。

　　　　　[1.3.13]

　　　　　[1.4.1]

　　[1.4.2][1.4.5]

　　　　　[1.6.2]

34. 後片付け

35. 環境への配慮

36. 材料の品質等

37. 技能士 適用する技能士は，次表による。

請負者は，工事細分に掲げる内容に該当する工事の着手前に技能士を選定

し，書面をもってその氏名を監督職員に報告しなければならない。

なお，その際，技能士手帳又は合格証書の写し等有資格者であることを証

明するものを添付しなければならない。

請負者は，報告した技能士を変更しようとする場合は，事前にその旨を監

督職員に書面をもって報告しなければならない。

1級鉄筋施行技能士

　　　　　(鉄筋組立作業)

1級ｺﾝｸﾘｰﾄ圧送施行技能士

１
級
防
水
施
行
技
能
士

 ・鉄筋工事 加工及び組立 鉄筋の加工及び組立作業

 ・ｺﾝｸﾘｰﾄ工事
型枠

ｺﾝｸﾘｰﾄ圧送

型枠組立て工事作業

ｺﾝｸﾘｰﾄ圧送工事作業

 ・鉄骨工事 搬入及び建方 とび作業

・ｱｽﾌｧﾙﾄ防水

・改質ｱｽﾌｧﾙﾄ

・塗膜防水

・合成高分子

 　　ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ防水

 　　　　ｼｰﾄ防水

ｱｽﾌｧﾙﾄ防水工事作業

改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ防水工事作業

ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系塗膜防水工事作業

合成ｺﾞﾑｼｰﾄ防水工事作業

塩化ﾋﾞﾆﾙ系ｼｰﾄ防水工事作業

工事種別 工事細分 適用技能士の区分 作業内容

 ・防水工事

1級型枠施工技能士

1級とび技能士

(ｱｽﾌｧﾙﾄ防水工事作業)

(改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄﾄｰﾁ工法

　　　　防水工事作業)

(ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系塗膜防水

　　　　　　工事作業)

　　　　　　工事作業)

(合成ｺﾞﾑ系ｼｰﾄ防水

(塩化ﾋﾞﾆﾙ系ｼｰﾄ防水

　　　　　　工事作業)

・ｼｰﾘﾝｸﾞ (ｼｰﾘﾝｸﾞ防水工事作業) ｼｰﾘﾝｸﾞ防水工事作業

・塗膜防水

　　　(標仕以外)
ｱｸﾘﾙｺﾞﾑ系塗膜防水工事作業

・花こう岩類

　　　　の石張り

・大理石張り
　　　　　　(石張り作業)

石張り工事作業 ・石工事
1級石材施行技能士

・陶磁器ﾀｲﾙ張り ﾀｲﾙ張り作業

・陶磁器ﾀｲﾙ

　　　型枠先付け
ﾀｲﾙ型枠先付け作業

 ・屋根及び

　　　　とい工事

・長尺金属板葺

・折板葺

・粘度瓦葺

1級建築板金施行技能士

　　　　(内外装板金作業)
屋根金属薄板葺

1級かわらぶき施行技能士 かわらぶき工事

樹脂接着剤注入施行技能士

※単一等級
 ・外壁改修工事

1級ﾀｲﾙ張り施行技能士 ・ﾀｲﾙ工事

エポキシ樹脂

　　　　注入工事

　

(ｱｸﾘﾙｺﾞﾑ系塗膜防水

　　　　　　工事作業)

・ﾓﾙﾀﾙ防水 (ｾﾒﾝﾄ系防水工事作業) ｾﾒﾝﾄ系防水工事作業

・FRP塗膜防水 (FRP防水工事作業) FRP防水工事作業

督職員と協議のうえ，当該工事種別の技能士の適用を除外することが

できる。

※適用工事であっても，当該工事種別の施工面積等が小さい場合は，監

 ・その他
(　　　　　　 　)

(　　　　　　 　)(　　　　　　 　　　　 　)

(　　　　　　 　　　　 　)

(　　　　　　 　　　　 　)

(　　　　　　 　　　　 　)

測定箇所数

測定方法

測定対象室

測定対象

化学物質

室の床面積Ａ㎡ A≦50 50＜Ａ≦200 200＜Ａ≦500 500＜Ａ

測定箇所数 １ ２ ３ ４

全測定箇所において，測定対象化学物質の濃度を同時に測定する。

　測定は，パッシブ型採取機器を用いて以下の要領で行う。

採取機を設置

② 5時間閉鎖

採取機を回収

① 30分間換気
測　定　の　準　備 測　　　定

③ 原則24時間（8時間）測定

 測定回数は１回とし，複数回の測定は不要とする。

 ①②③において，換気設備又は空気調和設備は稼動させたままとする。

 ただし，局所的な換気扇等で常時稼動させないものは停止させたまま

 とする。
測定対象化学物質名 厚生労働省指針値（25℃の場合）

0.08ppm以下

0.07ppm以下

0.20ppm以下

0.88ppm以下
0.05ppm以下

※ホルムアルデヒド

※トルエン

※キシレン

※エチルベンゼン
※スチレン

 ・対象室名（　　　　　　　　　　　　　　）

 ※改修室　全室

　　化合物の

　　室内濃度の測定

　　　　　[1.6.9]

38. 揮発性有機

0.03ppm以下
0.04ppm以下

・アセトアルデヒド
・パラジクロロベンゼン

　　する建築材料等

ホルムアルデヒドの放散量が「規制対象外」に該当する建築材料とは以下

のものとする。

１　ＪＩＳ及びＪＡＳのＦ☆☆☆☆規格品

２　建築基準法施行令第20条の7第4項による国土交通大臣認定品

３　下記表示のあるＪＡＳ規格品

（１）非ホルムアルデヒド系接着剤使用

（２）接着剤等不使用

（３）非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない材

　　　料使用

（４）ホルムアルデヒドを放散しない塗料等使用

　　　料使用

（５）非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない塗

　　　料等使用

（６）非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない塗

ホルムアルデヒドの放散量が「第三種」に該当する建築材料とは以下のも

のとする。

１　ＪＩＳ及びＪＡＳのＦ☆☆☆規格品

２　建築基準法施行令第20条の7第3項による国土交通大臣認定品

 　(中間技術検査)

　　おける表示板

　　設置

１　設　置

　　同一工事現場において，複数の工事がある場合は，１枚にまとめるこ

　　とができる。

２　文　字

　　常用漢字を使用し，字体は角ゴシック，工事名称は５０㍉角，その他

　　は４０㍉角とする。

３　大きさ

　　列間を１５㍉又は３０㍉，四辺の余白を５０㍉とし，文字数及び列数

　　により，必要な寸法とする。

４　表　示

　　工事名称：工事請負契約書の工事名を記入する。

　　発注：「京都市」と記入する。

　　施工：請負者名を記入する。

５　色

　　設計：「京都市都市計画局公共建築部整備支援課」及び「●●●築事

　　　　　務所」を記入する。

　　監理：「京都市都市計画局公共建築部工務監理課」及び「●●●築事

　　　　　務所」を記入する。

　　連絡先：「京都市都市計画局公共建築部工務監理課」及び「電話０７

　　　　　　５－２２２－３６５１」を記入するとともに，請負者名及び

　　　　　　電話番号も併せて記入する。

　　地色は，白（又は●●）とする。文字は，黒（又は●●）とする。

[1.7.1]による。

６　その他

　　詳細については，監督職員の指示による。

39. 化学物質を放散

３　旧ＪＩＳのＥo規格品

４　旧ＪＡＳのＦco規格品

監督職員が必要に応じて定めることとする。　　　　　　　　　　[1.7.2]

40. 工事検査

41. 技術検査

42. 工事現場に

24. 工事実績情報

25. 施工体制台帳

交通省通知）によるものとする。また，土質条件，施工条件等により試験

（イ）除去されたアスベスト成形板の処分が完了した場合は，マニフ

請負代金額が５００万円以上の工事については，工事実績情報サービス

（ＣＯＲＩＮＳ）入力システム（日本建設情報総合センター）に基づき，

「工事カルテ」を作成し，監督職員に確認を受けたうえ，（財）日本建設

情報総合センターに登録手続きを行うとともに，受領書の写しを監督職員

に１部提出する。

揮発性有機化合物の室内濃度について，工事期間内に報告すること。

なお，事前に測定に関する計画書（測定方法，分析期間，専門機関等の資

料を添付）を作成し，監督職員の承諾を受けること。

１　契約締結後(又は着工命令後)に提出するもの（各１部）

別　紙（特記仕様書・改修）
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特　　　　　　記　　　　　　事　　　　　　項章 項　　　目

整備支援課

1.　足　場　そ　の　他２
　
仮
　
設
　
工
　
事

９９
京都市立
　ただし，

改修工事特記仕様書－３

課長　　　　　課長補佐・係長　　　　係員

平　成　　　年　　　月

枚の内

（平成２３年６月改正）

工事設計図　No.3

（手すり先行工法）

基発第0424001号平成21年4月24日）の「手すり先行工法等に関するガイドライン」により，「働

きやすい安心感のある足場に関する基準」に適合する手すり，中さん及び幅木の機能を有する足

場とし，足場の組立て，解体または変更の作業は，「手すり先行工法による足場の組立て等に関

１）外部足場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  [2.2.1(d)]

６）材料，撤去材等の運搬方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[2.2.1(e)]

2.　養　　　生

４）仮囲い　　※図示による。（詳細は，打合わせのうえ，決定する。）

２）内部足場　　※脚立　　・単管ステージング（階段室）　　　　　　　　　　　　  [2.2.1(c)]

３）防護シート等による養生　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 [2.2.1(d)(1)]

５）仮設間仕切り　　　※Ａ種　　・Ｂ種　　・図示による。　　　　　　　　　　　　　 [2.3.2]

3.　仮設物撤去その他 工事で使用した敷地で非舗装部分は，山砂敷き均しの上，ローラー転圧を行うこと。　　　 [2.5.1]

4.　工事用水･電力 既存施設　　※施設管理者と打合わせの上利用できる　　　・利用できない

１号 10㎡

以上

要

種 別 規 模 備　　品　　等 電 話 そ の 他

 衣類ロッカー，机及び椅子（スチール），書棚，黒板，

 寒暖計，ラジオ，冷暖房機器，電卓，冷蔵庫，軍手，

 長くつ，保護帽，湯沸し，消火器，手洗い，雨合羽，

 時計，掃除具，懐中電灯　等

5.　監督職員事務所 ・設置する　　　※設置しない　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　[2.4.1]

　　　

1.　撤　去　範　囲 １）撤去範囲は図示による。３
　
撤
去
工
事

２）固定された備品，机，ロッカー等の移動　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[2.3.1(e)]

１）既存部分の養生（既存家具等含む）　　　　　　※ビニールシートなど　　　　 　 [2.3.1(c)]

２）撤去は，監督職員と十分打合せのうえ，騒音やほこりの発生等に十分注意すること。

1.　降　雨　時　養　生

①　　分類　　　　改修工法の表示内容は以下による。

　　　　　　　　○　　○　　○　　工法

既存の保護層及び防水層の撤去・非撤去による区分
既存防水工法による区分

②　既存防水工法による区分　　　③　既存防水の保護層及び防水層の撤去・非撤去による区分

④　新規防水工法の種別による区分

１）既設防水の保護層や防水層等の撤去並びに新設する防水層の補修及び処置は［3.2.1］による。

２）工事中の漏水等により，建物等を汚損した場合は，請負者の責任において速やかに補修等を行う

 ・露出防水　

 ・屋内防水　

　・Ｍ３Ｄ（・Ｄ－１　※Ｄ－２）　・Ｍ４Ｃ（・Ｃ－１　※Ｃ－２）

　・Ｐ１Ｅ（・Ｅ－１　※Ｅ－２）　・Ｐ２Ｅ（・Ｅ－１　※Ｅ－２）

４
　
防
水
改
修
工
事

2.　防水改修方法の

　　種類及び工程

3.　既存防水の処理

4.　アスファルト防水 １）適用　　※下表による。　　・図示による。　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　[3.3.1]

３）撤去範囲以外及び備品等を破損した場合は，請負者の責任において速やかに補修し，復旧するこ

　※[3.1.3]により行う。　　　　・図示による。

降雨などに対する養生は十分行い，万一雨漏りの場合は，請負者の責任で復旧すること。[3.1.3(e)]

　　(ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系)

２）脱気装置の種類及び箇所数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 [表3.3.8]

　※ルーフィング類製造所の指定とする。　　・図示による。　　・設けない。

5.　合成高分子系 １）適用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　[3.5.2(a)][3.5.3]

４）使用材料は性能が分かる資料を監督職員に提出し，承諾のうえ施工すること

３）歩行条件　　　・軽歩行以上　・非歩行

２）脱気装置の種類及び箇所数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[3.5.3(c)(2)][表3.5.1]

１）適用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　[3.6.3]

１）真鍮製　180ｘ120　厚1.2　エッチング加工の上コーティング仕上げ又は同等品

２）記入事項：①仕様　②完成年月日　③材料及びメーカー名　④施工者住所氏名電話番号他

３）シート防水・塗膜防水は別々の標識とする。ただし，塗膜防水の仕様は打合せによる。

２）脱気装置の種類及び箇所数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[3.6.3(a)(2)][表3.6.1]

２）保証期間　　※10年以上　　・5年以上

１）保 証 書　　請負者，防水施工者，メーカーの三者連名とする。8.　保　　　証

1.　外壁のひび割れ，

　　欠損，浮き等の補修

2.　外壁のひび割れ，欠損

　　浮き等の施工数量調査

外壁のひび割れ，欠損，浮き等の補修を行う場合は，建築仕上診断技術者等専門的な知識を有する者

が外壁調査を行い，仕上別，改修工法別，壁面別（東西南北），各階別及び築年別に施工数量を図示

工　　　　　　法 施　　工　　箇　　所

・シーリング充填工法

・シーリング再充填工法

・拡幅シーリング再充填工法

・ブリッジ工法

 拡幅する幅　　　　　(㎜)深さ　　　　(㎜)

記号
被　着　体　の　組　合　せ

シリコーン系SR-2方立目地

上記以外の目地
　金　属

変成シリコーン系

シリコーン系　ガラス

　コンクリート

　石，タイル 変成シリコーン系

　ＡＬＣ
変成シリコーン系

ポリウレタン系

　押出成形セメント板 変成シリコーン系

　金　属

　ガラス シリコーン系　ガラス

変成シリコーン系

上記以外の目地

外壁乾式工法の目地

仕上げなし

仕上げあり

ポリサルファイド系

　プレキャストコンクリート 変成シリコーン系

　ひび割れ誘発目地

　打継目地 仕上げなし

仕上げあり

ポリサルファイド系

ポリウレタン系

仕上げなし

仕上げあり

仕上げなし

仕上げあり

変成シリコーン系

ポリウレタン系

ポリサルファイド系

変成シリコーン系

ポリウレタン系

　ＡＬＣ　コンクリート

　石 　石

仕上げなし

仕上げあり

変成シリコーン系

ポリウレタン系
　ＡＬＣ 　ＡＬＣ

仕上げなし

仕上げあり

変成シリコーン系

ポリウレタン系　セメント板　セメント板

　タイル

　アルミニウム製建具等の工場シール

　タイル
ポリサルファイド系

MS-2

SR-1

MS-2

MS-2

PU-2

MS-2

SR-1

MS-2

PS-2

MS-2

PS-2

PU-2

PS-2

MS-2

PU-2

MS-2

PU-2

MS-2

PU-2

MS-2

PU-2

PS-2

9.　シーリング改修工事

10. シーリング用材料

　石，タイル

　セメント板

　押出成形

　押出成形　押出成形

２）接着性試験　・行う（※簡易接着性試験　・引張接着性試験）　・行わない 　　　  　[3.7.8]

シーリング材の種類

主成分による区分

１）適用(JIS A 5758)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　[表3.7.1]

本設計で見込んでいる補修数量は，図示による。

（補修工事に関する提出書類については，監督職員の指示による。）

3.　備　　考

なお，本設計で見込んでいる補修数量に変更が生じた場合は，必要に応じて設計変更を行う。

・砂壁状

・ゆず肌状
・吹付け

・ゆず肌状

・さざ波状
・ローラー

・外装薄塗材Ｅ

  （ＡＥＲ）

呼 び 名 仕上の形状 工　　法 備　　　考

・砂壁状 ・吹付け

・ゆず肌状

・さざ波状
・ローラー

・可とう形

　外装薄塗材Ｅ

※ゆず肌状

・さざ波状
※ローラー

・凹凸状 ・吹付け

※防水形
　外装薄塗材Ｅ

・外装薄塗材Ｓ ・砂壁状 ・吹付け

・外装厚塗材Ｃ ・吹放し

・凸部処理

・ひき起こし

・吹付け

呼 び 名 仕上の形状 工　　法 備　　　考

・外装厚塗材Ｅ

・こて

・吹放し

・凸部処理

・ひき起こし

・吹付け

・こて

・ローラー

工　　法仕上の形状呼 び 名

・複層塗材ＣＥ

・複層塗材Ｓｉ

・複層塗材Ｅ

・複層塗材ＲＥ
・ゆず肌状

・凸部処理

・凹凸模様

・ローラー

・吹付け

・可とう形

　複層塗材ＣＥ

・凸部処理

・凹凸模様
・吹付け

・ゆず肌状 ・ローラー

備　　　考

１）適用(JIS A 6909(建築用仕上塗材))　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[4.1.4(d)]

　　の改修

4.　塗り仕上げ外壁等

３）厚付け仕上塗材　　※下表による。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　[表4.2.4]

４）複層仕上塗材　　※下表による。　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　[表4.2.4]

外壁のひび割れ，欠損，浮き等の補修については，補修専門業者の責任施工とし，補修工事着工前に

使用材料について事前に監督職員と協議を行い，補修完了後検査を受けること。

工法については，以下のとおり。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 [3.1.4(b)][表3.1.2]

11.　と　い １）既存といの撤去及び降雨時の養生　　※図示による。　　　　　　　　　　　  　　[3.8.3(a)]

２）材　種　　・硬質ポリ塩化ビニル管（JIS K 6741）　　　　　　　　　　　　　　　[3.8.2(a)]

　　　　　・配管用鋼管(JIS G 3452)　　・ステンレス鋼板(JIS G 3320 SUS304)

２）薄付け仕上塗材　　※下表による。　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　[表4.2.4]

５
　
外
壁
改
修
工
事

・複層塗材ＲＳ ・凸部処理

・凹凸模様
・吹付け

・ゆず肌状 ・ローラー

・防水形複層塗材CE

※防水形複層塗材Ｅ

・防水形複層塗材RS

・凸部処理

・凹凸模様
・吹付け

・ゆず肌状 ・ローラー

６）下地のひび割れ部等の補修　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[表4.6.2～表4.6.5]

７）下地調整材の変更　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[4.6.3(b)]

1.　材　　料

2.　下　地　調　整

　木　　部

　鉄　鋼　面

　モルタル及びプラスター面

　・ＲＡ　　※ＲＢ（除去範囲約　３０％）　　・ＲＣ

　・ＲＡ　　※ＲＢ（除去範囲約　３０％）　　・ＲＣ

　・ＲＡ　　※ＲＢ（除去範囲約　３０％）　　・ＲＣ

　・ＲＡ　　※ＲＢ（除去範囲約　３０％）　　・ＲＣ

　・ＲＡ　　※ＲＢ（除去範囲約　３０％）　　・ＲＣ

　・ＲＡ　　※ＲＢ（除去範囲約　３０％）　　・ＲＣ

種　　別箇　　所

　コンクリート，ALCﾊﾟﾈﾙ面

６
　
塗
　
装
　
工
　
事

既存塗膜の除去及び下地調整は，以下による。　　　　　　　　　　　　 　　　 　[7.2.1～7.2.7]

鉄鋼面及び亜鉛めっき鋼面の錆止め塗料塗りは，以下による。　　　　　　　　　　       [7.3.1]

２）錆止め塗料塗り　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　[7.3.3]

4.　塗　装　記　号 表示記号 名　　称 備　　考

３）使用材料は，性能が分かる資料を監督職員に提出し，承諾を受けたうえで施工すること。

　亜鉛めっき鋼面

　せっこうﾎﾞｰﾄﾞ，その他ﾎﾞｰﾄﾞ面

ＳＯＰ 合成樹脂調合ペイント塗り JIS K 5516

ＣＬ クリヤラッカー塗り JIS K 5531

ＦＥ

ＮＡＤ

フタル酸樹脂エナメル塗り

アクリル樹脂系非水分散形塗料

JIS K 5572

JIS K 5670

ＤＰ 耐候性塗料塗り

ＦＯ フロアーオイル塗り

ＥＰ

ＥＰ－Ｇ

ＥＰ－Ｔ

JIS K 5663

合成樹脂エマルション模様塗料塗り

つや有合成樹脂エマルションペイント塗り

合成樹脂エマルションペイント塗り

ＵＣ ウレタン樹脂ワニス塗り

ＯＳ オイルステイン塗り

木材保護塗料塗りＷＰ

5.　ＳＯＰ

・Ａ種　※Ｂ種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 [7.5.2]

7.　ＮＡＤ ・Ａ種　※Ｂ種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 [7.7.2]

　　　　　　　　　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　　　　　　　　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

２）塗装面の周辺に汚染又は損傷を与えないように，塗装箇所の周辺に適切な養生を行うこと。

３）換気に注意して，溶剤による中毒を起こさないようにすること。

４）火気に注意して，爆発，火災等の事故を起こさないようにすること。

11. 天然ｱｽﾌｧﾙﾄ防錆・防食

12. 施工管理

　　塗料(ｶﾗｰ仕上)

１）下地処理（３種ケレン・清掃）・下塗り・上塗り等詳細仕様は，各メーカーの仕様による。

３）施工については，責任施工とする。

１）塗装場所の気温及び湿度並びに結露の状況等に注意して施工を行うこと。　　　 　　　[7.1.6]

２）施工要領書を作成し，監督職員の承諾のうえ施工すること。

6.　ＣＬ

8.　ＥＰ－Ｇ

9.　ＥＰ

10. ＵＣ ・Ａ種　※Ｂ種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[7.12.2]

・Ａ種(新規)　　※Ｂ種(新規又は塗替え)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　[7.10.2]

屋内の亜鉛めっき鋼面　　　・Ａ種(新規)　　※Ｂ種(新規又は塗替え)　　　 　　　　　　[7.9.5]

屋内の鉄鋼面　　　・Ａ種(新規)　　※Ｂ種(新規又は塗替え)　　　　　　　　　　　　　 [7.9.4]

屋内の木部　　　　・Ａ種(新規(多孔質広葉樹の場合を除く。))　　・Ｂ種(塗替え)　　 　[7.9.3]

ｺﾝｸﾘｰﾄ面，ﾓﾙﾀﾙ面，ﾌﾟﾗｽﾀｰ面，せっこうﾎﾞｰﾄﾞ面，その他ﾎﾞｰﾄﾞ面　　　　　　　　　　　　 [7.9.2]

亜鉛めっき鋼面　　※Ａ種（鋼製建具塗替え）　　※Ｂ種（その他塗替え，新規）　　　　 [7.4.5]

鉄鋼面　　　　　　・Ａ種(新規)　　※Ｂ種(新規又は塗替え)　　　　　　　　　　　　　 [7.4.4]

木部　　　　・Ａ種（新規外部）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 [7.4.3]

２）防火材料の指定は，図示による。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[7.1.3(b)]

3.　錆止め塗料塗り

１）銹止め塗料の種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 [7.3.2]

１）塗料のホルムアルデヒト放散量は，Ｆ☆☆☆☆とする。　　　　　　　　　 　 　　[7.1.3(a)]

・　行う。　　　・　行わない。

した立面図等及び数量表を報告書（A2版又は監督職員の指示による。）として，着工後20日以内に監

督職員に提出すること。提出した報告書により，監督職員と協議のうえ，監督職員の指示により施工

を行うこと。

・Ａ種-２（枠組み足場Ｗ＝９００ ２枚布）　・Ｂ種（単菅本足場）・Ｃ種　・Ｄ種　　　

・高所作業車

足場を設ける場合は，「「手すり先行工法に関するガイドライン」について」（厚生労働省

※適用する（JIS A 8952　防炎Ⅰ類　ﾅｲﾛﾝ製）　・図示による。

・B種(ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ等)　　・C種(既存ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ)　　・D種(既存階段)　　・E種(登り桟橋等)

・行う。（図示による。）　　・行わない。

監督職員事務所の仕様

なお，発生材及び工事用残材等は，1章15項及び18項により，請負人の責任において適正に処理

と。

すること。

新規防水工法の種別による区分

Ｐ－保護ｱｽﾌｧﾙﾄ防水　　　　　　　１－保護層及び防水層撤去

Ｍ－露出ｱｽﾌｧﾙﾄ防水　　　　　　　２－保護層撤去及び防水層非撤去（立上り部等は撤去）

Ｔ－保護ｱｽﾌｧﾙﾄ断熱防水　　　　　３－露出防水層撤去

Ｓ－合成高分子系ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水　４－露出防水層非撤去（立上り部等は[表3.1.1]による）

Ｌ－ｳﾚﾀﾝ系塗膜防水　　　　　　　０－保護層及び防水層非撤去(立上り部等は[表3.1.1]による)

Ａ－屋根保護ｱｽﾌｧﾙﾄ防水密着工法　　　　　　　ＡＳ－改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ防水工法

Ｂ－　　　同　上　　絶縁工法　　　　　　　　ＡＳＩ－　　同　上　　断熱工法

ＡＩ－　　同　上　　密着断熱工法　　　　　　Ｓ－合成高分子系ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水工法

ＢＩ－　　同　上　　絶縁断熱工法　　　　　　ＳＩ－　　　同　上　　防水断熱工法

Ｃ－屋根露出ｱｽﾌｧﾙﾄ防水密着工法　　　　　　　Ｘ－ウレタン系塗膜防水工法

Ｄ－　　　同　上　　絶縁工法　　　　　　　　Ｅ－屋内防水密着工法

ＤＩ－    同　上　　断熱工法　　　　　　　　Ｙ－ゴムアスファルト系塗膜防水工法

こと。

　　ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水 ※Ｍ４Ｓ－Ｍ２（塩ビシート　機械的固定工法）　厚さ：1.5㎜以上　

・図示による。

※ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ製造所の指定とする。　　・図示による。　　・設けない。

※下記による。（JIS A 6021）水和凝固型（メーカー仕様による）　　　・図示による。

　・Ｐ０Ｘ（※Ｘ－１　・Ｘ－２）
　・Ｌ４Ｘ（・Ｘ－１　※Ｘ－２）

※主材料製造所の指定とする。　　・図示による。　　・設けない。

7.　防水標識板

6.　塗膜防水

・可とう形改修用仕上げ塗材　　・各種塗料　　・マスチック塗材

・図示による。

・する。（・ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ　・防水形仕上塗材主材）　　※しない。

ｂ）亜鉛めっき鋼面　　・A種(新規見え掛り)　　・B種(新規見え隠れ)　　・C種(塗替え)

※改修工法の表示内容は以下により，適用箇所は図示による。　　　　　　　　　　　　　 [3.1.4]

・サンダー工法　　※高圧水洗工法　　・塗膜はく離剤工法　　・水洗い工法

５）既存塗膜の劣化部の除去及び下地の処理の工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　 [4.6.3]

※Ａ種-１（枠組み足場Ｗ＝９００ ２枚布）手すり先行工法　

する基準」の２の（２）手すり据置方式又は(３)手すり先行専用足場方式により行うこと。

　　　　　・硬質塩化ビニル雨どい（JIS A 5706）

・薄付け仕上塗材　　　・厚付け仕上塗材　　　・複層仕上塗材

　　　　・Ｂ種（新規内部(多孔質広葉樹の場合を除く。)，塗替え）

複層仕上塗材の耐候性　　　　・耐候形1種　　・耐候形2種　　※耐候形3種　　　 [4.2.2(j)]

※する。（工法等は5章1節から3節までによる。)　　・しない。

ａ）鉄　 鋼 　面　　　※A種（屋外，屋内）　　・B種(屋内)

ｂ）亜鉛めっき鋼面　　※A種（屋外，屋内）　　・B種(屋外，屋内)　　・C種(屋内)

ａ）鉄 　鋼　 面　　　・A種(新規見え掛り)　　・B種(新規見え隠れ)　　・C種(塗替え)

ｃ）新規鋼製建具等亜鉛めっき鋼面　※[7.3.3(d)]による。

　　　　　　　・Ａ種(新規)　　※Ｂ種(新規又は塗替え)

参考メーカー・仕様（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

水系アクリル　　・つやあり　　　・つやなし

複層仕上塗材の上塗材の種類　　[表4.2.5]による。

JIS K 5659

別　紙（特記仕様書・改修）
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改修工事特記仕様書－４

工事設計図　No.4
７
　
建
　
具
　
改
　
修
　
工
　
事

・撤去工法

1.　改　修　工　法

2.　防　　火　　戸

・かぶせ工法（別途交換サッシ工事仕様書による。）　　　　　　　　　　　　　　 　　　[5.1.3]

防火戸の指定及び機構等は，図示による。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　[5.1.4]

3.　アルミニウム製建具

水密性 枠見込み気密性耐風圧性種別 性能

・　Ｂ　種

・　Ａ　種 Ｓ－４

Ｓ－５
Ａ－３ Ｗ－４

・　Ｃ　種 Ｓ－６ Ａ－４ Ｗ－５

(複層ｶﾞﾗｽは100mm)

２）建具の性能値等　　※下表による。　　・図示による。　　　　　　　　　　　　　[5.2.2(b)]

100ｍｍ

70ｍｍ

１）建具の性能及び構造は，JIS A 4702(ﾄﾞｱｾｯﾄ)及びJIS A 4706(ｻｯｼ)による。　　　　　  [5.2.2]

３）防音ﾄﾞｱｾｯﾄ，防音ｻｯｼの適用及び遮音性の等級は，図示による。　　　　　　　　[5.2.2(b)(2)]

５）アルミニウム材　　JIS H 4100及びJIS H 4000による。　　　　　　　　　　　　　 　[5.2.3]

６）ステンレス鋼板　　JIS G 4305によるSUS304とする。　　　　　　　　　　　　　　[5.2.3(b)]

10）製作に先立ち現場実測を行い，施工図を作成し，監督職員の承諾を受けること。

９）建具は，落下防止処理を施す。

４）ｱﾙﾐﾆｳﾑの表面処理　　※B-1（外部に面する建具）　・B-2　　　　　　 　　　　　 [5.2.4(d)]

4.　網　　　　　戸

２）防虫網　　　※ステンレス(SUS316)製　・合成樹脂製　　　　　　　　　　　　 [5.2.3(e)(2)]

１）網戸の枠　　JIS H 4100による。　　　                          　　　　 　[5.2.3(e)(1)]

３）防鳥網　　　ステンレス製(SUS304)　線径：1.5㎜，網目寸法：15㎜　　　　　　[5.2.3(e)(3)]

３）耐風圧性　　　　　・Ｓ－４　・Ｓ－５　・Ｓ－６

5.　鋼　製　建　具

２）簡易気密型ドアセット　・適用する（気密性　A-3　水密性　W-1）　※しない　 [5.3.2(b)(1)]

１）建具の性能及び構造は，JIS A 4702(ﾄﾞｱｾｯﾄ)及びJIS A 4706(ｻｯｼ)による。　　　　　　[5.3.2]

４）防音ﾄﾞｱｾｯﾄ，防音ｻｯｼの適用及び遮音性の等級は，図示による。　　　　　　　　[5.3.2(b)(2)]

５）鋼板類　　　　　　JIS G 3302による。　　　　　　　　　　　　　　　　　　 [5.3.3(a)(1)]

６）めっきの付着量　　※Ｚ１２又はＦ１２

７）ステンレス鋼板　　JIS G 4305によるSUS304とする。　　　　　　　　　　　　 [5.3.3(a)(2)]

８）形鋼　　　　　　　JIS G 3101による。　　　　　　　　　　　　　　　　　　 [5.3.3(a)(3)]

11）製作に先立ち現場実測を行い，施工図を作成し，監督職員の承諾を受けること。

6.　鋼製軽量建具

２）簡易気密型ドアセット　・適用する（気密性　A-3）　※しない　　　　　　　　[5.4.2(b)(1)]

１）建具の性能及び構造は，JIS A 4702(ﾄﾞｱｾｯﾄ)及びJIS A 4706(ｻｯｼ)による。　　　　　  [5.4.2]

３）防音ﾄﾞｱｾｯﾄ，防音ｻｯｼの適用及び遮音性の等級は，図示による。　　　　　　　　[5.4.2(b)(2)]

４）鋼板　　　JIS G 3302又はJIS G 3313による。　　　　　　　　　　　　　　　 [5.4.3(a)(1)]

５）めっきの付着量　　※Ｚ０６，Ｆ０６又はＥ２４　　　　　　　　　　　　　　 [5.4.3(a)(1)]

６）ビニル被覆鋼板　　・適用する。　・しない。　　　　　　　　　　　　　　　 [5.4.3(a)(2)]

７）カラー鋼板　　　　・適用する。　・しない。　　　　　　　　　　　　　　　 [5.4.3(a)(3)]

８）ステンレス鋼板　　JIS G 4305によるSUS304とする。　　　　　　　　　　　　 [5.4.3(a)(4)]

９）召合わせ，縦小口包み板等の材質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  [5.4.3(e)]

10）鋼板類の厚さ　　　※図示による　　・[表5.4.1]による　　　　　　　　　 　　　[5.4.4(a)]

11）製作に先立ち現場実測を行い，施工図を作成し，監督員の承諾を受けること。

7.　木　製　建　具

３）木製建具の適用

１）建具材の加工及び組立時の含水率　　・Ａ種　※Ｂ種　・Ｃ種　　　　　　　　　　(表16.6.1)

２）材料及び接着剤のホルムアルデヒド放散量はＦ☆☆☆☆を原則とする。　　 (16.6.2(b)(1)(i))

　　下地補修

２）コンクリート又はモルタル面の下地処理　［6.2.2(b)］による。

3.　床　　改　　修 １）新規床下地　　　　　※図示による。

２）新規床仕上げ　　　　※図示による。

１）既存床仕上材の除去等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[6.2.2(a)]

１）コンクリート間仕切壁等の撤去は，［6.3.2(a)］による。

３）木製及び軽量鉄骨間仕切壁等の撤去は，［6.3.2(b)］による。

　　下地補修

5.　壁　　改　　修

7.　天　井　改　修

１）新規壁下地

２）新規天井仕上げ　　※図示による

１）新規天井下地

　　下地補修

[6.4.1]，[6.4.2]による。

8.　木　下　地　等

　　(構造材･造作材･下地材)

9.　集　成　材　等

７）代用樹種の禁止　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[6.5.2(3)]

　・木製天井下地（工法：・[表6.5.12]による。　・図示による。）　・軽量鉄骨天井下地

10. 防　腐　処　理

11. 防　蟻　処　理

12. 防　虫　処　理

13. 軽量鉄骨天井下地

適用範囲（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　　　　　    [6.5.2(j)]

適用範囲（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

※防蟻処理を行う場合は原則として工場処理材とする。　　　　　　　　　　　　　　　[6.5.2(i)]

３）天井ふところが3mを超える場合の補強方法は，図示による。　　　　　　　　　　　[6.6.4(h)]

14. 軽量鉄骨壁下地 スタッド，ランナーの種類（JIS A 6517）　　　　　　　　　　　　　　　　　　[6.7.2][表6.7.1]

17. ビニル幅木

16. ビニル床タイル張り

15. ビニル床シート張り

３）接着剤　：［表6.8.1］による。（ホルムアルデヒド放散量はF☆☆☆☆とする。）

　・軟　質

　・半硬質

　※ホモジニアスビニル床タイル

　・コンポジションビニル床タイル
ビニル床タイル

・２．５

※２．０

厚　　さ(mm)種　　　　　　　類材　　　種

ビニル床シート
　　※ＮＣ ・２．０

※２．５

　・無地　　・柄　　

　・防湿性　・防滑性

厚　　さ(mm)色　　　　柄種　　　　類材　　　種
１）適用（JIS A 5705）　　：※下表による。　　・図示による。　　　　　　　　　　[6.8.2(a)]

１）適用（JIS A 5705）　　：※下表による。　　・図示による。　　　　　　　　　　[6.8.2(b)]

１）材種　　：※軟質　　・硬質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[6.8.2(d)]

４）天井下地材における耐震性を考慮した補強は，図示による。　　　　　　　　　　　[6.6.4(j)]

５）あと施工アンカーの引抜き試験　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 [6.6.4(a)(2)(ⅴ)]

１）野縁等の種類（JIS A 6517)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　[6.6.2(b)]

　　・ＮＦ

２）工法　　：・熱溶接　　　・シール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 [6.8.3(b)(3)]

２）接着剤のホルムアルデヒド放散量はF☆☆☆☆とする。　　　　　　　　　　　　 　[6.8.2(f)]

４）接着剤のホルムアルデヒド放散量はF☆☆☆☆とする。

19. 合成樹脂塗床

18. カーペット敷き

 ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ

種　　類 種　　別

・第二種

※第一種

(粘着剥離形接着剤)

全面接着工法

敷込み

・カットパイル

※ループパイル

パイルの形状 寸　　法

厚さ　6.5㎜

５００角
3.0kv以下

帯電性

(JIS L 4406)

　

２）接着剤のホルムアルデヒド放散量はF☆☆☆☆とする。　　　　　　　　　　　　　 [6.9.3(g)]

１）適用　　：※下表による。　　・図示による。　　　　　　　　　　　　 　　 　　[6.9.3(d)]

　（ホルムアルデヒド放散量はF☆☆☆☆とする。）

２）化粧ばり造作用集成材　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[6.5.2(b)(ⅱ)②]

３）ホルムアルデヒド放散量はＦ☆☆☆☆とする。　　　　　　　　　　　　　　　　　[6.5.2(b)]

１）造作用集成材　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  [6.5.2(b)(ⅱ)①]

１）土間スラブの類及びその周辺のコンクリートに接する土台，転ばし大引及び転ばし根太等の各部

３）防腐処理を行う場合は原則として工場処理材とする。

４）構造材及び下地材の品質の基準　　　※[6.5.2(a)(2)(ⅲ)①～②]による。

５）造作材の材面の品質の基準　　　　※Ａ種　　・Ｂ種　　　　　　　　　　 [6.5.2(a)(2)(ⅳ)]

６）樹種　　　構造材　　・松　・杉　※ひのき　・(　　　　)

１）木材の断面寸法：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 [6.5.1(b)]

２）表面仕上げ　　　　　・Ａ種　　　※Ｂ種　　　・Ｃ種　　　　　　　　　　　　　[6.5.1(c)]

３）木材の含水率　　　　※Ａ種　　　・Ｂ種　　　　　　　　　　　　　　　　　 [6.5.2(a)(1)]

10）雨掛り部分の建具枠回りに使用するシーリング材　　　4章10項による。　 　　　　[5.3.3(i)]

７）雨掛り部分の建具枠回りに使用するシーリング材　　　4章10項による。　 　　　　[5.2.3(i)]

３）改修後の床の清掃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[6.2.2(c)]

２）間仕切り壁の撤去に伴う他の構造体の補修方法　　　　　　　　　　　　　 　　[6.3.2(a)(5)]

９）鋼板類の厚さ　　　※図示による。　　・[表5.3.2]による。　　　　　　　 　　　[5.3.4(a)]

耐震ﾄﾞｱｾｯﾄの適用及び面内変形追随性の等級は，図示による。

耐震ﾄﾞｱｾｯﾄの適用及び面内変形追随性の等級は，図示による。

・かまち戸（ﾂﾉ出付）　見込　・３６　※３９　　　　　　　　　　　　　　　　 　(16.6.2(c))

・ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ張り床材の撤去等　     ［6.2.2(a)(3)］による。

・床タイルの撤去等　　　　　　　［6.2.2(a)(4)］による。

・合成樹脂塗床材の除去等　　　※機械的除去工法　　　・目荒し工法　　　　 [6.2.2(a)(2)]

2.　既存床の撤去及び

4.　既存壁の撤去及び

※図示による。　　・[4.4.9]モルタル塗替え工法による。

２）新規壁仕上げ　　※図示による

6.　既存天井の撤去及び

　寸法線で部材寸法が記入されている場合は，仕上り寸法とする。

品)

２）防腐剤は，非有機リン系の環境に配慮した表面処理用防腐剤とする。(日本木材保存協会の認定

２）既存の埋込みインサートの使用　　※する。　　・しない。　　　　　　　　　 [6.6.4(a)(1)]

屋外　　・１９形　　　※２５形

２）厚さ(㎜)：・２．０　　・１．５

３）高さ(㎜)：・６０　　・７５　　・１００

・エポキシ樹脂系塗床材(JIS K 5970)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 [6.10.2(b)]

・弾性ウレタン樹脂系塗床材(JIS K 5970)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 [6.10.2(a)]

　（ホルムアルデヒド放散量はF☆☆☆☆とする。）

20. フローリング張り

 ・Ｆ０

 ※塗装済品

 　ワックス塗り

 ・ＯＳ着色の上

 ・ＵＣ

 ・接着工法

 ※ﾓﾙﾀﾙ埋込工法

　（足金物付）
 厚さ　　　　15

 ・なら

 ※ぶな

 ブロック

 フローリング

 ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ

・単層

塗　　装工　　　　法寸　法（㎜）樹　種種　　　別

 複合１種

 フローリング ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ

※複合

（ﾋﾟｯﾁ300以内）

（ｽﾃﾝﾚｽｽｸﾘｭｰ釘）

 　　釘止併用工法

 接着剤

 長さ　　　 910

 板幅　　　　90

 表層厚　　　 3
 厚さ　　　　15

 ・かば

 ・さくら

 ・なら
 ※ぶな

２）複合フローリングの種別　　・A種　　・B種　　・C種　　　　　　　　　　　　　 [表6.11.3]

３）ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ及び接着剤のﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ放散量はＦ☆☆☆☆とする。　　　　 [6.11.2][6.11.5(a)(5)]

１）適用　　※下表による。　　・図示による。　　　　　　　　　　　　　　　　　  　[6.11.1]

21. 畳　　敷　　き

　立体模様

　普　　通
 内部用

 ・木目模様

 ※トラバーチン模様

 ・9.5  ・12.5  ・15 

 ・12 ・15 ・19

 ※9　・12

 ・　９．５（準不燃）

 ・　９．５（不　燃）

 ※１２．５（不　燃）

 ※　９．５（準不燃）

 ・　９．５（不　燃）

・繊維強化ｾﾒﾝﾄ板

・ロックウール

特
殊

普
通

　ＧＢ－Ｄ

　ＧＢ－Ｒ

厚　　　さ 品質・規格種　　　　類材　　　種

防虫処理　　※する（　※防虫紙　・その他　）　　・しない

22. せっこうボード，

　　その他ボード張り

JIS A 6901

JIS A 6901

JIS A 6301

JIS A 6901

・せっこうボード

・化粧せっこうボード

・ｼｰｼﾞﾝｸﾞせっこう

　ﾎﾞｰﾄﾞ　　ＧＢ－Ｓ

種別　　　　・Ａ種　　・Ｂ種　　※Ｃ種　　・Ｄ種　　　　　　　　　　　　　　　　　[6.12.1]

　化粧吸音板

 大きさ 303x303

※防滑仕上げ(けい砂5号程度)　　・薄膜流し展べ仕上げ

※防滑仕上げ　　・平滑仕上げ　　・つや消し仕上げ

・厚膜流し展べ仕上げ　　・樹脂ﾓﾙﾀﾙ仕上げ

１）適用　　※下表による。　　・図示による。　　　　　　　　　　　　　　[6.13.2][表6.13.1]

 ・（　　　　　　　　） ・（　　　　　　　　）

(けい酸ｶﾙｼｳﾑ板のﾀｲﾌﾟ2)
 ・0.8FK　　 ・1.0FK  ・4・5・6・8・10・12 JIS A 5430

２）ホルムアルデヒド放散量はＦ☆☆☆☆とする。

３）目地工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[6.13.3(g)(1)]

23. 合　板　張　り

天然木無垢化粧羽目板

厚
さ

働き巾

１）適用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[6.13.1]

24. 壁　紙　張　り

　・　　　　

　・天　井　

　・　壁　　

　・　　　　　

　・織物壁紙　

　※ビニル壁紙

　・不燃　　・準不燃

　※不燃　　・準不燃

　・不燃　　※準不燃

(ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ放散量は

規　　格防　火　認　定　品品　　　　質施　工　場　所

４）ホルムアルデヒド放散量はＦ☆☆☆☆とする。

Ｆ☆☆☆☆とする。)

JIS A 6921

３）工法　　接着剤釘留併用工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[6.13.3]

１）適用　　：※下表による。　　　・図示による。　　　　　　　　　　　　　　　　　[6.14.1]

２）壁仕上げ材は見本品を監督職員に提出し，承諾のうえ施工すること。

２）下地調整

・

・

・

・

・

耐凍害性 備　考

・150x150

・25x25

・50x50

・100x100

・150x150

施工場所

※

※

※

※

標準

色

※

・

※

※

※

※

なし

・

・

・

・

・

あり

・

・

・

・

・

※

※

※

※

※

施ゆう無ゆう

うわ薬

・

・

・

・

・

陶器

※

・

・

・

・

せっ器

・

※

※

※

※

磁器

き　　　じ

（㎜）

形状寸法

・点字ﾀｲﾙ

・床

25. タ　イ　ル　張　り
役　物

１）タイルの種類　：※下表による。　　　・図示による。　　　　　　　　　　　　　　[6.16.1］

８）水切り，ぜん板　　・取り付ける　　・図示による。　　　　　　　　　　　　 [5.2.5(a)(3)]

断熱ﾄﾞｱｾｯﾄ，断熱ｻｯｼの適用及び断熱性の等級は，図示による。　　　　　　　　[5.2.2(b)(3)]

耐震ﾄﾞｱｾｯﾄの適用及び面内変形追随性の等級は，図示による。　　　　　　　 　[5.2.2(b)(4)]

　　　　　　　　　　※C-1（屋内の建具）　　　　・C-1

　　　　　　　　線径：0.25㎜以上，網目：16～18メッシュ

断熱ﾄﾞｱｾｯﾄ，断熱ｻｯｼの適用及び断熱性の等級は，図示による。

断熱ﾄﾞｱｾｯﾄ，断熱ｻｯｼの適用及び断熱性の等級は，図示による。

※鋼板　　・ステンレス鋼板　　・アルミニウム合金

・図示による。

・フラッシュ戸　　　　見込　・３０　※３６　・３９　　　　　　　 　　　　　　(16.6.2(b))

　　かまち及び鏡板の種類　　※米ひば（寸法は図示による）

　　表面仕上　　　　　　　　※天然木化粧羽目板　厚さ９㎜　塗装済品

　　上張りの種類　　　　　　※新鳥の子程度　・ビニール紙程度

　　縁の仕上げ　　　　　　　・塗り縁　　・生地縁　　・（　　　　　　　）

・ビニル床シート等の除去等　　　［6.2.2(a)(1)］による。

・床組の撤去等　　　　　　　　　［6.2.2(a)(5)］による。

　※著しいひび割れ・浮き及び欠損部の補修は，監督員と協議のうえ補修を行うこと。

　※行う。（※改修端部より１ｍの範囲程度　・図示による。）　・行わない。

・木製壁下地（工法：・[表6.5.12]による。　・図示による。）　・軽量鉄骨壁下地

　引出線で部材断面（長辺寸法×短辺寸法）が示されている場合は，ひき立て寸法とし，

　　　　　造作材　　・杉　・松　※ひのき　・(　　　　)

　　　　　下地材（壁･天井下地，畳下･下張り用床板等）　　※杉　・松　・(　　　　)

　　　・禁止する：区分（　　　　　　）樹種（　　　　　　　　　　）

　樹種　　柱　　　　　※ひのき　・ひば　　・杉　　・栂

　　　　　敷居，框　　※なら　　・ひのき　・ひば

　　　　　鴨居　　　　※ひのき　・ひば　　・杉　　・栂

　化粧薄板の樹種　　　※ひのき　・杉　　　・たも　　　　厚み　　　(mm)

材の全面に行う。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  [6.5.2(h)]

屋内　　※１９形　　　・２５形

・行う。　　※指示あるとき行う。

・５０形　　・６５形　　・９０形　　・１００形　　※図示による。

　モルタル面，プラスター面の下地調整　　・RA種　　※RB種　　・RC種　　　　　 [表7.2.5]

　せっこうボード面の下地調整　　　　　　・RA種　　※RB種　　・RC種　　　　　 [表7.2.7]

　　自然系塗料塗装済品　　裏側には反り防止加工を行う。

　　厚さ　１２㎜，　働き巾　１１０㎜程度，　本実加工

・天然木無垢化粧羽目板（パイン無垢）　・JAS無節　※JAS上小節

　　自然系塗料塗装済品　　裏側には反り防止加工を行なう

　　厚さ　１２㎜，　働き巾　９０㎜程度，　本実加工

・天然木無垢化粧羽目板（ヒノキ無垢）　※JAS無節　・JAS上小節

　　表面化粧目地　　　・有（仕様）　　　　・無

　　表面仕上材種　　　　　　　表面厚さ　　　㎜

・天然木化粧合板　全体厚さ　　　㎜，表面塗装　・有（仕様）　　　・無

・壁仕上げ

・壁下地ラワン合板　　　：Ⅰ類　5.5㎜

・床下地構造用ラワン合板：Ⅰ類 15.0㎜　　　　既設床(FB・Pﾀｲﾙ)に接着剤ｺﾝｸﾘｰﾄ釘留併用工法　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　床組下地は接着剤釘留併用工法

・図示による。

※継目処理工法(ﾃｰﾊﾟｰｴｯｼﾞ)

・突付け工法(・ﾍﾞﾍﾞﾙｴｯｼﾞ　・ｽｸｪｱｴｯｼﾞ)　・目透し工法(・ﾍﾞﾍﾞﾙｴｯｼﾞ　・ｽｸｪｱｴｯｼﾞ)

・ふすま　　　　　　　見込　※２１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　(16.6.2(d))

・戸ふすま　　　　　　見込　※３０　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (16.6.2(e))

２）引戸装置は，振動等に耐えるよう建具枠，戸等に堅固に取り付ける。

２）鍵の仕様　　※既存マスターキーグループに組み込む　　・単独（　　　　ヵ所設置）

１）自閉式上吊り引戸装置の性能値は［表5.8.1］による。　　　　　　　　　　　　　　［5.8.1］8.　自閉式上吊り引戸装置

9.　建具用金物

４）握り玉及びﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙ，押板類，ｸﾚｾﾝﾄの取付け位置　　　　　　　　　　　　　　　[5.6.3(a)]

３）金物の種類及び見え掛り部の材質　　※[表5.6.1]による。　　・図示による。　　 [5.6.2(a)]

10. ガ　　ラ　　ス

２）ガラス留め　　　※シーリング　　　　・ガスケット

１）ガラスの適用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[5.12.1]

1.　他の部位との取合い等

１）[5.6.1～5.6.4][表5.6.1～表5.6.2]による。　　　　　 　　　　　　　　　　　 　 　[5.6.1]

１）既存間仕切壁の撤去に伴う当壁の取合う天井，壁及び床の改修範囲　　　　　　　　[6.1.3(b)]

３）天井の撤去に伴う取合部の壁面の改修範囲　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[6.1.3(f)]

２）天井内の既存壁の撤去に伴う当該壁の取合う天井改修範囲　　　　　　　　　　　　[6.1.3(c)]

・壁面より両側６００ｍｍ程度とし，既存仕上げに準じた仕上げを行う。　　※図示による。

　　上張りは，ふすまに準ずる。

　　　　　　（ステンレス材は，JIS G 4305によるSUS304とする。）

※図示によるもののほかは，監督職員との協議による。

※図示による。

・ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ又はｱﾙﾐ複合ﾊﾟﾈﾙ（不燃認定品）　厚3mm　ｼﾙﾊﾞｰ

・壁厚程度とし，既存仕上げに準じた仕上げを行う。　　※図示による。

・既存のまま　　※図示による　　

８
　
内
装
改
修
工
事

　　表面材の合板の種類はﾌﾗｯｼｭ戸に準ずる。

　　表面材の合板の種類　　　※天然木化粧合板：厚さ　　　㎜

別　紙（特記仕様書・改修）
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改修工事特記仕様書－５

工事設計図　No.5

１）軽量コンクリートの種別と適用　　　　　　　　　　　　　　　　　  (6.11.1(d))[8.10.1(d)]

・２種

・１種

8.　軽量コンクリート

　※使用しない　　・使用する（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

・　　　　

・１８　　

（Ｎ／㎜2）

呼び強度
（呼び強度等）

軽量粗骨材

主として人工

粗骨材

人工軽量

の細骨材を加えたもの

主として人工軽量細骨材又はこれに１種

電気炉酸化スラグ細骨材及び砂

ケルスラグ細骨材，銅スラグ細骨材，

砕砂，高炉スラグ細骨材，フェロニッ

トに同じ

普通コンクリー
15(mm)

1.4～1.8(t／m3)

1.8～2.1(t／m3）

気乾単位容積質量

の最大寸法

人工軽量骨材
セメントの種類

骨　　　　材

粗骨材細骨材
種別

コンクリートの荷受確認

（不合格の場合の処置）

　　　　　2.(財)日本適合性認定協会によって，認定試験所として認定を受けている試験所

（試験）

 1台の運搬車から

 工事現場

 3度に分けて採取

 けた運搬車から

 一回試験につき

 3個の供試体を

 適切な間隔をあ

[8.8.4(a)]

(6.10.4(a))

による。

(6.10.6)

による。

[8.8.6]

 28日
 工事現場

 における

 現場封かん養生

 推定試験

 強度の

 構造体

 コンクリート

 以内

 91日

 を超え

 28日

 強度の推定

 日以内の圧縮

 28日を超え91

 リートの材齢

 構造体コンク

 度の推定

 28日の圧縮強

 構造体コンク

 型枠取外し時

 期の決定

 監督職員と

 の協議による

による。

(6.10.5)

(6.10.6)

(表6.9.2)

[表8.7.3]

 リートの材齢

 による。

[8.8.6][8.8.4(a)]

(6.10.4(a))

(6.10.4(a))

[8.8.4(a)] [8.8.5][8.8.4(b)(3)(i)]

(6.10.4(b)(3)(i))

 による。

強度判定等

による。による。

コンクリートの強度試験　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　(6.10.4)[8.8.4]
試験項目  試験目的 養生方法 材齢  供試体の個数試験回数

 28日

 水中養生

 における

 28日

 の推定

 28日圧縮強度

 リートの材齢

 構造体コンク

 の管理

 調合管理強度

 管理試験

 強度の

 調合管理

 3個の供試体を採取

 一回試験につき

　　　　　1.(独)製品評価技術基盤機構認定センターによって，JNLAの試験事業者として登録さ

　　　　　　れている試験所

常時，土あるいは水に直接接する部分の使用　　　　　　　　　　　　　　(6.11.1(c))[8.10.1(c)]

10. 材　　　　料

9.　無筋コンクリート

所要気乾単位容積質量　　※図示による

　　　　　　　　　　　　・３４０㎏／ｍ3（　　　　　　　　）

（型　枠）

単位セメント量の最小値　※３２０㎏／ｍ3

水セメント比の最大値　５５％

※ＪＩＳ　Ａ　５３０８（レディーミクストコンクリート）の規格品とする。　　　　　　(6.14.1)

せき板の材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 　(6.9.3)(6.9.3(e))[8.2.6]

スランプ　１８㎝

空気量　　５％

適　用　箇　所

　　　　種別　※タイプⅠ　・タイプⅡ　　ホルムアルデヒド放散量はＦ☆☆☆☆とする。

３）タイル目地材　タイルが抗菌タイプの場合は抗菌仕様とすること。

５）接着剤　有機質接着剤　JIS A 5548（陶磁器質タイル用接着剤）

1.　適用

異形鉄筋 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼JIS G 3112

区　　分 規格番号 名　　　　称 径 種　　類

　※

　※

　※

　※

　SD295A

　SD295B

　SD345

　SD390
（注：※に使用する鉄筋の径を記入する。）

・建築基準法第37条の規定に基づき認定を受けた鉄筋（詳細は構造図による。）

その他の鉄筋

※下表による。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(5.2.1)[8.2.1]

標準仕様書5章3節　加工及び組立による。

※超音波探傷試験　　・引張試験　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(5.4.9)

2.　鉄筋の種類

JIS G 3551　　※網目の形状，寸法及び鉄線の径は，図示による。　　　　　　　　(5.2.2)[8.2.2]

　
　
コ
ン
ク
リー

ト
工
事
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１）配合設計条件等

○

打設月

設計基準強度は下表による。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(6.1.4)[8.1.3(c)]

1.　適用

2.　コンクリートの強度等

　ａ）コンクリートの種類　　　普通コンクリート

　ｂ）呼び強度　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (6.4.5)(6.8.2(e))[8.5.5][8.7.8(b)(5)]

　Ｆｃ（Ｎ／㎜2）

※２１

適　　　　用　　　　箇　　　　所
設計基準強度

3.　レディーミクスト

　　コンクリート

３　～　１１(注1)

１２　～　２

暑　中　期　間(注2) ○

○

　　 指定事項は下表による。
事　　項 指　　　　　定　　　　　内　　　　　容

単位水量の最大値

単位セメント量の最小値

水セメント比の最大値

混和材料の種類

　２７０㎏／ｍ3

　※６５％　　・６０％（高炉セメントのＢ種）

　※ＡＥ減水剤標準形Ⅰ種

　・高性能ＡＥ減水剤標準形Ⅰ種

　　　　　　（呼び強度　　　Ｎ／　㎡　以上）

　４．５％空気量

コンクリートの塩化物含有量 　塩化物イオン量（ＣＬ￣）で０．３０㎏／ｍ3　以下

　アルカリシリカ反応抑制方法 　下記〔アルカリ骨材反応抑制対策　特記仕様書〕による。

気乾単位容積質量

　ｃ）スランプ　　※１８㎝　　・１５㎝（　　　　）　　　　　　　　　　(6.2.3)[8.1.4(b)(2)]

　ｄ）セメントの種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(6.3.2)[8.2.5(b)(c)]

２）指定事項　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(6.2.4)(6.3.5)[8.1.4(c)][8.2.5(f)]

　　　　　　　　　　　(注1)：暑中期間は，7月4日から9月8日までとする。

　ｅ）骨材の種類（アルカリシリカ反応による区分）　　　　　　　　　　　　(6.3.3)[8.2.5(d)]

　１８５㎏／ｍ3

　※２．３t／ｍ3程度

※図示による。

９
　
鉄
　
筋
　
工
　
事

類別　　※Ⅰ類　　・Ⅱ類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (6.1.5)[8.1.3(c)]

３）寒中コンクリート　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  (6.12.1)

２）タイルの貼り方（目地割）や色等は，打合せによる。

・標準仕様書各部配筋参考図による。　　                             　　　　　   (5.3.4(b))

・

・
・壁

・150x150

・100x100

※

※

・

・

※

※

※

※

・

・

※

※

・

・

・

・

耐凍害性 備　考施工場所
標準

色

なしあり施ゆう無ゆう

うわ薬

陶器せっ器磁器

き　　　じ

（㎜）

形状寸法 役　物

４）内装タイル張り工法　　　・改良積上げ張り　　　　　　　　　　 ［6.16.5(c)(1)][表6.16.5]

JIS A 5308（レディミクストコンクリート）

（式）

 セメントのアルカリ量（Ｎａｄ２０換算値％）／１００×（配合表に示された値㎏／ｍ3）

 ＋０．５３×（骨材中のＮａＣ１％）／１００×（当該単位骨材量㎏／ｍ3）

 ＋混和剤中のアルカリ量㎏／ｍ3

２）抑制対策

　　・抑制効果のある混合セメント等の使用

　　コンクリート

　　の仕上がり

種　別 せき板の程度施　　　工　　　箇　　　所

１）コンクリート部材の位置及び断面寸法の許容差　　　　　　　　　　　　(6.2.5)[8.1.4(d)(1)]

２）コンクリート表面の仕上がり状態 　　　　　　　　　　　　　　　　　 (6.2.5)[8.1.4(d)(2)]

・Ａ種　

・Ｂ種　

・Ｃ種　

(6.9.3(b)(1))

[8.2.6(b)(1)]程度とする。

(6.9.3(b)(2))

[8.2.6(b)(2)]程度とする。

[8.2.6(b)(2)]程度とする。

(6.9.3(b)(2))

※図示による。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　(6.1.3)4.　特殊な要因による

5.　コンクリート

合成樹脂塗床

ビニル系床材張り

床コンクリート直均し仕上げ

カーペット張り

防水下地

セルフレベリング材塗り

タイル張り，モルタル塗り

二重床

化粧打放しコンクリート

塗装仕上げ，壁紙張り

仕上げ塗材塗り

タイル張り，モルタル塗り

胴縁下地

３ｍにつき７㎜以下

３ｍにつき１０㎜以下

１ｍにつき１０㎜以下

平たんさ 柱，梁，壁の場合 床の場合
３）コンクリートの仕上がり平たんさ　　　　　　　　　　　　　　　　 　　（表6.2.4)[表8.1.4]

　　製造，運搬及び打込み等

標準仕様書６章４節及び６節による。

試験項目 試験回数、試料採取 試験方法 試験判定等

コンクリートの製造工場，種類が異なるごとに一日一回以上，

当初の測定は打設当初とし，コンクリートの工場出荷時に行う。

（測定器は（財）国土開発技術センターの技術評価を受けたもの）

スランプ

空気量

塩化物量

JIS A 1101

JIS A 1128

JIS A 1118

JIS A 1116

JIS A 5308

3.品質(2)スランプ

JIS A 5308

3.品質(3)空気量試料採取方法　JIS A 5308

験のために試料採取を行うご

下表のコンクリートの強度試

6.　コンクリートの発注，

7.　試験

とに行う。

かつ１５０ｍ3ごと及びその端数につき一回以上行う。

４）ひび割れ誘発目地の位置，形状及び寸法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (6.9.2(e))

寸法　　　　　・図示による。　　　・(9.6.3)による。

　JIS R 5211 高炉セメントに適合する高炉セメント（B種又はC種）又はJIS R 5213 フライアッ

　シュセメントに適合するフライアッシュセメント（B種（フライアッシュ　混合比15％以上）

　また，混和材をポルトランドセメントに混入した結合材を使用する場合には，試験等によりア

　ルカリ骨材反応抑制効果を確認し，監督職員の承諾をうける。

　　・安全と認められる骨材の使用

　１回／６箇月かつ産地が変わった場合に信頼できる試験機関(注2)で行い，骨材が無害であるこ

〔　アルカリ骨材反応抑制対策　特記仕様書　〕

１）適用範囲

（注１）試験方法は，JIS A 1145　骨材のｱﾙｶﾘｼﾘｶ反応性試験方法（科学法）又はJIS A 5308（ﾚﾃﾞｨｰ

　反応性試験方法(ﾓﾙﾀﾙﾊﾞｰ法)又はJIS A 5308(ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ)の付属書8「骨材のｱﾙｶﾘｼﾘｶ反応

　性試験(ﾓﾙﾀﾙﾊﾞｰ法)」による骨材試験の結果を用いる場合には，JIS A 1804「ｺﾝｸﾘｰﾄ生産工程管

　理用試験方法－骨材のｱﾙｶﾘｼﾘｶ反応性試験方法(迅速法)」による。

（注２）公的機関又はこれに準ずる機関（大学，都道府県の試験機関，公益法人である民間試験機関，

フレッシュコンクリートの試験　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (6.10.3)[8.8.3]

3.　鉄筋の加工及び組立

4.　鉄筋の継手

5.　鉄筋の継手位置

6.　溶接金網

7.　圧接完了後の検査

柱及び梁の主筋                                                                  (5.3.4(b))

　　Ｓ ３ ６ ９
を加えた数値以上とする。

　　　　　　　　　　　　・接着剤張り

※ガス圧接継手　（　　　　　　　　　　）

・重ね継手　　　（　　　　　　　　　　）

・特殊な鉄筋継手（　　　　　　　　　　）

・ガス圧接継手　（　　　　　　　　　　）

※重ね継手　　　（　　　　　　　　　　）

・特殊な鉄筋継手（　　　　　　　　　　）

呼び強度は調合管理強度以上とし，調合管理強度は，設計基準強度(Fc)に構造体強度補正値(S)

　　　　　　　　　　　(注1)：暑中期間を除く。

　※普通ポルトランドセメント　　JIS R 5210（ポルトランドセメント）

　・混合セメントのＡ種　（　　　　　　　　　　　　　　　　）

　・混合セメントのＢ種　（　　　　　　　　）

　※Ａ

　・Ｂ（※コンクリート中のアルカリ総量Rt=3.0kg/m3　以下）

 寒中コンクリートは，コンクリートの打込み後の養生期間に，コンクリ ートが凍結するおそれ

のある場合に施工する期間に適用し，(6.12.1)～(6.12.7)による。適用期間については監督職員

と協議すること。

位置及び形状　※図示による。

コーンの使用は，(6.9.4(i))[8.7.9(b)(8)]による。

外部に面するコンクリート打放し仕上げ（仕上塗材，塗装等の仕上げを行う場合を含む。）の打

増し厚さ　　　　　　　※２０mm　　・図示による。

※下表による。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(表6.2.3)[表8.1.3]

コンクリートの打放し仕上げ

(表6.2.2)[表8.1.2]による

　その他信頼に値する民間試験機関，人工骨材については製造工場の試験成績表でよい）

　ﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ）の付属書7「骨材のｱﾙｶﾘｼﾘｶ反応性試験（科学法）」，JIS A 1146 骨材のｱﾙｶﾘｼﾘｶ

　受ける。なお，試験に用いる骨材の採取は，請負者が立ち会うこと。

　場合に信頼できる試験機関(注２)で行い，骨材が無害であることを確認し，監督職員の承諾を

　方法（迅速法）(注１)による骨材試験を施工着手前，工事中１回／６箇月かつ産地が変わった

　を用いる場合には，コンクリート生産工程管理用試験方法－骨材のアルカリシリカ反応性試験

　また，骨材のアルカリシリカ反応性試験方法（モルタルバー法）(注１)による骨材試験の結果

　とを確認し，監督職員の承諾を受ける。

　骨材のアルカリシリカ反応性試験方法（科学法）(注１)による骨材試験を施工着手前，工事中

　又はC種）であることを試験成績表で確認し，監督職員の承諾を受ける。

　最大値のうち，最近６箇月の最大の値を使用すること。

　なお，算定式中のセメントのアルカリ量は，試験成績表に示されたセメント のアルカリ量の

※コンクリート中のアルカリ総量の抑制

建築構造物（基礎，主要構造部等建築基準法第３７条に規定する部分）に使用されるレディーミ

クストコンクリートに適用する。

プレキャスト製品を使用する場合は，２抑制対策のうちどの対策によるものかを製造業者の試験

成績表により確認し，監督職員の承諾を受ける。

　　　（注）寒中コンクリートの場合の試験は(6.12.6)による。

構造体コンクリートの28日圧縮強度の推定試験及び28日を超え91日以内の圧縮強度の推定試験は，

指定試験所(注)で行う

　　(注)指定試験所とは，コンクリート強度試験分野において，以下のいずれかに該当するもの

　　　　をいう。

構造体コンクリートの２８日を超え９１日以内の圧縮強度の推定試験が不合格となった場合は，

(6.10.6(c))[8.8.6(C)]による。

コンクリートの打設に当たっては，納入書の受取時に「コンクリート荷受確認書」により確認し，

打設完了後，速やかにその写しを監督職員に提出すること。

なお，工事完成時には，打設日ごとのすべての「コンクリート荷受確認書」を監督職員に提出する

こと。

なお，下記以外は普通コンクリートに準じる。　　　　　　　(6.11.1)(6.11.2)[8.10.1][8.10.2]

設計基準強度　　※１８Ｎ／㎜2

スランプ　　※１５㎝　　・１８㎝

※合板せき板－「合板の日本農林規格」の「コンクリート型枠用合板の規格」による表面加工品

　（塗装品）厚さ１２㎜とする。ただし，塗り下地・タイル下地及び地中部分を除く。

・床型枠用鋼製デッキプレート（図示による。）

・断熱材兼用型枠（図示による。）

・メッシュ型枠（図示による。）

参照する仕様書の指定に標準仕様書及び改修標準仕様書が併記されている場合は，一般改修工事にお

いては標準仕様書を，15章による耐震改修工事の場合は改修標準仕様書を参照する。

いては標準仕様書を，15章による耐震改修工事の場合は改修標準仕様書を参照する。

参照する仕様書の指定に標準仕様書及び改修標準仕様書が併記されている場合は，一般改修工事にお

　※捨てコンクリートには上記（Ｓ）及びＡＥ減水剤は不要とする。

　アルカリ量が表示されたポルトランドセメント等を使用し、標準仕様書6.5.4(b)アルカリ総量

　計算し，その値が3.0㎏/ｍ3であることを確認し，監督職員の承諾を受ける。

　(6.5.1式)，改修標準仕様書8.6.4(b)アルカリ総量[8.6.1式]又は下式を用いてアルカリ総量を

※JIS A 5308（レディーミクストコンクリート）の規格品とし，指定事項等は下記による。

の標準的な値の範囲

粗骨材の最大寸法は，コンクリート断面の最小寸法の１／４以下，かつ４０㎜以下とする。

捨てコンクリート及び防水層の保護コンクリートの場合は２５㎜以下とする。

別　紙（特記仕様書・改修）

54



特　　　　　　記　　　　　　事　　　　　　項章 項　　　目 特　　　　　　記　　　　　　事　　　　　　項章 項　　　目

特　　　　　　記　　　　　　事　　　　　　項章 項　　　目

整備支援課

９９
京都市立
　ただし，

課長　　　　　課長補佐・係長　　　　係員

平　成　　　年　　　月

枚の内

（平成２３年６月改正）

改修工事特記仕様書－６

工事設計図　No.6
1.　補強ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ造12　
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１）種類及び厚さ：JIS A 5406（建築用コンクリートブロック）　　　　　　　　　　　 　(8.3.2)

間仕切壁，地下二重壁，外壁，塀

衛生配管用裏積みブロック

※図示による。　　・　　　cm※空洞ブロック16　　・図示による。

断面形状及び圧縮強さによる区分 厚　　　　さ適　　用　　箇　　所
　　　　　　　　　※下表による。　　・図示による。

１）種類：JIS A 5406（建築用コンクリートブロック）　　　　　　　　　　　　　　　　 (8.2.2)

　　　　　　※空洞ブロック16　　・空洞ブロック16-W　　・図示による。

２）厚さ　　※図示による。　　・　　　cm

３）各部の配筋　　※図示による。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(8.2.5(b))

４）がりょう　がりょうの下端は，原則として横筋用ブロックを使用して，コンクリートの打込みを

　　　　　　　行う。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　(8.2.9)

(8.2.1)～(8.2.12)によるもののほかは，以下による。

2.　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ帳壁及び塀 (8.3.1)～(8.3.8)によるもののほかは，以下による。

(高さ1.5m程度以下とする。)
・空洞ブロック08　　・図示による。※図示による。　　・　　　cm

4.　ＡＬＣパネル

3.　レンガ及び抗火石積

(8.4.1～8.4.7)による。

外壁用 ・1180　・1960 ※100 ・( 　)

厚さ(mm)単位荷重(N/㎡)種 別

・2990 ・3490

長さ（mm）

※平　・意匠

表面加工

・A種 ・B種 ※C種

取付工法種別
（JIS A 5416(軽量気泡コンクリートパネル(ALCパネル))

１）ALCパネル　　※下表による。　　・図示による。　　　　　　　　　　　　　　　 (8.4.2(a))

２）外壁パネル工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (8.4.3)

　　取付け工法種別　　・Ａ種（ﾊﾟﾈﾙ縦使いｽﾗｲﾄﾞ）　　　　　　　　　　　　　　　　　(表8.4.2)

　　　　　　　　　　　・Ｂ種（ﾊﾟﾈﾙ横使いﾎﾞﾙﾄ留め）　・Ｃ種（ﾊﾟﾈﾙ縦使いﾛｯｷﾝｸﾞ）

　　※雨掛かり部分のパネルの目地は，シーリング材を充填する。

　　※パネル幅の最小限度は，300mmとする。

　　出隅及び入隅部のパネル接合目地幅（伸縮調整目地）　※２０ｍｍ

４）溝掘り，孔あけ及び開口部の処置　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　(8.4.6)

　　※(8.4.6)によるもののほかは，図示及びメーカーの仕様による。

そ　の　他寸　　法形　　状表　　面種　　類
１）材料　　※下表による。（JIS A 5441(押出成形セメント板)）　・図示による。 　　 （8.5.2）

5.　押出成型セメント板

　　（ＥＣＰ）

(8.5.1～8.5.5)による。

２）外壁パネル工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　(8.5.3)

　　取付け工法種別　　・Ａ種（パネル縦使いロッキング）　　　　　　　　　　　　　 (表8.5.1)

　　　　　　　　　　　・Ｂ種（パネル横使いスライド）

３）間仕切壁パネル工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (8.5.4)

　　取付け工法種別　　　・Ｂ種（パネル横使い）　　・Ｃ種（パネル縦使い）         (表8.5.2)

４）溝堀り，開口部の処理　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　(8.5.5)

　　※(8.5.5)によるもののほかは，図示及びメーカーの仕様による。

１）種別　　普通れんが　　※JIS R 1250　２種

　　　　　　耐火れんが　　※JIS R 2304　８種、９種

２）工法　　普通れんが積　※半枚積

２）各部の配筋　　※図示による。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(8.3.3(b))

３）積上げ高さ1.5m以下，かつ，面積6㎡程度以下の衛生配管用裏積み等で，鉄筋を用いないでブロ

　　ック積みを行う箇所の適用は，(8.3.7)による。

　目地用鉄筋　　※(5.2.1(鉄筋))による。（SD295A-D10又はSR235-9φ）　　　　　　　 　(8.4.2)

　
　
鉄
骨
工
事
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2.　鉄骨製作工場

3.　施工管理技術者 ・摘要する　　・摘要しない　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　(7.1.4)

1.　適　　　　用

規　　格 材　　質 箇　　　　　　所

・ＳＳ４００

・ＳＳ４９０

・ＳＳ５４０

ＪＩＳ　Ｇ　３１０１

4.　材　　　　料

・

・

・

・

２）高力ボルト　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(7.2.2)[8.2.8]

　　　　　　　　　　　　　　形状・寸法　　　　　※図示による。

　　建方用アンカーボルト　　材質　JIS G 3101

　　　　　　　　　　　　種類　※SS400　 　・（　　　　　　　）

　　　　　　　　　　　　形状・寸法　　　　　※図示による。

種　　　　　別 備　　　　　　考

・構造床用デッキプレート（単体）

・合成スラブ用デッキプレート

・床型枠用鋼製デッキプレート

・上記以外

建築基準法に基づく認定を受けたものによる

建築基準法に基づく認定を受けたものによる

図示による

(6.9.3(c))による。

試験種別 試験箇所 試験方法 備　　考

超音波探傷試験 完全溶込み溶接部

6.　高力ボルト接合

7.　溶接接合

5.　工作一般

３）工場製作要領書・品質管理，社内検査要領書等提出のこと。

４）製作精度　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　(7.3.3)[8.12.2]

５）仮組　　・行う。　　・行わない。　　　　　　　　　　　　　　　　　 (7.3.10)[8.12.9(a)]

(7.6.11(b))による。

２）溶接部の試験　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(7.6.11)

３）開先の形状及びスカラップの形状は図示による。

　　種別（鉄骨）

材料及び工法 耐火時間 部　　位

・ラス張りモルタル塗り

・耐火材吹付け
ロックウール

（・乾式　・半湿式　・湿式）

・耐火板張り

・耐火材巻付け

２）アンカーボルト　　※構造用アンカーボルト　　・建方用アンカーボルト　　　　　　(7.10.3)

１）建方精度　ＪＡＳＳ６　付則６鉄骨精度検査基準　付表５工事現場による。　　　　　(7.10.2)

　　建方用アンカーボルトの保持と埋込み　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(表7.10.1)

(7.11.1)～(7.11.2)による。

(7.12.1)～(7.12.6)による。

8.　錆止め塗料の

9.　耐火被覆

10. 工事現場施工

11. 軽量形鋼構造

(15章2節)[8.17.7]による。

12. 溶融亜鉛めっき工法

溶融亜鉛めっき高力ボルトを使用する場合の摩擦面の処理

５）溶接用材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(7.2.5)[8.2.9]

６）ターンバックル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (7.2.6)

７）デッキプレート　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　(7.2.7)

１）現寸図の作成　　※行う。　　・行わない。　　　　　　　　　　　　  (7.3.2(a))[8.1.5(a)]

２）高力ボルト，普通ボルト及びアンカーボルトの縁端距離，ボルト間隔，ゲージ等　　(7.3.2(b))

高力ボルトの締付け施工法の確認はＪＡＳＳ６　６．５による。　　　　　　　　　　　　 (7.4.5)

１）エンドタブの切除　　　　　　　　　　　　　　　　　 (7.6.7(a)(6)(ⅱ))[8.14.7(a)(6)(ⅱ)]

(18.3.2)による。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (7.8.3)

１回目は製作工場で，２回目は工事現場建方完了後に行う。　　　　　　　　　　　　 (18.3.3(e))

種　　　別
１）適用　　※下表による。　　・図示による。　　　　　　　　　　　　　　　 (7.9.2)[8.17.2]

２）耐火材吹付け，耐火板及び巻付け耐火被覆材は，建築基準法に基づき認定を受けたものとする。

３）試験及び表示は行う。

１）鋼材　　※下表による。　　・図示による。　　　　　　　　　　　　　　　　(7.2.1)[8.2.7]

３）普通ボルト　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (7.2.3)

４）アンカーボルト　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (7.2.4)

※（株）全国鉄骨評価機構又は（株）日本鉄骨評価センター　　　 　　　　　　　 (7.1.3)[8.1.5]

22. 耐　火　材 ・エキスパンション部

　参考メーカー･仕様（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

※平付型　・突出型　　　SUS製　200*200程度　ｼﾙｸｽｸﾘｰﾝ印刷・便所ピクトサイン

・室名札

・室名札
8.　表　　　示

　　　　　　　及び掲示板

7.　黒板，ホワイトボード

　　　　　・ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ：※暗線入りﾏｰｷﾝｸﾞﾍﾟﾝ受け付き　・ﾏｰｷﾝｸﾞﾍﾟﾝ受け付き

　　　　　・掲示板　表面：ビニールシート難燃５級

２）黒板・掲示板の下地材及び接着剤のホルムアルデヒド放散量はＦ☆☆☆☆を原則とする。

　　参考メーカー・仕様（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　参考ﾒｰｶｰ（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

適用　　※下表による　　　　・図示による　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　(20.2.10)

１）適用　※図示による。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　(20.2.8)

12. 沓　摺　り

11. 三　方　枠

14. 面　　　台

細目ノンスリップ（枠付）　SUS304 HL　幅：200　ﾋﾟｯﾁ：15　厚み：20　長さ：図示13. グレーチング

ＳＵＳ３０４　ＨＬ　　厚さ　２．０　　寸法：図示

ＳＵＳ３０４　ＨＬ　　厚さ　１．５　　寸法：図示

10. 床下点検口 化粧マンホール　　※６００角　　ｽﾃﾝﾚｽ製　　密閉式（防臭，防水型）　ﾎﾞﾙﾄ固定式

　参考メーカー･仕様（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

参考メーカー･仕様（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

参考メーカー･仕様（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

15. 隔　て　板 １）材質　※御影石　　　・図示による。

１）材質　※人造大理石　　・御影石　　・図示による。

３）固定方法　　SUS304取付金物

２）寸法：図示による。

２）寸法　Ｄ：・135　・図示による。　　　Ｌ：図示による。

16. 補助手摺 １）材質　ＳＵＳ３０４　ＨＬ　径３８

２）寸法，取付位置：図示による。

9.　天井点検口 １）大きさ　　※４５０角　・６００角

２）材質　　　アルミ製　　　切込，開口補強を行う。

21. 流し横スクリーン

20. 映写スクリーン

表面材　　※ビニルレザー張り（防炎加工）19. アコーディオンドア

17. パーテーション

　　(学校用間仕切　ＳＰ)

18. 見切縁・廻縁 材種　※アルミニウム合金製　　・塩ビ製　　・木製

１）寸法　※３．０ｍ×２．３ｍ（１５０インチ対応）

　　　　　・２．４ｍ×２．４ｍ（１２０インチ対応）

２）ローラースクリーン生地　　ウルトラビーズ

　　　自動巻上げ式，ボールストップ機構，ブレーキ付

３）映写スクリーン取付方法

　　※スクリーンボックス　天井埋込　木製（ﾗﾜﾝ OSC塗り） 3500(ｽｸﾘｰﾝﾒｰｶｰと調整)*200*200 ｱ25

　　・既製取付板（スクリーンメーカー専用品）

　　・木製取付板（図示）

参考メーカー･仕様（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

１）支柱，桟　　アルミ押出型材　50*50

２）下段パネル　アルミパネル　ｱ3.0　　中段パネル　網入型板ガラス　ｱ6.8

３）寸法　Ｗ９５０　Ｈ２１００

材種等　※図示による。

突出型　　ｱｸﾘﾙﾗｲﾄ製(SUS製枠付)　80*265　ｼﾙｸｽｸﾘｰﾝ印刷

平付型　　ｱｸﾘﾙﾗｲﾄ製(SUS製枠付)　80*265　ｼﾙｸｽｸﾘｰﾝ印刷

環
境
配
慮
改
修
工
事

1．アスベスト含有建材の

　　　　　　　　処理工事

[9.1.1]～[9.1.5]及び<6.1.1>～<6.5.4>によるほか，「飛散性アスベストの除去に関する仕様書」

及び「非飛散性アスベストの除去に関する仕様書」による。

・飛散性アスベスト（飛散性に準ずるものも含む）                                     [9.1.3]

・非飛散性アスベスト（アスベスト成形板）                                           [9.1.5]

対象部位：材料（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

仕様書による。

また,これらに記載のない事項については1章18節 5 非飛散性アスベスト含有建材の撤去に関する

「石綿障害予防規則」「石綿含有廃棄物等処理マニュアル」により適正に除去,処理すること。

対象部位：材料（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

関する仕様書」による。

に除去,処理すること。また,これらに記載のない事項については別紙「飛散性アスベストの除去に

「石綿障害予防規則」「既存建築物の吹付けアスベスト粉じん飛散防止処理技術指針」により適正
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1.　階段滑り止め

２）形状，寸法　※図示による。

３）取付工法　　※接着工法　　　・埋込工法

2.　フリーアクセスフロア

　※図示による。

　
　
そ
 
の
 
他
 
工
 
事
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　　巾木，笠木：ｽﾃﾝﾚｽ製　　ﾌﾞｰｽ高さ：H=2000 ただし，ﾗﾝﾏ付部(男女間・PS)は天井まで

　　表面仕上げ：ﾒﾗﾐﾝ化粧板　　心材：ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞ又はMDF　　厚さ：30㎜　　SUS製巾木仕様

3.　トイレブース

※鋼製　　　　　・ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金製

※２５

※ギヤー式　　　・操作棒式

※ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金

ﾍｯﾄﾞﾎﾞｯｸｽ･ﾎﾞﾄﾑﾚｰﾙ

スラットの成形幅（㎜）

開　閉　方　式

ス　ラ　ッ　ト

・８０　　　　・１００

・ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金　・クロス

※横形ブラインド　 ・縦形ブラインド　形　　式
4.　ブラインド

　　その他は上記と同様とする。

　　巾木(扉側はｻﾎﾟｰﾄ仕様),笠木:ｽﾃﾝﾚｽ製　ﾌﾞｰｽ高さ:H=1900 ﾗﾝﾏ付部(男女間・PS)は天井まで

・上記以外

　　参考メーカー（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　ｽﾗｲﾄﾞ表示錠（非常開閉式）　　ｸﾞﾚﾋﾞﾃｨ丁番

　　その他機能上必要な金物は，製造所の仕様による。

２）製作寸法は，現場実測により定める。

両面遮光　遮光等級　１～２級

※引き分け ・片引き

※引き分け ・片引き

・フランス（単独の場合）

※箱（遮光と併用の場合）

・箱/つまﾋﾀﾞ(2.0ﾋﾀﾞ)　

※プレーン(1.5ﾋﾀﾞ)

・レース

・遮光

仕　　様形　　　式ひだの種類種　類
5.　カーテン

２）カーテン下端　　腰のある窓の場合:窓下から200程度，腰のない窓:床に触れない程度　

３）カーテンのきれ地は，消防法で定める防炎性能の認定表示があるもの。

４）タッセル，ふさ掛け（金物）取付　　

５）製作寸法は，現場実測により定める。

参考メーカー（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

フリーアクセスフロア及び表面仕上げ材の材質，寸法，耐荷重性能，耐震性能　　　　 　（20.2.2）

※下記仕様による。　　施工図を監督職員に提出し，承諾を得ること。　　　　　　　　　(20.2.5)

１）材種　　　　※ステンレス（SUS304）ビニルタイヤ入り　・図示による。　　　　　　(20.2.6)

１）適用　　※下表による。　　・図示による。　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (20.2.12)

１）適用　　※下表による。　　・図示による。　　　　　　　　　　　　　(20.2.14)(表20.2.1)

6.　カーテンレール

２）材種　※ステンレス　・アルミ

３）色彩　・シルバー　　　・着色

４）重ね　※３００　　　・５００

１）形状　※シングルＤ形　・シングルロイヤル（暗幕用）　　　　　　　　　　 (20.2.14(b)(2))

グレード　　・Ｓ　　・Ｈ以上　　・Ｍ以上　　・Ｒ以上　　・Ｊ以上

ボルトの径は，図示による。

材料　(表7.2.3)による。ボルトの径は，図示による。

構造用アンカーボルト　　材質　JIS G 3138

　　　　　　　　　　　　種類　※SNR400　　・（　　　　　　　）

(表7.2.4)[表8.2.7]及び(7.2.5(b))[8.2.9]による。これ以外は，図示による。

ターンバックルは，ＪＩＳ　Ａ　５５４０（建築用ターンバックル）の規格品とし，図示がなけ

れば，胴は割枠式及びボルトは羽子板ボルトとする。

材質，形状及び寸法は図示による。

　※図示による。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[8.1.6(b)]

　・国土交通大臣官房官庁営繕部監修「建築鉄骨設計基準及び同解説」による。

（社）日本建築学会「建築工事標準仕様書６鉄骨工事」付則６による。

※張力確認試験　　・トルク係数値の確認試験

　※配筋上支障のある場合　　・図示による。

　※超音波探傷試験　　・放射線透過試験　　・マクロ試験

構造用アンカーボルト及びアンカーフレーム

　　　形状及び寸法は図示による。

　　　種別　　・Ａ種　　※Ｂ種

　　　種別　　※Ａ種　　・Ｂ種

※ブラスト処理　　　・（　　　　　　　）

参照する仕様書の指定に標準仕様書及び改修標準仕様書が併記されている場合は，一般改修工事にお

いては標準仕様書を，15章による耐震改修工事の場合は改修標準仕様書を参照する。

・トルシア形高力ボルト　　・溶融亜鉛メッキ高力ボルト　　・JIS形高力ボルト

柱底均しモルタルの工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(表7.10.2)

３）間仕切壁パネル工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (8.4.4)

　　　　　　　　　　　・D種(パネル縦使い)　・E種(パネル縦使い)

　　取付け工法種別　　・B種(パネル横使い)　・C種(パネル縦使い)　　　　　　　　　 (表8.4.3)

別　紙（特記仕様書・改修）
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特　　　　　　記　　　　　　事　　　　　　項章 項　　　目 特　　　　　　記　　　　　　事　　　　　　項章 項　　　目

特　　　　　　記　　　　　　事　　　　　　項章 項　　　目

　　　　引張耐力，せん断耐力　　※図示による。　　　　　　　　　　　　　 [8.2.4(b)(1)]

整備支援課

９９
京都市立
　ただし，

課長　　　　　課長補佐・係長　　　　係員

平　成　　　年　　　月

枚の内

（平成２３年６月改正）

改修工事特記仕様書－７

工事設計図　No.7

工事用通路と施設利用者通路を出来る限り明確に分けること。

２章　仮設工事　による。3.　仮設工事

　　を立てること。

　　け小さくなるよう考慮する。それに伴い，出来るだけ短期間に工事が完了するように施工計画

４）本工事は使用中の建物に対して行われるので，騒音，粉塵汚染など支障の及ぶ範囲が出来るだ

　　既存部と新設部材との定着を十分図る。

３）既存コンクリートとの一体化を図る。

２）躯体寸法は実測による。

　　ける。

１）施工期間中に建物の使用が考えられるため，使用状況を十分把握し，安全を確保するよう心が2.　施工計画

［8.1.1］による。　
　
耐
　
震
　
改
　
修
　
工
　
事

1.　耐震改修工事

５）施工図を作成し監督職員の承諾を受けること。　　　　　　　　　　　　　　　　 　　[1.2.3]

７）解体工事に際して，施設運営に支障をきたさないよう，ウオ－ルカッター等適当な工法を検討

　　注意を払い，落下防止対策を講じること。

６）ブレース設置等コンクリート解体の際，特に上階に関しては，コンクリート塊の飛散には十分

　　養生など，十分注意する。

５）既存仕上げなどの撤去の際は，最低限必要な範囲とし，範囲外の部分には損傷を与えないよう

４）既設配管，配線など予め調査し，損傷を与えないよう十分注意すること。

　　クリート等の接合部は予めカッターで切り込みをいれて撤去する。）

３）はつりに際しては，他の部分にひび割れを起こさせないよう慎重に行う。（梁，柱，土間コン

２）新しくコンクリート又はモルタルを打ち継ぐ部分（増設部材と接する既存面）の表面は，適当

１）補強工事に先立ち，内装材及びコンクリート部材表面のプラスター，モルタルなどの仕上げ材4.　撤去工事

８）コンクリート解体については，コンクリート無騒音破壊工法（ハンドクラッシャー，ウォ－ル

　　なお，やむを得ない場合は休日等に近隣住民などへ配慮の上施工計画を立てること。

　　すること。

　　を除去する。撤去範囲は図示による。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[8.19.2]

　　な目荒らし又ははつりを行う。（平均深さ0.5cm～1.0cm程度）　　　　　　　　　 [8.19.3(b)]

　　カッター）による。

９）既存構造体の撤去範囲及びはつり出した鉄筋並びに鉄骨の処置は，図示による。　 [8.19.2(b)]

　

5.　鉄筋工事 １）鉄筋の材料試験

２）鉄筋の加工及び組立

6.　あと施工アンカー工事 １）あと施工アンカー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[8.2.4(a)][(c)(2)]

　　　　接合筋の種類，径及び長さ　　※図示による。　　　　　　　　　　　 [8.2.4(b)(7)]

　　　　アンカーのセット方式　　※本体打込み式　　・図示による。　　　　 [8.2.4(b)(6)]

　　　　引張耐力，せん断耐力　　※図示による。　　　　　　　　　　　　　 [8.2.4(c)(1)]

　※接着系アンカー

　　　　アンカーの種類　※有機系カプセル型　　・図示による。　　　　　　 [8.2.4(c)(2)]

　　　　アンカー筋の径及び埋込み深さ　　※図示による。　　　　　　　  　 [8.2.4(c)(4)]

　　　　アンカー筋の種類　　※図示による。　　　　　　　  　 　　　　　　[8.2.4(c)(5)]

　　　　アンカー筋の新設壁内への定着長さ　　※図示による。　　　　　  　 [8.2.4(c)(6)]

　・適用する。（試験方法：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　・適用しない。

２）あと施工アンカーの性能確認試験の適用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[8.2.4(d)]

[8.11.1]～[8.11.6]による。

施工は（社）日本建築あと施工アンカー協会（ＪＣＡＡ）資格認定者によるものとする。

アンカー差筋はアンカー施工業者において準備のこと。

施工に当たっては，各メーカーの施工手順に従い定められた事項を遵守すること。

なお，穿孔の際には既存鉄筋などの配置を確認し，それらの位置を避けること。

　　（レーダーなどによる探知を行う。）

　※引張り試験

　・せん断試験（試験箇所　※図示による。）

　※打音試験　（試験箇所　※全アンカーについて行う。）

４）上記によるもののほかは，９章　鉄筋工事　による。

３）割裂補強筋　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[8.19.6(a)][8.20.7(a)]

２）コンクリートの発注，製造及び運搬

１）コンクリートの種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[8.1.3(b)]

構造体用モルタルの調合　　ﾓﾙﾀﾙの圧縮強度及びﾌﾛｰ値は，図示による。　　　　　　 [8.5.10]

３）普通コンクリートの品質管理

[8.5.1]～[8.5.4]，[8.5.6]～[8.5.10]による。

・普通コンクリート　　・軽量コンクリート

[8.6.1]～[8.6.5]による。

　　割り付け図の作成　　　　　※行う　　・行わない

　　　同一面に集中しないよう分散させる。

　　　炭素繊維シートのラップ長は，繊維方向200㎜以上，繊維と平行する方向は30㎜以上とし，

　　炭素繊維補強材の巻数　　　　※　図示による。　　　・２層　・３層　・　　層

規格ヤング係数

規格引張強度

目 付 量

繊維の種類･ｼｰﾄの形状

事　　　項

5

※　300 g/㎡　　　　　 ・　200 g/㎡　 

※　3,400 N/m㎡　　　　・　2,900 N/m㎡

2.30×10　N/m㎡

ＰＡＮ系高強度品　　　一方向強化シート

指 　 定 　 内 　 容
（１）材　料　　　［8.21.7］による。

２）連続繊維補強工法

４）コンクリートの工事現場内運搬並びに打込み及び締固め

[8.7.1]～[8.7.9]による。

耐震改修工事において新規に打込むｺﾝｸﾘｰﾄは，原則として，打継ぎは設けない。　  [8.7.3(a)]

暑中におけるコンクリートの取扱い　構造体温度補正値(S)は，10章3項による。 [8.7.8(b)(5)]

シアコネクタをセパレーターとして使用する場合は，図示による。　　　　　　 [8.7.9(b)(3)]

５）コンクリート及びコンクリート用材料の試験

[8.8.1]～[8.8.6]による。

６）軽量コンクリート

[8.10.1]～[8.10.5]による。

７）上記によるもののほかは，１０章　コンクリート工事　による。

　　[8.12.1]～[8.12.10]による。

１）鉄骨工作

２）高力ボルト接合

　　[8.14.1]～[8.14.12]，[8.15.1]～[8.15.7]による。

３）溶接接合

　　　完全溶込み溶接部の超音波探傷試験（ただし，板厚9mm未満は浸透探傷試験とする。）

　　　　※適用する。（※全数試験　　・図示による。）　　・適用しない。

　　開先の形状及びスカラップの形状は図示による。　　　　　　　　 [8.14.4(a)][8.14.7(b)(5)]

　　溶接部の試験　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　[8.14.11]

　　[8.13.1]～[8.13.9]による。

　　　張力確認試験　　　※行う　　　・行わない

　　高力ボルトの締め付け施工法の確認　　　※行う　　　・行わない　　　　  [8.13.5][8.13.8]

　　標準ボルト張力　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[8.13.3]

　　摩擦面の性能及び処理　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    [8.13.2]

　　　すべり係数試験　　　※行う。　　　・行わない

４）スタッド溶接

[8.15.1]～[8.15.7]による。

５）鉄骨の錆止め塗装

[8.16.1]～[8.16.4]による。

１回目は製作工場で，２回目は工事現場建方及び接合完了後に行う。　　　　 　　［7.3.3(b)］

現場接合部の下地調整は[表7.2.2 鉄鋼面の下地調整]によるRC種とし，工場塗装と同種の錆止め

塗料を使用して塗装を施す。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　 [8.16.4]

[8.17.1]～[8.17.9]による。

６）耐火被覆

７）鉄骨の工事現場施工

[8.18.1]～[8.18.3]による。

８）上記によるもののほかは，１１章　鉄骨工事　による。

材齢２８日　３０Ｎ／㎜2　以上

収縮しないこと（材齢７日において）

凝結開始時間　　１時間以上　　　凝結時間　　１０時間以内

２.０%以下（練混ぜ２時間後のブリｰジング率）

８±２秒（練混ぜ完了から３分以内の値）

圧縮強度

膨張収縮（無収縮性）

凝結時間

ブリｰジング

コンシステンシー

２）品質，性能

　グラウトの種類は，早強形無収縮グラウト（プレミックス）とする。

１）材質等

　各項目の試験は，JHS312－1992による。

０．３０Kg／m3以下

材齢２８日　２．５N／ｍ㎡以上

塩化物量

付着強度

　注）鉄骨柱下に使用する無収縮グラウト材の圧縮強度については，別に定めるものとする。

　　3.なお，供試体の作成方法は，JASS5に準じ，現場養生（水中又は湿潤）とすること。

　　　とすること。

　　2.圧縮試験については，1日施工毎に試供体3本を作成することとし，試供体は直径5cm高さ10cm

　　1.コンシステンシー及びグラウト温度については，1日施工毎に試験すること。

６） 試　験

　　施工時及び施工期間中（打設から１週間以上）は，常に湿潤状態を保ち5℃以上に保つこと。

　　型枠の取り外し時期については監督職員との協議による。

５）型枠の取り外し

　　　がないよう密に保つこと。（図示）

　　2.型枠はグラウトが隙間なく圧入できるよう，パッキンやコーキング材を用い，グラウトの漏出

　　　適切に拘束できるものとすること。

　　1.型枠はグラウトの圧入の圧力に対して十分に抵抗できる剛性を持ち，かつグラウトの膨張圧を

４）型　枠

　　　10～30℃以内となるようにすること。

　　5.グラウトを練る際の水については，10℃以上の水を使用し，練り上がりのグラウトの温度が

　　　グラウト打設前に十分な水湿しを行う。又，養生期間中は振動等を与えないよう注意すること。

　　4.増設部材と既存コンクリート躯体等との接触面については，既存コンクリート面を目荒らしし，

　　3.事前に施工計画書を監督職員に提出し承諾を受けること。

　　2.空気抜きを設けグラウトが空気抜きに出てくることを確認すること。（図面参照）

　　1.圧入は適切な圧力で，中断しないように行うこと。

３）圧　入

　　増設工事

[8.19.1]による。

２）増設壁工事後の仕上げは，図示による。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 [8.19.10]

１）コンクリートの打込み方法　　※流込み工法　　・圧入工法　　　　　　　　　　 [8.19.8(a)]

　　躯体と鋼板の間のグラウト材の厚さ　（　※　30mm　　　・　　mm　）

備 考

・4.5　・6　　・9　　・12

厚さ（ｍｍ）材　　質

SS400

規　　格
　　鋼材は下表による。

１）鋼板巻き工法

［8.21.1］による。

　　ジャッキ等を使用して取り付ける。

２）地組みされた部材又は１部材として搬入された部材は，仮締めボルト，キャンバー，

１）分割され搬入された部材の取り付けは，地組みを行う。　　設置工事

[8.20.1]による。

JIS G 3101

３）ブレース設置後の仕上げは，図示による。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[8.20.9]

　　図示による。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  [8.21.6]

　　「学校施設の耐震補強マニュアル　ＲＣ造校舎編〈2003年改訂版〉　文部科学省」参照

　　グラウトの打設時の側圧による鋼板のはらみ出しを防止するため，必要に応じ防止の為の処置を

　　施す。

（４）施工方法

　　炭素繊維シート巻き付け工事の施工者は，施工実績のある施工者で監督職員の承諾を得る。

（３）施工者

連続繊維シートの層間剥離

接着強さ

層間剥離がないこと

下地の引っ張り強度で定まる値を上回ること

判　　定　　基　　準項　　　　目

（２）試　験

施工要領

［8.22.1］による。

1.鉄筋探査機にて鉄筋の探査を行うと共に，壁内に設備配管類が無いことを確認する。

2.壁の切断は墨だし位置に合わせてコンクリートカッター等を用いて正確に行う。

3.スリット位置は柱より50～100㎜程度はなす。（カッター施工のため）

4.スリット幅　（　※図示による。　　　・３０～５０㎜　　　）

　スリット材　（　※図示による。　　　・　　　　　　　　　）

5.その他詳細は図示による。

1.既存床仕上げ，柱，梁下の仕上げモルタル及び既存鋼製建具枠を撤去する。

2.既存壁を柱際から200㎜の範囲でカッター切りの上，既存鉄筋は残したままコンクリートのみ

3.柱コーナー部を半径30㎜の円弧に仕上げ，全面プライマー塗布の上，ポリマーセメントモルタ

　はつり撤去する。

　ルにて下地調整を行う。

4.メーカーの技術資料に基づきプライマー，エポキシ樹脂を使用し，炭素補強材を巻き付ける。

5.あと施工アンカー打設は炭素繊維を巻き付ける前に行い，あと施工アンカーをさけて炭素繊維

　補強材を巻き付ける。

6.炭素繊維補強材の上下梁との間には10㎜のクリアランスを設ける。

7.炭素繊維補強材の幅は壁が取り付かない場合は250㎜を標準とする。壁が取り付く場合は壁筋

　を避けて巻き付ける必要があるため壁筋のピッチを考慮して補強材の幅を選定する。

8.「連続繊維補強材を用いた既存鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震

　改修設計・施工指針（(財)日本建築防災協会）」　参照のこと。

※接着試験　JIS A 6909（建築用仕上塗材）の付着強さ試験を準用する。

（施工した柱の近傍にあるｺﾝｸﾘｰﾄ製の壁等に連続繊維ｼｰﾄを張り付けて行い，試験箇所数は，

　数は，施工柱１ヶ所に付き１ヶ所とする。）

　判定基準
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３）あと施工アンカーの施工

４）あと施工アンカーの施工後の確認試験　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  [8.11.5]

　　　（試験箇所　※図示による。　・接着系ｱﾝｶｰ　1辺2本とし1ﾌﾞﾚｰｽ当たり8本以上とする。）

7.　コンクリート工事

8.　鉄骨工作

9. 無収縮グラウト工事

10. 現場打鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ壁の

11. 鉄骨ブレースの

12. 柱補強工事

13. 耐震スリット新設工事

[8.2.3]による。

[8.3.1]～[8.3.8]による。

鉄筋の継手　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[8.3.4(a)]

　柱及び梁の主筋　※ガス圧接継手（　　　　　　　　　）

　　　　　　　　　・重ね継手（　　　　　　　　　　　）

　　　　　　　　　・特殊な鉄筋継手（　　　　　　　　）

　　　　　　　　　※重ね継手（　　　　　　　　　　　）

　その他の鉄筋　　・ガス圧接継手　（　　　　　　　　）

　　　　　　　　　・特殊な鉄筋継手（　　　　　　　　）

鉄筋の継手位置　※図示による。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[8.3.4(b)]

鉄筋の重ね継手の長さ　※図示による。　　・[8.3.4(c)]による。　　　　　　　　[8.3.4(c)]

柱に取り付ける梁の引張り鉄筋の定着長さ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[8.3.4(d)]

　※図示による。　　・[8.3.4(d)]による。

帯筋組立の形　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　[8.3.4(e)(2)]

　※図示による。

　・「改修標準仕様書　各部配筋　参考図 1.1帯筋」による。

壁の配筋及び補強　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　[8.3.7]

　※図示による。

　・「標準仕様書　各部配筋　参考図 4.1壁の基準配筋及び4.4壁の開口部補強」による。

圧接部の確認試験　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　[8.3.8(i)(2)]

超音波探傷試験で不合格となった圧接箇所の処置　※[8.3.8(j)(2)]による。　　[8.3.8(j)(2)]

　※超音波探傷試験（試験の対象：全圧接部）　　・図示による。

鋼線の径，スパイラルのピッチ及び径　　※図示による。

　・金属系拡張アンカー

下孔は低振動及び低騒音型ドリルを使用し，その他削孔する工事も同様とする。

別　紙（特記仕様書・改修）
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別紙

完成模型　製作仕様書

 　　 模型の製作仕様

・ 縮尺 1/200

・ 範囲 別紙範囲図による。

・ 使用材料/ ＊仕様 地盤 MDF（人造繊維板）
木
※塗装仕上げ

建築物 樹脂（アクリル板等）
※塗装仕上げ
※第一ホール及び第二ホールの客席屋根を

取り外し可能とし,ホール内部形状を表現
※開口部：透明アクリル樹脂

外構 塗装

植栽 樹木：銅線・着色スポンジ
低木：着色スポンジ
緑地：粉末

敷地外建物 透明アクリル板組のブロック表現

敷地周囲 人・自動車・囲障を表現

 　　 模型台の製作仕様

・ 使用材料/ ＊仕様 台 木工作/表面は化粧合板貼
＊ 表面は化粧合板貼

カバー t 5mm 透明アクリル樹脂

パイプ足 スチール/クロームメッキ仕上げ
＊ 模型台下面に取付座金を設けた取外し式
Φ76mm×高さ 700mm

以上
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模型表現範囲 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


